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第1章 は じめ に

1-1.問 題 意 識

戦 後50年 の 間 に、 わ が 国 は 一貫 して 高 度 な経 済 成 長 を続 け、 世 界 のな か で も

比 類 の な い経 済 大 国 に発 展 した 。1人 当た り実質GDPで み れ ば、70年 代 には100

万 円 台 で推 移 した もの の、80年 代 前 半 に は200万 円 を超 え 、90年 代 後 半 には300

万 円台 とな り、1997年 度 で は310万 円 とな って い る。 しか し、そ の成長 率 は70

年 代 には20～10%で あ った が 、80年 代 に は8～4%と な り、バ ブル経 済 が 崩壊

して か らは1%に も満 た ず 、経 済 は低 成 長 へ と移 行 した。 これ に対 して 、 国民総

資 産 は1ggO年 度 に7,000兆 円 を超 え 、そ の 後 一度 減 少 す る もの の、1gg7年 度 で は

7,422兆 円 とな っ て い る 。 この よ う にわ が 国 の経 済 は低 成 長 で しか もス トッ ク化

した 成 熟 経 済 に突 入 して い る。

高 度 経 済 成 長 期 にお いて は、 社会 保 障 制 度 を含 む あ らゆ る財 政 支 出 を拡 大 して

も財 政 は ほ とん ど悪 化 して こな か った。 また 、 いわ ゆ る 閉鎖 的 な 日本 型 経済 シス

テム といわ れ る もの を温存 して も、あ ま り問題 が 表 面 化 して こな か っ た。しか し 、

これ だ け の経 済 規模 に到 達 した こ と によ り、 日本 の経 済 の動 向 が世 界 経 済 に影 響

を与 え る よ うにな っ て き た。 また 、 こう した 経済 的 豊 か さ のわ りに 、個 人 レベル

で は満 足 感 をほ とん ど得 られて いな い と言 わ れ て い た 。

バ ブル の崩 壊 に始 ま る成 熟 化 した低 経 済 成 長 の も とで は 、そ れ まで 潜 在 化 して

いた 問題 が 、高 齢 化 と経 済 の グ ロー バル 化 を引 き金 と して 、一 度 に表 面 化 して し

ま っ た。 高 齢 化 は社会 保 障 制 度 の財 政規 模 を拡大 し、財 政 を圧 迫 して い る。 経済

の グ ロー バ ル 化 は、 旧態 依 然 と した 経済 シ ステ ム を 維持 し続 けて き た わ が国 の世

界 経 済 にお け る評 価 を低 め て しま った 。そ して 、 こ う した 問題 に対 して 、従 来 型

の公 共投 資 を柱 とす る大 規 模 な経 済 対策 が実 施 され て きた が 、効 果 が ほ とん どな

か っ た だ け で な く、 国債 を財 源 と して い た た め に、 財 政 赤 字 は い っそ う深 刻 化 し

て い る。 い ま検 討 す べ き 課 題 は 、 こ う した 「高齢 化 」・「経 済 の グ ロー バ ル化 」・

「財 政赤 字 」 とい う3つ の政 策 課 題 に対 して 、 どの よ うな政策 手段 で 対 応 す べ き

か と い う点 に あ る。
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1-2.分 析 課 題

まず 、 「高齢 化 」 が 最 も深 刻 な影 響 を与 え る の は社 会 保 障 制 度 で あ る 。 高 度 経

済 成 長 期 に は 、そ の成 果 の配 分 と して大 幅 な 制度 の拡 充 が行 わ れ た 。 この 時期 に

は 、 団塊 の世 代 が 青 壮年 期 に あ りそ の豊 富 な 労働 力が 拠 出す る資 金 によ り、 そ の

財 政 規 模 を維 持 す る こ とは 可能 で あ った 。 しか し、高 度 成長 の終 焉 と と も に少子

化 お よ び 高 齢 化 が 進 ん で い る た め、 年金 制度 を は じめ とす る社 会 保 障制 度 の財 政

が 今 後 著 し く悪 化 す る こ とが 予 想 され る。 も し1人 当 た りの社 会 保 障給 付 費 を削

減 す る こ とが で きな けれ ば、 高齢 化 に伴 う社 会 保 障給 付 費 の増 加 は さ ま ざ まな 側

面 か ら経 済 に悪 影 響 を与 え る可 能 性 が あ る。21世 紀 にお いて サ ス テ イ ナ ブル な

社 会 保 障 制 度 を確 立 す る ため に も、年 金 や 介 護 とい うそ の基 幹 部 分 にお け る制 度

の見 直 しが 早 急 に求 め られ る 。

次 に 、 「経 済 の グ ロー バ ル 化 」 は、 わ が 国 にそ の経 済規 模 に 比 例 した 役 割 を さ

ま ざ まな側 面 にお いて求 め る こ とにな ろ う。 なか で も喫 緊 の課 題 は、次 の 二 つ で

あ る。 一 っ は 、平 和 の配 当 あ るい は環 境 汚 染 に対 す る 対価 の支 払 い とい う側 面 か

らの国 際 貢 献 で あ る。他 の一 つ は、 経済 シス テ ム の国 際化 で あ る。

前 者 で は 、 と くに環 境 問題 に対す る国 際 貢 献 が今 後 必 要 とな ろ う。 日本 を含 め

た 先 進諸 国 は 、 これ まで環 境 汚 染 に対 して 対 価 を支 払 わ な い まま 経 済成 長 を続 け

て きた 。 そ の結 果 、 地球 の温 暖 化 を は じめ とす る環境 汚 染 が 、広 範 囲 で しか も急

激 な ス ピー ドで 進 行 して い る 。 これ を受 けて 、1992年 に は地 球 サ ミ ッ トが 開 催

され 、環 境 保 全 に対 す る国 際 的 な取 り組 み が本 格 的 に 議論 され 始 め た。 し か し、

各 国 が そ の環 境 汚染 の程 度 に応 じて責 任 を負 うべ き とす る先 進 諸 国 と、環 境 汚 染

を続 けな が ら も成長 の権 利 を主 張 す る発 展 途 上 国 との 間 で利 害 が 対 立 し、 な か な

か 交 渉 が 進 まな い のが 現 状 で あ る。 こう した 自国 の経 済 成 長 だ け で な く、 資 金 援

助 ま た は技 術 援 助 に よ り発 展途 上 国 の経済 成 長 を も守 る よ うな 国 際 的 な調 整 をす

る とい う役 割 が 、 わ が 国 に求 め られ て い る。

一 方 、後 者 の側 面 で は 、これ まで 高度 成 長 を支 えて きた 日本 型 経 済 シス テ ム は、

この成 熟 化 した 低 経済 成 長 の なか で まさ に機 能 不全 に陥 って い る 。 日本 型 経済 シ

ステ ム の代 表 的 な 例 の一 つ は 、税 ・財 政 シ ステ ム で あ る。 そ の特 徴 は、極 度 に平
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等 主 義 的 な 累 進所 得税 制 、企 業 利 潤 に対 して 閉鎖 的で しか も禁止 的 とも い え る高

い税 率 、 国 内企 業 優 先 の 閉鎖 的 な 金融 お よび 公共 投 資 シ ステ ム な どに あ る。 こう

した税 ・財 政 システ ム は 、わ が 国 の市 場 を 閉鎖 的 に し、 か つ 不透 明 な も の に して

しま っ た 。 ま た 、所得 に対す る累 進 的で しか も高 い税 率 は 、家 計 の労 働 意 欲 や 企

業 の 成長 意 欲 をそ ぎ、 経 済全 体 の活 力 を も失 わ せ て い る 。金 融 お よ び公 共 投 資 シ

ス テ ム な どに み られ る さ まざ まな 規 制 は 、市場 を大 き く歪 め る結 果 とな っ て いる 。

最 後 に、 「財 政 赤字 」 に関 して は 、 国債 を財 源 とす る 公 共 事業 が 将来 的 にそ れ

に見 合 うだ け の 経済 効 果 を発 揮 し う るのか どうか が重 要 な ポイ ン トとな ろ う。 国

債残 高 はgO年 代 は じめ には200兆 円強 で あ った が 、そ の後 大 量 の 国債 発 行 が な

され た た め 、1999年 度6月 末 現 在 で は約461兆 円 に達 して い る。す なわ ち 、この10

年 間 で 実 に2倍 以上 に増大 した の で あ る。 こ う した 原 因 の 一 つ に は、1992年 度 以

降 、 総 額 約75兆 円 と い う規 模 の経 済 対 策 が 国 債 を財 源 と して実 施 され た こ とが

あ げ られ る。 この経 済 対 策 で は 、お も に公 共 投 資 や 政策 減税 な どが 行 わ れ た 。 し

か し、 政 策 減 税 な どは一 時 的 で は あ るが た しか に家 計 消 費 を刺 激 した もの の、 経

済 対 策 を総 合 的 に評価 す る とほ とん ど効果 は な く、 多 額 の借金 が 残 った だ けで あ

った 。 この よ うな 経済 対 策 を借 金 ま で して 実施 す る こ とに意 味 は あ る ので あ ろ う

か 。 また 、 これ だ け の規 模 の借 金 を抱 え た ま ま で 、21世 紀 にお け るわ が 国 の財

政 を本 当 に維 持 で き る ので あ ろ うか 。

一 方 、 これ だ けの規 模 の財 政 赤 字 を将 来 的 に削減 す る た め には 、税 ・財 政 シ ス

テ ム の見 直 しが必 要 で あ る。 と く に、肥 大 化 した 政府 を ス リム 化す る た め に も、

財 政 支 出 の効 率化 が 不 可 欠 と い え よ う。そ の一 つ と して現 在 公 共 投 資 の見 直 しが

r論 され て い る。近 年 の 経済 対 策 で は 、新 社 会 資 本 とい う概 念 の も と に、従 来 と

は違 う分 野 に お いて 、 しか も 国民 の満足 度 を直 接 引 き 上 げ るよ うな 社会資 本 の 整

備 が 進 め られ て き た。 た しか に、 これ ま で不 足 あ る いは 老朽 化 して いた 社 会 資 本

の整 備拡 充 は 、 家計 の 満 足 度 を 引 き上 げ る こ とに はな ろ う。 しか し、 新 社 会 資 本

の整 備 が 従 来 型 の公 共 投 資 に 比 べ て どの程 度 家 計 の満 足 度 を引 き上 げ る のか 、 さ

ら に は経 済 成 長 に対 す る影 響 に どの よ うな違 い が あ る のか とい う点 につ い て は 、

い まだ 実 証 的 に は明 らか とされ て い な い。 ゆ え に、財 政 支 出 の真 の効 率 化 を 計 る

な らば、 まず 新 社 会資 本 整 備 の従 来 型公 共 投 資 に対 す る有 効 性 を、 早急 に検 証 す

る必 要 が あ ろ う。
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本 稿 で は この よ う な 問 題 意 識 の も と に、 「高 齢 化 」・「経 済 の グ ロー バ ル 化 」・

「財 政 赤 字 」 とい うテー マ に対 してそ れ ぞ れ の政策 課 題 を抽 出 し、 今 後 とるべ き

施 策 の有 効 性 を検 討 す る こ とに した 。

経 済 学 の側 面 か らす る と、 こ うした 政策 課 題 に対 して 、一 定 の 目的 を達 成 す る

た め の よ り効 率 的 な 手段 を検 討 す る こ とが 可能 で あ る。 政府 は家 計 の厚 生 水準 を

最 大 にす る よ う に行 動す る と想 定 され るか ら、具 体 的 には あ らゆ る経 済 政 策 の経

済 効 果 は厚 生 分 析 に よ り評 価 され る こ とにな る。 これ まで は 、 こう した経 済 政策

に対 す る経 済 分 析 が あ ま り行 わ れ て こな か った 。 そ の結 果 、 手 段 の選 択 を誤 り、

期 待 して い た経 済 効 果 が 得 られ な か っ た り、 家 計 の満 足 度 を 高 めて いな い とい う

問題 が 生 じて いた 。

さ らに 、 そ の分 析 に関 して は 、次 の4点 に留 意 す る必 要 が あ る。 第1に は 、経

済 政 策 はす べ て の財 ・サ ー ビ ス市 場 間 の相 互 依 存 関 係 を通 じた影 響 を生 じる た

め 、 こ う した 経 済 効 果 を部 分 的 で はな く総 合 的 に捉 え る ことが で き る一般 均 衡分

析 が 必 要 で あ る。 第2に は 、経 済 政 策 の 経 済効 果 を定性 的 だ け でな く、 定 量 的 に

も評 価 す る こ とで あ る。第3に は 、経 済 効 果 を集 計 的 レベ ル だ けで な く、産 業 別

や 所 得 階級 別 とい っ た ミ ク ロ的 な レベ ル で も評 価 す る こ とで ある 。第4に は 、実

際 の シ ミ ュ レー シ ョン に際 して は、 現 実 の デ ー タ に も とつ くパ ラ メー タ ー を用 い

る こ とで あ る。 そ こで 、 本 稿 で は こう した 経 済 分析 に必 要 と され る点 を十 分 に考

慮 した 計 算 可 能 型 一 般 均 衡 モ デ ル(CGEモ デ ル)に 、現 実 のデ ー タ に も とつ い

て 推 計 した パ ラ メー ター を適 用 して 、そ れ ぞ れ の経 済政 策 の 厚 生分 析 を試 み る こ

と に した 。

1-3.本 稿 の構 成

本 稿 の 構成 は次 の通 りで あ る。 まず第2章 で は 、基 本 モ デ ル とそ の ワー キ ング

を解 説 す る。 実 際 の シ ミ ュ レー シ ョン に必 要 とな るパ ラ メー タ ー の推 計方 法 の解

説 お よ び それ 自 身 の提 示 につ いて は 、本 稿 末 の付 録 で 行 って い る。本 稿 にお け る

基 本 モ デ ル と分 析 の特徴 は次 の4点 に あ る。第1に 、所 得 階級 別 に み た18タ イ

プの 家 計 、業種 別 に み た24タ イ プの産 業 とそ れ に対 応 す る24タ イ プ の 生 産財 、19

タイ プ の消 費 財 をそ れ ぞ れ モ デ ル に組 み込 ん で い るの で 、 資 源 配分 ・経 済 厚 生 に
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与 え る影 響 をマ ク ロ的 だ けで な く ミク ロ的 に も評価 す る ことが で き る 。 ま た 、所

得分 配 か らの評 価 も可能 で あ る。 第2に 、 現実 のデ ー タ に もとつ い て パ ラ メ ー タ

ー を推 計 し、 そ れ を用 い て シミ ュ レー シ ョ ン分 析 を行 っ て い る。第3に 、 定 量 的

な一 般 均 衡 分 析 で あ る。第4に 、静 学 的な シ ミュ レー シ ョ ン分 析 だ け で な く、 政

策課 題 に応 じて動 学 的 な シ ミュ レー シ ョン分析 も行 って い る。

第3章 と第4章 で は、 「高齢 化 」 をテー マ と して分 析 を進 め る。第3章 で は 、

社 会 保 障 制 度 のな か で も最 も規模 の大 きい年 金 制 度 を分析 対 象 とす る 。年 金 制 度

の財 政 は 、 人 口の少子 化 お よび 高 齢 化 、 さ らに は成 熟 経 済 の も とで の 低 経 済 成 長

とい う要 因 に よ り、 近 い将 来 破 綻 しか ねな い状 況 に あ る。 ま た、 国 民 の税 ・社 会

保 険 料 負 担 はす で に高水 準 に達 してお り、 保 険料 率 を さ らに引 き上 げ る こ と は 困

難 で あ る 。そ こで 、現在 給 付 水 準 の削減 を柱 とす る年 金 制度 改革 案 が 検 討 され て

い る 。 しか し、 こ うした 議 論 で は年 金 制度 のマ イ ナ ス の側 面 ば か りが 強 調 さ れ 、

それ が 高齢 者 の所 得 を保 障 し、そ れ に よ り経 済 活動 水 準 を引 き 上 げ、 さ らに は厚

生水 準 の 改 善 に も貢 献 して きた と い うプ ラス の側 面 が軽 視 され て い る。 そ こで 、

年金 制 度 の プ ラス とマ イ ナ ス の両 面 か らの経 済 効 果 を静 学 的 シ ミュ レー シ ョ,ン分

析 に よ り定 量 的 に明 らか に し、 年 金 制度 の存 在 意 義 の再 評 価 を行 う。

第4章 で は、2000年 度 に導入 さ れ る介護 保 険 制度 を分 析 対象 とす る 。介 護 保 険

制度 の 経 済 効 果 と して は 、労働 供 給 の増 加 を通 じた 経 済 成長 の上 昇 な どプ ラス の

側 面 が 強 調 され て いる 。 しか し、 介 護保 険 料 によ る増税 は経 済 にマ イ ナ ス の 影 響

も与 え る と考 え られ る 。 ま た 、 介 護 サ ー ビス 水 準 の上 昇 に比 例 し て 高 齢 者(65

歳 以 上)の 保 険料 額 も引 き 上 げ られ るので 、 これ は所 得 分 配 を悪 化 させ るお そ れ

が あ る 。 こう した政 策 の プ ラス の側 面 だ けで な くマ イナ ス の側 面 も考 慮 し た政 策

分 析 が 、 い ま求 め られ て いる。 そ こで 、介 護 保 険制 度 の プ ラス とマイ ナ ス の両 面

を考 慮 した経 済 効 果 を静 学 的 シ ミ ュ レー シ ョン分 析 によ り明 らか にす る。さ らに 、

現金 給 付 と現 物給 付 と い う給付 形 態 の違 いや 、介 護 保 険料 と福 祉 目的税 と して の

消 費税 とい う財源 調 達 の違 い につ いて も、 それ ぞ れ の シ ミュ レー シ ョ ン分 析 を通

して 明 らか に して い る。

続 い て 、第5章 と第6章 で は、 「経 済 の グ ロー バ ル化 」 を研 究 テ ー マ とす る 。

第5章 で は、 経 済 の グ ロー バ ル化 に ともな うわ が 国 の環 境 政策 の なか で も と く に

環 境 税 に注 目 し、 そ の導 入 の有 効 性 を静学 的 シ ミ ュ レー シ ョン分 析 に よ り検 討 す
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る。 環 境 税 とは 、環 境 に直 接 ・間接 に悪 影 響 を与 え る製 品 の生 産 ・消 費 な どの活

動 を削 減 ま た は抑 制 す るね らい を もつ多 様 な税 の総 称 で ある が 、 ここで は 財 の炭

素 含 有 量 を課税 ベ ー ス とす る 、 いわ ゆ る炭 素税 を想 定 して い る。 シ ミ ュ レー シ ョ

ン の 内 容 と して は 、 環 境税 の導 入 と同 時 に、 エ ネル ギー 税 ・消 費 税 ・資本 税 ・所

得 税 を税 収 中立 とな る よ う にそ れぞ れ を廃 止 また は削 減 す る4ケ ー ス を行 う。 こ

れ よ り、 どの よ う に環 境税 を 導入 す るの が望 ま しい の か を検 討 す る。 さ らに、環

境 税 ・エ ネル ギ ー 税 ・消 費税 ・資本税 ・所 得税 をそ れぞ れ 同額 だ け増 加 させ た 場

合 の シ ミ ュ レー シ ョ ン分 析 を行 う。 これ よ り、 環 境税 は他 の税 と比 べて どの程 度

歪 み を持 つ のか とい う、税 と しての性 格 を 明 らか にす る。

第6章 で は 、経 済 システ ム の グ ロー バ ル 化 の一 貫 として実 施 され た1998年 度

か ら1999年 度 に か け て の法 人 税 率 の 引 き下 げ の経 済 効 果 を、次 の2つ の ア プ ロ

ー チ に よ り評価 す る。 一 つ は 、実 効税 率 の 国 際 比較 で あ る。 こ こで は税 務 統 計 よ

り計測 され る 「税 額 調 整後 実 効 税 率 」 とい う企 業 の税 負 担 を表 す 指 標 を定 義 し、

これ に も とつ いて 実 効 税 率 の 国 際比 較 を行 う。他 の 一 つ は、 法 人税 率 引 き下 げ の

経 済 効 果 を 、動 学 的 シ ミ ュ レー シ ョン分 析 によ り計 測 す る。 ま た 、一 連 の減 税 政

策 は赤 字 国債 を財 源 と して 行 わ れ た のだ が 、 こ う した 減税 財 源 と して の 国債 発 行

の 意 味 を明 らか にす る た め に 、そ の財 源 を国 債 発 行 と消 費税 の増 税 に そ れぞ れ求

め た場 合 の シ ミュ レー シ ョ ン分 析 を行 い 、 そ の結 果 を比 較 す る 。

第7章 で は、 「財 政 赤字 」 を研 究 テ ー マ とす る。 この 章 で は 、 財 政 支 出 の 効率

化 の必 要 性 を重 視 し、そ の 一 貫 として 現 在 進 め られ て い る従 来 型 社 会 資 本 整 備 に

か わ る新 社 会資 本 整 備 を分 析 対象 とす る。 新社 会 資 本 と して 、 こ こで は 「ゴー ル

ドプ ラ ン 」(後 に 「新 ゴー ル ドプ ラン」 へ移 行)に お け る社 会 福 祉 施 設 整 備 、 大

学等 の 重 点 化 の一 貫 と して 行 わ れて い る文 教 施 設 整 備 、光 フ ァイ バ ー網 な どの通

信 イ ン フ ラ整備 とい う3つ の タイ プ を想 定 す る 。新 社 会 資 本 整 備 には 、 そ の財 源

が 建 設 国 債 で あ るか ら、 将来 そ れ にか か った 費用 を返 済 で き る だ け の経 済効 果 が

求 め られ る。そ こで 、動 学 的 な シミ ュ レー シ ョ ン分 析 に よ り、 こ う した 経 済 効 果

が本 当 に期 待 で き る のか どうか を検証 す る。 また 、 新社 会 資 本 整 備 と従 来 型 社 会

資 本 整備 との経 済 効 果 の違 い を シ ミュ レー シ ョ ン分 析 を通 して 明 らか にす る 。 さ

らに は、 新 社 会 資 本 整備 の な かで も事 業 内容 に よ り、 経 済効 果 に どの程 度 の差 が

あ る のか につ いて も考 察 す る。
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最 後 に 、第8章 で は 、第3章 か ら第7章 の分 析 結果 を踏 まえて 、「高 齢 化 」・「経

済 の グ ロー バ ル 化 」・「財 政 赤 字 」 とい う、21世 紀 にお いて わ が 国 に重 くの しか

か るで あ ろ う これ らの3つ の政策 課 題 に対 して 、現 在 検討 され て い る政 策 の有 効

性 と問 題 点 を ま とめ る と と もに 、今 後 の課 題 につ いて触 れ る こ とにす る。

-7一



第2章 モデルの基本構造

本 章 で は まず 政 策 評 価 にお け る経 済 分 析 の位 置 づ け を行 う と と も に 、CGEモ

デ ル を用 いた 一 般均 衡 分 析 の経 済 分 析 として の特 徴 を明 らか にす る 。続 い て後 半

で は 、 本 稿 で用 い るCGEモ デ ル の 基 本構 造 を説 明 す る と と も に、 そ の ワー キ ン

グ をパ ラ メー タ ー設 定 の特 徴 とモ デ ル の フ ロー チ ャー トか ら解 説 す る 。

2-1.モ デ ル の特 徴

政 府 は21世 紀 にわ が 国 が抱 え るで あ ろ う高齢 化 、経 済 の グ ロー バ ル 化 そ して

財 政 赤 字 と い う問 題 に対 処 す る た め に、 さ まざ ま な形 で そ の役 割 を求 め られ る こ

とに な る。 政 府 が ど の よ うな 政策 を行 う に して も、 それ は国 民 に直 接 的 な影 響 だ

け で な く 、す べ て の財 ・サ ー ビス市 場 にお ける相 互 依 存 関 係 を通 じた 間接 的 な影

響 を も与 え る と考 え られ る 。ま た 、そ の財 源 は家 計や 企 業 か らの税 お よ び保 険料 、

あ る い は 国債 発 行 に よ り賄 われ て い るた め 、政 府 はす べ て の政 策 に対 して 国 民 に

説 明責 任(ア カ ウ ンタ ビ リテ ィ ー)を もつ 。 ゆ え に 、 いか な る政策 に対 して も事

前 事 後 と も に十 分 な政 策 評 価 が 必 要 とな る。

政策 は 目的 と手 段 か ら構 成 され る 。政 策 評価 とは 、 あ る政 策 を講 じた とき に、

そ の 本 来 の 目的 が どの程 度 達 成 され て い る のか を評 価す る こ とを い う。 具 体 的 に

は 、 そ の作 業 は次 の3ス テ ッ プ によ り行 われ る こ と にな る。 第1ス テ ップ と して

は 、 そ の政 策 が 合 目的 的 で あ っ た か ど うか を検 討 す る。第2ス テ ップ で は 、政 策

の 目的 達 成 の た め に、選 択 され た政 策 手 段 は効 率 的 な もの で あ った か ど うか を分

析 す る 。 そ して第3ス テ ップで は、 そ の政 策 を実 行 した こと に よ り経 済 環 境 が 以

前 よ りも改 善 され た の か ど うか を見 る こ とに よ り、 政策 全 体 の評 価 を行 う。

経 済 学 の側 面 か らす る と、 この うち 第2ス テ ップ にお け る 、 一定 の 目的 を達 成

す るた め の よ り効 率 的 な手 段 を検 討 す る こ とが 可 能 で あ る 。経 済学 で は 、政 府 は

家 計 の 厚 生 水 準 を最大 にす る よ うに行 動 す るも の と想 定 され て い る か ら、 具体 的

に経 済 政策 の経 済 効 果 は厚 生 分 析 によ り評 価 され る こ とにな る。

また 、経 済 分 析 は 、部 分 均衡 分析 と一 般 均衡 分析 とに大 別 す る ことが で き る。
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部 分均 衡 分 析 と は 、特定 少 数 の市 場 あ る いは財 ・サ ー ビス の み を分析 の 対 象 とす

る も ので あ り、 容 易 に分 析 を行 え る とい う利点 が あ る もの の 、そ の 経 済効 果 をあ

く まで も部 分 的 に しか把 握 す る ことが で きな い 。一 方 、 一 般均 衡 分 析 で はす べ て

の財 ・サ ー ビ ス市 場 の相 互 依 存 関 係 を考 慮 す る た め 、経 済 政策 の経 済効 果 を総 合

的 に捉 え る こ とが で き る。後 者 の方 が前 者 よ りも、 よ り広 範 囲 の経 済 効 果 を評価

す る こ とが で き る とい う点 で優 れ て い る ので 、 経済 政 策 の経 済分 析 を行 う際 には

や は り一 般 均 衡 分 析 が不 可 欠 とい え る。

一 般 均 衡 型 の経 済 分 析 は 、お も にマ ク ロモ デ ル タ イ プやCGEモ デ ル タイ プで

行 わ れ て い る 。 マ ク ロモ デ ル とは 、家 計 消 費や 民 間投 資な どの集 計 量 と して の財

・サ ー ビス の 需要 と供 給 、 お よ び金 融 的 関係 を表 した方 程 式 によ る完 全 な体 系 に

よ る需 要 予 測 モ デ ル を い う。 この タイ プの モデ ル を用 いた例 は数多 くあ る が 、最

近 で は 伴(1991)、 吉 野 ・嘉 治 ・亀 田(1998a)、 吉 野 他(199g)、 経済 企 画 庁(1gg8)な ど

が あ る 。 一 方 、CGEモ デ ル とは 、 あ る経 済 政 策 に 対 して す べ て の生 産 要 素 を含

む財 ・サ ー ビス の 相 対価 格 がす べ て の市 場 にお い て均 衡 を達 成す る よ う に どの よ

うに調 整 され るの か を検 討 す る こ とに よ り、 そ の効 果 を定 量 的 に明 らか にす る も

の で あ る'1。 この タイ プの モ デル を用 いた 例 と して は、 海外 で はShovenandwhally

(1972,1984)、Ballard,Fullerton,ShovenandWhalley(1985)、PiggottandWhalley(1985)、

・1CGEモ デ ル の 開発 は 、 ア メ リカ の エー ル 大 学 の 数 理 経 済 学 者 ス カ ー フ(H.

Scarf)に よ る不 動 点 の近 似 的算 出 につ い て の ア リゴ リズ ム の考 案 を き っ か け と し

て 、1970年 代 初期 に ア メ リカ のス タ ン フ ォー ド大 学 の シ ョー ヴ ン(J.Shoven)と カ

ナ ダ の ウ ェ ス ト ・オ ンタ リオ大 学 のウ ォー レイ(エWhalley)を 中心 に行 わ れ た 。 そ

の 開発 の過 程 につ いて は 、Sca㎡(1973,1982)を 参 照 され た い 。 当初 は 、租 税 の 一般

均 衡 分 析 を 目的 として い た が 、そ の後海 外貿 易 な ど も分析 対 象 に加 えた モ デ ル の

拡 張 が 行 わ れ て い る。
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JorgensonandWilcoxen(1990a,1990b,1993a,1993b)な ど多 数存 在 す る'z。 しか し、わ が

国 に お け る 日本 型CGEモ デ ル を用 い た分 析 は、 市 岡(1991)、 黒 田 ・新 保(1gg3)を

除 いて ほ と ん ど行 わ れ て いな い゜3。

マ ク ロモ デ ル で は、 パ ラメー ター をOLS(最 小 二 乗 法)に よ り推 計 す る た め 、

そ れ ぞ れ の方 程式 に は誤 差 項 が 含 まれ る こ とにな る。 つ ま り、統 計 的 に は 幅 を も

っ た パ ラ メ ー ター を推 計 して い る の で あ る。 これ に対 して 、CGEモ デ ル で は 、

こ う した統 計 的 誤 差 項 で は な く、 カ リブ レー シ ョン とい う作 業 によ り誤 差 項 を含

ま な い点 推 計 を行 う'4。前 者 の タイ プ の モデ ル は 、パ ラメ ー ター 推 計 に関 して 統

計 的 には た しか に意 味 が あ る とい え るが 、財 ・サ ー ビス を集 計 量 と して扱 って い

る た め に経 済 効 果 をマ ク ロ的 に しか 捉 え る こ とがで き な い 。 これ に対 して後 者 の

・2CGEモ デ ル を用 いた分 析 は多 くの国 々 にお いて 、そ の経 済 シス テ ムや 制 度 の

特 徴 を考 慮 しなが ら行 わ れ て い る 。 こ う したCGEモ デ ル の応 用 例 につ いて は、

ShovenandWhalley(1984,1gg2)に 詳 細 に示 され て いる 。 また 、GreenawayetaL(1gg3)

で は 、 とく に環 境 モ デ ル の分析 事 例 を紹 介 して い る。

・3わ が 国 で はGTAPモ デル(GlobalTradeAnalysisProject)の よ うに モデ ル ・デ ー タ

・ソ フ トウ ェ アが 一 体 とな ったCGEモ デ ル が公 開 ま た は 販 売 され て い る こ とか

ら、 こ う した タイ プ のモ デ ル を用 いた 分 析 が 伴他(1998)、 川 崎(1999)な ど多 く行

わ れ て い る 。 ただ し、 この タイ プ のCGEモ デ ル は貿 易 ・関 税 ・環 境 な どの 多 国

間 にわ た る 経 済 政 策 を分 析 対 象 と して お り、 日本 型CGEモ デ ル を用 い た もの で

はな い。 わ が 国 にお け る唯一 の 日本型CGEモ デ ル を用 いた 分 析 は市 岡(1gg1)で あ

り、そ のモ デ ル ・デー タは一 応 公 開 され て いる が、対 象 年 度 は1985年 度 で あ る。

また 、黒 田 ・新 保(1gg3)で は詳細 な モ デ ル とデ ー タの公 表 は行 わ れ て いな い 。

・4CGEモ デ ル で は、基 準 年 にお いて 一般 均衡 が成 立す る よ うに 、パ ラ ミタ ー設

定 の際 にカ リ ブ レー シ ョ ン と呼 ばれ る作 業 を行 う。 カ リブ レー シ ョ ン とは 、基 準

年 にお ける デ ー タ セ ッ トとモデ ル 構 造 とのず れ を調 整 し、 モ デ ル が デ ー タ セ ッ ト

に適 合 す る よ うに基 準 化 す る こ とを い う。 具体 的 には 、 外 生 的 に与 え る労 働 供 給

弾性 値 ・貯 蓄 弾 性 値 の も とで基 準 年 にお け る各 市 場 の 経 済 状 態 が 一 般 均 衡 の状 態

とな る よ う に効 用 関数 と生産 関 数 の パ ラ ミタ ー の推 定 を行 う ので あ る。
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タイ プ の モ デ ル で は 、経 済 効 果 を集 計 的 レベル だ けで な く、産 業 別 や 所 得 階 級 別

とい っ た ミ ク ロ的 な レベ ル で も捉 え る ことが可 能 で あ る。 した が って 、 経 済 政 策

の経 済 効 果 を よ り詳細 に評 価 で き る だ けで な く、効 率 性 と公平 性 の両 面 か らの評

価 も可 能 で あ る とい う点 で 、CGEモ デ ル の ほ うが望 ま しい とい え る。

CGEモ デ ル の特 徴 は次 の5つ に あ る。第1に 、 さ ま ざ ま な経 済政 策 に対 して精

度 の 高 い定 量 的 な一 般均 衡 分析 が 可能 で あ る。第2に 、家 計 の効 用最 大 化 問題 を

明示 的 にモ デ ル に組 み込 ん で い るた め 、経 済政 策 の厚 生 水 準 に与 え る影 響 を評 価

す る こ とが で きる 。第3に 、家 計部 門 と産 業 部 門 を細 分 化す る ことが容 易 で あ る

ため 、 資 源 配 分 ・経 済厚 生 な どに与 え る影 響 をマ ク ロ的 だ けで な く ミク ロ的 に も

捉 え る ことが で き る。 第4に 、CGEモ デ ル で は ミ ク ロ的側 面 を定 量 的 に計 測 す る

こ とに よ り、経 済 効 果 を効 率性 と公 平 性 の両 面 か ら評価 す る こ とが 可 能 とな る。

第5に 、既 存 税 制 をか な り厳 密 に組 み込 んで い るた め 、 さ まざ ま な税 お よび 保 険

料 を用 い た政 策 の経 済分 析 を容 易 に行 う こ とが で き る。

2-2.基 本 モデ ル の定 式化

CGEモ デ ル には 静 学 的 モ デ ル と動 学 的 モ デル とが あ る 。 さ ま ざ まな 政策 目標

を持 っ経 済 政 策 の経済 分 析 を試 み る た め には 、動 学 的 モ デル が 必 要 とな る。本 稿

で も基 本 的 に は この タイ プ のモ デ ル を用 いた動 学 的分 析 をめ ざ して い る 。 な お 、

分 析 の 対 象 が 短 期 的 な もの につ いて は静 学 的 分析 も試 み て い る。 こ こで は、 基 本

モデ ル と して 、 動 学 的モ デ ル の定 式 化 を行 う。

2-2-1.家 計 部 門

まず 、家 計 部 門 か らみて い こ う。家 計 は2種 類 の生 産 要 素 と して労 働 と資本 を

保 有 し、 これ らを企 業 に供 給 して 要 素 所 得 で あ る 労 働 所 得 と資 本 所 得 を得 る 。

な お 、 生産 要 素 は そ れぞ れ 同質 的 で かつ 部 門 間 を 自 由 に移 動 で き るが 、 国 際 的 な

取 引 は な い もの とす る。

要 素 所 得 に移 転 所 得(私 的 純移 転所 得+公 的移 転 所 得)と 帰 属 所得(帰 属 家 賃

所 得+帰 属 経 常 移 転 所得+帰 属 留 保 所得)を 加 え た もの か ら、個 人 所 得 税 額 とそ

の他 の 直 接 税 額 を引 い た も のが可 処 分 所得 とな る。
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移 転所 得 に は 、 具 体 的 に私 的純 移 転 所 得 と公 的移 転 所 得 が含 まれ る 。私 的純 移

転 所 得 とは 、私 的移 転 所 得 か ら寄 付 金 と損 害 保 険 料 を 引 いた も ので あ る 。 公 的移

転 所 得 は現 金 給 付 と現 物 給 付 か ら構 成 さ れ 、具 体 的 に前 者 に は年 金給 付 が 、後 者

に は医 療給 付 がそ れ ぞ れ含 まれ て い る。

帰 属 所 得 に は、 帰 属 家 賃 所 得 、 帰属 経 常 移 転 所 得 お よび 帰 属 留 保 所 得 が 含 まれ

る。帰属 家 賃 所 得 と は 、持 ち家 に住 む 家 計 の 帰属 家 賃 を所 得 に加 えた もの で あ り、

本 稿 の モデ ル で は外 生 的 に与 え られ る。 帰属 経 常 移 転 所得 と帰 属 留 保 所 得 とは 、

民 間企 業 が 行 う経 常 移 転 お よ びそ れ が 保 有 す る貯 蓄 額 をそ れ ぞ れ家 計 に帰 属 計算

した もので あ る'5。

個 人所 得 税 額 は 、(1)式 の よ うな 一 次 関数 と して 表 され る 。 な お 、 添 え字 のi

とrは そ れ ぞ れ 所 得 階 級 と時 点 を表 して い る。

(2-1)Tく=c:+tI'、(P、L气`+Ntf+ψ`p丶K・1)

た だ し、TI:個 人 所 得 税 額 、c:定 数 項 、tI:限 界税 率 、P。:労 働財 価 格 、Ls:

労働 供 給 量 、N:現 金給 付 額 、ψ:資 本 所得 へ の課 税 対象 比 率 、PK:資 本 財 価 格 、

Ks:資 本 供 給 量 、i=1,・・,1、t=1,・・,T

そ の他 の直 接 税 に は 非 雇 用者 世 帯(お も に退職 者 世 帯)が 支 払 う社 会 保 険 料 や

罰 金 な どが含 まれ て い る 。

さ らに、 可 処 分 所 得 に レジ ャー価 値 を加 えた もの が拡 張 可 処 分 所得 とな る。 す

な わ ち、拡 張 可処 分所 得 は(2-2)式 の よ うに表 され る 。

(2-2)皿 》1≡PLtLs、i+PK,Kst+R`+N`+M`+B:-T`1,-T`d、+(1-t!pPL,lii

た だ し、ID:拡 張 可 処 分 所 得 、R:私 的 純 移 転 所 得 、M:現 物 給 付 額 、B:帰 属 所

得 、Td:そ の他 の直 接 税 額 、1:レ ジ ャー 量

家 計 は この拡 張 可 処 分所 得 を制 約 と して 、 近視 眼 的な 期待 形 成 の も とで 、次 の

よ うな 効 用最 大 化 問 題 を解 く こと によ り、将 来 消 費財 、 レ ジ ャー 財 、k種 類 の消

費 財 のそ れぞ れ の購 入 量 を決 め る。 な お 、添 え字 のkは 消 費 財 を表 して い る。

・5こ れ は本 稿 の モ デル で は家 計 のみ が 資本 を保有 し、企 業 は家 計か らそ れ を購

入 す る もの と仮 定 して いる ため で あ る。
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㈲_U`_{。 ・(1/a:')Hlリ マ(・r-a)(1'σ"C。u'}(11ひi)

(2-、)s.t.Hl'.{(、,β ・)(1!a,')X;φ1+β ・(11σ'うllφi}(11φi>

_;

　ヒ 　フ 　 　ヱ

(2-5)X,`・nぽ1X・lX・:X・ ・1

(2-6)刃 ・X・1・B`N,!q・t

(2-7)X・21,=X・2i,+Mil!q12重

(2-8)ID,i=PF:C・:+(1-tIi,)PLtl,耄+Σk阜 丶X。i、

た だ し 、U:効 用 水 準 、 且:現 在 消 費 財 購 入 量 、CF:将 来 消 費 財 購 入 量 、X:合 成 消

費 財 購 入 量 、x、:第k消 費 財 購 入 量 、P,;将 来 消 費 財 価 格 、q、:第k消 費 財 価 格 、

α:現 在 消 費 財 へ の ウ ェ イ ト付 け パ ラ メ ー タ ー 、 β:レ ジ ャ ー 財 へ の ウ ェ イ ト

付 け パ ラ メ ー タ ー 、 σ、:合成 消 費 財 と レ ジ ャ ー 財 と の 代 替 弾 力 性 、 σ2:現 在

消 費 財 と将 来 消 費 財 と の 代 替 弾 力 性 、 φ冨(σ1-1)1σ ・・u=(σ2-1)1σ2・ λk:

第k消 費 財 へ の 支 出 シ ェ ア パ ラ メ ー タ ー 、B,:帰 属 家 賃 所 得 、k=1,・ ・,7,・・12,・・,K

(7番 目 で は 帰 属 家 賃 サ ー ビ ス を 、12番 目 で は 医 療 サ ー ビス を想 定 し て い る)

家 計 の 労 働 供 給 関 数 は 、 初 期 労 働 保 有 量 か ら レ ジ ャ ー 分 を 引 く こ と に よ り求 め

られ る 。ま た 、家 計 の 保 有 す る 資 本 保 有 量 は す べ て 企 業 に供 給 さ れ る も の とす る 。

(2-9)Ll=E、'阻 一1i,

(2-10)Ki,=E、it

た だ し 、E、:労 働 初 期 保 有 量 、E、:資 本 初 期 保 有 量

こ こ で 、将 来 消 費 財 購 入 額 と貯 蓄 額 と の 関 係 に つ い て さ らに 詳 し く 見 て お こ う 。

ま ず 、 現 在 の 合 成 消 費 財 価 格 に等 し い よ う な 将 来 消 費 財 の 期 待 価 格 を 想 定 す る 。

す る と 、 将 来 消 費 財 と貯 蓄 財 と の 間 に は(2-11)式 の よ う な 関 係 式 が 成 立 す る 。

(2-11)Ps,气Sl重=qi竃C'F,

た だ し 、P、:貯 蓄 財 価 格 、r:期 待 純 収 益 率 、S:貯 蓄 額 、 す:合 成 消 費 財 価 格

こ れ よ り将 来 消 費 財 価 格 は(2。12)式 の よ う に求 め られ る 。

　 ロ

(2.、2)PF・=-q・

r,
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す な わ ち 、将 来 消 費 財 価 格 と は 合 成 消 費 財 価 格 を 利 子 率 で 割 り引 い た も の で あ る 。

(2.11)式 に(2.12)式 を 代 入 す る と、 次 式 が 得 られ る 。

(2-13)Ps、si,=PF',C'e,

2-2-2.生 産 部 門

次 に 生 産 部 門 を み て い こ う 。 本 稿 で は 、(2-14)式 の よ う な 固 定 計 数 型 の 生 産 関

数 を 想 定 す る'6。 な お 、 添 え字 のjとmは そ れ ぞ れ 産 業(生 産 財)と 中 間 財 を 表

して い る 。

(2-14)Q{零 Σ 。ごamjQ㌔+v。jQ」,

こ こ で 、amj=Xm」1Q5

vo'=VA'/Q'

(z-、5)VA;=7・L,uK;(1-・5

た だ し 、Q:産 出 量 、VA:付 加 価 値 、am:投 入 係 数 、v。:付 加 価 値 率 、Xm:第m

中 間 財 の 投 入 量 、L:労 働 投 入 量 、K:資 本 投 入 量 、 γ:効 率 パ ラ メ ー タ ー 、 μ:

生 産 要 素 の 分 配 パ ラ メ ー タ ー 、j=1,・ ・,J

こ の よ う に 投 入 係 数 と 付 加 価 値 率 は 固 定 係 数 で 与 え られ る の で 、 各 産 業 は 具 体

的 に1単 位 の 付 加 価 値 に か か る(社 会 保 障 税 ・資 本 税 込)要 素 費 用 を最 小 に す る

よ う に 、 労 働 投 入 量 と 資 本 投 入 量 を決 め る こ と に な る 。

な お 、 モ デ ル に お け る 社 会 保 障 税 と は 、 雇 用 者 ・雇 い 主 負 担 分 を 合 わ せ た 社 会

保 険 料 を さ す 。 す な わ ち 、 企 業 は 雇 用 者 分 の 社 会 保 険 料 を 賃 金 に 上 乗 せ す る か た

ち で 負 担 して い る こ と に な る 。

ま た 、 こ の と き 各 生 産 財 価 格 は(2-16)式 の よ う に表 さ れ る 。

・6CGEモ デ ル に お け る 生 産 関 数 に は 、 お も に産 業 連 関 表 よ り得 ら れ る 投 入 係 数

を用 い た 固 定 係 数 型 と 、 生 産 要 素 財 価 格 や 生 産 者 価 格 を 変 数 と す る トラ ン ス ・ロ

グ 型 が あ る 。 前 者 の例 と して は 、ShovenandWhally(1972,1984)な どが 、 後 者 の 例

と して は 、JorgensonandWilcoxen(1990a,1990b,1993a,1993b)・ 黒 田 ・新 保(1993)な ど

が あ る 。
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(2-・6)P{・ Σ
。M=1a・'P'1+v・'(・ ・t・j冫{(・ ・t'L1)P・p・'、 ・(・・t・㌔)Pρ 。1}

た だ し 、P:生 産 財 価 格 、t。:純 生 産 物 税 率 、tK:資 本 税 率 、t、:社 会 保 障 税 率 、

D。:付 加 価 値1単 位 あ た り の 労 働 投 入 量 、D。:付 加 価 値1単 位 あ た り の 資 本 投

入 量

一 方
、 各 産 業 の 産 出 量 は 財 ・サ ー ビ ス 市 場 の 均 衡 条 件 よ り 次 式 の よ う に 求 め ら

れ る 。

(2-17)[QI,,…,Q,,]三[1-A]-1[Fl,,…,F、
,]一

(2-18)Fl=C」 、+Il+{EX',(1+tm」 監)IM',}

(2-19)c」 匸=CH㌔+CG」t+CK,

(2-20)Ij=Ip亅+161重!1

た だ し、A:投 入係 数 行 列 、F:最 終需 要 量 、C:最 終 消 費 需要 量 、1:純投 資需 要 量'7、

EX:輸 出 量 、IM:輸 入 量 、tm:輸 入税 率 、CH:家 計最 終 消 費 需 要 量、CG:政 府 最 終

消 費 需 要 量 、C,:対 家 計 民 間 非 営利 団体 最 終 消 費 需 要 量 、1,:民 間純 投 資 量 、

1、:公的 純 投 資 量

な お 、 生 産 財 か ら消 費財 へ の変 換 は 、各 消 費 財 が どの 生産 財 との組 み合 わ せ に

よ り形 成 され るのか を示 す 変換 行 列 を用 い て行 わ れ る。

2-2-3.政 府 部 門 と海 外 部 門

(1)政 府 部 門

政 府 は産 業 の一 つ と して 政府 サ ー ビス を生産 す る と同時 に,産 業 と家 計 か ら次

の6タ イ プの税(社 会 保 障税+資 本税+純 生産 物税+個 人所 得 税+そ の他 の直 接

税+輸 入 税)を 、(2-21)式 か ら(2-26)式 の よ うな か た ち で徴 収 す る。

(2.21)TL=Σ 亅tLjPLLj巳j詈1tt豊

(2.22)TK=ΣJtK」PKK'
累j=1亀:1

(2.23)T。=Σ 」t。jVAj
重j=11重

・7純 投 資 と は 、 投 資 か ら減 価 償 却 を 控 除 し た も の で あ る 。
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(2-24)TI、=Σ 、二、{cl+t・',(PL,L,:+Nl+ψ:P・K.1)}

(2-25)Td,=Σi」 、Tdi、

(2-26)TM,=E;=、tmj、IMj,

た だ し 、T、:社 会 保 障 税 額 、T、:資 本 税 額 、T。:純 生 産 物 税 額 、T、:個 人 所 得 税

額 、T,:そ の 他 の 直 接 税 額 、TM輸 入 税 額

これ よ り、 実 現 総 税 収 額 は 次 の よ う に 表 さ れ る.

(2-27)T重=TL、+TK重+T・ 、+Tll+Td巳 ÷TM、

た だ し 、T:実 現 総 税 収 額

政 府 は こ れ ら の 税 収 を 財 源 の 一 部 と して 、 消 費 活 動 、 年 金 や 医 療 サ ー ビ ス と い

っ た 家 計 へ の 移 転 支 出 活 動 、公 的 投 資 を 行 う 。支 出 面 か ら み た 政 府 の 行 動 は(2-28)

式 の よ う に表 さ れ る 。

(2-28)G、=CG,+ΣiL、d'1N㌦+Σi単iMiナIG、

た だ し、G:政 府 総 支 出額 、d:各 所 得 階 級 の世 帯 数

実 現 総 税 収額 が政 府 総 支 出額 に満 た な い場 合 、 政府 は差額 分 を国債 発 行 に よ り

調 達 す る。 国債 は家 計 に よ りす べて 購 入 さ れ る もの とす る。

(2-29)bond,=G量 一T,

た だ し、bond:国 債 発 行 額

(2)海 外 部 門

海 外 部 門 は最 終 需 要 部 門 の一 つ と して モデ ル に組 み込 まれ て い るが 、 実 際 の シ

ミュ レー シ ョ ン にお い て 、対 外 収 支 は 現状 の規 模(一 定)で 均 衡 して い る もの と

した 。 これ は分 析 の 目的 が 国 内 を対 象 とす る経 済 政 策 の経 済 効 果 を評 価 す る こ と

に あ り、 海 外 か らの影 響 や 海 外 へ の影 響 を除去 す る ため で あ る 。

2-2-4.市 場 均 衡 と動 学過 程

生産 要 素 お よ び財 ・サ ー ビス市 場 の均 衡 条 件 は、 次 の よ う に表 され る 。 まず 、

生産 要 素 市 場 の均 衡 条 件 は次 の よ うに表 され る。

,_
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(2.31)Σld'KS'=E.'K」
1=且1`亅=1重

ま た 、 モ デ ル で は 需 要 に 見 合 うだ け の供 給 が 行 わ れ る も の と す る 。 そ れ ぞ れ の 財

・サ ー ビ ス 市 場 の均 衡 式 は 、(2-17)式 の 通 りで あ る

(2-17)[Q、,一 ・,Qa三[1-A]4[F,ρ …,FIJ『

一 方 、 動 学 過 程 の 資 本 蓄 積 式 は(2-32)式 の よ う に表 さ れ る 。

(2-32)E.'diEK葦=Σld'EK'+Σ 亅1'+bond
i=11+i電+11拿1!巳=iti

ま た 、 人 口 成 長 率 、 政 府 支 出 の 増 加 率 、 公 的 純 投 資 の 増 加 率 は 、 そ れ ぞ れ 次 の

よ う に 表 さ れ る。

(2-33)diい,=ζd`,

(2-34)CG=εCGi+1t

(2-35)IG=θIG
`+1t

た だ し、 ζ:人 口成 長 率 、 ε:政 府支 出の 増加 率 、 θ:公 共投 資 の増 加率

2-3.モ デ ル の ワーキ ング

前 節 で は 、CGEモ デ ル の基 本 構 造 の 定 式 化 を行 っ た 。 実 際 の シ ミ ュ レー シ ョ

ン分析 で は 、.このモ デ ル にい くつ か のパ ラ メー ター を与 え る こと に な る。

あ る政 策 の経 済効 果 を議 論 す る た め に は最新 のデ ー タ を用 い てそ れ を評 価 す る

必 要 が あ る。 つ ま り現 実 的 な シ ミ ュ レー シ ョンを行 う場 合 には 、必 要 なパ ラメー

ター をで き るだ け最 新 の デー タで推 計 して お か な くて はな らな い 。 また 、 分析 の

継 続 性 を重 視 す るな らば 、 で き るだ け公 開 され て い る資 料 ・デ ー タ で パ ラ メー タ

ー を推 計 す る必 要 が あ る。 そ こで 、 本 稿で は、最 新 の公 表 デ ー タ を用 いて 、 パ ラ

メー タ ー の推 計 を行 って いる 。た だ し、企 業 の生産 活 動 を表 す た め に用 い るr産

業 連 関 表 』(総 務 庁)の 最 新 デ ー タが1990年 で あ っ た た め 、基 準 年 は 当該 年 度 と

した 。 パ ラメ ー ター 推 計 の具体 的 な方 法 お よ び結 果 の提 示 にっ い て は 本稿 末 の付

録 を参 照 さ れ た い。

こ こで は 、 モ デル に適 用 す るパ ラ メー ター の特 徴 の み を述 べ る こ と にす る。続

いて 、 モ デ ル にお け る均 衡 計 算 の過 程 を フ ロー チ ャー トに した が っ て 解説 す る。
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2-3-1.パ ラメ ー タ ー設定 の特 徴

まず 、 家 計部 門 にお ける パ ラメー ター 設 定 の特 徴 か ら述 べ る こと にす る 。 家 計

部 門 に お けるパ ラ メー ター 設 定 の特 徴 は次 の3つ に あ る。

第1に 、家 計 部 門 で は所 得 階級 別 に みた18タ イ プ の家 計 を想 定 して い る。CGE

モ デ ル で はそ れ ぞ れ の政策 目標 を評 価 しや す い よ う に家 計 の分 類 を行 う。 また 、

CGEモ デ ル の 特 徴 の 一 つ は ミク ロ的 に み た経 済 効 果 を評 価 で き る こ と に あ る か

ら、 家 計 の 区分 は詳 細 な ほ うが望 ま しい 。そ こで 、 本 稿 で は 、 日本 の公 表 デ ー タ

か ら推 計 で きる 最 も詳 細 な 区分 で あ る、 所 得 階級 別 にみ た18タ イ プの 代 表 的 な

家 計 を想 定 す る こ とに した 。 表2-1に は、 そ の所 得 区分 と とも に家 計 の分 布 が 示

され て い る 。

第2に 、 家 計 の 所 得 の 中 身が 詳 し く区分 され て い る。本 稿で は、家 計 の所 得 と

して 、 資 本 所 得 、 労 働 所得 、 私 的純 移 転 所 得 、現 金 給 付 、現 物 給 付 、 帰属 所 得 と

大 き く6種 類 の所 得 を明示 的 に組 み 込 ん で い る。 これ よ り、年 金 改 革 や 医 療保 険

改 革 と い う家 計 所 得 に直 接 に影 響 を与 え る よ うな 経 済 政策 を適 切 に評 価 す る こ と

がで き る 。

第3に 、19種 類 の消 費財 を所 得 階 級 別 に想 定 して い る。 表2-2は19種 類 の消

費 財 の 一 覧 で あ る 。 既 に述 べ た よ うに 、CGEモ デ ル の特 徴 は 経 済 効 果 を ミ ク ロ

的 に評 価 で き る点 に あ る。 そ こで、 詳 細 な 家 計 区分 を設 定 す るだ けで な く、そ れ

に対応 した消 費 構 造 も詳 細 に設定 す る こと によ り、 よ り幅 の広 い経 済 分 析 が 可能

とな る。

次 に 、産 業 部 門 にお ける パ ラ メー タ ー設 定 の特徴 は大 き く次 の2つ に あ る。

第1に 、 生産 部 門 の部 門 数 につ い て も、先 に述 べ たCGEモ デル の特 徴 か ら、

そ の 区 分 はで き るだ け詳細 で あ る こ とが望 ま しい 。そ こで 本 稿 で は 、 パ ラメー タ

ー 推 計 で 必 要 とな る 『国 民 経済 計 算 年 報 』(経 済 企 画 庁)の な か で 最 も詳細 な分 類

で あ る24種 類 の産 業 を想 定 した 。表2-3に は、24種 類 の産 業(生 産 財)の 一 覧

が示 され て い る。

第2に 、 固定 係 数 型 の生 産 関数 を設 定 して い る。CGEモ デ ル の 生産 関数 に は 、

お もに 固 定 計 数 型 と トラン ス ・ロ グ型 とが あ る。 前 者 に は、産 業連 関表 よ り得 ら

れ る 投 入 計 数 を用 い る こ とに よ り、 産 業 間 の連 鎖 を考 慮 した分 析 が 可 能 とな る と
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い う特 徴 が あ る 。また 、こ の とき の動 学 モ デル は一 期均 衡 の動 学 的 な 点列 を と り、

それ に よ り時 間 を組 み込 む ことにな る。 これ に対 して後 者 は 、エ ネ ル ギ ー財 を含

む要 素 財 の価 格 を変 数 とす る関数 を用 いて生 産 者 価格 を推 計 して い る。これ よ り、

この タ イ プ のモ デ ル には 、 エ ネル ギ ー財 価 格 を考 慮 した 内 生 的な 経 済 成長 モ デ ル

を容 易 に描 く こ とが で き る とい う特 徴 が あ る。 しか し、 後 者 の タイ プ の動 学 過 程

に も か な り大 胆 で か つ恣 意 性 が伴 う とい う問題 が ある 。 そ こで本 稿 で は、 固定 計

数型 の生 産 関 数 を設 定 して い るも の の、 シ ミュ レー シ ョ ン期 間 を産 業 構造 が 比較

的大 き く変 化 しな い短 期 間(5期 間)と す る こ とに した 。

最 後 に、税 制 に関す るパ ラメー ター 設 定 の特 徴 を述 べ て お く。CGEモ デ ル は 、

そ の始 ま りが 税 の帰 着 を問 う一般 均 衡 モ デ ル で あ る こと も あ り、税 お よび 保 険 料

を用 い た経 済 政 策 の経済 分 析 を得 意 とす るモ デ ルで あ る。 そ こで 、先 に述 べ た よ

うに税 お よび 保 険 料 は か な り厳密 に組 み込 まれ て いる 。 本 稿 で も、表2.4に 示 す

よ うな社 会 保 障 税 、資 本 税 、純生 産 物 税 、 個 人所 得税 、そ の他 の直 接 税 そ して 輸

入税 とい う6タ イ プの税 お よび保 険 料 を想 定 して いる 。 さ らに、 パ ラメー ター 設

定 の段 階 で は社 会 保 障税 の 中身 も年 金 保 険 料 や 医療 保 険 料 な ど、純 生産 物税 の 中

身 も消 費税 や 軽 油 引取税 な ど と、 さ らに詳 細 に区分 され て い るの で 、 よ り厳 密 な

経 済 分析 がで き る よ うに な って い る。

2-3-2.モ デ ル の フ ロー チ ャー ト

最 後 に 、2-2.節 にお いて 説 明 した モ デ ル にお け る均 衡 計算 の過 程 を 図2-1に 示

した フ ロー チ ャー トに した が って 見 て み よ う。 均衡 計 算 の 過程 は次 の3つ の ス テ

ッ プ に分 け て行 われ る。 第1の ス テ ップで は、仮 の公 債 発 行 額 の下 で 、 要 素市 場

が均 衡 す る よ うな均 衡 要 素 財価 格 を求 め る。第2の ス テ ップで は 、 この均 衡 要 素

財 価 格 の下 で の均 衡 公 債 発 行 額 を求 め、 静 学 的均 衡 を得 る。最 後 に第3の ス テ ッ

プで は 、動 学 的 過 程 を考 慮 して、さ き の第1と 第2の ス テ ッ プを繰 り返 す 。な お 、

点線 で 囲 まれ た箇 所 は、 モデ ル の設 定 時 に外 生 的 に与 え られ る部 分 で あ る。

(t)要 素市 場 の均 衡

家 計 の初 期 資本 保有 量 は0期 にお け る資本 保 有 量 に 同 期 の純 投 資 と国債 発 行 額

を足 した もの とな る。

均 衡 計算 は税 抜 き要 素 価 格 に基 準 年 の均 衡価 格 を与 え る こ とか ら出 発す る 。 基
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準 年 の税 抜 き要 素 価 格 はそ れ ぞ れ1円 とす る 。 これ は 、1円 の付 加価 値 を 生 み 出

す 生産 要 素 の 量 を1単 位 と仮 定 して い るた めで ある。

税 抜 き要 素 価 格 が 与 え られ る と、 そ れ に要 素税(資 本 税 と社 会 保 障税)を 考 慮

して家 計 の 要 素供 給 量 と、 産 業 の付 加 価 値1単 位 あ た りの要 素 需 要 量 が決 ま る。

(フ ロー チ ャー ト図矢 印①)

家 計 で は 、要 素 供 給 量 に応 じて要 素所 得 が 求 め られ る。 これ に、 年 金給 付 や 医

療 給 付 な ど を含 む移 転 所 得 、 帰属 所 得 、 レジ ャー価 値(初 期 労 働 保 有 量価 値 一労

働 所 得)を 加 え 、そ こか ら個 人所 得 税 額 とそ の他 の直 接 税 額 を差 し 引 く と拡 張 可

処 分 所 得 が 得 られ る。(フ ロー チ ャー ト図矢 印②)

一 方 、産 業 で は、 付 加価 値1単 位 あた りの要 素 需 要 量 が 決 ま り、 これ に純 生 産

物 税 を考 慮 して 、生 産 財価 格 が 求 め られ る 。(フ ロー チ ャ ー ト図矢 印③)さ らに 、

各 消 費財 が ど の生産 財 の組 み合 わ せ か ら構 成 され るの か を表 す 変換 行 列 を用 い る

こ とに よ り、生 産財 価 格 か ら消 費財 価 格 が得 られ る。(フ ロー チ ャー ト図矢 印 ④)

家 計 は さ き に求 め た拡 張 可 処 分所 得 と消 費 財価 格 に も とつ いて 、将 来 消 費 額(貯

蓄 額)、 各 消 費 財 の 購 入 額 を決 め る 。(フ ロー チ ャー ト図 矢 印⑤)こ の 各 消 費財

の購 入 総 量 は家 計 最 終 消 費需 要 量 とな る 。

一 方 、企 業 によ る 民 間純 投 資 額 は 、家 計 の貯蓄 額 か ら仮 の公 債 発 行 額 を引 く こ

と によ り求 め られ る。(フ ロー チ ャー ト図矢 印 ⑥)つ ま り、 この モ デ ル で は 完 全

な ク ラウデ ィ ング ・ア ウ トを想 定 して いる 。

この家 計 最終 消 費需 要 量 と民 間純 投 資 に4つ の外 生 変m対 家 計 民 間非 営 利 団

体 最 終 消 費 ・政 府 最 終 消 費 ・公 的純 投 資 ・純 輸 出 一 を足 し合 わ せ る と国内 総 需 要

量 が得 られ る 。(フ ロー チ ャー ト図矢 印⑦)生 産 関数 の一 次 同 次 性 か ら需 要 に見

合 うだ け の 供 給 が行 わ れ るの で 、総 需 要 と産 出 量 は等 し くな る。(フ ロー チ ャ ー

ト図矢 印 ⑧)

産 出 量 が 決 まる と、 そ の水 準 に対 応 す る企 業 の要 素 需 要 量 が得 られ る 。(フ ロ

ー チ ャー ト図矢 印⑨)こ う して 、家 計 によ る生産 要素 の供 給 量 と産 業 の要 素 需 要

量 を等 し くす る よ うな均 衡 価 格 が 反 復 計算 に よ り求 め られ る 。 これ は フ ロー チ ャ

ー トに示 す 二 重線 で つ なが れ た部 分 に対応 す る。(フ ロー チ ャー ト図 矢 印⑩)

(2)政 府 の 財 政収 支 の均 衡

上記 の均 衡 要 素価 格 の導 出過 程で は 、仮 の公 債 発 行 額 が 与 え られ て い た 。 そ こ
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で、次 のス テ ッ プ と して 、 政府 の財 政 収支 が均 衡 す るよ う に均 衡 公債 発 行 額 を求

め る こ と にな る 。

政府 の予 定 見 込 み税 収 額 は 外 生 的 に与 え られ る。 一 方 、 政府 の実 現総 税 収 は個

人所得 税 ・そ の他 の直 接 税 ・資本 税 ・社 会 保 障税 ・純 生 産 物税 ・輸 入税 の総 和 と

して求 め られ る。 この と き政 府 の公 債 発 行 額 は 、予 定 見 込 み税 収額 と実 現総 税 収

の差 額 と して 求 め られ る。 これ は フ ロー チ ャー トに示 す 二 重線 でつ な が れ た 部 分

に対応 す る。(フ ローチ ャー ト図 矢 印⑪)

(3)動 学 的均 衡 過 程 と静 学 的 均 衡過 程

上 述 の作 業 手1槓 によ り、動 学 的 な 生産 要 素 を含 む財 ・サ ー ビス市 場 にお け る需

給 均 衡 が要 素価 格 の調 整 を通 じて 達 成 され る。 また 、政 府 の財 政 収支 も公 債 発 行

額 の調 整 に よ り均 衡 す る ことに な る。 な お 、静 学 的均 衡 とは、 この うち1期 間 に

お け る均 衡 過 程 を さす 。
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付 注:変 数 の 定 義

P。:労 働 財 価 格

PK:資 本 財 価 格

P:生 産 財 価 格

PF:将 来 消 費財 価 格

qk:第k消 費 財 価 格

q:合 成 消 費 財 価 格

P、:貯 蓄 財 価 格

r:期 待 純 収益 率

ID:拡 張 可 処 分 所 得

R:私 的 純 移 転 所 得

N:現 金 給 付 額

M:現 物 給 付 額

B:帰 属 所 得(BH:帰 属家 賃 所 得)

し1:効 用 水 準

H:現 在 消 費 財 購 入 量

CF:将 来 消 費 財 購 入 量

X:合 成消 費財 購 入 量

Xk:第k消 費財 購 入 量

Ls:労 働 供 給 量

KS:資 本供 給 量

1:レ ジ ャー 量

S:貯 蓄額

α:現 在 消 費財 へ の ウ ェイ ト付 けパ ラ メー ター

β:レ ジ ャー財 へ のウ ェイ ト付 けパ ラ メー ター

σ、:合 成 消 費財 と レジ ャー 財 との 代 替 弾 力性

σ2:現 在 消 費 財 と将 来 消 費財 と の代 替 弾 力性

φ=(σ 、.1♪1σ、,U=(Oz-1)IQ2

/Lk:第k消 費財 へ の支 出 シ ェア パ ラ メー ター
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E、:労 働 初 期 保 有 量

E。:資 本 初 期 保 有 量

Q:産 出量

VA:付 加価 値

Xm:第m中 間財 の投 入 量

L:労 働 投 入 量(DL:付 加 価値1単 位 当た りの 労働 投 入 量)

K:資 本 投 入 量(D、:付 加価 値1単 位 当た りの資 本投 入 量)

a毋:投 入 係 数

v。:付 加 価値 率

γ:効 率 パ ラ メ ー ター

μ:生 産 要 素 の分 配 パ ラ メー タ ー

A:投 入 係 数 行 列

F:最 終 需 要 量

C:最 終 消 費需 要 量

CH:家 計 最 終 消 費需 要 量

C、:政 府 最 終 消 費需 要 量

CN:対 家 計 民 間非 営 利 団体 最終 消 費需 要 量

1:純 投 資 需 要 量

IP:民 間 純投 資 量

1。:公 的純 投 資 量

EX:輸 出 量

IM:輸 入 量

G:政 府 総 支 出 額

bond:国 債 発 行 額

T:実 現 総 税 収 額

T、:社 会 保 障 税 額

T、:資 本 税 額

丁。:純 生 産 物 税 額

T。:輸 入 税 額

T、:個 人 所 得 税 額(C淀 数項 、 亡、:限界 税 率 、 ψ:資 本 所 得 へ の課 税 対 象 比 率)
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Td:そ の 他 の 直 接 税 額

t。:純 生 産 物 税 率

舐:資 本 税 率

tK:社 会 保 障 税 率

tm:輸 入 税 率

d∫ 各 所 得 階 級 の 世 帯 数

ζ:人 口 成 長 率

ε'政 府 支 出 の 増 加 率

B:公 的 純 投 資 の 増 加 率

L=1,・ ・,1(所 得 階級)

t=1,・ ・,T(時 点)

ノ=1,・・,J(産 業 お よ び 生 産 財)

k=1,..

,K(消 費 財)
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所得 年間収入 当初所得 世帯数

階級 (万 円) (万 円) (件)
1 一99 20.73 5,427,779

2 100-149 121.00 1,312,521

3 150-199 173.10 1,486,178

4 200-249 222.60 1,647,719

5 250-299 271.30 1,639,642

6 300-349 320.20 2,217,151

7 350-399 370.10 2,112,149

8 400-449 419.30 2,370,615

9 450-499 470.20 2,051,571

10 500-549 521.75 1,823,395

11 550-599 571.75 1,823,395

12 600-649 621.30 1,522,524

13 650-699 671.30 1,522,524

14 700-749 721.15 1,155,018

15 750-799 771.15 1,155,018

16 :/1:" 841.00 1,724,451

17 900-999 940.00 1,163,096

18 1000一 1531.30 3,610,442

135,765,187

表2-1家 計 の 分 類

■
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表2-2消 費 財分類 とr家 計調査 』 との 対応 関係

分類 消費財分類 a一 ド 『家計調査』の分類
t 食 品 1-1 穀類

1-2 魚介類
1-3 肉類
1-4 乳卵類
1-5 野菜 ・海 草

1-6 果物
1-7 油 脂 ・調 味 料

1-8 菓子類
1-9 調理食品

1-12-2 学校給食
10-3-1 食料

2 非アル コール飲 料 1-10 飲料
3 アルコール飲料 1-11 酒類
4 たばこ 10-1-4 たばこ
5 衣臉 5-1 和服

5-2 洋服
5-3 シ ャツ ・セ ー ター 類

5-4 下着類
5-5 生地 ・糸 類

5-6 他の被服
5-8 被服関連サービス

s 履物 5-7 履物類
7 家賃 2-1 家賃地代

8 光 熱費 ・水 道料 3-1 電気代
3-2 ガス代
3-3 他の光熱
3-4 水道料

9 家具 4-1-3 一般家具

4-2 室内装備品
10 家庭器具 4-1-1 家事用耐久財

4-1-2 冷暖房用器具
4-4 家事雑貨

11 寝具 類・家計雑 貨 4-3 寝具類
4-5 家事用消耗品
4-6 家事 サ ー ビス

12 医療 6-1 医薬品
s-2 保健医療用品・器具
6-3 保健医療サービス

13 運輸 7-1 交通
7-2-2 自転草

14 自動車等関係費 7-2-1 自動車
7-2-3 自動車等維持

15 通信 4-3 通信
16 レク リエー シ ョン ・娯 楽 ・文化 サ ー ビス 9-1 教育娯楽用耐久財

9-2 教養娯楽品
9-4 教養娯楽サービス

10-3-4 教養娯楽
17 教育 8-1 授業料等

8-2 教科書 ・学習参考書
8-3 補習教育

18 書 籍 ・新 聞 ・雑 誌 9-3 書籍・他の印刷物

19 その 他 1-12-1 一般外食

2-2 設備修繕 ・維持
10-1 諸雑費(た ばこを除く)
10-2 こづ か い

10-3-5 他の物品サービス
10-3-6 贈与品
10-3-7 他の交際費

10-4 仕送り金
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表2-3産 業(生 産 財)分 類 とr産 業連 関表 』 との対 応 関係

舜,

一

一27一

分類 産業(生産財)分類 コー ド 『産業連関表』の分類
1 農林水産業 1 農林水産業
2 鉱業 z 鉱業
3 食 料 品 ・飲 料 ・た ばこ 3 食料品
4 繊維製品 14 繊維工業製品
5 パ ル プ ・紙 18

19

パル プ ・紙

紙 加 工 品

6 化学製品 6 化学製品
7 石 油 ・石 炭製 品 7 石油 ・石 炭製 品

8 窯 業 ・土 石製 品 8 窯業 ・土 石製 品
9 一 次金 属

9

霊0

鉄鋼
非鉄金属

10 金属製品 ii 金属製品
11 一般機械 12 一 般機 械

12 電気機械 13 電気機械
13 輸送機械 14 輸送機械
14 精密機械 15 精密機械
15 その他の製造業 15

16

17

16

衣服・その他の繊維製品
製材・木製品
家具・装備品
その他の製造工業製品

16 建設業 17 建設
〉〉 電 力 ・ガ ス・水道 業 18

5211-011

5211-021

5212-021

電 力 ・ガ ス ・熱供 給

上 水 道 ・簡 易水 道

工 業 用 水

廃 棄 物処 理(産 業)

18 卸 売 ・小 売 業 20 商業
19 金 融 ・保 険 業 21 金融 ・保 険

20 不動産業 22 不動産業
21 運輸 ・通 信 23

24

運 輸

通信 ・放 送

22 サ ー ビス業 8213-041

8221-.051

8221-06霊

8222

8311-031

8312-031

8411-011

29

30

31

32

その他の教育訓練機関(産 業)
自然科学研究機関(産業)
人文科学研究機関(産業)
企業内研究開発
医療(産 業)
保健衛生(産 業)
対企業民間非営利団体
対事業所サービス
対個人サービス
事務用品
分類不明

23 政府 サ ー ビス 5211-031

5212-011

25

8211-011

8213-011

8213-031

8221-0霊1

8221-021

8311-011

8313-011

821t-021

8213-021

下水道
廃棄物処理(公 営)
公務
学校教育(国 公立)
社会教育(国 公立)
その他の教育訓練機関(国公立)
自然科学研究 機関(国公立)
人文科学研究 機関(国公立)
医療(国公立)
保{建衛生(国公立)
社会保険事業(国 公立)
社会福祉(国 公立)

24 対家計民間非営利サービス 8211-031

821重 一〇41

8311-021

8221-041

831卜021

8312-021

8313-021

8313-041

8411-021

学校教育(私 立)
社会教育(非 営利)
自然科学研究 機関(非営利)
人文科学研究 機関(非 営利)
医療(非営荊D
保健衛生(非 営利)
社会保険事業(非営利)
社会福祉(非 営荊D
対家計民間非営利団体



タイブ 税の種類

資本税

直接資本税 法人税
法人住民税
日銀納付金

罰金(生産者負担分)

間接資本税 自動車税 ・自動車重量税(譲 与分込み)・自動車取得税 ・軽 自動車税の企業支払分

事業税
不動産取得税
固定資産税
法定外普通税
特別土地保有税
都市計画税
事業所税
強制的手数料の1/2

社会保障税 社会保険料(非 雇用者負担分除く)

純生産物税 消費税(譲 与分含む)

軽油引取税
酒税
たばこ税(都道府県・市町村たばこ消費税含む)

石油税

揮発油税
石油ガス税(譲与分含む)

航空機燃料税(譲与分含)

印紙収入
とん税

特別とん説

電源開発促進税
地方道路税
専売公社納付金、ゴルフ場利用税、特別地方消費税、鉱区税
ゴルフ場利用税、特別地方消費税、鉱区税

特別地方消費税
鉱区税
鉱産税
木材取引税
入猟税
日本中央競馬界国家納付金

有価証券取引税
取引所税

輸入税 関税
原重油関税(特)
輸入品商品税

個人所得税 所得税
個人住民税(均等割除く)

その他 の直接税 自動車税・自動車重量税(譲 与分込み)・自動車取得税 ・軽 自動車税の家計支払分

個人住民税(均 等割)
狩猟者登録税
入猟税
社会保険料(非雇用者負担分)
罰金(家計支払分)

表2-4税 の 分 類
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図2-1均 衡 計 算 過 程 の フ ロー チ ヤー ト



第3章 年金改革と財源

3-1,は じめ に

20世 紀 の後 半 は社 会 保 障 制 度 拡 充 の 時 代 で あ っ た 。1950年 代 に は生 活 保 護 が

中 心 で あ った も の の 、1961年 度 に は 国 民 皆 保 険 制 度 が 整 備 さ れ 、す べ て の 国 民

に 医 療 サ ー ビス と年 金 給 付 が 保 障 され る と と も に、社 会 保 障 の対 象 が 救 貧 か ら防

貧 へ と変 わ って い っ た。 そ の後 社会 保 障制 度 の拡 充 が 進 む な か で 、公 的年 金 制 度

も充 実 され て き た 。1996年 度 の社 会 保 障 給 付 費 をみ る と、 年 金 が51.8%、 医 療

が37.3%、 福祉 そ の他 が11.0%で あ り、年 金 がそ の大 半 を 占 め る に至 って い る。

公 的年 金 制度 は 国 民 の老 後 にお け る所 得 保 障 として の役 割 を果 たす た め に 、 こ

れ ま で に さ ま ざ ま な 形 で 拡 充 さ れ て き た 。1961年 度 に は 国 民 年 金 制 度 の 創 設 に

よ り国 民 皆 年 金 が 実 現 した 。 そ の後 高 度 成 長 を経 て 、 福 祉 元 年 と呼 ばれ る1g73

年 度 改 正 で は物 価 ス ライ ド制 や 賃 金 ス ライ ド制 の導入 に よ り給 付 水準 が大 幅 に引

き 上 げ られ た 。 さ ら に、1985年 度 改 正 で は基 礎 年 金 制 度 が 導 入 さ れ 、 制 度 間 の

受給 格 差 が 是 正 さ れ る と とも に、女 性 に も年 金 受 給 権 が 保 障 され た。 こう した結

果 、r平 成10年 国 民生 活 基 礎調 査 』(厚 生 省)に よれ ば 、高 齢 者 世帯 の平 均 所 得 に

占 め る公 的 年 金 ・恩 給 の割 合 は63.6%と な って い る。

こ う した公 的 年 金 制 度 の拡 充 も、 まだ 団塊 の世 代 が 青 壮年 期 に あ りそ の 豊 富 な

労働 力 が拠 出 す る 資金 と と も に、経 済 が 高 度成 長 を続 けて い る うち は 、そ の財 政

規 模 を維 持 す る こ とは可 能 で あ った 。 しか し、今 後 わ が 国 で は 少子 化 お よ び 高齢

化 が 諸 外 国 に例 を みな い ほ どの急 激 な ス ピー ドで進 行 しよ う と して い る。

図3-1に は1997年 の 『日本 の将 来推 計 人 口』(国 立 社 会 保 障 ・人 口問題 研 究 所)

よ り求 め た 人 口構 成 の変 化 の推 移 が 示 され て い る 。1999年 の 若 年 人 口割 合(14

歳 以 下 人 口比 率)と 老年 人 口割 合(65歳 以 上 人 口比率)は そ れぞ れ16.7%と14.9

%で あ るが 、前 者 は2030年 には12.7%に まで 低 下 し、後 者 は ピー ク時 の2049年

に は32.3%に 達 す る と予 測 され て い る。 これ を年 金 制 度 を支 え る現 役 世 代 とそ

の受 給 世 代 の 比 率 で み る と、現 在 お よそ4人 の現 役 で1人 の 高 齢者 を支 え て い る

が 、2025年 に は2人 で1人 、2050年 には1.5人 で1人 を支 え る時 代 が到 来 す る こ
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と にな る。

ま た 、家 計 と企 業 の税 お よび 社 会保 険 料 負 担 は現 状 で もか な り重 い。r家 計 調

査 報 告 』(総 務 庁)よ り求 め た家 計 の社 会 保 険 料 負担 率(対 実 収 入)は1gg7年 に

は8%で あ った 。 同年 の労 働 所 得税 負 担 率(対 実収 入)は4.3%で あ るか ら、す

で に家 計 に とって の社会 保 険料 負 担 は勤 労 所 得税 の約2倍 に な って い る。 一 方 、

r税 務 統 計 か ら見 た法 人 企 業 の実 態』(大 蔵 省)とr厚 生 白書 』(厚 生省)か ら求 め

た企 業 の社会 保 険 料 負 担 率(対 課 税所 得)は1992年 度 まで は4～5%台 と小 さ

か っ た が 、そ の後 徐 々 に増 加 し、1995年 度 に は10%を こえて い る。 これ に税 負

担 を加 えた 公 的負 担 率 は1996年 には実 に60%に も達 して い る。

税 お よび 社 会 保 険 料 の増 加 は 、家 計 の 可処 分 所 得 の低 下 を通 じて 家 計消 費 を減

少 させ る と とも に、 企 業 の 労働 コ ス トの 上 昇 を通 じて 収益 率 を悪 化 させ 、 投 資 に

対 して抑 制 的 に働 くお そ れ が あ る 。 また 、現 役 世 代 へ の過 度 な社 会 保 険 料 の負 担

は世 代 間 の不 公 平 を拡 大 させ る と とも に、 彼 らの労 働 な どへ の イ ンセ ンテ ィ ブ を

阻 害 す る の で 、 や は り経 済 に悪 影 響 を与 え る 可 能性 が あ る 。21世 紀 にお いて サ

ス テ イ ナ ブル な 年 金 制度 を確 立 す るた め に も、早急 な 制 度 の見 直 しが求 め られ る。

この よ うな 問題 に対 処す るた め に、政 府 は1999年3月 に 「1999年 年 金 制度 改

革 案 」 を と りま とめ 、将 来 の年 金 保 険 料負 担 が 年収 の20%程 度 にな る よ う に国

庫 負 担 を2分 の1に 引 き上 げ る と とも に、給 付 総 額 も抑 制 す る こ とを検 討 して い

る。 果 た して21世 紀 には 、現 在 の公 的 年 金 制 度 は20世 紀 の単 な る負 の遺 産 とな

って し ま うの で あ ろ うか 。

近 年 の改 革 論 議 で は、社 会 保 障 は政府 を肥 大 化 させ 、財 政 赤 字 を拡 大 させ て い

る主 因 とまで いわ れ て いる 。現 象 面 か らみ れ ば 、確 か にそ う した側 面 が 近 年 強 ま

っ て き て い る こ と は否 定 で き な いが 、20世 紀 後 半 に公 的 年 金 制 度 が 担 っ て き た

役 割 が それ だ け とい うわ けで は な い。 マ ク ロ的 にみ た こ う した 効 率面 で の マ イ ナ

ス の効 果 に対 して 、公 的 年 金 制 度 が ミ ク ロ的 に は分配 面 で プ ラ ス の効 果 を持 って

い た こ と、 さ らに は それ が 社 会 全 体 の厚 生 水 準 の引 き 上 げ に も貢 献 して き た こと
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を忘 れ て はな らな い゜1。

そ こで 、本 章 で は 、第2章 に示 したCGEモ デ ル を用 い て 、公 的 年 金 制 度 が プ

ラス 面 とマ イ ナ ス 面 の両 面 に お い て 経 済 にお よ ぼ して き た影 響 を定 量 的 に 分 析

し、 そ の意 義 と問 題 点 を 明 らか にす る。

本 章 の構 成 は 以 下 の通 りで あ る 。 まず 、3-2節 では 、 シ ミ ュ レー シ ョ ン の方 法

を解説 す る 。3.3節 で は シ ミ ュ レー シ ョ ンの結 果 を考 察 す る。最 後 に3-4節 で は 、

そ の結 果 に も とつ いて 政策 的 イ ンプ リケー シ ョ ンを提 示す る。

3-2.シ ミ ュ レー シ ョンの 方法

3-2-1.パ ラ メ ー タ ーの 設 定

まず 、 公 的 年 金 制 度 の マ ク ロ的 な 財 政 状況 か らみ て い こ う。 モ デ ル の 基 準 年

(1990年)に お け る公 的 年 金 制 度 の財 政規 模 は、約34兆979億 円で あ る。一 方 、

年 金 保 険 料 の 総 額 は約22兆7,319億 円で あ る。 公 的年 金 制 度 の財 政 規模(約34

兆g79億 円)か ら年 金 保 険 料 総額(約22兆7,319億 円)を 引 い た ものが 運 用 収 入

を含 む 政 府 の 負 担 とな り、 そ の規 模 は約11兆3,660億 円で あ る。

次 に 、 ミ ク ロ的 な側 面 か ら公 的 年 金 制 度 を みて み よ う。家 計 の年 金 受 給 額 は 、

政府 の公 的移 転 支 出 を通 じた家 計 の予 算 制約 式 のな か の 現金 給 付 の一 つ と して組

み込 まれ て い る 。 図3-2に は所 得 階級 別 にみ た 平均 年 金 受 給 額 が 示 されて い る 。

これ によ る と、第1所 得 階 級(年 間収 入100万 円未満)か ら第4所 得 階級(年 間

収 入200万 円以 上250万 円未満)と い う比較 的 低 所得 者 層 にお いて 年 金 受給 額 は

高 くな って お り、 とくに第1所 得 階級 で はそ の金額 が200万 円 を 、第2所 得 階 級

・1こ れ まで に も年 金 制 度 改革 が 経 済 に与 え る影 響 を分 析 した もの は多数 存 在 す

る。年 金 財 政 の み を分 析 対 象 とす る タイ プ に は本 間 ・跡 田(1989)、 高 山(1998)、 八

田 ・小 口(1999)な どが あ る 。年 金 制 度 が 家 計 に与 え る影 響 を部 分 均 衡 的 に捉 え た

タイ プ に は 、橋 本 ・林 ・跡 田(1991)、 小 口(1996)な どが あ る。 しか し、年 金 制 度 が

経 済 に与 え る影 響 を一 般 均 衡 的 に実 証 した研 究 は これ まで ほ とん ど行 わ れ て い な

い。
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(年 間 収 入100万 円 以 上150万 円 未 満)と 第3所 得 階 級(年 間 収 入150万 円 以 上200

万 円未 満)で は そ の 金 額 が100万 円 を超 え て い る 。 つ ま り 、 本 稿 の モ デ ル パ ラ メ

ー タ ー で は 、 これ ら の 所 得 階 級 に 年 金 受 給 者 で あ る 高 齢 者 が 比 較 的 多 く 含 ま れ て

い る 。

一 方 、 年 金 保 険 料 は 企 業 が 負 担 す る 社 会 保 障 税 の 一 つ と し て 扱 わ れ て い る 。 こ

こで の 年 金 保 険 料 と は 雇 用 者 負 担 分 と雇 い 主 負 担 分 を 合 わ せ た も の で あ る 。 産 業

別 に み た 平 均 年 金 保 険 料 率 を 図3-3に よ り み る と 、 農 林 水 産 業 、 建 設 業 、 卸 売 ・

小 売 業 と い う お お む ね 労 働 集 約 的 な 産 業 に お い て 高 く な っ て い る 。

ま た 、 国 庫 負 担 の よ う な 公 的 年 金 制 度 の 政 府 負 担 分 の 財 源 は 、 資 本 税 や 純 生 産

物 税 な ど の 一 般 的 な 税 に よ り賄 わ れ る こ と に な る 。

3-2-2.シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 方 法

本 章 で は 公 的 年 金 制 度 が 存 在 す る 場 合 の シ ミ ュ レー シ ョ ン結 果(基 準 解)と 、

そ れ を 廃 止 し た 場 合 の 結 果 を 比 較 す る こ と に よ り、 公 的 年 金 制 度 の 存 在 意 義 を 明

ら か に す る 。

公 的 年 金 制 度 を 廃 止 した 場 合 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 分 析 で は 、 家 計 の 年 金 受 給 額

と 企 業 の 年 金 保 険 料 率 が そ れ ぞ れ ゼ ロ とな る 。 具 体 的 に は 、 個 人 所 得 税 関 数 の

(2-1)式 、 拡 張 可 処 分 所 得 で あ る(2-2)式 、 個 人 所 得 税 額 の 総 額 で あ る(2-24)式 、

政 府 の 歳 出 を 表 す(2-28)式 に 、 次 式 を 代 入 す る こ と に な る 。 な お 、 こ こ で は モ デ

ル の 煩 雑 化 を 避 け る た め に 、時 点 を 表 す 添 え 字tを 省 略 し て い る 。ま た 、i=1,…,18、

j=1,…,24で あ る 。

(3-1)Ni=N`

た だ し 、N,:年 金 以 外 の 現 金 給 付

す な わ ち 、(2.1)式 、(2-2)式 、(2-24)式 、(2-28)式 は 次 の よ う に 書 き 換 え られ る 。

(3-2)T'=c【+tli(P。L。`+N1`+ψ'P、K、')

(3-3)ID`≡PLLsi+PKKsi+R聖+NIi+M`+Bi.T,i-Te+(1-tド)PLli

(3-4)T、=Σ18i=1{ci+t、 三(P。L、`+N1'+ψ`PKK,隹)}

(3-5)G=CG+r18ri=】diN亅i+Σi哩 、diMi+IG

ま た 、 生 産 財 価 格 を表 す(2-16)式 と 、 社 会 保 障 税 額 で あ る(2.21)式 に は
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(3_6)tL」==tLl」

た だ し 、tL1:年 金 保 険 料 以 外 の 社 会 保 険 料 率

を 代 入 す る 。 す な わ ち 、(2。16)式 と(2-21)式 は 次 の よ う に 書 き 換 え られ る 。

(3.7)P」=ム 釜、am」Pj+v。 」(1+t。i){(1+tU)P。D。3+(1+tKj)PKDK'}

(3-8)TL=Σ 」釜1tL、jPLL」

な お 、 公 的 年 金 制 度 を 廃 止 す る こ と に よ り、 そ れ ま で の 政 府 負 担 分 だ け 財 政 収

支 は 黒 字 と な る 。 そ こ で 、 実 際 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で は 、 そ の 分 だ け 政 府 最 終 消

費 額 を増 加 させ る こ とに した 。

3-3.年 金 制 度 の 意義 ～ シ ミ ュ レー シ ョ ン結果 か らの考察 ～

前 節 で は 、 シ ミ ュ レー シ ョン の内 容 につ い て説 明 した 。 こ こで は 、 シ ミ ュ レー

シ ョンの 結 果 か ら、公 的年 金 制 度 の 意 義 とそ の問 題 点 を明 らか にす る。 表3-1に

は公 的 年 金 制 度 廃 止 に よ るマ ク ロ的 に みた 経 済効 果 が 示 され て い る。表3.2に は

所 得 階級 別 にみ た家 計最 終 消 費 量 、 労働 供 給 量 、 貯 蓄 量 、相 対 的厚 生 変 化 率 へ の

影 響 が示 され て お り、 図3-4、 図3-5、 図3-6、 図3-7は そ れ ら を図 に した もの で

あ る。ま た 、表3-3は 家 計 消 費 に与 え る効 果 を消 費財 別 に示 した も ので あ る。表3.4

に は 、産 業 別 に み た生 産 者価 格 、産 出量 、最 終需 要 量 へ の影 響 が そ れ ぞ れ 示 され

て い る 。

以 下 の 考 察 で は、 公 的年 金 制 度 を廃 止 した場 合 の シ ミュ レー シ ョ ン結 果 を逆 に

解 釈 す る こ とによ り、公 的 年金 制 度 の経 済 効果 を評 価 す る 。

(1)マ ク ロ的 にみ た経 済 効 果

まず 、 マ ク ロ的 に み た経 済 効 果 か らみて い こう。 マ ク ロ的 な 経 済 効 果 を表3-1

で み る と、公 的 年 金 制 度 の導入 に伴 う年 金 保 険 料 の徴 収 によ り総税 収 は29.96%

増 加 す る。 これ よ り、 企 業側 で は社 会 保 障税 負 担 が 年 金 保 険料 分 だ け重 くな る の

で 、消 費者 物価 は7.6%上 昇す る 。 この よ うな物 価 の上 昇 に もか か わ らず 、 家 計

最 終消 費 量 は3.52%増 加 す る。 そ の た め 、国 内純 生 産 額 は4.66%増 加 して い る 。

また 、 労 働 供給 量 は1.89%減 少 し、 貯蓄 量 は29%増 加 して い る。 この 労働 供
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給 量 の 増 加 に よ る厚 生水 準 の低 下 分 よ りも、消 費増 や 貯 蓄 増 に よ る厚 生 水 準 の増

加 分 の ほ うが大 き いた め に、総 厚 生 水 準変 化 率 お よ び相 対 的 厚 生 変 化 率 は そ れ ぞ

れ16.02%お よ び3.03%増 加 して い る。

公 的 年 金 制 度 の こう した イ ン フ レ傾 向 は 、現役 世 代 の負 担 増 に よ り比 較 的 高所

得者 層 の可 処 分 所 得 が減 少 す る一 方 で 、年 金給 付 に よ り高 齢 の低 所 得 者 層 の 可処

分所 得 が 増 加す るた め に発 生 して い る と考 え られ る。 つ ま り、 年 金 が 家 計 の所 得

保 障 と して重 要 な役 割 を果 た して い る こ とを示 して い る 。

(2)ミ ク ロ的 にみ た 経済 効 果(所 得 階級 別 ・消 費財 別)

こ の点 は 、 さ ら に家 計 に与 え る影 響 を所 得 階 級 別 に示 した 表3-2、 お よ び そ れ

を図 に した 図3-4、 図3-5、 図3-6、 図3-7か ら確 認 で きる 。 ま ず 、家 計 最 終 消 費

量 は 、 第1所 得 階級(年 間 収入100万 円未 満)か ら第8所 得 階級(年 間 収入400

万 円以 上450万 円未 満)に か けて増 加 し、第9所 得 階級(年 間収 入450万 円以 上500

万 円未 満)以 上 で は逆 に減 少 して い る。 な かで も第1所 得 階 級 か ら第4所 得 階 級

(年 間 収 入200万 円以 上250万 円未 満)に か け て の消 費 増 の程 度 は相 対 的 に大 き

く、しか も第1所 得 階級 に お いて は65.85%ポ イ ン トとそ の程 度 が著 し く大 き い。

労働 供給 量 は 、第1所 得 階級 か ら第16所 得 階 級(年 間収 入800万 円以 上900万

円未 満)で は減 少 し、第17所 得 階級(年 間 収入900万 円以 上1,000万 円未 満)以

上 で は増 加 して い る。 なか で も第1所 得 階級 か ら第4所 得 階級 にか けて そ の変 化

率 は大 き く、第1所 得 階級 では58.09%ポ イ ン トも減 少 す る。

貯 蓄 量 は す べ て の所 得 階 級 にお い て増 加 して い るが 、消 費や 労 働 供 給 と同様 に 、

第1所 得 階 級 か ら第4所 得 階級 にか けて そ の程 度 が大 き くな っ て い る。ま た 、第1

所 得 階 級 で は特 に そ の程 度 が大 き い。

この よ う に公 的 年金 制 度 が 消 費 、労 働供 給 お よび貯 蓄 に与 え る影 響 の大 き さは 、

どの変 数 に して も、第1所 得 階級 か ら第4所 得 階級 に か けて か な り大 き い 。そ の

た め 、相 対 的厚 生 変化 率 は 、第1所 得 階級 か ら第15所 得 階級(年 間収 入750万

円以 上800万 円未 満)で は低下 し、 なか で も第1所 得 階級 か ら第4所 得 階級 に お

け る低 下 の程度 が 著 し く大 き くな って い る。

さ らに 、家 計 消 費 に与 え る影 響 を消 費 財別 にみて お こう。表3-3に よ りマ ク ロ

的 にみ た3.52%ポ イ ン トとい う家 計 消 費 の増 加 の 中身 を み る と、 食 品 、 飲 料 、

た ば こ 、家 賃 、光 熱 費 ・水 道 料 、 医 療 、通 信 、書 籍 ・新 聞 ・雑 誌 にお いて そ の消 費
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量 は増 加 して い る。 これ らは 、 た ば こ を除 いて 一 般 に生 活 必需 品 と考 え られ る も

ので あ る。 なか で も最 も変 化 率 が 大 き い の は医 療財 で あ り13.53%ポ イ ン ト増 加

して い る。 これ らの結 果 か ら、 公 的年 制 度 はお も に生活 必 需 品 の購 入 な かで も と

りわ け 高 齢 者 に よ る需 要 量 が 多 い と思 わ れ る 医療 サ ー ビス の 購 入 に寄 与 して お

り、や は り高 齢 者 世帯 の消 費 を支 え る重 要 な役 割 を果 た して い る こ とが 伺 わ れ る。

(3)ミ ク ロ的 にみ た経 済 効 果(産 業別)

最 後 に 、 この よ うな公 的年 制 度 が 産 業 に対 して どの よ う な経 済効 果 を与 え て い

る の か を 、表3-4よ りみ て み よ う。す る と、公 的 年金 制 度 の導 入 に よ り企業 には

社 会 保 障税 が 課 され る の で 、そ れ に伴 い生 産者 価 格 はす べ て の産 業 で 上 昇す る も

の の 、家 計 最 終 消 費 を含 む最 終 需 要 量 は 一部 の産 業(窯 業 ・土 石製 品 、輸送 機 械 、

運 輸 ・通 信)を 除 く ほ とん どの産 業 で増 加 す る。 な か で も、 高齢 者 世 帯 が 比 較 的

多 く需 要 して い る と思 わ れ る医 療サ ー ビス財 の需 要 量 は大 き く増 加 して い る。 こ

う した 最 終 需 要 の増 加 に よ り、産 出 量 も輸送 機 械 業 を除 くす べ て の産 業 にお いて

増 加 して い る 。 なお 、窯 業 ・土 石 製 品 の 最終 需 要 量 が 減 少 す るの は 、 この製 品 の

購 入 者 が 比較 的 高所 得 者 層 に多 いた め と考 え られ る。 また 、輸 送機 械 業 と運 輸 ・

通 信 業 につ い て は 、 これ らの産 業 で は そ の製 品 の購 入 者 に しめ る政府 の割 合 が 比

較 的多 い の だ が 、 シ ミュ レー シ ョンで は公 的年 金 制 度 を廃 止 した際 に生 じ る財 政

の余 裕 分 だ け政 府 最終 消 費支 出額 を増 加 させ て い る 。 ゆ え に 、 こう し た結 果 は 、

シ ミ ュ レー シ ョ ン方 法 に依 存 して 生 じた 誤差 と思 わ れ る 。

この よ うに 、公 的 年 金 制 度 は年 金 保 険 料 とい う負担 を 強 い る 一方 で 、家 計 の所

得 を保 障 す る こ とに よ り消 費 水準 を 引 き 上 げ、 さ らに は 経 済 活動 水 準 の上 昇 お よ

び厚 生 水 準 の上 昇 に も大 き く貢 献 して い る こ とが 確 か め られ た 。

(4)総 合 的な 解 釈

これ らの シ ミュ レー シ ョン結 果 か ら、現 行 の公 的 年 金 制 度 の意 義 と して 、次 の2

点 が 指 摘 で き る。 一 つ は 、公 的年 金 制 度 は高齢 の低 所 得 者 層 の可 処 分 所 得 を増 加

させ る こ とに よ り消 費 を刺 激 し、 同時 に生 産活 動 水 準 を拡 大 させ 、 さ らに は厚 生

水 準 の上 昇 に も大 き く貢 献 して い る点 で あ る。他 の一 つ は 、現 行 の公 的 年 金 制 度

は 、高 齢 の低 所 得 者 層 の可 処 分所 得 を増 加 させ る一 方 で 、 現 役 の高 所 得 者 層 の可

処分 所 得 を低 下 させ て い る とい う意 味 で 、 分配 面 にお いて か な り大 き な プ ラス の

効 果 を持 つ 点 で あ る。
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3-4.む す び

本 章 で は 、CGEモ デ ル に1990年 の デ ー タ を当て は め た シ ミ ュ レー シ ョ ン分析

によ り、公 的年 金 制 度 が 持 つ経 済 効 果 を 明 らか に した 。 そ の評 価 に 当 た って は 、

厚 生水 準 ・経 済 活動 水 準 ・所 得分 配 とい う、3つ の基 準 を用 い る こ とに した 。

そ の 結果 、公 的年 金 制 度 は これ まで に次 の2つ の側 面 か ら経 済 にプ ラス の影 響

を与 え て き た こ とが 確 か め られ た。 一 つ は 、公 的 年金 制 度 は 、家 計 と企 業 に社会

保 険 料 とい う形 で負 担 を強 いる も の の、 高齢 家 計 の可 処 分 所得 を増 加 させ る こ と

によ り消 費 を刺 激 して 最 終 的 には生 産活 動 水準 を押 し上 げ、 さ らに は厚 生 水 準 の

引 き 上 げ に も大 き く貢 献 して い る点 で あ る 。他 の一 つ は 、 公 的年 金 制 度 を分 配 効

果 の 側 面か ら評 価 す る と、年 金 受給 世帯 は そ の分布 が低 所 得 者 層 に集 中 してお り、

強 い再分 配 効 果 を持 って い る ことが指 摘 で きる点 で あ る。

しか し、今 後 急 速 に進 行 す る少 子 化 お よ び 高齢 化 に 伴 い、公 的年 金 制 度 の財 政

規模 は著 し く増 大 す る と予 測 され るか ら、 そ れ を維持 して い くた め に年 金 保 険 料

の引 き上 げ は避 け られ な い。 年金 保 険 料 の 引 き上 げは 、 さ ま ざ まな経 済 メカ ニ ズ

ム を通 じて家 計 と企 業 に マイ ナ ス の影 響 を与 え る可能 性 が あ る。 した が って 、そ

う した 問題 を避 ける た め に も、公 的年金 制 度 の抜 本 的 な 見 直 しが 早急 に必 要 とな

る。

これ まで に も年 金 制 度 改 革論 議 は多 くな され て いる が 、 そ れ には 「年金 の効 率

化 」 と 「財 源 調 達 の効 率化 」 と い う2つ の ア プ ローチ が あ る。 も ち ろん 、前 者 の

ア プ ロー チ に した が うな らば大 胆 な給 付 水 準 の 削減 と い う制 度 改 革 も必要 とな ろ

う'2。しか し、公 的年 金 制 度 が これ ま で に担 っ て きた プ ラス の側 面 も考 慮 す る と、

今 後 の改革 論 議 にお いて は こう した プ ラス とマ イ ナス の両 面 の影 響 を十 分 に考 慮

・2財 源調 達 の あ り方 と して は 、 それ を賦課 方 式 にす る の か 、 また は積立 方 式 に

す る の か と い う 問 題 が あ る 。 賦 課 方 式 を支 持 す る も の に は 、 堀(1997)、 高 山

(1992)、 牛 丸(1996)な どが あ る。 積 立 方 式 を支 持 す る も の に は 、 小塩(1998)、 八

田(1998)、 八 田 ・小 口(1999)な どが あ る。
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した 議 論 が 求 め られ る。 そ こで 、 よ り現 実 的 な制 度 改 革 と して は、後 者 の ア プ ロ

ー チ に し た が い公 的 年 金 制 度 の水 準 はそ れ ほ ど大 き く は減 少 させ ず 、 む し ろ財 源

調 達 を よ り効 率 的 な 形 へ と変 え て い く こ と も検 討す べ きで あ ろ う。

具 体 的 な 手 段 と して は 、既 に家 計や 企 業 の所得 に対 して は か な り重 い税 お よび

保 険料 負 担 を強 いて いる こ とか ら、福 祉 目的税 と して の消 費税 率 の 引 き上 げ も本

格 的 に検 討 す るべ きで は な い で あ ろ うか 。 こ こで 懸念 さ れ る の が 、消 費税 率 の 引

き 上 げ が消 費 を抑 制 し、経 済 成 長 を阻害 す る可能 性 が あ る と い う こ とで あ る 。1gg7

年4月 の消 費税 率 の 引 き上 げ 時 には 、 同年 の景気 の低 迷 の原 因 が 消 費税 率 の 引 き

上 げ に端 を発 した家 計 消 費 の 落 ち込 み に あ る といわ れ て いる 。 そ こで 、消 費税 導

入 時 点(1989年)と 税 率 引 き 上 げ 時 点(1997年)に お け る消 費 税 の物 価 へ の 影 響 を

踏 まえ た家 計 の消 費行 動 へ の影 響 を明 らか にす る こ とに よ り、 消 費税 の消 費 抑 制

効 果 を見 て み た。

消 費者 物 価 指 数 の対 前 月 変 化 率 を描 いた 図3-8は 、1989年 と1gg7年 と も に消

費 税 の価 格 へ の転 嫁 が4月 で終 わ って い る ことを示 して い る 。続 いて 図3.9に よ

り家 計 の 消 費 量 の 対前 月変 化 率 をみ る と、1989年 と1997年 と もに3月 に は駆 け

込 み需 要 に よ り大 き く増 加 し、4月 に は物 価 が 上 昇す る こ とか ら一 時 的 に減 少す

る が 、1989年 で は6月 に 、1997年 で は7月 にす で にそ の影 響 は な くな って いる 。

しか し8月 以 降 で は 、1989年 に は ほ と ん ど変 化 して いな い の に対 して 、1997年

で は8月 か ら12月 にか けて7.3%ポ イ ン トも低 下 して い る 。 これが 消 費不 況 の実

態 で ある 。

この時 期 の物 価 に は上 昇傾 向 はみ られ な い ことか ら、消 費 の落 ち込 み は 価 格 に

よ る影 響 とは考 え に く い。 そ こで 、 図3-10に よ り家 計 の 可 処 分 所 得 の対 前 年 変

化 率 をみ る と、1997年8月 以 降 に は明 らか に低下 傾 向 が み られ る。 これ は 、 金融

不 況 に よ り家 計 の実 収 入 が落 ち 込 ん だ こ と と、1994年 度 よ り3年 間 にわ た って 実

施 され た所 得 税 と個 人 住 民税 の特 別減 税 が廃 止 され た た めで あ る。

これ ら の考 察 に よ り、1997年 の景 気 の 低 迷 は消 費 税 率 の 引 き上 げ によ る影 響

とい うよ り も、 む し ろ不 況 に よ る所得 の 減 少 や1994年 度 以 降 続 い た特 別 減 税 が

廃 止 され た影 響 と考 え られ る 。 さ らに 、1989年 と1997年 の経 済 状 況 は、 前 者 が

バ ブ ル経 済 と い う好 景気 で あ っ た の に対 して 、後 者 は平 成 不 況 の最 中 と大 き く異

な る こ とか ら、 リス トラな ど によ る収 入 面 や 金融 危 機 に よ る消 費者 の心 理 面 か ら
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の影 響 も原 因 と考 え られ る。

こ の よ う に消 費税 率 の引 き上 げが 消 費 を減 少 させ る の は一 時 的 な もの で あ り、

税 率 自身 が ま だ低 い と い う こ とも あ るが、 消 費税 の消 費 抑 制効 果 は構 造 的 な影 響

で は な く、 これ まで 懸 念 されて き た ほ ど大 き い もの とは い えな い 。 した が って 、

諸外 国 の例 に な らい、 わ が 国 で も今 後 消 費 税 率 を引 き上 げ る こ とは有 効 とい え よ

う。
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表3-1マ ク ロ 的 にみ た 経 済 効 果

項 目 変 化 率

総 税 収 の 変 化 率(実 質)(%)-29.96

総 厚 生 水 準 変 化 率(%)-16.02

相 対 的 厚 生 変 化 率(%)-3.03

労 働 供 給 量 の 変 化 率(%)1.89

家 計 最 終 消 費 量 の 変 化 率(%)-3.52

家 計 貯 蓄 量 の 変 化 率(%)-29.00

国 内 純 生 産 の 変 化 率(%)-4.66

税 抜 き 資 本 財 価 格 の 変 化 幅 一〇.124

消 費 者 物 価 指 数 の 変 化 幅 一〇.076

注)こ こで の相 対的厚 生変化率 とは、所得 階級別 にみた相対 的厚生変 化率

を家 計 の分布 を用 いて ウェイ ト付 け をしなが ら足 し合わせ た ものであ る。



表3-2所 得 階級 別 にみ た 経済効 果

単位(%)

所轡 攤 爨 霤響 鷓 驩量
一99-67

.46-65.8558.09-75 .44

100-149-38。43-34.4531 。02-52.66

150-199-29。56-24.9123.20-45 .49

200-249-19.29-14.1正14 .66-37.42

250-299-10.53-7.099.58-32 .18

300-349一 童1.44-7.3210.05-32 .38

350-399-5.68-0.995 .23-27.84

400-449-5.73-1.144 .98-27.90

450-499-2,331.693,55-25 .95

500-549-1,573.702 .35-24.63

550-599-2.432。292.97-25 .51

600-649-0.914.481 .38-23.98

650-699-1,733.561.68-24 .55

700-749-0.754.311 .46-24.06

750-799-2.012.232.22-25 .38

800-8990.655.970 .41-22.93

900-9991,487.06-0.37-22 .17

1000-1.167.11-0 .28-22.17

注)相 対 的 厚 生 変 化 率=(等 価 変 分/変 化 前 の 拡 張 可 処 分 所 得)x100

等 可 変 分=変 化 後 の 厚 生 水 準 一 変 化 前 の 厚 生 水 準
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消費財 消費財 消費量
価格 (%)

食品 一〇
.077

一2
.68

非 アルコール飲料
‐o

.ors 一2 .83

アルコール飲料 一〇
.076

一1
.19

た ばこ ‐o
.07s 一4

.25

衣服 一〇.075 1.97

履物 一〇
.074 0.83

家賃 一〇.osl 一3
.65

光熱費 ・水 道料 11.. 一2
.33

家具 一〇
.074 2.20

家庭器具 ‐o .07s 1.07

寝具類 ・家計雑貨
一〇

.074 一1
.90

医療 ‐o .ono 一13 .53

運輸 一〇
.079 0.22

自動車等関係費 一〇.082 3.51

通信 ii;i 一2
.40

レク リエ ーシ ョン ・娯 楽 ・文 化サ ー ビス
一〇

.073 1.34

教育 一〇.065 1.88

書 籍 ・新 聞 ・雑誌
一〇

.074
一2

.73

そ の他 一〇
.072 0.83

表3-3消 費 財 別 に み た 経 済 効 果

注)消 費財価格 については変 化幅で ある。
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表3-4産 業 別 に み た 経 済 効 果

産 生 産 財 格 産 出 量 最 、需 要 量

(%)1(%)

農 林 水 産 一〇.083-13.04-27.70

鉱 業 一〇.099一 正71.42-37.29

食 料 品 ・飲 料 ・ た ば こ 一〇.076-7.22-7.29

繊 維 製 品 一〇.076-4.53-4.28

パ ル プ ・紙 一〇.074-6.58-137.98

化 学 製 品 一〇.083-4.37-2.98

石 油 ・石 炭 製 品 一〇.097-8.51-21.49

窯 業 ・土 石 製 品 一〇.077-3.622.17
一 次 金 属 一〇

.079-5.30-42.86

金 属 製 品 一〇.079-4.56-3.85
一 般 機 械 一〇

.076-6.88-7.91

電 気 機 械 一〇.077-1.78-1.55

輸 送 機 械 一〇.077L622.01

精 密 機 械 一〇.070-4.64-4.74

そ の 他 の 製 造 業 一〇.074-5.26-6.71

建 設 業 一〇.079-4.230.00

電 力 ・ガ ス ・水 道 業 一〇.086-3.88-2.33

卸 売 ・小 売 業 一〇.075-4.75-22.05

金 融 ・保 険 業 一〇.080-5.30-4.21

不 動 産 業 一〇.081-3.75-3.65

運 輸 ・ 通 信 一〇.080-3.88/1。34

サ ー ビ ス 業 一〇.072-4.20-3.95

政 府 サ ー ビ ス ー0.059-0.60-0.16

対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス ーo.064-4.01-3.96

注)生 産 財 価 格 に つ い て は 変 化 幅 で あ る 。
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図3-1人 口構 成 の 推 移

齒

図3-2所 得 階級 別 にみ た平均 年 金 受給 額
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図3-3産 業別 にみ た 平均年 金 保険料 率

図3-4所 得 階級 別 にみ た家計 最終 消 費の 変化率
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図3-5所 得 階級 別 にみ た労働 供 給 の変 化率

図3-6所 得 階級 別 にみた 家計貯 蓄 の変 化 率
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図3-7所 得 階級 別 にみ た相 対 的厚 生水 準 の変化 率

図3-8消 費者物価 指 数の 対前 月変化 率
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図3-9家 計消 費 量 の対 前 月変化 率

図3-10家 計可 処分 所得 の対 前年 変化 率
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第4章 効率性と公平性からみた介護保険

4-1.は じめ に

わ が 国 の 高齢 化 は、21世 紀 に向 けて さ ら に急 激 なス ピー ドで 進 ん で い こ う と し

て い る 。 この高 齢 社 会 にお いて 、 自分 自身 や配 偶 者 が 要介 護 状 態 にな る こ とに 、

多 くの 人 々が 強 い不 安 を抱 いて いる。 そ の原 因 には次 の2つ が 考 え られ る 。 一 っ は、

介護 サ ー ビス の供 給 不足 で あ る。 これ によ り、老 人介護 は家 族 に頼 らな け れ ば な

らず 、 そ れ に伴 う肉体 的 ・精 神 的 ・経 済 的 な重 圧 か ら家 族 崩 壊 を も引 き 起 こ して

しま う恐 れ が あ る。 他 の一 つ は、介 護 費用 の高 さで ある 。家 計 が この費 用 を節 約

す る た め には病 院へ の社 会 的入 院 しか な いの が現 状 で あ り、 これ が 続 けば 、 将 来

的 に医 療保 険 を破 綻 させ かね な い。今 後迎 え る 高齢 社 会 で の老 後 の不 安 を 払 拭 し、

誰 もが安 心 して 暮 らせ る よ うな 社会 保 障 シス テ ム を構築 す る こ とが 、 い ま 求 め ら

れ て い る。

この よ うな状 況 を踏 ま えて 、 これ まで に 「高齢 者 保 健福 祉 十 ヶ年 計 画(ゴ ー ル ド

プ ラ ン)」 にも とつ く介護 サ ー ビス の基 盤 整備 が進 め られ て き た。 そ の後 、 「新 ゴ

ー ル ドプ ラ ン」 で はそ の 目標 値 が一 層強化 され た
。 しか し、今 後 増 加 し続 ける 介

護 費用 の財 源 調 達 や所 得 審 査 に対す る心理 的抵 抗 な ど、 これ だ けで は解 決 され な

い問題 が あ る。 そ こで 、 この よ うな 問題 を解 決 す るた め に、2000年 度 には 「介 護

保 険制 度 」 が 導 入 され る こ ととな っ だ1。

介 護 保 険制 度 が 導 入 されれ ば、介 護 サ ー ビス の充 実 を通 じた経 済 の活 性 化 な ど、

さま ざ まな影 響 を経 済 に与 え る と考 え られ る。 そ う した経 済へ の影 響 には 二 つ の

側 面 が あ る。 一 つ は、介 護 サ ー ビス の充 実 を通 じた経 済 へ の プ ラ ス の影 響 で あ る。

大 日(1997)は 介 護 サ ー ビス の充 実 によ り女 性 の 介護 のた め の離 職 が 減 少 し、 労 働

市場 は よ り効 率 化 され る と考 え、 こ う した 労働 力創 出効 果 を ロジ ッ トモ デ ル を用

いて検 証 した。 そ れ によ る と、 介護 サ ー ビス の 充 実が 新 ゴー ル ドプ ラ ン とい うか

た ち で達 成 され た 場 合 、就 業 確 率 を20%以 上押 し上 げ る と い う結 果 を得 た 。木 村

*1介 護 保 険 制度 の概 要 は厚 生 省(1999)に 詳 しい。
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(1996)は 介 護サ ー ビス の充 実 に伴 う労 働 需 要 の増 加 はGDPを 引 き上 げ る と考 え 、 こ

う した 経 済 拡大 効 果 を試算 した 。そ れ に よ る と新 ゴー ル ドプ ラ ン を達 成 す るた め

に必 要 とな る労働 需 要 の増加 によ り、GDPは0.142%上 昇 す る とい う結 果 を得 た 。

さ らに 、大 守(1997)は 、 介 護 サ ー ビス が充 実 す れ ば家 計 の 介護 の た め の貯 蓄 が 減

少 す る こ とか らそ の分 だ け消 費 水準 が 上昇 し、 さ らにはGDPも 引 き上 が る とい う ア

プ ロー チ に よ る経 済 拡 大 効 果 を、簡 単 な マ ク ロモ デ ル を用 いて試 算 した。 そ れ に

よ る と消 費 水準 は2.429%拡 大 し、GDPは1.28%上 昇 す る とい う結果 を得 た 。

一 方 、 介 護保 険制 度 の導 入 に よ る経 済 へ の い ま一 つ の影 響 は、 保 険 料 とい うか

た ちで の増 税 を通 じた 経 済 へ の マイ ナ ス の影 響 で あ る。厚 生 省 が 行 った収 支 予 測

に よ る と、導 入 時 にお け る介護 保 険 の財 政 規模 は 約4兆8,000億 円で あ り、1人 当 た

りの年 間平 均 保 険 料 額 は3万 円 で あ る が 、高 齢 化 が 進 め ばそ の額 は ます ます 高 くな

るで あ ろ う。税 あ る い は保 険 料 で も国 民 に負 担 を与 える点 で は 同 じな ので 、介 護

保 険 制 度 の導 入 は 、家 計 の可 処 分 所 得 の減 少 あ る い は産 業 の生産 コ ス トの上 昇 を

通 して 、 わ が 国 の経 済 活 動 だ けで な く所 得 分配 に も大 きな影 響 を与 え る と考 え ら

れ る 。

しか し、 これ まで の 研 究 は介 護 保 険 制 度 の 導 入 によ る経 済へ の プ ラ スの 影響 に

注 目 して お り、経 済 へ のマ イ ナ ス面 や 分配 面 に与 え る影 響 をほ とん ど考 慮 して い

な い。 介 護 保険 制 度 の導 入 に よ る影 響 を正 確 に捉 え るた め には 、 こ う した プ ラス

・マ イ ナ ス 両面 と と もに分 配 面 を も考 慮 したモ デ ル に も とつ く シ ミュ レー シ ョ ン

分 析 を試 み る必要 が あ る。 ま た 、そ の分析 に は 、実 際 の デ ー タ に も とつ い て推 計

さ れ たパ ラメー タ ー が 適 用 さ れ たモ デ ル を用 い な けれ ばな らな い。

そ こで 、本 章 で はCGEモ デ ル に、わ が国 の実 際 の デー タ に も とつ い て推 計 され た

パ ラ メー タ ー を適 用 して 、介 護 保 険制 度 の導 入 が 家 計や 企 業 の選 択 行 動 、 さ らに

は マ ク ロ的 な経 済 活 動 に与 え る影響 の シ ミュ レー シ ョン分 析 を試 み る 。 この 目 的

を達 成 す る ため に、本 章 は 以下 の よ うな 構成 を とって いる 。 まず4-2節 で は 基本 モ

デ ル の拡 張 の方 法 を述 べ る。4-3節 で は介 護保 険 に係 るパ ラメー ター の推 計 方 法 と

シ ミ ュ レー シ ョン の内 容 を解説 す る 。4-4節 で は シ ミュ レー シ ョン結 果 を考 察 す る。

最 後 に、4-5節 で は シ ミュ レー シ ョ ン結果 か ら政 策 的 イ ン プ リケー シ ョ ンを提 示 す

る と とも に、今 後 の課 題 につ いて も言 及す る。

-50一



4-2.モ デル の拡 張

モ デ ル の基 本 構 造 は第2章 にお いて 詳 し く述 べ られ て い る。 こ こで は 、 この基 本

モ デ ル に介 護 保 険 制度 を組 み込 む こと によ り、 どの よ う にモ デル が 拡 張 さ れ る の

か を述 べ る こ と にす る。

ま ず 、家 計 部 門 で は 、基 本 モデ ル で は拡 張 可 処分 所 得 の 現物 給 付 と医 療 サ ー ビ

ス財(第12消 費)の 購 入 量 に含 まれ る介護 サ ー ビスが 、 医 療サ ー ビス か ら分 離 さ

れ て い な か っ た 。 そ こで 、 まず介 護 サ ー ビス給 付 を現 物給 付 のな か か ら取 り出 し

て扱 う こ とに した 。 これ よ り、拡 張 可 処 分所 得 を表 す(2-2)式 が 次 のよ うに な る 。

(4-1)ID',≡P㌦Lギ+P丶K・ 、:+Rl÷N`+M"+CAS+Bl-Tll-T・1+(1-tlpP、
,1:

た だ し、M':介 護サ ー ビス 以外 の現 物給 付 額 、CA:介 護 サ ー ビス給 付額

続 い て 、基 本 モ デ ル で は医 療 サー ビス 財 の一 部 と して組 み 込 まれ て いた 介 護 サ ー

ビス財 を、第13消 費財 として 明示 的 に表 す こ とに した。 これ に伴 い、 本 章 に含 ま

れ る消 費財 は表4-1に 示 す よ うな20財 とな る 。介 護サ ー ビス には介 護 保 険 制 度 を通

じた分 と私 的購 入 分 とが あ るの で 、(2-5)式 が(4-2)式 の よ う に書 き換 え られ る と

と も に、家 計 の効 用 最大 化 問題 の制 約 式 に(4-3)式 が加 わ る こと にな る。

s　
ヒ 　ア 　に 　 ほ

(4-2)X:・E° =lx`刄 、'文121文 ・气i

(4-3)X,3:=X13,十CA's/q1・ 巳

一 方 、 介 護 保 険 制 度 の 導 入 に伴 い 、 そ の財 源 調 達 の 一 部 と し て 介 護 保 険 料 が 新

た に 徴 収 さ れ る 。 介 護 保 険 料 は 、 第1号 被 保 険 者(65歳 以 上)と 第2号 被 保 険 者

(40歳 以 上64歳 以 下)と に 分 か れ て い る 。 前 者 は 年 金 か ら定 額 が 源 泉 徴 収 さ れ 、

後 者 は 既 存 の 医 療 保 険 料 へ の 上 乗 せ と い う か た ち で 徴 収 さ れ る 。 こ れ よ り、 家 計

が 負 担 す る そ の 他 の 直 接 税 額 は次 の よ う に 書 き 換 え られ る 。

(II)Tdl=Ta;十T、 【三十T㎝乳塵

た だ し、Td-:医 療 保 険 料 と介 護 保 険 料 以 外 の そ の 他 の 直 接 税 額 、TN.医 療 保 険

料 額 、Tc、:第1号 被 保 険 者 の 介 護 保 険 料 額

そ し て 、 こ の(II)式 を 上 記 の(4-1)式 に 代 入 す る こ と に な る.

産 業 部 門 で も 、 基 本 モ デ ル で は 介 護 サ ー ビ ス 産 業 と医 療 サ ー ビ ス 産 業 が 他 の 産
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業 か ら分 離 さ れ て いな か った 。 そ こで 、 こ こで は医 療 サ ー ビス 産 業 を第23産 業 と

して 、介 護 サ ー ビス産 業 を第24産 業 と して 明 示 的 に表 す こ とに した。 これ よ り本

章 にお け る 産 業(生 産 財)は 、 表4-1に 示 す よ うな26産 業 とな る 。 また 、 第2号 被

保 険 者 の 介 護 保 険料 の導 入 に よ り、社 会 保 障 税 率 は次 の よ うにな る。

(4-5)tL'、=t《 十tぺ 十tc弓

ただ し、t潤:年 金 保険料 率 、tb:医 療保 険料 率、tCA:第2号 被 保 険 者 の 介 護 保

険料 率

そ して 、 この(4-5)式 を生産 財 価 格 を表 す(2-16)式 に代入 す る こ とにな る 。

一方
、政 府 部門 で は、 介 護保 険料 を徴 収 し、そ れ を財源 の一 部 として新 た に介

護 サ ー ビス給 付 を行 う。 歳 入 面 で は 、社 会 保 障税 総 額 を表 す(2-21)式 に上 記 の(4

-5)式 を、 そ の他 の直 接 税 総 額 で あ る(2-25)式 には(4-4)式 をそ れ ぞ れ 代 入 す る こ

とにな る。 歳 出面 で は 、(2-28)式 が次 の よ う に書 き換 え られ る 。

(4-6)G、=CG巳+Σ 、IS、d'N`匚+18i=1d'M'<<+翼ldlCA:+IG、

4-3.パ ラ メ ータ ー の推 計 方 法 と シ ミ ュ レー シ ョンの 内容

シ ミ ュ レー シ ョ ンに用 いた パ ラメー ター の推 計方 法 は、付 録 に示 され て い る。

た だ し、 そ こで は家 計 部 門 や企 業部 門 にお け る介護 サ ー ビス(産 業)と 医 療 サ ー

ビス(産 業)が 完 全 には分 離 され て い な い 。そ こで 、本 章 で 想定 して い る モ デ ル

に対応 す る よ うに、 推 計方 法 に若干 の 修正 を加 えた 。 こ こで は、 そ の修 正 事 項 と

と もに 、 シ ミ ュ レー シ ョンの 内容 を解 説 す る 。

4-3-1.パ ラ メータ ーの推 計 方 法

まず 家 計 部 門 をみ る と、基 本 モ デル で は拡 張 可処 分 所 得 と消 費財 の購 入 量 に含

まれ る介 護 サ ー ビス と医療 サ ー ビス に つ いて 、そ れぞ れ の給 付額 お よ び財 の 購入

量 のデー タ は 区別 され て い なか った 。 そ こで 、介護 サ ー ビス と医 療 サ ー ビス の給

付 額 の デ ー タ には、 『所得 再 分 配 調 査 報 告 』(厚 生 省)よ り得 られ る所 得 階 級 別 に

み た現 物 給 付 のデー タ をす べ て の所 得 階 級 にお いて 介 護 と医療 の 比率 が 一 定 とな

るよ う に分 割 し、 さ らに これ を 『社 会 保 障 統 計年 報 』(総 理府)よ り得 られ るそ れ
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それ の マ ク ロ値 に合 うよ うに調 整 した値 を用 いた 。 また 、介 護 サ ー ビス と医 療 サ

ー ビス の購 入 量 のデ ー タ に は
、 公 的部 分 につ いて は先 に推 計 した所 得 階級 別 にみ

た介 護 サ ー ビス と医療 サ ー ビス の給 付 額 の デー タ を、 民 間部 分 につ い て はr家 計

調 査 』(総 務 庁)よ り得 られ る所 得 階 級 別 にみ た医 療サ ー ビス財 の購 入 量 のデ ー タ

をす べ て の所 得 階 級 にお いて介 護 と医 療 の 比率 が 一定 とな る よ うに 分割 した も の

を、 そ れ ぞ れ 用 いた 。 さ らに、第1号 被 保 険者(65歳 以 上)の 介 護 保 険 料 のデ ー タ

に は、 非 雇 用 者 世 帯 が負 担 す る医療 保 険料 のデ ー タ を用 いた。

産 業 部 門 で も、 基本 モ デ ル で は医療 サ ー ビス産 業 と介 護 サ ー ビス 産 業 はそ れ ぞ

れ他 の 産 業 か ら分 離 され て いな か った 。 そ こで 、 『産 業 連 関表 』(総 務 庁)よ り得

られ る産 出量 のデ ー タ を用 いて 、基 本 モ デ ル に示 され る部 門数 を24産 業 とす る 中

間投 入 量 、各 最 終 需 要量 の構 成 要 素 、資本 ・社 会 保 障税 負担 額 を、 部 門 数が26産

業 とな る よ うに分 割 した 。 なお 、介 護 サ ー ビス産 業 は 、 社会 福 祉 産 業 に含 ま れ る

デー タ に 『事 業 所 統 計調 査 報 告 』(総 務 庁)よ り得 られ る社会 福 祉 事 業 に対す る老

人福 祉 事 業 の従 業 員 数 比率 を乗 じて推 計 した 。第2号 被 保 険者(40歳 以 上64歳 以

下)の 介 護 保 険 料 のデ ー タ に は、産 業 が負 担す る 医療 保 険 料 のデ ー タ を用 い た 。

最 後 に 、介 護 保 険 制度 の規 模 は、サ ー ビス モ デル 別 にみ た要 介 護 者 数 に そ れぞ

れ の介 護 サ ー ビス 単 価 を か けた もの に 、介 護サ ー ビス 調 整 率 を用 いて 求 め た 。表

4-2に は推 計 の過 程 が 示 され て いる 。要 介 護者 数 は 、厚 生 省 の資 料 よ り得 られ る 介

護サ ー ビス モ デル 別 にみ た要 介 護者 の発 生 率 の デー タ に 、 『日本 の将 来 推 計 人

口』(厚 生 統 計 協 会)よ り得 られ る2000年 時 点 にお け る介 護 サ ー ビス の給 付 対 象者

数 を乗 じて求 め た。 こう して求 め られ る要 介護 者 数 は、 約280万 人で あ った 。 各 介

護サ ー ビス 単価 に は、 厚 生省 の資 料 よ り得 られ る デー タ を 『経 済 要 覧 』(経 済企 画

庁)の 消 費 者物 価 指 数 を用 いて 割 り引 い た もの を用 いた 。 介 護 サー ビス調 整 率(介

護サ ー ビス 需要 に対 す るサ ー ビス供給 の整 備 率)は 、 ゴー ル ドプ ラ ンが達 成 して い

る もの と仮 定 し、具 体 的 には在 宅 介 護 サー ビス につ いて は40%、 施 設 介護 サ ー ビ

ス に つ いて は100%と した 。 こ う して推 計 され る介 護保 険 制 度 の財 政 規模 は、 約3

兆8,000億 円(1人 当 た り年 間3.3万 円)で あ った 。

4-3-2.シ ミ ュ レー シ ョンの 内容

まず 、 介 護 保 険 制度 の給 付 面 か ら見 て い こう。 介護 保 険制 度 は現 物 給付 の形 態
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を取 る こ と にな る が 、 そ の運 営 コス トを考 え る と、新 た な 制度 を設 立 す る よ りも

現 行 の 制 度 を拡 充 す る 方 が効 率 的 で あ ろ う。特 に、年 金 制 度 の拡 充 な ど介 護 サ ー

ビス にか か る費 用 を現 金 と して給 付 す れ ば 、介 護 サー ビス の購 入 時 にお いて 個 人

の 選 択 の 幅 もひ ろが る。 そ こで 、介 護 保 険制 度 を現物 給 付 の形 態 で 行 う意 義 を 明

らか にす る た め に、 介 護 保 険制 度 を導 入 した ケー ス(ケ ー ス1)と 、 介 護 保 険料 に

よ る増 税 額 と同規 模 だ け年 金 制度 を拡 充 した ケー ス(ケ ー ス2)の シ ミュ レー シ ョ

ン分 析 を行 っ た。

次 に 、介 護 保 険 制 度 の財 源 面 を見 て み よ う。介 護 保 険 制度 が 導 入 さ れ た場 合 、

家 計 と産 業 には保 険 料 とい うか た ち で新 たな負 担 が 加 わ る こ とに な る 。保 険 料 で

もデ ッ ド・ウ ェ ッ ト・ロス を発 生 させ る とい う点 で は税 と同 じな の で 、 政府 は こ の

ロス が 最 も小 さい方 法 で介 護 保 険 の財 源 を調 達 す る方 が 望 ま しい 。 そ こで 、 介 護

保 険 料 に よ る増 税 額 と同規 模 だ け、 一 般 に デ ッ ド・ウェ ッ ト・ロス が 小 さ い と考 え

られ る消 費 税 を増税 した ケ ー ス(ケ ー ス3)の シ ミ ュ レー シ ョン分 析 を行 っ た。

さ らに 、介 護 保 険 制 度 が 導入 され れ ば社 会的 入 院 が解 消 され 、 そ の分 だ け 医療

費 が 節約 で き る と期 待 され る。そ こで 、 介 護保 険制 度 の導 入 に伴 い社 会 的 入 院 が

解 消 され るケ ー ス(ケ ー ス4)の シ ミュ レー シ ョ ン分 析 も行 っ た 。i2

4-4.介 護保 険 の経 済 効 果

前 節 で は シミ ュ レー シ ョ ンの内 容 を解 説 した 。 こ こで はそ れ ぞ れ の シ ミ ュ レマ

シ ョ ン結 果 を、厚 生 水 準 ・経済 活 動 水準 ・厚 生 水 準 か らみ た分 配 と い う3っ の基 準

を用 い て評 価 し、介 護 保 険 制 度 の導 入 に伴 う経 済 効 果 を考 察 す る 。 な お第1号 被 保

一険 者 と第2号 被 保 険者 の介 護 保 険料 額 は表4-3に そ れ ぞ れ 示 され て い る 。

*2実 際 の シ ミ ュ レー シ ョンの際 には 、介 護保 険制 度 の導 入 によ る財 ・サ ー ビス市

場 間 の相 互 依 存 関 係 を通 じて 、総 税 収額 が 当初 の規 模 と異 な る こ とにな る。 そ のた

めの 調整 項 と して は政 府最 終 消 費 と介 護 サー ビス給 付 を想定 した が 、 シ ミ ュ レー シ

ョン結果 に大 き な差 は見 られ な か っ た。
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4-4-1.制 度 導入 に よる影 響

まず 、現 在 政 府 が想 定 して い るか た ちで 介 護 保 険 制度 を導 入 した ケ ー ス1の シ ミ

ュ レー シ ョ ン結 果 か らみ て い こ う。 マ ク ロ的な 経済 効 果 を表4-4に よ りみ る と、 企

業側 で は社 会 保 障負 担 が 介 護保 険料 分 だ け重 くな る の で 、 消 費者 物価 指 数 は0.44

%上 昇 した 。 このよ うな物 価 上 昇 に も関 わ らず 介 護 サ ー ビス(第13消 費 財)の 消 費

量 が大 き く増加 す るの で 、家 計最 終 消 費 量 は0.57%増 加 した 。 これ よ り国内 純 生

産 は0.2%増 加 した 。 ま た 、労働 供 給 量 は0.08%増 加 す る もの の 、家 計 最 終 消 費 量

が増 加 す る と とも に貯蓄 量 も0.5%増 加 す るので 、総 相 対 的 厚 生変 化 率 は0.03%上

昇 した 。

さ らに、 家 計 に与 え る影 響 を表4-5・ 表4-6・ 表4-7・ 表4-8に よ りミ ク ロ的 に見

て み よ う。 最終 消 費量 に与 え る影 響 を表4-5に よ りみ る と、最 終 消 費 量 は介 護 サ ー

ビス の需 要 者 で あ る高 齢 者 が多 く含 まれ て い る低 所 得 者 層 、特 に第1所 得 階級(年

間収 入100万 円未 満)か ら第4所 得 階級(年 間収 入200万 円以 上250万 円未 満)に か け て

大 き く増 加 した 。 一方 、労 働供 給 量 に与 え る影 響 を表4-6に よ りみ る と、 低 所得 者

層 に含 まれ る高 齢者 自身 も介護 保 険 料 を負 担 す るの で 、 労働 供 給 量 も低 所 得 者 層 、

特 に第1所 得 階 級 か ら第4所 得 階級 にか けて大 き く増加 した 。 な お第1所 得 階 級 で は

貯 蓄 量 も大 き く減 少 して い る。 これ よ り厚 生水 準 に与 え る影 響 を表4-8に よ りみ る

と、 相 対 的 厚生 変 化 率 は第1所 得 階級 か ら第4所 得 階 級 で は大 き く低 下 した。 また 、

そ の低 下 率 は所 得 階級 が低 い ほ ど大 きか った 。

産 業 に与 え る影 響 を表4-9に よ りみ る と、介護 サ ー ビス の消 費 量 が増 加 す る の で

第5産 業(パ ル プ ・紙)・第18産 業(卸 売 ・小売)・第24産 業(介 護 サ ー ビス)の 産 出 量が 増

加 した。 な お 、第5産 業 につ いて は紙 お む つな どの消 費 に よ る もの と思 わ れ る。 さ

らに 、 これ に伴 う施 設 整 備 によ り第8産 業(窯 業 ・土石)・第10産 業(金 属 製 品)・第16

産 業(建 設 業)の 産 出 量 も増 加 した。 招

この よ う に介 護 保 険制 度 が 導入 され れ ば 、厚 生 水準 と経 済活 動 水 準 は と もに改

*3第2産 業(鉱 業)・第9産 業(一 次金 属)の 産 出量 が大 き く変 化 す る の は 、 同産 業 の

最 終 需 要 量 が も と も とマ イ ナ スで あ る ことか ら、 物価 上 昇 に よ りこの分 が過 小 評 価

され た た め で あ る。
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善 され る こ とが 分 か っ た 。 しか し、厚 生 水 準 か らみた 分 配 面 で は介 護 サ ー ビス の

需 要 者 で あ る高 齢 者 自身 もそ の 費用 を負 担 す る こ とに な るた め に 、低 所 得 者 層 に

悪影 響 を与 え る こ と にな る。 ゆ え に、政 府 は この点 を十 分 に踏 ま え た65歳 以 上 の

者 に対 す る所 得 階 級 別 の 介護 保 険料 率 を設 定 す る必 要 が あ る。

4-4-2.現 金 給 付導 入 によ る効 果

次 に、 ケ ー ス1の シ ミ ュ レー シ ョ ン結 果 と介 護 保 険制 度 と同 じ規模 だ け年 金制 度

を拡 充 した ケ ー ス2の そ れ と を比 較 して み よ う。 マ ク ロ的 な経 済 効果 を表4-4に よ

りみ る と、 ケ ー ス2で は介 護 サ ー ビス給 付 が な いの で家 計最 終 消 費 量 は減 少 し、 国

内純 生産 の 増 加率 は ケー ス1よ り0.15%ポ イ ン ト小 さ か っ た 。 ま た、 年 金 制 度 の拡

充 によ り拡 張 可 処分 所 得 が 増 え る ので 労働 供 給 量 は減 少 し、貯 蓄 量 の 増 加 率 はケ

ー ス2の 方 が 大 きか っ た 。 これ よ り総 相 対 的厚 生 変 化 率 の 上昇 率 は ケー ス2の 方 が

0.04%ポ イ ン ト大 き か っ た。

さ らに、 家 計 に与 え る影 響 を表4-5・ 表4-6・ 表4-7・ 表4-8に よ りミ ク ロ 的 に見

て み よ う。 最 終 消 費 量 は ケ ー ス1で は低 所 得者 層 に ウ ェイ トを お きつ つ 全 て の所 得

階 級 にお い て増 加 した の に対 し、 ケー ス2で は第1所 得 階 級 か ら第6所 得 階 級(年 間

収 入300万 円 以上350万 円未 満)に か け て のみ 増加 した 。 労 働 供給 量 と貯 蓄 量 につ い

て は 、そ の所 得 階 級 別 にみ た 傾 向 は ケー ス1と ケー ス2で は全 く逆 で あ っ た 。 これ

よ り相 対 的 厚 生変 化 率 は第1所 得 階級 か ら第9所 得 階級(年 間 収 入450万 円以 上500万

円未 満)と い う低 所 得 者 層 と 中所 得 者 層 の一 部 にお い て上 昇 し、 高所 得 者 層 で は低

下 した 。

この よ う に介 護サ ー ビス給 付 を年 金 制 度 に よ る現 金 給 付 とい うか た ち で 行 っ た

場 合 には 、 経 済 活動 水 準 は低 下 す る もの の 、厚 生 水準 と厚 生 水 準 か らみ た 分 配 は

改 善 され る こ とが分 か っ た 。 しか し、 消 費財 別 にみ た 消 費量 の変 化 率 を表4-10に

よ りみ る と、 ケー ス2で も介 護 サ ー ビス(第13消 費財)の 消 費量 は増 加 す る も の の、

そ の規 模 は0.38%と 小 さか った 。 これ はた とえ年 金 制 度 の拡 充 に よ り高 齢 者 の可

処分 所 得 が増 加 した と して も、彼 らがそ の分 だ け介 護 サ ー ビス を購 入 す る とは限

らな い た め で ある。 す な わ ち介 護 保 険制 度 の役割 を年 金 制 度 に求 め た と して も、

介 護 サ ー ビス の充 実 とい う介 護 保 険 制度 の本 来 の 目的 は達 成 され な い 。
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4-4-3.財 源 調達 方法 の違 い に よる比 較:医 療保 険軽 減効 果 の検 討

介 護保 険制 度 は財 源 の一部 を介 護保 険料 とい うか た ちで徴 収 す る こ とに して い

るが 、経 済 学 的 に は歪 み が もっ とも小 さ い かた ち でそ れ を行 う方 が望 ま しい。 そ

こで 、 ケ ー ス1の シ ミ ュ レー シ ョ ン結果 と、介 護 保 険料 に よ る増税 額 と同規 模 だ け

消 費税 を増 税 し た ケー ス3の そ れ とを比較 してみ よ う。

マ ク ロ的 な経 済 効 果 を表4-4に よ りみ る と、家 計最 終 消 費 量 と労 働供 給 量 の変 化

率 に大 き な差 は見 られ なか った 。 しか し、 消 費拡 大 を通 じた経 済 活動 水 準 の押 し

上 げ効 果 は 小 さ く、 国 内純 生 産 の増 加 率 は ケ ー ス3の 方 が0.08%ポ イ ン ト小 さか っ

た。 また 、貯 蓄 量 の増 加 率 も小 さい ことか ら、総 相 対 的厚 生 変 化 率 の 増加 率 は ゲ

ー ス3の 方 が0 .02%ポ イ ン ト小 さか っ た。

さ らに、 家 計 に与 え る影 響 を表4-5・ 表4-6・ 表4-7・ 表4-8に よ りミ ク ロ的 にみ

る と、低 所 得 者 層 にお い て最 終 消 費量 の増 加 率 は ケー ス3の 方 が大 きか った 。 ま た 、

ケ ー ス1で 見 られ た よ うな 労働 供 給 量 と貯 蓄 量 を通 じた低 所 得 者 層 の厚 生 水 準 へ の

強 い マイ ナ ス 効 果 も見 られ な か った 。 これ よ り低 所 得 者 層 にお け る相 対 的 厚 生 変

化 率 の上 昇 率 は ケ ー ス3の 方 が大 きか った 。 また 、第15所 得 階 級(年 間収 入750万 円

以 上800万 円未 満)と 第17所 得 階級(年 間 収 入900万 円以 上1,000万 円未満)以 上 とい

う高所 得 者 層 にお け る相 対 的厚 生変化 率 は逆 に低下 した 。

産業 に与 え る影 響 を表4-9に よ りみ る と、現 行 の消 費税 制 に は帰 属家 賃 や 公 的 医

療 サ ー ビス給 付 な どの非 課税 品 目が含 まれ るた め、 第20産 業(不 動 産)と 第23産 業

(医 療 サ ー ビス)に お け る産 出 量 の増 加 率 は他 の産 業 に比 べ て相 対 的 に大 き か っ た 。

このよ う に介 護 保 険 制 度 の 財 源 を消 費税 に求 め た場 合 には 、厚 生 水 準 と経 済活

動 水 準 は と もに悪 化 す る。 しか し、低 所 得 者 層 にお け る相 対 的厚 生変 化 率 は上 昇

し高 所 得者 層 に お け るそ れ は低 下 す る こ とか ら、厚 生 水 準 か らみ た分 配 は大 き く

改 善 され る。 これ よ り、消 費 税 の方 が介 護 保 険 料 よ り も分 配 効 果 は 強 いが 、税 と

して の歪 み は大 き い こ とが分 か った 。

4-4-4.社 会 的 入 院 を考 慮 した 場 合

介護 保 険 制 度 が 導 入 され れ ば社 会 的 入 院 が解 消 され 、 そ の分 だ け医 療 費 が 節約

され る と期 待 で き る。 そ こで 、 ケー ス1の シ ミュ レー シ ョ ン結果 と、 これ に社 会 的

入 院 が解 消 され る こ とに よ る効 果 を組 み 込 ん だ ケー ス4の そ れ と を比較 して み よ う。
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なお 、社 会 的 入 院 の規模 は8,300億 円 と した 。34

マ ク ロ的 な 経 済 効 果 を表4-4に よ りみ る と、 企 業側 で は 医療 保 険 料 が社 会 的 入 院

分 だ け 軽 くな るの で 、 消 費者 物 価指 数 の上 昇 率 は0.04%と 小 さか った 。 この よ う

に物 価 上 昇 率 は 小 幅 に と どま る に もか かわ らず 、 社 会 的入 院分 だ け医療 サ ー ビス

(第12消 費財)の 消 費 量 が減 少 す るの で家 計 最 終 消 費 量 の増 加 率 はケー ス4の 方 が 小

さ く、 国 内 純 生産 の増加 率 は ケー ス1の 半分 で あ った 。 ま た 、労 働供 給 量 と貯 蓄 量

の増 加 率 もケ ー ス4の 方 が 小 さか った 。 これ よ り総 相対 的 厚 生 変 化 率 の上 昇 率 は ケ

ー ス4の 方 が0 .01%ポ イ ン ト大 きか っ た 。

さ らに、 家 計 に与 え る影 響 を表4-5・ 表4-6・ 表4-7・ 表4-8に よ りミ ク ロ的 に み る と、

医療 サ ー ビス の需 要 者 が多 く含 まれ て い る第1所 得 階級(年 間収 入100万 円未 満)か

ら第9所 得 階 級(年 間 収入450万 円以 上500万 円未 満)で は 、社 会 的 入 院 の解 消 に よ り

最 終 需 要 量 の増 加 率 は低 下 した。 一方 、社 会 的 入 院 分 だ け 医療 保 険料 が軽 くな る

た め に、 労 働 供 給 量 の 増加 率 は全 て の所 得 階 級 にお い て上 昇 し、 第9所 得 階 級 以 上

にお け る最 終 消 費 量 の増加 率 は上 昇 した 。 これ よ り、相 対 的 厚 生 変化 率 は 、第1所

得 階級 か ら第2所 得 階 級 と第9所 得 階級 以 上 にお い て 上 昇 した。

また 、産 業 に与 え る影 響 を表4-9に よ りみ る と、 社会 的入 院が 解 消 さ れれ ば 、 そ

の 分 だ 医 療 サ ー ビス 需 要 が 減少 す るの で 、第6産 業(化 学製 品)・第23産 業(療 サ ー ビ

ス)・第25産 業(政 府 サ ー ビス)の 産 出 量 は減 少 した 。

この よ うに 、介 護 保 険 制 度 の導 入 によ り社 会 的 入 院 が解 消 され れ ば 、社 会 保 障

負 担 はそ の分 だ け軽 くな るの で 、厚 生 水準 は上 昇 し、 厚 生水 準 か らみ た分 配 は 改

善 され る 。 しか し、社 会 的 入 院分 だ け医療 サ ー ビス 需 要 が減 少 す る こ とか ら、 経

済 活 動 水 準 は悪 化 す る。

4-5.む す び

本 章 で は 、 日本 型CGEモ デ ル に1990年 の デー タ を 当て は め た シ ミ ュ レー シ ョ ン分

*4社 会 的入 院 の規 模 は府 川(1995)よ り得 られ る老 人 医療 費 に しめ る社 会 的入 院 比

率(14%)に 基 づ いて 推 計 した。
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析 に よ り、介 護 保 険 制 度 の導 入 に伴 う追 加 的な 社 会保 障 負 担 が 経 済 に与 え る影 響

に注 目 して 、介 護 保 険 料 とい うか た ち の社 会 保 障税 の厚 生 分 析 を試 み た 。そ の評

価 に 当た って は 、厚 生 水 準 ・経 済 活 動水 準 ・厚 生 水準 か らみ た分 配 とい う、3っ の

基準 を用 い る ことに した。

まず 、現 在 政府 が想 定 して い る かた ち で介 護 保 険 制 度 が導 入 され た 場 合 の シ ミ

ュ レー シ ョン分 析 を行 った 。 そ の結 果 、 介 護保 険 制 度 が導 入 され れ ば、 介 護 サ ー

ビス の消 費量 が 増 加 す る ので 経済 活 動 水 準 は0.2%上 昇 し、 この経 済 拡大 効 果 は 、

サ ー ビス の充 実 とい う面 で は第5産 業(パ ル プ ・紙)・第18産 業(卸 売 ・小売)・第24産 業

(介護 サー ビス)に 、 施 設整 備 とい う面 で は第8産 業(窯 業 ・土 石)・第10産 業(金 属 製

品)・第16産 業(建 設 業)に 大 き くはた らく こ とが 分 か った 。 また 、 厚 生水 準 は0.03

%上 昇 した 。 一方 、介 護 サ ー ビス の需 要者 で あ る高齢 者 自身 に もそ の負 担 を求 め

る こと にな るの で 、高 齢 者 が多 く含 まれ る低 所 得者 層 に著 しい悪 影 響 を 与 え る こ

とにな る。 ゆ え に、政 府 は この点 を十 分考 慮 して 、所 得 階級 別 に みた 保 険 料 率 を

設 定す る必 要 が あろ う。

次 に 、介 護 保 険 制度 の財 源 を介 護 保 険 料 の代 わ りに消 費税 で調 達 した 場 合 の シ

ミ ュ レー シ ョ ン分 析 を行 っ た。 そ の結 果 、 厚 生水 準 か らみ た 分配 は改 善 され るが 、

経 済活 動 水 準 と厚 生 水 準 は悪 化 した 。 これ よ り、消 費税 は 介 護保 険料 と比 べ て 厚

生 水準 か らみ た分 配 を改 善 させ る もの の 、税 と して の歪 み は大 き い こ とが 分 か っ

た。

さ ら に、 介護 保 険 制 度 の導 入 に よ り社会 的入 院 が解 消 され るケ ー ス の シ ミュ レ

ー シ ョ ン分 析 も行 っ た 。そ の 結果 、医 療保 険料 は社会 的入 院分 だ け軽 くな る の で 、

厚 生水 準 は上 昇 し、 同時 に厚 生水 準 か らみ た分 配 は改 善 され た。 しか し、 社会 的

入 院が 解 消 され た 分 だ け 、経 済活 動 水 準 は 低下 す る こと にな る 。 なお 、 こ こで は

社 会 的入 院が100%解 消 され る こ と を前 提 と して い る点 に留 意 す べ きで あ ろ う。 す

な わ ち 、 も し医者 が 社 会 的入 院 が 解 消 され る こ とに よ り収 入 が 減 る こ とを避 け る

な らば 、 こ う した プ ラス の効 果 は効 か な い こと にな る 。 ゆ え に、 社会 的入 院 が完

全 に解 消 され る な 医療 保 険 制度 改 革 も、 同 時 に行 う必 要 が あ る。

以 上 の シ ミュL一 シ ョン結果 か ら、 次 の よ うな 政策 的 イ ンプ リケー シ ョン を提

示 で き る。 第1に 、介 護 保 険 制度 の導 入 は高齢 者 が 多 く含 ま れ る低 所 得 者 層 に悪 影

響 を与 え る こと にな る ので 、 この点 を十 分 考慮 した保 険 料 率 の設 定 が 必 要 で あ ろ
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う。 第2に 、現 在 介 護 保 険 制 度 に よ る現 金 給付 の 実施 が 議 論 され て い るが 、 こ の場

合 に は介 護 サ ー ビス の充 実 と い う介 護 保 険 制 度 の 本来 の意 義 をな さ な い可 能 性 が

あ る の で 、 や は り介 護 サ ー ビス給 付 は現 物 給 付 の 形態 を取 る方 が 望 ま しい。 第3に 、

介 護 保 険 制 度 の 導入 に よ り社 会 的入 院 が解 消 され れ ば 、厚 生水 準 は 改 善 され る と

期 待 され る。 そ こで 、社 会 的入 院 が完 全 に解 消 され る よ うに 、 医療 保 険制 度 も 同

時 に改 革 す る必 要 が あ ろ う。

最 後 に 、今 後 の課 題 につ い て触 れ る ことにす る。 第1に 、 本 章 の モ デ ル で は介 護

サ ー ビス需 要者 の年 齢 区分 と、第2号 被 保 険者(40歳 以 上64歳 以下)に よ る介 護 保 険

料 負 担 の 年齢 区分 を無 視 して いる ので 、 この点 を考 慮 で き る よ うな モ デ ル の 開 発

が 必 要 で あ る。 これ に は、 所 得 階級 と とも に年 齢 階級 別 に みた 家 計 を想 定 す る必

要 が あ ろ う。 第2に 、 高齢 化 に伴 い介 護 保 険 制 度 の規 模 は ます ます 増 加 す るで あ ろ

うか ら、 こ う した 介 護 保 険制 度 の規 模 の将 来 予 測 も今 後 行 っ て い き た い。
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分類 産 業(生 産財) 分類 消費財

1 農林水産業 1 食品

2 鉱業 2 非アルコール飲料

3 食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ 3 アルコール 飲料

4 繊維製品 4 たばこ

5 パ ル プ・紙 5 衣服

6 化学製品 6 履き物
7 石油 ・石炭製 品 7 家賃(帰 属家賃 含む)

8 窯 業 ・土石製 品 8 光 熱費 ・水道料

9 一次 金属 9 家具

10 金属製品 10 家庭器具
11 一 般機械 11 寝 具類 ・家計雑 貨

12 電気機械 12 医 療サービス

13 輸送機械 13 介 護サービス

14 精密機械 14 運輸
15 その他の製造業 15 自動車等関係費

16 建設業 16 通信
7」

8

4■

■

4

蜑

電 力 ・ガ ス ・水 道 業

卸 売 ・小 売 業
17

レウ

・文 化 サ ー ビス

19 金融 ・保険業 18 教養
20 不動産業 19 書 籍 ・新 聞 ・雑 誌

21 運輸 ・通信 20 そ の他

22 サービス業

23 医療 サービス

24 介護 サービス

25 政 府サービス

26 対 家計 民間 非営 利サービス

表4-1産 業(生 産 財)お よ び消費 財 の分類
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要介護 世帯類型
要介護者総数

(手人)

介 護 サ ービス単 価

(万 円ノ月)

サ ービス整 備

調整 率

(%)

介護費用

(億円)

在宅

虚弱 1.330 5.6 40 3,580

軽度 複数
夫婦

単独

30

6

1

13.4

14.4

15.0

40

40

40

192

41

7

中度 複数
夫婦

単独

35

1

1

15.6

16.6

17.3

40

40

40

262

56

8

重度 複数
夫婦

単独

107

20

3

20.1

19.8

25.0

40

40

40

1,032

190

36

痴呆 寝 たきり

非 寝た きり

11

200

21.6

21.6

40

40

114

2,013

最 重 度

(A)

(B)

複数

夫婦

250

54

22.6

21.6

40

40

2,714

560

複数

夫婦

12

3

27.9

26.7

40

40

160

38

施設
特 別養 護 老 人ホ ーム 290 21.4 100 9,529

老人保健施設 252 30.4 100 9,185

診療型病床群等 172 39.8 ioo 8,217

合計12,78411137,996

表4-2介 護保 険制 度 の財 政規 模 の推 計
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表4-3介 護 保 険 料 額

所 得 年 間 収 入 第1号 被 保 険 者 産 業 産 業 第2号 被 保 険 者

階 級 保 険 料 分 類 保 険 料

(万 円)(万 円)(10億 円)

1-993.241農 林 水 産 業15 .9

2100-1491.822鉱 業3 .59

3150-1991.563食 料 品 ・飲 親 ・た ば こ34 .87

4200-2491.224繊 維 製 品13 .96

5250-2991.045パ ル プ ・紙10 。4

6300-349{.096化 学 製 品20 .54

7350-3990,897石 油 ・石 炭 製 品2 .21

8400-44gO.908窯 業 ・土 石 製 品16 .75

9450_4ggO.899一 次 金 属20 .82

10500-5490.s210金 属 製 品29.03

11550-5990.9211一 般 機 械51 .71

12600-6490.8712電 気 機 械60 .48

13650-6990.8713輸 送 機 械47 .19

14700-7490.9914精 密 機 械7 .55

15750-7990,9915そ の 他 の 製 造 業83 .51

16800-8991.0716建 設 業168 .15

17900-9990,9017電 力 ・ガ ス ・水 道 業16 .92

181000-1.1218卸 売 ・小 売 業233 .35

19金 融 ・保 険 業73 .55

20不 動 産 業12.13

21運 輸 ・通 信115.95

22サ ー ビス 業217.73

23医 療 サ ー ビス80.63

24介 護 サ ー ビ ス22,54

25政 府 サ ー ビス44.53

26対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビス0.65

-63一



表4-4マ ク ロ的 にみ た 経 済 効 果

単位:%

単位:%'

注)こ こでの相対的厚生変化率とは、所得階級別にみた相対的厚生変化率を、家計の分布

を用いてウェイ ト付けをしながら足 し合わせたものである。

相対的厚生変化=(等 価変分/変 化前の拡張可処分所得)×100

等価変分e変 化後の厚生水準一変化前の厚生水準

表4-5家 計 最 終 消 費 の 変 化 率

単位:%

分類(辮 ケース1ケ ース2ケ ース3ケ ース4

1　 -9912.70412.05113.32311.820

2　 100-14911.77911.00911.92911.199

3150-19911.86510.68811.94211.283

4　 200-24911.85710.31811.86611.320

5　 250-29911.09910.06211.08510.853

6300-3491.2120.0411.1770.926

7350-3990.942-0.1540.9180.784

8　 400-44910.8141-0.13810.76110.683

9450-4990.370-o.2610.3440.424

10500-54910.3761-0.33510.37010.452

11550-59910.3731-0.28010.33010.423

12's600-64910.3791‐0.34810.34810.448

13650-69910.3801-0.30710.32510.429

14　 700-74910.2611-0.34610.22410.366

15':750-79910.2941-0.25110.21010.348

16800-89910.2111-0.40410.19010.353

17900-9990.135-0.4430.1140.309

181000-10.0521-0.45910.01610.254
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ケース1 ケー ス2 ケ ー ス3 ケー ス4

総税収 1.10 1.10 1.10 0.30

総厚生水準 0.08 一〇
.01 0.02 0.11

相対的厚生変化率 0.03 0.07 0.01 0.04

労働供給 0.08 一〇
.09 0.08 0.05

家計最終消費 0.57 一〇
.14 0.58 0.55

家計貯蓄 0.50 0.67 0.28 0.16

国内純生産 0.20 0.05 0.12 0.10

税抜き資本財価格 0.48 0.63 0.03 0.04

消費者物価指数 0.44 0.59 0.47 0,04



分類
年間収入

(万 円)
ケー ス1 ケー ス2 ケー ス3 ケー ス4

1 一99 一〇
.105 2.920 0.276 一〇.442

2 100-149 0.416 1.820 0.309 一〇.071

3 150-199 0.487 1.463 11: 0.017

4 200-249 0.539 1.069 0.301 0.103

5 250-299 0.544 0.815 0.293 0.149

6 300-349 0.576 0.796 0.304 0.168

7 350-399 0.553 0.602 0.28 0.189

8 400-449 0.5$1 0.615 0.289 0.195

9 450-499 0.544 0.508 0.283 0.203

10 500-549 0.517 0.445 0.276 0.204

11 550-599 0.559 0.489 0.283 0.211

12 600-649 0.532 0.427 0.273 0.210

13 650-699 0.561 0.459 0.278 0.215

14 700-749 0.537 0.430 0.275 0.212

15 750-799 0.594 0.509 oza2 0.216

16 1113" 0.510 0.381 0.267 0.210

17 900-999 0.511 0.346 0.266 0.216

18 1000一 0.527 0.336 0.270 0.225

表4-6労 働 供 給 の 変 化 率

単位:%

分類(辮 ケース1ケ ース2ケ ース3ケ ース4

1-9910.9401-1.84010.39910.650

2100-14910.4251-0.96610.29410.319

3　 150-19910.3071-0.73010.23810.237

4':_200-24910.1971-0.47110.18310.154

5250-29910.1381-0.31910.13710.108

6　 300-34910.0941-0.32410.10910.090

7350-39910.0901-0.18110.09710.069

8400-44910.0841-0.17410.11610.065

9450-49910.0731-0.13610.07710.054

10500-54910.0791-0.10510.06210.051

11550-59910.0631-0.11510.07910.047

12　 600-64910.0781-0.07410.07810.047

13　 650-69910.071(-0.07710.09410.045

14700-74910.0751-0.07410.07910.046

15750-7990.068-0.0860.1200.046

16's800-89910.0851-0.04810.07210.046

17900-99910.0801-0.02410.06710.041

181000-10.0611-0.02210.05810.032

表4-7家 計 貯 蓄 の 変 化 率

単位:%
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表4-8相 対 的 厚 生 水 準 の 変 化 率

単位:96

分類(辮 ケース1ケ ース2ケ ース31ケ ース4

1 _-991-0.1010.241-0.041-0.08

2　 100-1491-0.0510.171-0.041-0.04

3　 150-1991-0.0410.171-0.041-0.04

4:200-24910.0010.151-0.021-0.02

5:250-29910.0610.1710.0410.04

6:300-34910.1210.1610.0810.07

7　 350-39910.1410.07iO.1010.10

8'=.400-44910.0910.0810.0410.06

9　 450-499iO.0810.0110.0510.09

10:500-54910.091-0.0210.0610.10

11:550-59910.0810.0110.0310.08

12600-64910.081-0.0310.0410.09

13:650-69910.0610.00iO.0110.06

14:700-74910.051-0.0310.0110.07

15:750-79910.0410.021-0.0310.04

16:800-89910.041-0.0710.0110.08

17:900-99910.031-0.0910.0010.07

181000-0.02-0.10-0.030.07
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表4-9産 出 額 の 変 化 率

単 位:%

分 類 産 業 名 ケ ー ス1ケ ー ス2ケ ー ス3ケ ー ス4

1辰 一〇.080 .08-0.220.06

2鉱 業4.203.329.561 .29

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ 一〇.35-0.04-0 .48-o.os

4繊 維 製 品 一〇.18-0.12-0 .26-o.01

5パ ル プ ・紙0.210 .020.110.11

6化 学 製 品 一〇.2011'囎0.35-0 ・98

7石 油 ・石 炭 製 品0.060.050.03-0 .05

8窯 業 ・土 石 製 品0.370.020.310 .37

9一 次 金 属0.150.060 .100.15

10金 属 製 品0.260 .040.210.26

11一 般 機 械0.060.13-0.010 .04

12電 気 機 械 一〇.12-0.01-0 .13-0.02

13輸 送 機 械 一〇.23-0.11-0 .30-0.07

14精 密 機 械0.080 .060.020.02

15そ の 他 の 製 造 業0.02-0.02-0.070 .08

16建 設 業0.580・050 .520・54
-17電 力 ・ガ ス ・水 道 業 一〇

.010.00-0.11-0.05

18卸 売 ・小 売 業0.220.040 .130.09

19金 融 ・保 険 業0.070.000 .050.07

20不 動 産 業 一〇.370.00-o.24_0.13

21運 輸 ・通 信 一〇.07-0.04-0.06-0.02

22サ ー ビ ス 業 一〇.08-0.07-0.14-0 .02

23医 療 サ ー ビ ス ー0.470.21-0 .38-3.44

24介 護 サ ー ビ ス667.390.10668 .57671.59

25政 府 サ ー ビ ス_1.790.59-2.69-2.32

26対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ー0.25-0.11-0.21-0.40
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表4-10消 費 量 の 変 化 率

単位:%

分 類;消 費財 ケー ス1ケ ース2ケ ー ス3ケ ース4

1品 一〇.47-0.12-0.58-0.14

2非 ア ル コ ー ル 飲 料 一〇.46-0.12-0.56-o .14

3ア ル コ ー ル 飲 料 一〇.45-0.17-0.56-0.13

4た1ま こ 一〇.46-0.07-0.56-0.15

5衣 服 一〇.43-0.29-0.46-0 .10

6履 き 物 一〇.43-0.24_0.47_0 .11

7家 賃(帰 属 家 賃 含 む)-0.42-0.01-0 .26-0.14

8光 熱 費 ・水 道 料 一〇.49-0.12-0.56-0.15

9家 具 一〇.43‐o.2s-0.46-0.10

10家 庭 器 具 一〇.43-0.24-0.36-0.11

11寝 具 類 ・家 計 雑 貨 一〇.45-0.15-0.47-0 .13

12医 療 サ ー ビ ス ー0.510.23-o.41-3 .71

13介 護 サ ー ビ ス2515.420.382519.862531.24

14運 輸 一〇.47-0。24-0.41-o.12

15自 動 車 等 関 係 費 一〇.43-0.33-0.68-o.Og

16通 信 一〇.49-0.15-o.41-0 .14

17鑑 化 サ ー ビ ス ー・.43一 α27-・.47-・.11

18教 養 一〇.40-0.29-0.37-0.09

19書 籍 ・新 聞 ・雑 誌 一〇.45-0.11-0.47-0.14

20そ の 他 一〇.43-o.24-0.33-0.11

-68一



第5章 炭素税の環境効果の経済厚生

5-1.は じめ に

19世 紀 以 降 、地 球 の平均 気 温 は0.3～0.6度 上 昇 して お り、世 界 規 模 で の気 候 の

変化 が しだ い に起 こ りつ つ あ る。 そ の原 因 は、 お も に二 酸 化 炭 素 な どの温室 効 果

ガ ス の増 大 に あ る と考 え られて い る。IPCC(気 候 変 動 に関 す る政府 間パ ネ ル)の

報告 で は 、 こ う した温 室 効果 ガ スが 現 在 の増 加 率 で 増 え 続 けた 場合 、地 球 の 平均

気 温 は21世 紀 末 ま で に約2度 上 昇 す る と予 測 され て い る。 この よ うな気 温 の 上 昇

は、 過 去1万 年 の 間 に例 をみ な い程 の 極 め て 急 激 な も の で あ り、 人 類 や 生物 に広

範 囲 で しか も深 刻 な 影 響 を与 え る恐 れ があ る。

この よ うな 危 機 的 な事 態 を避 ける た めの 対策 が 、 国際 的 な規 模 で 取 り組 まれ て

い る。1992年 に は、 気候 系 に対 して危 険な 人 為 的干 渉 を及 ぼす こ とにな らな い水

準 に大 気 中 の温 室 効 果 ガ ス濃 度 を安 定 化 す る こ と を 目的 と し、締 約 国 に具 体 的 な

国家 計 画 の策 定 お よび 実施 な どの各 種 義 務 を課 したr気 候 変動 枠 組 み 条約 」 が採

択 され 、 同年 に ブ ラ ジル で 開催 され た地 球 サ ミ ッ トにお いて 、多 くの国 々 が これ

に署 名 した 。 わが 国 で も、1990年 に 「地球 温 暖 化 防 止行 動 計画 」 が地 球 環 境 保 全

に 関す る 関係 閣僚 会 議 で 決 定 され 、 革 新 的技 術 開発 の進 展 な ど によ り一 人 当 た り

の二 酸 化 炭 素 排 出量 お よ び二 酸 化炭 素排 出総 量 につ いて 、2000年 以 降 お お むね19

90年 レベル で の安 定 化 を図 る こ とが 定 め られ た 。

地 球 環 境 を 保 ち つ つ 、現 在 の経 済 活 動 水準 や 生活 レベ ル を維 持 して い くた め の

手 段 に は 、 経 済 的 手段 と直 接 規制 が あ る。 これ まで は直 接 規 制 中心 で 、 む しろそ

れ に 対 す る 補 助 的 な もの として 、経 済 的手 段 が 用 い られ て き た 。 しか し、直 接 規

制 を 実 施 す るた め には 、個 々 の主体 の 費用 や 汚 染 状 況 に関す る膨 大 な情 報 が 必 要

とな る。 そ う した 情 報 を収 集 す る こ とはか な りの行 政 コス トを発 生 させ るた め 、

そ の コス トを抑 制 す る には 、直 接 規 制 を一 律 的 な も の にせ ざ る を得 な い。 そ の結

果 、 直 接 規 制 は、 情 報 収集 に かか る行 政 コ ス トだ けで な く、 一 律 的 な規 制 に よ る

社 会 的 コ ス トを も発 生 させ る 。 さ らに、 汚染 者 に長 期 的 にみ た 効 率 性 や技 術 革 新

な どにイ ンセ ンテ ィブ を与 え に くい も ので もあ る。
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そ こで 、近 年 で は 、 環 境税 ・補 助 金 、排 出許 可 証 取 引 制 度 、 デ ポ ジ ッ ト制 度 な

ど の経 済 的 手 段 が 主 に用 い られ る よ うに な って い る。 なか で も 、注 目 を集 め て い

る の が 、 環 境 税 の導 入 で あ る。 環 境 税 とは 、環 境 汚 染 物 質 や 環 境 に直 接 ・間 接 に

悪 影 響 を与 え る製 品 の 生 産 ・消 費 等 の活 動 を削減 ま た は抑 制 す るね らい を 持 っ 多

様 な税 の総 称 で あ る。 このタ イ プ の税 は 、外 部不 経 済 を 内部 化 す るた め の ピグー

税 的 な もの で あ るか ら、社 会 的 コ ス トを で き るだ け抑 えな が ら、効 率 的 な 資 源 配

分 を実 現 す る こ とが で き る。 ま た 、長 期 的 にみ た場 合 、直 接 規 制 よ り技 術 革 新 な

どにイ ンセ ンテ ィ ブ を も与 え る こ とが で き る。OECD諸 国 の多 くで は、 この10年 間

に環 境 に対 す る税 ・課 徴 金 が新 設 され て お り、既 に環 境 保 全 型 社 会 シ ス テ ム の再

構 築 に む け た総 合 的税 制 改革 が始 まっ て い る:,。

本 章 で は、 この よ うな社 会 シス テ ム作 りに対 す る手 段 と して 環 境 税 の導 入 が ど

れ ほ ど有 効 で あ るか と と もに、 わ が 国 の税 制 の 中で環 境 税 が どの よ うに位 置 付 け

られ る の か を 、 シ ミ ュ レー シ ョ ン分析 を通 して検 討 す る。 この 目的 を達 成 す るた

め に、 本 章 は以 下 の よ うな 構 成 を とっ て い る 。 まず 、5-2節 で は 、 これ ま で 行 わ

れ て き た 環 境 税 の理 論 分 析 と実 証 分 析 を整 理 し、本 章 の特 徴 を明 らか に す る。5-

3節 で は、 基 本 モ デル の拡 張 の概 要 を解 説 す る。5-4節 で は 、 シ ミュ レー シ ョ ン結

果 を考 察 す る 。最 後 に 、5-5節 で は 、 主 要 な シ ミュ レー シ ョ ン結 果 の 政策 的 イ ン

プ リケ ー シ ョン を提 示 す る と とも に、 今後 の課 題 につ い て も言 及 す る。

5-2.従 来 の 研 究 の 展 望

環 境 問題 に対 す る経 済 学 的 な取 り組 み は 、Pigou(1932)やCoase(1960)な どの議

論 に始 ま る 。Pigouは 、 環 磽 汚 染 を あ る経 済 主 体 が 他 の経 済 主 体 に与 え る外 部 性

の一 つ と して捉 え 、 既 にMarshallに よ って 構築 され て いた企 業 間 の 外部 性 を考 慮

した モ デ ル を家 計 も含 め た もの に拡 張 した 。 そ して 、 外 部性 を市 場 経済 に 組 み込

む方 法 と して 、税 を用 い る こ とが 可 能 で あ る こ とを明 らか に した 。 これ が ピ グー

*1諸 外 国 の環 境 税 の現 状 につ い て は 、石(1993)、 環 境 庁(1997)を 参 照 の こ と。
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税 で あ るi$。

一 方 、Coase(1960)は 、 当事 者 が少 な い ため に取 引 費 用 が 無 視 で き る ほ ど小 さ

けれ ば 、外 部 性 に よ る市 場 の歪 み は 当事 者 間の 自発 的取 引 によ って 解決 され る こ

とを示 した 。 これ は コー ス の 定理 と呼 ばれ て い る。 この定 理 によれ ば、効 率 的 な

汚染 物 質 の排 出量 を達 成す る の に、 ピグー税 の よ うな政 府 によ る介入 は必 要 な い 。

しか し 、 近年 の環 境 汚 染 の 加 害者 は家 計 も含 めた 全 て の経 済 主体 で あ り、 しか も

汚 染 の 範 囲 は広 範 囲 で あ る た め 、Coase(1960)の 設 定 自体 の現 実 性 に疑 問が 投 げ

か け られ て い るt3。

これ らの議 論 は 、汚 染 市 場 とい う一 つ の市 場 の み を分 析 対 象 と し、 しか もそ の

環境 効 果 しか 考 慮 して い な い。 しか し、一 般 に 、環 境 税 は生 産 要素 を含 む 全 て の

財 の価 格 に影 響 を与 え る か ら、 環 境税 の導 入 によ る経 済 効 果 を評価 す る際 には 、

市 場 間 の 相 互依 存 関係 を考 慮 す る必 要 が あ る。BovenberganddeMooji(1994a,b,

c)は 、 環 境 税 の導 入 によ る経 済 効 果 を一 般均衡 モ デ ル を用 い て理 論 的 に分 析 し、

環 境税 の 経 済 厚 生 に与 え る効 果 は、 ピ グー効果(PigouEffect)・ 同額 減 税 効 果(

RevenueRecyclingEffect)・ 増 税 に よ る市場 の 相互 依 存 効 果(TaxInteraction

Effect)に 分 け られ る こ とを示 した 。 ピ グー効 果 とは 、汚 染 市場 と い う部 分 均 衡

で 見 た 環 境 税 に よ る経 済 厚 生変 化 で あ る。 同額 減税 効 果 とは 、既 存税 制 を環 境 保

全 型 に組 み 替 え る こ と(税 収 が 一 定 にな るよ う に、 環 境税 に よ る追 加 的 な 増 税 分

だ け他 の 税 を減 税 す る)に よ り生 じ る厚 生 変化 で あ る。 そ して 、増 税 に よ る市 場

の相 互 依 存 効 果 とは 、 環境 税 の導 入 が他 の市場 に与 え る効 果 で あ る。

環 境 税 の経 済 効 果 に関す る実 証 研 究 は 、 さま ざ まな 手 段 を用 いて 行 わ れ て い る 。

*2ピ グ ー税 は 環 境 汚 染 の 外 部 費 用 が 既 知 で あ る こ と を仮 定 して お り、 経 済 的 ・

技術 的 に見 る と、や は り現 実 性 に乏 しい。 そ こで 、BaumolandOates(1971,197

2)は 、 目標 とす る汚染 物質 の排 出 量 を達 成す るよ う に試 行 錯 誤 を繰 り返 しな が ら

税 率 を設 定 す る とい う、ボ ー モル=オ ー ツ税 を提 唱 して いる 。

*3Kneese(1968)は 、環 境 汚染 に対 す る経 済理 論 を定 式 化 し、環 境 政 策 と して の

税 や補 助 金 の 有 効 性 を分析 した 。 そ して 、政 府 に よ る最 適 な 環境 政 策 は、 ピ グー

税 の導 入 で あ る とし、 ピグー税 の再 評 価 を行 った 。
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Terkla(1984)・Jaeger(1995)は 、 環 境 税 の 超 過 負 担 を 税 の 限 界 費 用 を 用 い て 計 測

し て い る 。 ま た 、Fullerton(1995)・FullertonandTsang(1993)は 、 産 業 連 関 分

析 を 用 い て 環 境 税 の 導 入 に よ る価 格 と産 出 量 の 変 化 を 推 計 し て い る 。 こ う し た 分

析 に 加 え て 、 近 年 で は 一 般 均 衡 モ デ ル を用 い た 分 析 が ひ ろ く行 わ れ て い る 。

一 般 均 衡 分 析 に は 、 マ ク ロモ デ ル タ イ プ と計 算 可 能 型 一 般 均 衡 モ デ ル(CGEモ デ

ル)タ イ プ が あ る 。 マ ク ロ モ デ ル タ イ プ の 分 析 は 、 これ ま で に 、 海 外 で は

BrannlundandKristrom(1991)・Burrell(1989)・lnghamandUlph(1990)、 わ が 国

で は 伊 藤 他(1992)・Ban(1991)に よ り、 そ れ ぞ れ の 目 的 に 合 わ せ て 拡 張 さ れ た モ デ

ル を 用 い て 試 み られ て い る 。 し か し 、 こ の タ イ プ の 分 析 で は マ ク ロ 変 数 と し て の

GDPや 物 価 に 対 す る 影 響 を 捉 え る こ と は で き る が 、 個 別 の 財 の 価 格 や 個 々 の 家 計 ・

産 業 の 行 動 に 与 え る影 響 を み る こ と は 困 難 で あ る 。

こ れ に 対 し て 、CGEモ デ ル に は 個 別 の 家 計 や 産 業 の 最 適 化 行 動 が 想 定 さ れ て お

り 、 環 境 税 が 個 別 の 家 計 や 産 業 に 与 え る 影 響 を 分 析 す る こ と が で き る と い う利 点

が あ る 。 これ ま で の こ の タ イ プ の 分 析 に は 、JorgensonandWilcoxen(1993a,b)

タ イ プ の技 術 進 歩 を 組 み 込 ん だCGEモ デ ル に よ る も の と 、BallardandMedema(19

93)タ イ プ の 厚 生 分 析 用 のCGEモ デ ル に よ る も の とが あ る 。 前 者 の タ イ プ の 分 析 は 、

わ が 国 で も新 保(1992)、 黒 田 ・新 保(1993)に よ り行 わ れ て い る 。

こ の タ イ プ の モ デ ル に は 、 次 の2つ の特 徴 が あ る 。 一 つ は 、 長 期 間 の1/0デ ー タ

を 用 い て 生 産 構 造 を 推 計 し 、 技 術 進 歩 を 組 み 込 ん で い る 点 に あ るt4。 他 の 一 つ は 、

技 術 進 歩 を考 慮 した 動 学 化 を試 み る こ と に よ り、 投 資 と 蓄 積 に つ い て 詳 し い 分 析

*4多 く の 研 究 で は 、 技 術 進 歩 を 全 産 業 に つ い て 一 定 で あ る と仮 定 し て い る の に

対 し 、JorgensonandWilcoxen(1993a,b)は 、 各 産 業 に つ い て 、 技 術 進 歩 は 異 な

る と い う仮 定 を お き 、 そ の サ イ ズ とバ イ ア ス は 内 生 的 に 決 ま る と考 え て い る 。 環

境 税 の 導 入 に よ る 目 的 は 、 エ ネ ル ギ ー 節 約 型 の 生 産 構 造 を 誘 発 す る こ と な の で 、

こ の モ デ ル の 持 つ 意 味 は 大 き い 。

-72一



を行 って い る点 に あ るs5。 この よ うな特 徴 を持 つ モ デ ル を用 いて 、 新 保(1992)は 、

一 人 当た りの 二酸 化 炭 素 排 出 量 を1990年 レベ ル に抑 え る よ うな環 境 税 を増 税 型 で

導 入 した場 合 の シ ミ ュ レー シ ョ ン分 析 を試 み た 。税 収 の使 途 と して 、 次 の4ケ ー

ス ー家 計移 転 、 海外 移 転 、家 計移 転 ・資 本所 得減 税 、 海 外移 転 ・資本 所 得 減 税 一 を

想 定 し、 そ れ ぞ れ の環 境 税 率 や 経 済効 果 の 違 い を比 較 して い る。 シミ ュ レー シ ョ

ンの 結 果 に よ る と、環 境 税 収 をす べ て海 外 に移転 して しま うケ ー ス に 比べ て 、家

計 にす べ て を移 転 した り、資 本 所 得 減税 の か た ちで 税 収 の一 部 を還 元 した ケ ー ス

の方 が 、GNPの 低 下 を緩 和 す る こ とが で き る 。 しか し、 そ の 場 合 には 、 経 済 活 動

水 準 の上 昇 に よ り二酸 化 炭 素 排 出量 が拡 大 す る こ とに な る ので 、 環 境税 率 は 高 く

な り、 同時 に国 民 の負 担 は増大 す る ことが 示 され た 。

こ の よ う な い わ ゆ る動 学 的CGEモ デ ル を 用 い た分 析 は 、 技 術 の一 定 の進 歩 を想

定 した とき の長 期 的 に見 た 経済 活 動 へ の影 響 を評価 す る こ とを 可能 にす る。 しか

し、 技術 条 件 を予 測 す る ことは 、 そ れ ほ ど容 易で はな い。 ま た 、環 境 税 が 既 存 税

制 に比 べ て どれ だ け歪 み を持 つ の か とい う、厚 生 分 析 の側 面 が十 分 に考 慮 さ れて

いな い。 これ に対 して 、BallardandMedema(1993)タ イ プの 分 析 は 、環 境 税 の厚

生 分 析 に主 眼 をお いた もの で あ る 。彼 ら は 、17種 類 の家 計 ・..-vの 産 業(生 産

財)・17種 類 の 消 費 財 か ら構 成 され る静 学 的CGEモ デ ル に 、1983年 の ア メ リカ の デ

ー タ を適 用 し 、環 境 政策 の経 済 分 析 を行 った 。 このモ デル の特 徴 は 、 環境 水 準 を

変 数 とす るヘ ドニ ッ ク関数(具 体 的 には健 康 水 準 関数)を 組 み 込 んだ効 用 関 数 を用

*5JorgensonandWilcoxen(1993a,b)は 、各 企 業 が 将 来 に わ た る長 期 的 な 利 潤

を最 大 にす る よ うに行 動 す る と仮 定 して い る。 具体 的 に は、 投 資 行 動 は完 全 予 見

の も とで 行 わ れ る と想 定 され 、 投 資財 価 格 は資 本財 価 格 の現 在 割 引価 値 に常 に等

し くな るよ う に決 定 され る。 投 資 関 数 は 、1947年 か ら1985年 の投 資 に 関す る統 計

デ ー タ を用 い て推 計 され る。
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い て い る点 に あ るs6。 この よ うな モ デ ル に基 づ いて 、 彼 らは、 環 境 汚 染 物 質 の排

出 量 を課税 ベ ー ス とす る(ピ グー税 的)環 境 税 を導 入 し、 同額 の所 得 税 減税 を行 っ

た ケ ー ス と、 汚 染 物 質 の 削減 量 を基準 とす る(ピ グー税 的)補 助 金 支 出 を所 得 税 増

税 で 賄 っ た ケ ー ス につ いて 、 シ ミ ュ レー シ ョ ン分 析 を試 み た 。 また 、Deborah

VaughnNestorandAPasurkaJr(1995)は 、 ドイ ツ にお け る1980年 の デ ー タ

を用 いて 、 静 学 的CGEモ デ ル に よ る環 境税 の厚 生 分 析 を行 っ て い る。

しか し、 わ が 国 にお いて は 、環 壕税 の厚 生 分 析 や 、税 体 系全 体 か らみ た 環 境 税

の 評 価 は試 み られ て いな い。 わ が 国 で は 、既 にエ ネ ル ギ ー に対 して 多 くの 税 が課

され て お り、 環 境 税 を導 入 す る際 には 、 この よ うな既 存 税 制 との調 整 が 重 要 な 問

題 とな る。 既 存 税 制 を環 境 保 全 型 に組 み替 え るか た ち 、 ある い は増 税 と い うか た

ち の どち らの タイ プで環 境 税 を導 入 して も、資 源 配 分 に影 響 を与 え る こ と に な る。

新 税 導 入 の こ う した 分 析 には 、 付 加 価 値 税 制 の 厚 生 分 析 用 に開 発 され たCGEモ デ

ル が有 用 で あ る 。 この タイ プ のモ デ ル を用 い た場 合 に は、 既存 税 制 との調 整 を考

慮 した厚 生 分 析 だ け でな く、 増税 ケー ス で の厚 生 分 析 を も試 み る こ とが 可 能 で あ

る 。 そ こで 、 本 章 で は、 この タイ プの静 学 的CGEモ デ ル を用 い て 、 環境 税 の シ ミ

ュ レー シ ョ ン分 析 を試 み る こ とに した。

5-3.モ デ ル の拡 張

モ デ ル の 基 本 的な 構 造 は第2章 に詳 しく述 べ られ て い る 。 こ こで は、 環 境 税 の

導 入 に よ る経 済 効 果 を評 価 す る た め にモ デ ル の拡 張 を行 な って い る。本 節 で は、

この点 を 中心 に しな が ら、 モ デル の拡 張 の概 要 をの べ る こ とにす る。 ま た 、 パ ラ

ミ ター の推 計 方 法 に つ いて も述 べ る こ とにす る。

*6BallardandMedema(1993)は 、具 体 的 に、 次 の よ うな 効 用 関 数 を用 いて い る。

U=U(C,1)+ζ(D)

た だ しU:効 用水 準 、C:消 費 量 、1:レ ジ ャー財 の消 費 量 、 ζ:健 康 阻害 水 準 、

D:は 汚染 物 質 排 出量 で あ る。
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5-3-1.環 境 税 の モデ ル へ の組 み 込 み

環 境 税 の 目的 は 、温 暖 化 の原 因 とな る二 酸 化 炭 素 の排 出量 を抑制 す る こ とに あ

る 。 そ れ ゆ え 、課 税 ベ ー ス と して 二酸 化 炭 素 排 出 量 を用 い る のが望 ま しい。 しか

し、 各排 出源 にお いて 二 酸 化 炭 素 の 排 出量 を測 定 し、環 境税 を賦課 す る こ とは技

術 的 ・経 済 的 に不 可 能 で あ る 。そ こで本 章 で は 、環 境 税 の課 税 ベ ー ス と して 二 酸

化炭 素 の排 出 量 の代 わ りにエ ネ ル ギ ー財 の炭 素 含 有量 を用 いた 。 エ ネル ギ ー 財 と

は 、 化 石 燃 料 お よ び 燃 焼 時 に二 酸 化 炭 素 を 排 出す る財 で あ り、 具体 的 に 石 炭 ・原

油 ・石 油製 品 ・天 然 ガ ス ・LNGで あ る。 もち ろ ん 、 こ こで の環 境 税 は、 各経 済 主 体 に

よ るエ ネ ル ギ ー財 の消 費 段階 にお いて課 税 され る。 これ は、 汚 染者 負 担 の原 則 に

よ る もの で あ る。 なお 、 一次 エ ネ ル ギ ー(石 炭 ・原 油 ・天 然 ガス ・LNG)の うち 、石 油

製 品 の原 材 料 とな る分 につ い て は、 石 油製 品 が消 費 され る段 階 で 課税 され る 。家

計 が 直 接 消 費 す るエ ネ ル ギ ー財 につ いて は 、消 費税 と同 様 に 、小 売 業 者 が消 費財

価 格 に上乗 せ して徴税 す る もの とす る。

モ デ ル で は、環 境税 は純 生 産 物税 の一 つ として扱 わ れ る。

(5-1)to」 、=to」、+tcj巳j=1,。 。,24、t=1

ただ し、t.:新 た に設 定 し直 した純 生 産 物 税 率 、t、:環 境税 率

この(5-1)式 を 、産 業 部 門 の生 産 財 価 格 を表 す(2-16)式 と政 府 部 門 の純 生 産 物税

額 を表 す(2-23)式 にそ れぞ れ 代 入 す る こ とにな る。

5-3-2.環 境 税 率 の推 計

(1)環 境 税 率 の推 計

環 境 税 の課 税 ベー ス とな る、 各 経 済主 体 のエ ネ ル ギー 消 費 量 に 占め る炭 素 含 有

量 は 、r産 業 連 関表1990年 度 』(総 務 庁)よ り得 られ る各 経 済 主 体 の エ ネ ル ギ ー

購 入 量 の デ ー タ に 、表5-1に 示 した 『総 合 エ ネ ル ギー 統 計1990年 度 』(資 源 エ ネ
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ル ギ ー 庁)よ り得 られ る各 エ ネ ル ギ ー財 の発 熱 量 を乗 じて 推 定 した37。 表5-2は 、

各経 済 主 体 のエ ネ ル ギ ー 消 費 量 を発 熱 量 単 位 で表 示 した もの で あ る:g。 そ し て 、

各経 済 主 体 の二 酸 化 炭 素 排 出 量 は、 各 経 済 主 体 の エ ネル ギ ー 消 費 量 のデ ー タ(熱

量表 示)に 、 表5-1に 示 した 『二酸 化 炭 素 排 出 量 調 査 報 告 書1990年 度 』(環 境 庁)

よ り得 られ る各 エ ネ ル ギー 財 の二 酸 化 炭 素 排 出 係 数 を乗 じて 推 定 した 。 この よ う

に して 推 定 され た 各 経 済 主 体 の二 酸 化 炭 素 排 出 量 は 、表5-3の 通 りで あ る か ら、1

990年 度 にお け る二 酸 化 炭 素排 出総 量 は2億9663ト ン(炭 素 換 算)と な るt9。 な お 、

ここで 用 い た二 酸 化 炭 素排 出係 数 は 、各 エ ネル ギ ー財 の炭 素 含 有 量 に基 づ い て求

め られ て い る の で 、 各経 済 主 体 の二 酸 化 炭 素排 出 量 と各経 済 主 体 のエ ネル ギ ー消

費量 に 占め る炭 素 含 有 量 は同一 の もの と考 え て い る こ と にな る 。

(2)シ ミュ レー シ ョンの 内容

環 境税 の導 入 方 法 に は、財 政 規 模 を一 定 に保 つ よ う に減税 を行 な い な が ら導 入

す る タ イ プ(税 収 中立 型)と 、追 加 的 な 増税 と して導 入 す るタ イ プ(増 税 ・収 支 均 衡

型)の2種 類 が あ る 。環 境税 は 、経 済 の生 産 性 に大 き く関 わ るエ ネ ル ギ ー財 に対 し

て 課税 され るの で 、 そ の導 入 方 法 に よ り経 済 に与 え る影 響 は大 き く異 な っ て く る。

環 境 税 を増 税 ・収 支 均 衡 型 で 導 入 した 場 合 に は 、 国 民 に追 加 的 な税 負 担 を課 す ご

*7各 経 済 主 体 別 に みた エ ネ ル ギ ー 財 の 消 費 量 は 、 『産 業 連 関表 』 の 「取 引額

表 」 を各 エ ネル ギ ー財 の平均 価 格 で割 って求 め た。 各 エ ネ ル ギ ー財 の平 均 価 格 は、

「取 引 額 表 」 よ り得 られ る産 出 額 を、 「物 量表 」 よ り得 られ る産 出量 で 割 る こ と

によ り求 め られ る。 た だ し、 「物 量表 」 に は、 天 然 ガ ス とそ の他 の石 油 製 品 の デ

ー タ が 含 まれ て いな い。 そ こで 、 『二 酸 化 炭 素 排 出量調 査 報 告 書 』(環 境 庁)に 示

され て い る天 然 ガ ス とそ の他 の石 油製 品 の国 内供 給 量(熱 量 表 示)を 用 い て 、 直 接 、

熱 量 表 示 の各経 済 主 体 の消 費 量 を推 定 した 。

*8各 経 済 主体 の エ ネル ギ ー 消 費量 を、 熱 量 単位 に直す の は 、二 酸 化 炭 素 排 出係

数が 発 熱 量 単位 で しか得 られ な か った た め で あ る。

*9本 章 で 推 定 さ れ る二 酸 化 炭 素 排 出量 総 量 は 、環 境 庁 の 推 定(3億2千 万 トン:

炭 素換 算)に 比 べ て 、 約8%少 な い。 これ は 、 こ こで は工 業 プ ロセ ス と廃 棄 物 か ら

発生 す る二 酸 化 炭 素 排 出量 を考 慮 して い な いた め で あ る。
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と にな るの で 、課 税 水 準 に もよ るが 、経 済 活 動 を大 き く抑 制す る と考 え られ る。

た だ し、そ の経 済 抑 制 効 果 は、 追 加 的 に得 られ る税 収 の使 途 に大 き く依 存 す る。

一 方 、環 境 税 を税 収 中立 型 で導 入 した場 合 には 、 国 民 に追 加 的 な税 負 担 を課 す こ

と に は な らな い の で 、 経 済 活 動 を抑 制 す る効 果 は財 政 ・収 支 均 衡 型 の ケ ー ス と 比

べ て 小 さい と考 え られ る 。特 に、税 収 を一 定 にす る た め に 、既 存 税 制 の うち環 境

税 よ り歪 み の大 き い税 を減税 す るな らば、 経 済 の効 率 性 を改 善す る ことが で き る。

本 章 で は 、 これ らの経 済 効 果 の違 い を比 較 す る た め に、税 収 中立 型 と増 税 ・収 支

均 衡 型 の2つ の タ イ プ に よ り環 境 税 を導 入 した場 合 の 、 シ ミュ レー シ ョ ン分 析 を

行 った 。表5-4は 、本 章 で行 った シ ミ ュ レー シ ョンの一 覧表 で あ る 。

ま ず 、第1の タイ プ は 、税 収 中立 型 で環 境 税 を導 入 した 場合 で ある 。 こ の タ イ

プ で は、税 収 を一 定 にす るた め に、 追 加 的 に得 られ る環 境 税 の総 額分 だ け 、既 存

の税 を減 税 す る こ とにな る 。本 章 で は 、環 境 税 と代 替 させ る税 種 と して 、 次 の4

種 類 を 想 定 し た。 ケ ー ス1は 、 既存 のエ ネ ル ギ ー税 をす べ て 廃 止 し、 同 時 に 同 額

の環 境 税 を導 入 した 場 合 で あ る。 これ は、環 境 税 と課税 ベ ー スが 非 常 に近 い エ ネ

ル ギー 税 制 と の調 整 を考 慮 した もの で あ り、す な わ ち既存 のエ ネル ギ ー税 制 を環

境 保 全 型 に組 み替 え る こ と を想 定 して いる 。 わが 国 で は、既 に エ ネル ギ ー 関 係 に

揮 発 油税 ・石 油 ガ ス税 ・航 空 機 燃 料税 ・石 油税 ・地 方 道 路 税 ・軽 油 引 き取 り税 が 課 さ

れ て い る 。r財 政 金 融 統 計 月 報 租 税 特集d(大 蔵 省)に よ る と、1990年 にお け る

エ ネ ル ギ ー税 の総 額 は3兆7,487億 円で あ る。 表5-5に は 、 エ ネル ギー 税 の 内訳 と、

産 業別(生 産 財 別)に み た負 担 額 が示 され て い る 。 ケ ース2は 、 ケ ー ス1と 同規 模 の

環 境税 を導 入 し、 同 額 の消 費税 率 を全消 費 財 につ い て一 律 に減 税 した 場 合 で あ る。

そ して 、 ケ ー ス3は 、 ケー ス1と 同規 模 の環 境税 を導 入 し、 同額 の 資本 税 率 を全 産

業 につ いて 一 律 に減税 した 場 合 で あ り、ケ ー ス4も 同様 に 、 同額 の所 得 税 を全 階

層 につ いて 減 税 し た場 合 で ある 。

次 に 、第2の タ イ プ と して 、 ケー ス1と 同規 模 の環 境 税 を増 税 ・収支 均 衡 型 で 導

入 した 場 合 の シミ ュ レー シ ョ ン分析 を行 な っ た(ケ ー ス5)。 この アプ ロー チ で は 、

財 政 収 支 を均 衡 させ るた め に 、政 府 の歳 出 を増 税 分 だ け増や す 必 要 が あ る。 本 章

で は、 政府 の歳 出 の項 目 う ち、 政府 最 終消 費支 出が 増加 す る も の と した 。 さ らに、

ケ ー ス1(ケ ー ス5)と 同規 模 の税 収 を、 次 の4種 類 の 税 に よ り調 達 した場 合 の シ ミ

ュ レー シ ョ ン分 析 も行 な っ た 。す な わ ち、 エ ネル ギ ー 税 率 を一 律 に 引 き上 げ た場
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合(ケ ー ス6)、 消 費 税 率 を全 消 費財 に つ いて 一 律 に引 き上 げた 場 合(ケ ー ス7)、 資

本 税 率 を 全産 業 につ い て 一 律 に引 き上 げ た場 合(ケ ー ス8)、 そ し て所 得 税 を 全 階

層 につ いて 引 き 上 げた場 合 で あ る(ケ ー ス9)。

5-4.シ ミ ュ レー シ ョンの結 果

シ ミ ュ レー シ ョ ンの結 果 、1990年 にお ける エ ネル ギ ー税 総 額(3兆7,487億 円)と

同額 の税 収 を 実現 す るよ うな環 境税 率 は、炭 素1ト ン 当た り9,984円 とな っ た 。前

半 で は 、 まず環 境税 を税 収 中立 型 で 導 入 した 場合 の シ ミ ュ レー シ ョン結 果 を考 察

す る 。 続 いて 、 後 半 で は、 環 境税 を増 税 ・収 支均 衡 型 で 導入 した 場合 と、 そ れ と

同 規模 の増税 を他 の税 で行 った 場合 の シ ミュ レー シ ョ ン結 果 を考 察 す る 。

5-4-1.既 存 税制 との代 替

(1)厚 生 水 準 か らの評 価

環 境 税 を税 収 中 立 型 で 導 入 した 場 合 の 結 果(表5-6)か らみ て い こ う。 環 境 税

を税 収 中立 型 で 導 入 し た場 合 、厚 生 水 準 の 上 昇 率 が もっ と も大 き いの は ケー ス1

(エ ネル ギ ー税 の廃 止 ・環 境税 の導 入)で あ る。 この とき、 労 働 供 給 量 は 増 加 す る

もの の 、 家 計 最 終 消 費 量 と貯蓄 量 は増 加 して 、厚 生 水 準 は0.14%上 昇 して い る 。

国内 純 生 産(実 質)は 、物 価 の下 落 に伴 う家 計 最終 消 費量 の増加 に よ り0.14%増 加

す る。 ま た、 環 境 水 準 に与 える影 響 を み る と、二 酸 化 炭 素排 出 量 の減 少 率 は2.34

%で あ り、環 境 税 を税 収 中立 型 で導 入 した ケー ス の 中で は一 番 小 さ い。 これ は 、

間接 的 に環 境 汚 染 物質 の排 出抑 制効 果 を持 つ エネ ル ギ ー税 を廃 止 したた め と考 え

られ る 。

次 に、 家 計 に与 え る影 響 を表5-7の ケー ス1で ミ ク ロ的 に見 て み よ う。す る と、

マ ク ロ 的 にみ た 厚 生 水 準 は 上 昇す る の に対 し、所 得 階 級 別 に み る と、第1所 得 階

級(年 間 収 入100万 円未 満)・第2所 得 階 級(年 間 収 入100万 円以 上150万 円未 満)の 厚

生水 準(相 対 的 厚 生 変 化)は 低 下 して い る こ とが 分 か る。 これ は 、 環 境 税 を導 入 す

る こ とに よ り、低 所 得 者 層 の税 負 担 が 増 え 、消 費 水準 が落 ち込 む ため で あ る。

一方 、産 業 に 与 え る影 響 を表5-8の ケー ス1で み る と、産 出量 の減 少 率 が 比 較 的

大 き い の は 、鉱 業 、 電 力 ・ガ ス ・水 道 産 業 で あ る。 各 産業 の産 出 量 は、 そ れ ぞ れ6.
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5%、6.8%減 少 して い る。 電 力 ・ガ ス ・水道 業 の産 出 量 が減 少 す るの は 、環 境 税 の

導入 に よ り生 産者 価 格 が 上 昇 した た め と考 え られ る。 一 方、鉱 業 で は 、生 産 者 価

格 の上 昇 率 は それ ほ ど大 き くな い に もか か わ らず 、産 出 量 は大 き く低 下 して い る。

これ は 、 も とも と鉱 業 で は、 生産 物税 の支 払 い よ りも補 助金 の 受 取 の方 が 大 きか

った が 、 環 境税 の導 入 に よ りこの 純生 産物 税 率(生 産 物税 率 一補 助 金 率)が 引 き上

げ られ る た め で あ る。 また 、産 出 量 の増 加 率 が 比較 的大 き い の は 石 油 ・石 炭 製 品

産業 で あ り、24.3%増 加 して い る 。 これ は 、エ ネ ル ギ ー税 の廃 止 に よ り生 産 者 価

格 が大 き く低下 す るた め で あ る 。

この よ う に、 既存 の エ ネル ギ ー 税 制 を環 境税 で お き換 える こ とに よ り、 マ ク ロ

的 にみ る と、厚 生水 準 と生 産 活 動 水 準 は共 に高 ま り、 同時 に環 境 水 準 も上 昇 す る

ことが 分 か っ た。 た だ し、エ ネ ル ギ ー税 を廃止 す る こ とによ り、環 境 改 善効 果 は

弱 くな る。 一 方 、 ミ ク ロ的 にみ る と、家 計 の厚 生 水 準 に は逆 進 性 が 生 じ るの で 、

低 所 得 者 層 に対 す る何 らか の補 助 政 策 も同 時 に行 う必 要 が あ る 。産 業 界 で は、 衰

退 産 業 と して保 護 して き た鉱 業 に著 しい悪 影響 を与 え る ことに な る の で 、 何 らか

の補 助 政 策 が 検 討課 題 で あろ う。

(2)環 境 水 準 か らの 評 価

環 境 水 準 が一 番 改 善 され る の は、 表5-6の ケー ス3(資 本 税 率 の減 税 環 境 税 の導

入)で あ る 。 この 時 、 物価 の下 落 に よ り経 済 活 動 水 準 は 高 ま る もの の 、そ の 規 模

が小 さ い た め に 、厚 生 水準 の改 善 度 は0.05%と 小 さ い 。 この よ う に、 環 境 税 の導

入 に よ り産 業 界 の税 負 担 が 増 え る こ とを考 慮 して 資本 税 率 を引 き下 げた と して も、

厚 生 水 準 と経 済活 動 水 準 に与 え る影 響 は 小 さ い こ とが 分 か った 。 これ は 、 資本 税

の一 部 を環 境税 でお き換 え る こ とに よ り税 負 担 が 産業 か ら家 計 へ と移 る の で 、そ

の分 家 計 の 購 買能 力 が低 下 し、結 果 的 に経 済 活 動 を抑 制 す る効 果 が 大 き くな っ た

た め と考 え られ る。 一 方 、産 業 に与 える影 響 を表5迅 のケ ー ス3で み る と、鉱 業 、

電 力 ・ガ ス ・水 道業 の産 出量 を大 き く減 少 さ せ る と い う傾 向 は変 わ らな い 。 また 、

資本 税 率 が 軽 減 され る こと に よ り、金 融 ・保 険業 、 不 動 産 業 の 産 出 量 は大 き く増

加 して い る。

(3)経 済 活 動 水 準 か らの評 価

経 済 活 動 水 準 を も っ と も上 昇 させ るの は 、表5-6に 示 され て い る よ うに 、 環 境

税 の 導 入 に よ り家 計 の税 負 担 が 増 え る こと を考 慮 して 所 得税 の減 税 を行 っ た場 合
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(ケ ー ス4)で あ る 。 この時 、国 内純 生 産 は物 価 が 上 昇す る に もか か わ らず0.91%

増 加 して い る 。 これ は 、所 得 税 が 減税 され た こ と によ る所 得 効 果 が 大 き いた め で

あ る。 ま た環 壇 に与 え る影 響 をみ る と、二 酸 化 炭 素 排 出量 は2.95%減 少 して い る 。

他 の ケ ー ス に比 べ て 、 国 内純 生産 の増 加 率 がか な り大 き い こ とを考 慮 す る と、 環

境 税 の単 位 当 た りで み た環 境 改 善効 果 は大 き い と言 え る。

しか し、 マ ク ロ的 にみ た 厚 生水 準 の 上 昇 率 は 、家 計 最 終 消 費 量 が増 加 す る に も

か か わ らず 、0.09%と 小 さ い。 これ は 、 所 得税 率 が軽 減 させ る こ と によ り家 計 の

労働 意 欲 が 刺 激 さ れ 、労 働 供 給 量 が増 加 す る た め で あ る。 労 働 供給 量 の 変化 を表

5-7の ケ ー ス4で 所 得 階 級 別 に み る と、第16所 得 階級(年 間 収 入800万 円以 上900万

円未 満)か ら第18所 得 階級(年 間 収 入1000万 円以 上)に お いて 増 加 して い る。 特 に、

第18所 得 階級 の 労 働 供 給 量 は2.1%も 増 加 して い る。 これ よ り、 所 得 税 の 減税 に

よ る 労働 力創 出効 果 は、 特 に高 所得 者 層 に お い て大 き い こ とが分 か る。

一 方 、 産 業 に与 え る影 響 を表5-8の ケー ス4で み る と、 電 力 ・ガ ス ・水 道 に お け る

産 出 量 の減 少 が 比 較 的大 き い。 これ は環 境税 の導 入 に よ り同 産 業 に お け る税 負 担

が 重 くな る た めで あ る。 な お 、鉱 業 にお いて は 、 生産 者 価 格 が 下 落 して い る に も

か か わ らず 、産 出 量 が 減 少 して い る。 これ は、 ケ ー ス2・3と 同 じ理 由 によ る。

この よ う に、所 得税 の一 部 を環 境税 で お き換 え る こ とに よ り、 環 境 の悪 化 を抑

え な が ら、 経済 規 模 をか な り拡 大 す る こ とが で き る こ とが分 か った 。 しか し、 所

得 税 率 の軽 減 に よ り、高所 得者 層 にお い て 労働 供 給 量 が増 加 す る た め 、厚 生 水 準

の上 昇 率 は ケー ス1・2に 比べ て 小 さ くな る。

(4)総 合 的 にみ た 評価

表5-6か ら明 らか な よ うに 、 ケー ス2(消 費税 率 の 減税 ・環 境 税 の 導 入)の 厚 生 水

準 の 上 昇 率 は 、 ケ ー ス1比 べ て わず か に0.01%ポ イ ン ト小 さ くな って い る だ け で

ある 。 これ は、 表5-7の ケ ー ス2に 示 され て い る所 得 階級 別 に み た最 終 消 費 の変 化

か ら明 らか な よ う に 、中 ・高所 得 者 層 の最 終 消 費 の増 加 量 が ケ ー ス1よ り小 さ いた

めで あ る。 また 、 国 内純 生産 は 、 ケー ス1よ り0.02%ポ イ ン ト大 き い。 これ は表5

-8に 示 され て い る よ う に 、 ケー ス2で は 物 価 指 数 と して の変 化 は 小 さ いが 、 ほ ぼ

全面 的 に価 格 が下 落 し、消 費需 要 を押 し上 げて い るた めで あ る。 さ らに、 環境 に

与 え る影 響 を み る と、 二酸 化 炭 素 排 出 量 の減 少 率 は 、 ケ ー ス1よ り0.95%大 き い 。

これ は、 エ ネ ル ギ ー 税 制 が ケ ー ス1で は廃 止 され て い るの に 対 し、 ケー ス2で は廃
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止 され な いた め で あ る。

次 に、 ミ ク ロ的 な経 済 効 果 を表5-7の ケ ー ス2で 見 て み よ う。 家計 に与 え る影 響

をみ る と、厚 生 水 準 の変化 は所 得 が 高 くな る につ れ て小 さ くな って い る。 これ は 、

最終 消 費 量 の増 加 率 は所 得 が 高 くな る に つれ て大 き くな って いる こ と を考慮 す る

と、所 得 階級 別 に み た労 働 供 給量 が 低 所 得 者 層 で減 少 し、 高 所得 者 層 で増 加 して

いるた め と考 え られ る 。つ ま り、消 費税 の一 部 を環 境税 で お き換 え る ことに よ り、

低所 得 者 層 で は税 負 担 が軽 くな る の に対 し、 中 ・高 所 得 者 層 で は逆 に 重 くな る の

で あ る 。

一 方 、 産 業 に与 え る影 響 を表5-8の ケ ー ス2で み る と、 ケー ス1と 同様 に 、鉱 業 、

電 力 ・ガ ス ・水 道 業 の経 済 活 動 を大 き く抑 制 す る 。 なか で も、鉱 業 の産 出量 は 生産

者価 格 の低 下 に も かか わ らず19.1%減 少 して い る 。 これ は、最 終 需 要 を構 成 す る

輸入 量 が価 格 の低 下 によ り過 大 評価 さ れ たた め と考 え られ る。 また 、 農 林水 産 業 、

食料 品 ・飲料 ・た ば こ産 業 で は 、産 出 量 の増 加率 が 比較 的 大 き い 。 これ は 、消 費税

率が 減 税 さ れ た こ とによ り、 生活 必 需 品で あ る食 料 の生 産 者価 格 が 下 落 した た め

で あ る。

以 上 の結 果 は 、経 済 厚 生 、経 済 活 動 、環 境水 準 、お よ び 分配 面 を総 合 的 に評 価

す るな らば 、税 収 を一 定 に す るた め に環 境税 と代 替 させ る税 と して は 、エ ネ ル ギ

ー税 ・資 本 税 ・所 得 税 よ り も消 費税 の 方 が 望 ま しい といえ る可能 性 を示 して い る
。

5-4-2.炭 素 税 の 厚生 分 析

(1)マ ク ロ的 に み た経済 効 果

表5-9に 示 した増 税 ・収 支 均 衡 型 で 環 境 税 を導 入 した 場 合(ケ ー ス5)の 結果 を見

てみ よ う。 環 境 に与 え る影 響 をみ る と、 二酸 化 炭 素 排 出 量 の減 少 率 は7 .63%で あ

り、 税 収 中立 型 で 環 境税 を導 入 した ケ ー ス と比べ る と、 環境 水 準 を大 き く改 善 す

る こ とが で き る。 しか し、 マ ク ロ的 に み た厚 生 水 準 と国 内純 生産 は 、 そ れ ぞ れ1

%と1.48%減 少 して い る。 これ は 、増 税 ・収 支均 衡 型 で 環 境 税 を導 入 した 場 合 に

は、 産 業 と家 計 に追 加 的 な税 負 担 を課 す こ と にな るた め で あ る。

で は 、 同額 の税 収 を他 の税 に よ り調 達 した ケー ス を、 同 表 によ り見 て みよ う 。

す る と 、 国 内純 生 産 は 、 ケ ー ス6(エ ネ ル ギー税 の増 税)以 外 の全 ケー ス にお い て 、

ケー ス5よ りも大 き く低下 して い る。 ケ ー ス6の 生 産 へ の 悪影 響 が小 さ い の は、 物
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価 上 昇 が 小 幅 に と どま るた め で あ る 。 これ に対 して 、所 得税(ケ ー ス9)の 経 済 抑

制 効 果 は一 番 大 き く、 国 内純 生 産 を3.2%減 少 させ て い る 。 ま た 、厚 生 水 準 は 、

ケー ス6を 含 む す べて の ケ ー ス にお いて 、 ケー ス5よ りも低 下 して い る。 これ は 、

環 境 税 の超 過 負 担 が 、既 存 税 制 のそ れ に比 べ て小 さ い こ とを意 味 して い る 。 ケー

ス5以 外 で 、 厚 生 水 準 へ の悪 影 響 が 一番 小 さ い の は ケ ー ス6で あ り、 以 下 ケ ー ス8

(資 本 税 の増 税)、 ケ ー ス7(消 費税 の増 税)そ して ケー ス9の 順 に、 そ の低 下 率 は大

き くな る 。 さ らに、 環 境 水 準 に与 え る影 響 をみ る と、全 ケー ス にお い て二 酸 化 炭

素 排 出 量 の減 少 率 は ケ ー ス5よ りも小 さ く、そ の規 模 は税 収 中立 型 で 環 境 税 を 導

入 した ケ ー ス と 同 じ程 度 で あ る。 す な わ ち、 環 境税 以 外 の税 の増税 に よる 経 済 活

動 抑 制 を通 じた 間 接 的 な環 境 改 善 効 果 は 、 ほ とん ど期 待 で き な い。

(2)ミ ク ロ的 にみ た経 済効 果

次 に 、 家 計 に 与 え る影 響 を表5-10の ケ ー ス5で み る と、 厚 生水 準 の低 下 率 は 、

第8所 得 階級(年 間 収 入400万 円以 上450万 円未 満)以 上 で は1%前 後 で安 定 して い る

の に 対 し、 第1所 得 階 級(年 間収 入100万 円未 満)か ら第7所 得 階級(年 間 収 入350万

円以 上400万 円未 満)で は、 所 得 が低 くな る ほ ど大 き くな っ て い る。 これ は 、 環 境

税 の課 税 ベ ー ス で あ るエ ネ ル ギ ー財 が生 活 必 需 品 で あ り、環 境 税 が 課 され る こと

に よ り低 所 得 者 の税 負 担 が 相対 的 に みて重 くな るた め と考 え られ る。

一 方 、産 業 に 与 え る 影 響 を表5-llの ケ ー ス5で み る と、 政府 サ ー ビス産 業 を除

くす べ て の産 業 にお い て 、産 出量 は減 少 して い る 。な か で も、電 力 ・ガ ス ・水 道 業

にお け る産 出 量 の減 少 率 が 一番 大 き く、 産 出 量 は13.6%減 少 して い る 。税 収 中立

型 で 環 境 税 を導 入 した ケ ー ス で も 、電 力 ・ガ ス ・水道 業 の産 出量 は大 き く減 少 して

い る こ と を考 慮 す る と、 や は り環 境 税 の導 入 によ り経 済 活 動 に一番 悪影 響 を受 け

る の は この 産 業 で あ る こ とが確 か め られ る。 な お 、税 収 中 立 型で 環 境税 を導 入 し

た ケ ー ス で は 、 鉱 業 の 産 出量 は大 き く減 少 す る の に対 し、増 税 ・収 支 均 衡 型 で 環

境 税 を導 入 した ケー ス で は 、 同産 業 の産 出量 の減 少 率 は比 較 的 小 さ い 。 これ は 、

増 税 ・収 支 均 衡 型 で環 境 税 を導 入 し た場 合 に は 、鉱 業 の 生 産 者価 格 が 上 昇 す る の

で 、最 終 需 要 を構 成 す る輸 入 量が 、先 とは逆 に、過 小 評 価 され るた め で あ る。 ま

た 、 政 府 サ ー ビス産 業 で は、 生産 者 価 格 が 上 昇 して い る に もかか わ らず 、 産 出 量

が大 き く増 加 して い る。 これ は、本 章 の シ ミ ュ レー シ ョ ン にお いて 、 追 加 的 に得

られ る税 収 の使 途 を政 府最 終 消 費 需 要 に向 けて い るた め で ある 。
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5-5.む す び

本 章 で は 、 静 学 的CGEモ デ ル に1990年 の デ ー タ を当て は め た シ ミュ レー シ ョン

分析 に よ り、21世 紀 によ り望 ま しい税 制 を確 立 す る とい う観 点 か ら、環 境 税 の評

価 を試 み た 。 そ の評 価 に 当 た って は 、経 済 活 動 水 準 の維 持 、 環 境 水 準 ・経 済 厚 生

水準 ・所 得 分 配 の 改 善 とい う、4つ の基準 を用 い る こ とに した 。

環 境税 導 入 の最 も実 現 可 能性 の高 い税 収 中立 型 で の シ ミ ュ レー シ ョ ンの結 果 で

は 、 経 済厚 生 の水 準 を最 も改 善す る こ とが で き る のは、 エ ネ ル ギ ー税 制 をす べて

廃 止 し、環 境 税 を導 入 す るケ ー スで あっ た。 この 結果 は、 同 時 に、 エ ネ ル ギ ー税

制 が 環 境税 制 よ り歪 み を持 つ税 制 で ある こ とを意 味 して い る。 しか し、 エ ネ ル ギ

ー 税 制 を廃 止す る こ とに よ り環境 改 善効 果 は弱 め られ る ので
、 環境 水 準 の 改 善効

果 は 小 さい もの にな る。

これ に対 して 、環 境 改 善 効 果 を最 も期待 で き る のは 、資 本 税 率 を減 税 しな が ら

環 境税 を導 入 す る ケー ス で あ った。 しか し、 この ケー ス の経 済 厚 生 水 準 の改 善効

果 は 一 番低 い も ので あ っ た 。そ こで 、 ほぼ 同 じ程 度 の環 境 改 善効 果 を持 ち な が ら、

そ の ケ ー ス よ りは経 済 厚 生 の水準 を改 善 し、か つ 経 済活 動 水 準 を引 き上 げ る こ と

が で き る組 み 合 わせ を探 して み る と、そ れ は所 得 税 を減 税 しな が ら環 境 税 を導入

す るケ ー ス で あ っ た 。 こ の よ う に、 どの基 準 を強 調 す る か に よ り代 替 す る税 の選

択 は か わ っ て くる 。 しか し、経済 厚 生 水準 ・環 境 水 準 ・経 済 活 動 水 準 ・所 得 分配

の4基 準 を総 合 的 に考 え る な らば、 あ らゆ る面 で 一 定 の プ ラス の効 果 を発揮 して

い る消 費税 率 を減 税 しな が ら環境 税 を導 入 す る ケー ス が 、受 け入 れ られや す いで

あ ろ う。

一 方 、 環 境 改 善効 果 を重 視 す るた め に増税 をは か ろ う とす る な らば 、 い か な る

税 で あ ろ う と も生産 に悪 影 響 を与 え る 。環 境 改 善効 果 を第 一 に考 え るな らば 、 エ

ネル ギー 税 ・消 費税 ・資本 税 ・所得 税 よ りも、 環境 税 の方 が 環 境 改 善 効 果 が大 き

く、 しか も厚 生水 準 の減 少 率 も小 さい こ とが 分 か った。従 って 、環 境 対策 と して 、

増 税 もや む を得 な い とす るな らば、 環境 税 の導 入 が最 もよ い選択 肢 と いえ る 。

しか し、 分 配 と い う基 準 で み る と、環 境 税 に は問題 が あ る。 つ ま り、 環 境税 の

導 入 は 、 電 気 ・ガス な どの 価 格 に転 嫁 され る の で 、低 所 得 者 層 の税 負 担 が重 くな
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り、 分 配 面 で の 逆 進 性 と い う問題 が生 じる こ とに な る 。 ゆ え に 、 この問 題 に どの

よ う に対 処 す るか が 、派 生 的 問題 とな る。 これ に対 す る手段 と して は 、低 所 得者

層 の 電 気 ・ガ ス な どの 購 入 量 を抑 制 し、 実 質 の負 担 増 を 回避 で き る よ うな 方 法 を

検 討 す る 必 要 が あ る 。 具 体 的 に は 、増 収 分 か ら、低 所 得 者 層 の太 陽熱 ・風 力 発 電

器 具 の 購 入 に対 す る補 助 な ど を行 う ことが考 え られ る。

本 研 究 は 、租 税 の 厚 生 分析 の ため に開 発 され た シ ミ ュ レー シ ョンモ デ ル に よ る

実 証 分 析 で あ り、 現 実 的 政策 を議 論 す るた め に は 、 モデ ル 面 で もデ ー タ 面 で もな

お 多 くの 改 善 が 必 要 で あ る。 そ こで 、そ う した 問題 を含 め 、最 後 に、 今 後 の研 究

課 題 を指 摘 して お く。 す な わ ち 、環 境 政 策 と して は 、環 境 税 の導 入 だ け で な く、

他 の 手 段 と の組 み合 わせ の可 能性 も探 る必 要 が あ る。他 の 政策 と して は 、例 え ば

直 接 規 制 、補 助 金 政策 、 国 民 の環 境 に対 す る意 識 を高 め る よ うな大 規 模 な キ ャ ン

ペ ー ン な どが考 え られ る 。 こ うした 政策 をモデ ル に組 み込 む の はそ れ 程 容 易 で は

な いが 、現 実 的 政策 と して は重 要 な ので 、 今後 の課 題 と した い。
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表5-1エ ネ ル ギ ー 財 の 発 熱 量 と 二 酸 化 炭 素 係 数

工 不 ル ギ ー ハ 、,"量 二 匕灰 、 、

kcal)cg-c/1010kcal

、斗灰k77000.9900
一 般 炭(国 内)k58001

.0422
一 般 炭(輸 入)k58001

.0344

亜 炭k4100一

無 煙 炭(国 内)k43001.0344

無 煙 炭(輸 入)kg65001.0344

原 油192500.7811

天 然 ガ ス 皿398000.5639

揮 発 油184000.7658

ジ ェ ッ ト 燃 料 油187000.7665

灯 油189000.7748

軽 油192000.7839

A重 油193000.7911

B重 油196000.8047

C重 油198000.8180

ナ フ サ180000.7605

液 化 石 油 カ スk120000.6833

そ の 他 の 石 油 製 品

潤 滑 油196000.8047

オ イ ル コ ー ク スkg8500LO612

精 油 所 ガ ス 皿394000.5924

そ の 他 の 石 掘 製 品kg101000.8693

Gg=1000ト ン
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表5-2各 経 済 主 体 別 に み た エ ネ ル ギ 財 の消 費 量

単 位:(10'10KCAD

123456789101112重31415

エ ネ ル ギ ー 財

、・灰000005,4980175875000000
一 炭 ・亜,・ ,、"煙炭059037958910392715343000014

原000001000000000

天 、、 ス010027190212573041500

揮 発 油68135158190115132327122513

ジ ェ ッ ト 、、料 油0000000000002700

灯872292955320880443944936532739331737142402

油33511256472549223616528234702154

A重 油504840t985493253823i89831123529439557946643868

B・C重125249166080834324322139721241250463015重931668

ナ フ サ00000586824700000000

液 化 石 油 ガ ス231149739240-695301479480352231174・ts29247

そ の 他 の 石 油 製 品 董8288115772951,8263,6481,2942823061431.01114410328

鹵 エネルギー財161718192°2藍222324・a'罪 営利団体 筒
1、 噛、04180000001217005440700054407

一 般 炭 ・亜 灰 ・,、、、煙 炭11744900031501248025068190025087

原02170800000002171000021710

天"ス04824800000004927200049272

発2301210131017571062314727221310036,859

ジ ェ ッ ト.料000006,7810735075420007542

灯 油1046186228974718239432810406631595190190024969

t248315877579254962631561240334065350033941

A重 油8333932,715122383072249824383332607200026072

B・C重 油11427769000862792523905492000054920

ナ フサ0588000070067100006710

液 化 石 ス27386219929525923142811451457185040023074

そ の の 石1品76073211627183,5781,28823918616,6946370017,331



表5-3経 済 主 体 別 にみ た 一酸 化 炭 素 排 出量

単 位:(Gg-C)

11213141516171819110111112113114115

石 灰0593382263650407974033000015

・二 ・般1炭 ∵ 亜 炭 ∵ 黶 難 撥 … ・一 ……・…{}一 ・……一{}・ 一 …・・…093… 一 ・……・・03・・………Oa22-…5,443921… ………・…00… ・…τ ・σ話 一 ・・51
,・8t658?………・…・・…・書 ………・…・・8… ……・・…・{}・・…・・…………{}・・………・…・・…8・ ・……・………015

、000001000000000

、000001000000000

天"スOlOO1406012且45202800

天 、、 スOlOO14060!2145202800

石 ロ62052863394U833525757061124375266394790718601157852057

発1521041361458410夏82093410

9.潔 エ ッ.ト.燃 料 油_._.0___0_......_._Ω___._Ω...._......∴ Ω_._.._..0.........._..Ω.......__.Ω___._Ω..___._ρ.__._a_∴__q,._..__20__..__Ω__._..__p

:三;≡:::::::::::::::::::::薮鰲1:::::::三676263::::::::器 一 ……2zs44…・一 ・…413… ………i616…………62319・・一一 書4°85…一 ・…348185・……-28313-… ………2垣訃 ・………3°464・・………a4s27……………28855…・………・-33..Z…・…………311121

___::::::::::::::::::::::AE藝樋...__3、993___._:31:::::::::1;::570::::::::::::390::::::::::::200::::::::::::651::::::::::::1:50::::::::::::65?::::::::::::977::::::::::::::::233:::::::::::3:13.:::::::::::458:::::::::::::::::壽:69::::::::::::::::::3萎::::::::::::::::687

1_.._._.__...B.∴..9.蕪.澄 し:_,..1,:024____.40.__ユ 、.358.._.._ssi.__2,..808.__3,,.536__..1∴!≦2__.1∴.ヱ38_.._1∴.oaa__.__._38__...._24____.ユ2_....___158..______i_____546ナ フサ000008923800000000

雪':…:'"…'… 液 ヨビ君'湘'男'ズ…:::':::'::::'3:':::::::::::::1::::::::::::::sa::::::::::::::::鬘::::::::::::::33::::::::::::三95::::::::::::::41::::::::::::::65:::::::::::;::'ss::::::::::::::::::48:::::::::::::32:::::::::::::24:::::::::::::::::::Z2::::::::::::::::::::工::::::::::::::::::34

1聊''"°'rc鹽 め孑1亘め'君'拑i襲'晶'''''"193卿793122813131,9383,8711,374299325152重,07315310348

161718192021222324・ ・'二'

非 営 利 団体 計 換 算 計

石'159431000313591288379793190079812292645

=・i∵ 亜 炭 ∵爨 建震 一・…・…………♀…・41,38218,049-… ・一 …{}……………{}……………{}…・一 ……・・03…・…・1占・205155…一一 了028…・一 ……083-・一 舞§1・彗器 一 …・一了{}………一 ・・00・・…・・……一 ・・{}………53,25,{}鼕計 ・…・・ユ{}7t5,・498147

、iO16956000000'0169580001695862,178

:9pllOI16,95610101010101010116,958101010116,958162,178

天 、、 ス027,207000000027,78400027784101875
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1、 灰 、 で 不 こ二 灰 で る 。

計2は 、二 酸 化 炭 素 換 算 で示 した 二 酸 化 炭 素 排 出 量 で あ る 。

Gg=1000ト ン

し



1.税 収 中立 型

環境税 と代替する税種

ケース1環 境税 の導入 エ ネルギー税

ケース2環 境税 の導入 消費税

ケース3環 境税 の導入 資本税
ケース4環 境税 の導入 所得税

∬.増 税 ・収 支 均 衡 型

追加的に得られる税収の使途

ケース5環 境税 の導入 政府最終消費支出

ケース6エ ネルギー税 の増 税 政府最終消費支出
ケ ース7消 費税 の増税 政府最終消費支出

ケ ース8資 本税 の増税 政府最終消費支出

ケ ース9所 得税 の増税 政府最終消費支出

表5-4シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 内 容

表5-5エ ネ ル ギ ー 税 の 内 訳

単 位:(100万 円)

工 不 ル ー 課 ・ よる.、

税1,495,471石 ・石 灰 品

揮 発 油 税 ・特489,700石 油 ・石 炭 製 品

石 油 ガス 税15,704卸 売 ・小売 業

石 油 ガ ス税(譲)・ 特15,704卸 売 ・小売 業

航 空 機 燃料 税63,359石 油 ・石 炭製 品

航 空 機 燃 料税(譲)・ 特11,520石 油 ・石 炭製 品

石 油 税483,537石 油 ・石 炭製 品

地 方 道 路 税 ・特356,960石 油 ・石 炭製 品

軽 油 引 き取 り税816,742卸 売 ・小 売 業

af'13,748,696

-88一



表5-6マ ク ロ 的 に み た 経 済 効 果

(ケ ー ス1～ ケ ー ス4)

ケ ー ス1ケ ー ス2

変 化IP変 化 率%変 化iuZ化 ヤ%

総 税 収 の 変 化 一〇-0.00-0-0.00

公 債 発 行 の 変 化 ‡00.0000.00

総 厚 生 変 化 ‡1170.141120.13

労 働 供 給 の 変 化 ‡990.05240.of

家 計 最 終 消 費 の 変 化 ‡450.21490.23

家 計 貯 蓄 の 変 化 ‡70.00-1-0.00

国 内 純 生 産 の 変 化(実 質)‡4590.145220.16

税 抜 き 資 本 価 格 の 変 化 一〇.07-0。 豆9

消 費 者 物 価 指 数 の 変 化 一〇.30-0.20

二 酸 化 炭 素 排 出 量 の 変 化 一7-2.34-9-3 .29

ケ ー ス3ケ ー ス4

変 化IR変 化 撚%変 化 嚼 彡£化 率%

総 税 収 の 変 化00.0000.00

公 債 発 行 の 変 化 ‡00.0000.00

総 厚 生 変 化 ‡400.05720.09

労 働 供 給 の 変 化 ‡150.011,1530.54

家 計 最 終 消 費 の 変 化 非170.081040.48

家 計 貯 蓄 の 変 化 孝20.00-3-0.00

国 内 純 生 産 の 変 化(実 質)‡2810.083,0630.91

税 抜 き 資 本 価 格 の 変 化0,020.57

消 費 者 物 価 指 数 の 変 化 一〇.031.33

二 酸 化 炭 素 排 出 量 の 変 化 一10-3.54-8-2.95

ニ ヒ灰,、 の 、 は 、 灰 、 百 万 ト ン で あ る 。
孝 が つ い て い る 項 目 の 単 位 は10億 円 で あ る

。

..



表5-7所 得 階 級 別 に み た 経 済 効 果

(ケ ス1～ ケ ス4)

万 円 ケ ー ス1ケ ー ス2

年 間 収 入REV労 、 最 、'丁REV労 、 最 丶7丁 蓄

11-991-0.069:0.068:-0.075:0.00410.199:-0.174:0.218:-0.013

21100-1491-0.022'0.039:-0.030:0.00510.190:-0.147:0.213:-0.010

31150-19910.001:0.031:-0.005:0.00710.179:-0.115:0.207:-0.008

41200-24910.106:-0.011:0.114:0.01210.165:-0.075:0.206:-0.005

51250-29910.086:0.018:0.119:0.01310.152:-0.037　 0.206:-0.004

61300-34910.106:0.020:0.151:0.01510.149:-0.027:0.213:-0.003

7350-3990.1190.03 .Oo.1820.0170.150-0.0130.230-0.001

81400-44910.190:-0.005;0.258:0.01910.155:-0.026:0.225:-0.002

91450-49910.122:0.043:0.211:0.01810.144:0.005:0.236:-0.001

101500-54910.098:0.077:0.19.2:0.01810.128:0.035:0.235:0.000

111550-59910.165:0.032'0.266:0.02110.141:0.003:0.234:-0.000

121600-64910.203:0.033:0.330:0.02410.136:0.011:0.237:0.000

131650-69910.175:0.024:0.268:0.02110.138:-0.002:0.224:-0.001

141700-74910.157'0.041:0.264:0.02110.133:0.010:0.229:-0.000

151750-79910.163　 0.006:0.231:0.01810.144:-0.019:0.213:-0.002

161800-89910.157:0.051:0.279:0.02210.124:0.020:0.229:-0.000

171900-99910.132:0.060:0.248:0.02110.120:0.024:0.228:-0.000

1811000-10.143:0.063:0.271:0.02210./21:0.027:0.236':0.001

万 円 ケ ー ス3ケ ー ス4

酎収 入REV労 働 供 口 最 丶消 貯 蓄REV労 働 供 最 丶消 貯 蓄

1-990.048-o.0370.0470。0010.392-0.5280。543-0.106

21100-14910.135:-0.094:0.133:0.00ZIO.473:-0.681:0.655:-0.105

31150-19910.120:-0.069:0.120:0.00410.529:-0.764:0.691:-0.104

41200-24910.088:-0.035:0.095:0.00510.571:-0.825:0.679;-0.104

51250-29910.070:-0.016:0.087:0.00510.649:-0.847:0.631:-0.106

61300-34910.071:-0.012:0.092:0.00510.628-0.797:0.618:-0.090

71350-39910.100:-0.015:0.137:0.00710.635:-0.781:0.631:-0.094

81400-44910.097:-0.020:0.126:0.00710.594:-0.710:0.611:-0.084

9450-4990.088-0.0040.1320.0070.583-0。6210.582-a.080

101500-54910.072:0.021:0.118:0.00710.493:-0.484:0.556:-0.081

111550-59910.074:-0.001:0.1120.00710.487:-0.470:0.549:-0.069

121600-64910.054:0.006:0.086:0.00610.406:-0.350:0.513:-0.065

131650-69910.049:0.003:0.074:0.00510.397:-0.320:0.502:-0.051

141700-74910.043:0.008:0.071:0.00510.329:-0.172:0.481:-0.045

151750-79910.040:0.001:0.056:0.00410.370:-0.223:0.469:-0.029

161800-89910.028:0.013:0.053:0.0040.154:0.155:0.442:-0.037

171900-99910.024:0.015:0.048:0.00410.035:0.373:0.425:-0.034

1811000-10.017:0.017:0.038:0.0041-0.728:2.078:0.256:0.174

注)REV=対 的 厚 生 ∠ 化%

労 働 供 給 ・最 終 消 費 ・貯 蓄 の 項 目 は 全 て 変 化 率(%)で あ る 。
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表5-8産 業(生 産 財)別 に み た 経 済 効 果

(ケ ー ス1～ ケ ー ス2)

(ケ ー ス1)

単 位:(10億 円)

(生 産 財)/!!¥匕 ゐ ヒ%船 匕 男

0.995:-0.00518,132;0.5904 ,516:0.478鉱 業

1.0010.0012」38-6.483-8 ,5290.202食 料

品 ・飲 料 ・た ば こ0.998-0.00236,1320.32233,1350.325

繊 維 製 品1.0000.0007,5620.Ol84
,392-0.018パ ル プ

・紙1 .0030.0039,959-0.226750 .626化 学 製 品

0.995-0.00526,9390.5555 ,7260.480

石 油 ・ 石 炭 製 品 一 〇.786-o.21415,72924.3372 ,95214.073窯 業
・ 土 石 製 品1 .0070.00710,203-o.677764-o .900

一 次 金 属1
.0140.01437,881-1.095-7193 .212金 属 製 品

1.0040.00415,908-0。4332 ,432-0.534
一 般 機 械1

.0020.00242,135-0.17423,341-o.241

電 気 機 械1.0010.00152,015-a.06032,677-o.149

輸 送 機 械1.00玉0.00144,510L33029,2531.428

精 密 機 械,1.0010.0014,965-o.0803,539-o.116

そ の 他 の 製 造 業1.0000.00047,4230.10418,9590.039

建 設 業o.993-0.00789,7410.6180一

電 力 ・ガ ス ・水 道 業1.0590.05917,775-6,781s,130-9.064

卸 売 ・小 売 業0.991-0.00985,8221.0717470.552

金 融 ・保 険 業1.0000.00037,410-0.0505,124-0.150

不 動 産 業1.0000、00051,957-0.07547,047-0.088

運 輸,h通 信0.999-0.00143,0isO.08315,3630.124

サ ー ビ ス 業1.000.0.000123,0820.13154 ,9480.238

政 府 ザ ー ビ ス1.0010.00155,798-0.10549,635-o.120

対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス1.0000.00014,270-0.07513,569-0 .079

(ケ ー ス2)

単 位:(10億 円)

(生 産 財)//1¥°1/!1¥毘'ヒ%

0.993:-0.00118,263:1.3124,559:1.428

鉱 業0.946-0.054i,849-19,126-9,559-11.850

食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ0.992-0.00836,5671.52933,54重1.556

繊 維 製 品0.997-0.0037,6200.7874,4310 .877

パ ル プ ・紙1.0000.00010,0070.250761.666

化 学 製 品1.0030.00326,7930、0085 ,7090.178

石 油 ・石 炭 製 品0.992-0.00812,7080.4562,582-0.222

窯 業 ・土 石 製 品1、0000.00010,2780.0567720 .101
一 次 金 属1

.oisO.01637,735-1.476-7143.866

金 属 製 品0.999-0.00116,0040.1662,4510.232
一 般 機 械0

.999-o.00142,2690.14423,4280.131

電 気 機 械0.999-a.00152,1530.20532,7910.200

輸 送 機 械0.998-0.00244,0630.31428,9320.315

精 密 機 械0.997-o.0034,9900、4293,5590.437

そ の 他 の 製 造 業0.993-0.00747,8330.97119,17S1,179

建 設 業0.997-o.00389,4330.2730一

電 力 ・ガ ス ・水 道 業1.0600.06017,668-7.3396,035-io.465

卸 売 ・ 小 売 業0.991-0.00985,7701.OIO7490.753

金 融 ・保 険 業0,997-0.00337,5630.3605,1590,531

不 動 産 業0,996-o.00452,3760.73147,4460.759

運 輸 ・通 信1.0060.00642,601-0.88615,174-1.108

サ ー ビ ス 業0.994-0.006123,9090.80355 ,3801.027

政 府 サ ー ビ ス1.0000.00055、847-0.01749,679-0.032

対 家 計 民 問 非 営 利 サ ー ビ ス0.998-0.00214,3450.45113、6420.462

-91一



表5-8(続 き)産 業(生 産 財)別 に み た 経 済 効 果

(ケ ー ス3～ ケ ー ス4)

(ケ ー ス3) 単

位:(10億 円)

(生 産 財)'匕'匕 毘 器

0.999:-0.001118,017:0.28114,510:0.340

鉱 業0.970-o.030z,037-io.869-9,082-6.268

食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ0.998-o.00236,1680.42033,1690.428

繊 維 製 品0.998-0.0027,5960.46!4,4160.516

バ ル ブ ・紙1.0030.0039,962-0.198750.840

化 学 製 品1.0030.00326,141-o.1855,690-0.159

石 油 ・石 炭 製 品1.0070.00712,524-0.9992,553-1.354

窯 業 ・土 石 製 品1.0030.003io,244-0.280770-0.165
一 次 金 属1 .0190.01937,652-1.693-7104.489

金 属 製 品LOO10.00115,962-0.095z,4450.006
一 般 機 械0 .999-0.00142,2420.07823,4160.079

電 気 機 械0.997-0.00352,2760.44232,8770.461

輸 送 機 械0.998-0.00244,0340。24728,9130.251

精 密 機 械o.994-0.0065,0030.6813,5680.?06

そ の 他 の 製 造 業0.996-0.00447,59!0.46019,0600.569

建 設 業0,997-0.00389,4720.3170一

電 力 ・ガ ス ・水 道 業1.0610.06117,642-7.4786,024-10.634

卸 売 ・小 売 業0.994-0.00685,45377490.749

金 融 ・保 険 業0.986-0.01437,974L45了5,2201.マ18

不 動 産 業0.991-0.00952,8661.67347,9151.755

運 輸 ・通 信1.0070.00742,519-1.07715,129-1.397

サ ー ビ ス 業0.999-0.001123,1290.iss54,9520。246

政 府 サ ー ビ ス1.0020.00255,773-0.15049,619-o.152

対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス1.0010.00114,270-0.07213,570-0.066

(ケ ー ス4)

単 位:(10億 円)

へ
(生 産 財)'° 毘%

0.997:-0.003118,196:0.94414,542:1.063

鉱 業0.994-0.0062,243-1.888-8,654-1.262

食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ0.993-o.00736,4951.32833,4691.336

繊 維 製 品0.994-0.0067,654L2274,4501.297

パ ル プ ・紙0.998-0.00210.0480.664762.267

化 学 製 品1.0030.00326,8510.2275,7210.400

石 油 ・石 炭 製 品1.0180.01812,439-1.6712,542-1.759

窯 業 ・土 石 製 品1.00正0.00110,3000.2707740.368
一 次 金 属1 .Ol70.OI737,797-!.315-7114.354

金 属 製 品0.997-0.00316,0740.6042,4600.608
一 般 機 械0 .995-0.00542,5150.72623,5540.668

電 気 機 械0.9.93-o.00752,5580.98433,0490.986

輸 送 機 械0。994-0.00644,2780.80429,0690.790

精 密 機 械0.988-0.0125,0461.5433,5991.556

そ の 他 の 製 造 業0.99!-0.00948,0291.384is,2401.523

建 設 業0.993-0.00790,1381.0640一

電 力 ・ガ ス ・水 道 業LO590.05917,713-7.1036,035-10.460

卸 売 ・小 禿 業0.990-0.01086,126L4297531.342

金 融 ・保 険 業0.988-0.01238,0481.6555,2341.991

不 動 産 業0.989-0.01153,0652.05548,0862.118

運 輸.通 信1.0020.00242,955-o.06515,283-0.399

サ ー ビ ス 業0.992-0.008124.503L28755,625,1.4了4

政 府 サ ー ビ ス0.990-0.01056,4161.10850.2271.072

対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス0.991-0.00914,4931.48913,783i.501
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表5-9マ ク ロ 的 に み た 経 済 効 果

(ケ ー ス5～ ケ ー ス9)

ケ ー ス5ケ ー ス6

彡£イ匕 蜃 彡£イ匕'器Z、 イヒIR変 イ匕'く 跖

総 税 収 の 変 化3,3502.953,3502.95

公 債 発 行 の 変 化 零00.0000.00

総 厚 生 変 化a-832-1.00-840-1.01

労 働 供 給 の 変 化*3680.176340.30

家 計 最 終 消 費 の 変 化 零 一302-1.40-297-1.37

家 計 貯 蓄 の 変 化 ‡-250。00-8-0.00

国 内 純 生 産 の 変 化(実 質)‡-4,966-L48-3,874-L16

税 抜 き 資 本 価 格 の 変 化 一〇.060.18

消 費 者 物 価 指 数 の 変 化1.79148

二 酸 化 炭 素 排 出 量 の 変 化 一21-7.63-8-2 .89

ケ ー ス7ケ ー ス8

変 化 冨 ゐ'化'器 変 化IR変 化 肇 毘

総 税 収 の 変 化 ‡3,3502.953,3492.95

公 債 発 行 の 変 化*00.0000.00

総 厚 生 変 化 ‡-991-1.19-894-1.07

労 働 供 給 の 変 化*3040.143170.15

家 計 最 終 消 費 の 変 化 ‡-372-1.72-328-1.52

家 計 貯 蓄 の 変 化 ‡-31-0.00-30-o.00

国 内 純 生 産 の 変 化(実 質)‡-5,544-1.65-5,480-163

.税 抜 き 資 本 価 格 の 変 化0 .19-190

消 費 者 物 価 指 数 の 変 化2.10187

二 酸 化 炭 素 排 出 量 の 変 化 一8-2 .88-7-2.53

ケ ー ス9
i化IP変 化 率(%

総 税 収 の 変 化3,3502.95

公 債 発 行 の 変 化*00.00

総 厚 生 変 化 ‡-1,010-1.21

労 働 供 給 の 変 化 ‡-1,838-0.86

家 計 最 終 消 費 の 変 化 零 一503-2.33

家 計 貯 蓄 の 変 化 ‡-27-0.00

国 内 純 生 産 の 変 化(実 質)*-10,837-3.23

税 抜 き 資 本 価 格 の 変 化 一1.17

消 費 者 物 価 指 数 の 変 化 一〇.37

二 酸 化 炭 素 排 出 量 の 変 化 一10-3 .71

注 二 匕灰_璽 の 、 は 、 灰,、 百 万 ト ン で あ る 。
‡ が つ い て い る 項 目 の 単 位 は10億 円 で あ る

。
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表5-10所 得 階 級 別 に み た 経 済 効 果

(ケ ス5～ ケ ス8)

万 円 ケ ー ス5ケ ー ス6

年 間 収 入REV労 、 最 、消 丁 蓄REV労 、 最 、?

11-991-1.569:1.267:-1.551:-0.0131-1.178:1.005:-1.219:0.029

21100-1491-1.3650.973-1.340:-0.0271-1.075:0.842:-1.1270.019

31150-1991-1.264:0.778:-1.261;-0.0391-1.028:0.719:-1.096:0.009

41200-2491-1.181:0.580:-1.250:-0.0531-1.072:0.623:-1.195:-0.005

51250-2991-1.100:0.420:-1.309:-0.0611-1.032:0.486-1.234:-0.011

61300-3491-1.063:0.356:-1.303:-0.0651-1.020:0.443:-1.259:-0.015

71350-3991-0.981:0.261:-1.274:-0.0671-0.979:0.371:-1.271:-0.019

81400-4491-1.029:0.326:-1.276:-0.0651-1.073:0.447:-1.340=-0.019

91450-4991-0.946:0.187:-1.331:-0.0701-0.971:0.308:-1.332:-0.022

101500-5491-0.927:0.137:-1.377:-0.0771-0.927:0.264:-1.346:-0.026

111550-5991-0.970:0.197:-1.345:-0.0721-1.017:0.325:-1.391:-0.026

121600-6491-0.977:0.166:-1.393:-0.0771-1.051:0.304:-1.479:-0.032

131650-6991-1.016:0.231':-1.365:-0.0741-1.047:0.356:-1.404:-0.027

141700-7491-0.989:0.175:-1.405:-0.0761-1.019:0.302:-1.426:-0.029

151750-7991-1.0730.330:-1.355:-0.0681-1.081:0.437:-1.362:-0.020

161800-8991-0.977:0.131:-1.450:-0.0801-1.011:0.263:-1.468:-0.032

171900-9991-0.969:0.112:-1.462:-0.0811-0.981:0.243:-1.448:-0.032

1811000-1-0.964:0.092:-1.480:-0.0831-0.984:0.227:-1.480:-0.034

万 円 ケ ー ス7ケ ー ス8

酎 収 入REV労 働 供 最 、消 貯 蓄REV労 働 供 最 、消 貯 蓄

11-991-1.856:1.511:-1.858:0.0001-1.654:1.326:-1.628:-0.019

21100-1491-1.642:1.177:-1.641:-0.0181-1.584:1.115:-1.547:-0.036

31150-1991-1.524:0.935:-1.553:-0.4951-1.457:0.880:-1.446:-0.050

41200-2491-1.422:0.677:-1.541:-0.0521-1.323:0.626:-1.396:-0.066

51250-2991-1.317:0.461:-1.600:-0.0611-1.210:0.435:-1.445:-0.073

61300-3491-1.276:0.382:-1.603:-0.0671-1.175:0.363:-1.445:-0.078

71350-3991-1.195:0.266:-1.600:-0.0721-1.136:0.271:-1.485:-0.085

81400-4491-1.251:0.351-1.594　 -0.0681-1.180:0.345:-1.470:-0.081

91450-4991-1.148:0.166:-1.666:-0.0751-1.080:0.179:-1.536:-0.088

101500-5491-1.108:0.093:-1.710:-0.0831-1.037:0.113:-1.560:-0.094

111550-5991-1.170:0.177:-1.677:-0.0781-1.084:0.185:-1.519:-0.088

121600-6491-1.170:0.135:-1.728:-0.0831-1.060'・.0.142:-1.527:-0.091

131650-6991-1.212:0.219:-1.682:-0.0781-1.0930.213:-1.480:-0.087

141700-7491-1.176:0.145:-1.730:-0.0821-1.055:0.148:-1.516:-0.090

151750-7991-1.2790.344:-1.655:-0.0701-1.136:0.317:-1.442:-0.079

161800-8991-1.152:0.086:-1.775:-0.0861-1.020:0.095:-1.534:-0.092

171900-9991-1.137:0.061:-1.783:-0.0871-1.005:0.074:-1.538:-0.093

1811000-1-1.134:0.036:-1.815:-0.0901-0.989:0.051:-1.542:-0.095

注)REV=対 的 厚 生 ∠ 化 器

労 働 供 給 ・ 最 終 消 費 ・ 貯 蓄 の 項 目 は 全 て 変 化 率(幻 で あ る 。
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表5-10(続 き)所 得 階 級 別 に み た 経 済 効 果

(ケ ー ス9)

万 円 ケ ー ス9

間 収 入REV労 、 、ロ 最 智 ハ丁

1-99-2.3812.270-2.6030.159

2100-149-2.2992.211-2.5610.143

3150-199-2.2862.146-2.5370.128

4200-249-2.2692.042-2.5090.114

5250-299-2.3101,912-2.4920.110

6300-349-2.2361.763_Z.4640.078

7350-399-2.1601.636-2.4520.082

8400-449-2.142正.585-2.4210.068

91450-4991-2.033:1.289:-2.432:0.054

10500-549-1。8641.029-2.4370.049

11550-599-1.8991.043-2.3910.033

12600-649-1。7720.804-2.3840.021

131650-6991-1.797:0.820:-2.336:0.001

14700-749-1.6510.504-2.343-0.013

15750-799-1.8120.757-2.269-0.031

161800-8991-1.338:-0.120:-2.325:-0:032

17900-999-1.120-0.533-2.308-0.038

11811000-iO.296:-3.833:-2.026:-0.409
一 注REV =相 対 厚 生 撚 化%

労 働 供 給 ・ 最 終 消 費 ・貯 蓄 の 項 目 は 全 て 変 化 率(%)で あ る 。
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表5-11産 業(生 産 財)別 に み た 経 済 効 果

(ケ ー ス5～ ケ ー ス6)

(ケ ー ス5)

.単 位:(10億 円)

(生 産 財)'化'化 毘 匕%

1.019:0.01917,531:-2.7474,376:-2.634

鉱 業1.0120.0122,249-1.601-8.3472.338

食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ1.0130.01335,148-2,41132,212-2.470

繊 維 製 品LO150.0157,391-2.2474,289-2.371

パ ル プ ・紙1.0210.0219,723-2.58974-0.OI1

化 学 製 品1.0280.02825,971-3.0575,480-3.834

石 油 ・石 炭 製 品1.0510.05111,923-5.7482,416-6.628

窯 業 ・土 石 製 品1.0260.0269,993-2.722743-3.690
一 次 金 属1 .0510.05136,361-5.063-66310.733

金 属 製 品1.0200.02015,625-2.2052,381-2,632
一 般 機 械1 .0160.ors41,390-1.94122,950-1.914

電 気 機 械1.0130.01351,071-1.87432,096-1.925

輸 送 機 械i.0140.01442,913-2.30528,141-2.427

精 密 機 械1.0060.0064,921-0.9.653,505-i.094

そ の 他 の 製 造 業1.0100.01046,680-1.463is,595-L884

建 設 業1.0130.01388,028-1.3020一

電 力 ・ガ ス ・水 道 業1.1180.11816,472-13.6155,441-19.279

卸 売 ・小 売 業i.0080.00883,917-1.173734-1.192

金 融 ・保 険 業1.0050.00537,011-1.1155,0si-1.377

不 動 産 業1.0060.00651,457-i.03646,602-1.032

運 輸 ・通 信1.0270.02741,399-3.68414,567-5.062

サ ー ビ ス 業1.0120.012120,602-1.88753,524-2.359

政 府 サ ー ビ スi.0090.00958,5674.85252,4665.576

対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス1.0110.01i14,025-1.78713,334-L810

(ケ ー ス6)

単 位:(10億 円)

へ

(生 産 財)'匕'ヒ%匕 男

1.020:0.020117,514:-2.84114,373:-2.708

鉱 業1.0100.0102,3472.686-8.3791.961

食 料 品 ・飲 料 ・た ば こLO130.01335,150-2.40632,2豆2-z.468

繊 維 製 品LO130.0137,414-1.9384.303-2.051

パ ル プ ・紙i.0130.0139,804-i.77474-1.059

化 学 製 品 重.0260.02626,047-2.7745,501-3.474

石 油 ・石 炭 製 品1,2480.24810,169-19.6162,130-17.665

窯 業 ・土 石 製 品1.Ol20.01210,138-i,315756-2.040
一 次 金 属LO210 .02131,353-2.473-7104.476

金 属 製 品1.0110.01115,778-1.2492,406-i.605
一 般 機 械1 ,0nO.01141,622-1.38923,089-1.318

電 気 機 械1.0110.01151,260-t.51132,236-1.496

輸 送 機 械1.0110.01142,617-2。97927,925-3.178

精 密 機 械1.0060.0064,924-0.9093,507一 正.019

そ の 他 の 製 造 業1.0100.oio46,721-L37718,615-i.776

建 設 業LO120.01288,311-0.9860一

電 力 ・ガ ス ・水 道 業1.0190.OI918,520-a.8736,405-4.984

卸 売 ・小 売 業i.0170.OI783,179-2.oat731-L689

金 融 ・保 険 業1.0060.OO637,023-i.0835,063-1.328

不 動 産 業LOO70.00751,371-i.20346,516-1.216

運 輸 ・通 信1.0210.02141,778-2.80214,742-3.925

サ ー ビ ス 業1.oioO.oiol20,840-1.69353,576-2.265

政 府 サ ー ビ ス1.0080.00858,6795.05252,5665.778

対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス1.0090.00914,061-1.53113,368-1.561
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表5-11(続 き)F産 業(生 産 財)別 に み た 経 済 効 果

(ケ ー ス7～ ケ ー ス8)

(ケ ー ス7)

単 位:(10億 円)

(生 産 財)'匕 ゜ 匕 男'ヒ%
71

.0290.02917,i92-4,6264 ,284-4.682鉱 業

1.0980.098z,73519.635-7
,09416.998食 料 品

・飲 料 ・た ば こ1 .0250.02534,355-4.61431
,472-4.711繊 維 製 品

1.0200.0207,305-3 .3794,233-3.631

パ ル プ ・ 紙i.0210.0219,690-2 .92473-2.461化 学 製 品

1.0230.02325,981-3.0225,468-4.043

石 油 ・石 炭 製 品LO630.06311,845-6 .3652,424-6.321窯 業
・土 石 製 品LO250

.0259,987-2.776742-3.787
一 次 金 属1

、0250.02537,214-2.837-7055 .084金 属 製

品1.0220.02215,589-2.4302,373-z.936
一 般 機 械1

.0170.01741,311-2.12822,911-2 .081電 気 機 械

i.0160.ols50,892-2.21731,986-2 .260輸 送 機 械

i.0170.01742,725-2.73328,018-2 .855精 密 機 械

1.0100.0104,890-1.5813,483-1 .720

そ の 他 の 製 造 業1.0210.02146,006-2.88618,270-3 .599建

設 業1.0180.01887,674-1,6990一

電 力 ・ガ ス ・水 道 業 ..1.0230.023is,491-3.0236,441-4.438卸 売
・小 売 業1

.0220.02282,646-z.569726-2.305

金 融 ・保 険 業1.0100.OIO36,814-i.6435,022-2 .131

不 動 産 業1.0010.00151,455-1.04046,582-1.075

運 輸 ・通 信1.0180.OI841,974-2.34614,829。3.353

サ ー ビ ス 業1.0210.OZ1119,159-3 .06052,711-3.842

政 府 サ ー ビ ス1.0090.00958,6004.91152,5065.658

対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス1.0140.OI413,933-2.43113 ,244-2.470

(ケ ー ス8)

.単 位:(10億 円)

曽(生 産 財)
'匕 ゜ ∠ 匕 毘 匕 器

1.020:0.02017,454:-3.1714,353:-3.143

鉱 業1.0600.0602,571i2.456-7,61010.963

食 料 品 ・飲 料 這 た ば こi.0170.01734,921-3.04232,000-3 .112

繊 維 製 品1.019幽0.ors7,338-2.9464,255-3 .150

パ ル プ ・紙LO170.0179 ,753-2.29274-1.245

化 学 製 品1.0240.024zs,043-2.7895,493-3 .soy石 油
・石 炭 製 品1

.0410.04112,101-4.342z ,466-4.706窯 業
・土 石 製 品1

.0200.02010,035-2.314745-3 .449
一 次 金 属1

.0220.02237,326-z.546-7124 .195

金 属 製 品1.0180.01815,646-2.0722,380-2 .642
一 般 機 械1

.0170.01741,338-2.06322,921-2 .037

電 気 機 械1.OI90.01950,720-2.54831,866-2 .627

輸 送 機 械1.Ol80.01842,746-2.68428,031-2 .810

精 密 機 械1.0140.0144,869-2.0033,467-2.16?

そ の 他 の 製 造 業1.0160.01646,347-2.16518,432-2 .742

建 設 業1.0180.01887,583-1.8010一

電 力 ・ガ ス ・水 道 業1.0220.02218,524-2.8486,456-4.226

卸 売 ・小 売 業1.0180.01883,084-2.153726-2.333

金 融 ・保 険 業1.0270.02736,185-3.3224 ,929-3.954不 動 産 業

1.0200.02050.150-3.55045 ,361-3.ss7運 輸
・通 信1 .016・0.Oi642,093-2。069i4 ,890-2.96!サ

ー ビ ス 業1
.0140.014120,282-2.14753 ,323-2.726政 府

サ ー ビ ス1.0070.00758,7125.11252 ,5975.841対 家 計 民 間 非 営 利 サ
ー ビ ス 玉

.0090.00914,043-].66213,350-1.693
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表5-11(続 き)産 業(生 産 財)別 に み た 経 済 効 果

(ケ ー ス9)

(ケ ー ス9) 単 位

:(10億 円)

(生 産 財)/lh匕 匕 瓢'匕 男

1.026:0.02617,207;-4.5414,288:-4.603

鉱 業i.0240.0242,3050.847-8,1584.552

食 料 品 ・飲 料 ・た ば こt.0270.02734,286-4.80431,417-4.876

繊 維 製 品1.0270.0277,222-4,4774,186-4.711

パ ル プ ・紙1.0270.0279,587-3.95472-3.750

化 学 製 品1.0260.02625,787-3.7475,424-4.823

石 油 ・石 炭 製 品1.0240,02412,200-3.5602,475-4.365

窯 業 ・土 石 製 品1.0260.0269,916-3.475736-4.612
一 次 金 属! .0260.02637,004-3.386-7084.667

金 属 製 品1.0260.02615,425-3.4552,351-3.862
一 般 機 械1 .0270.02740,803-3.33222,649-3.199

電 気 機 械1,0270.02750,133-3.67631,507-3.726

輸 送 機 械1.0270.02742,236-3.84727,703-3.945

精 密 機 械1.0260.0264,789-3.6243,4tO-3.765

そ の 他 の 製 造 業1.0270.02745,516-3.922玉8,088-4.556

建 設 業1.0270.02786,265-3.2800一

電 力 ・ガ ス ・水 道 業1.0250.02518,378-3.6156,428-4.632

卸 売 ・小 売 業1.0270,02781,765-3.cos716-3.616

金 融 ・保 険 業1.0260.02635,938-3.9826,29922.751

不 動 産 業1.0250.02549,665-4.4844,893-89.609

運 輸 ・通 信1.0270.02741,283-3.95344,854192.329

サ ー ビ ス 業1.0280.028117,731-4.22314,585-73.394

政 府 サ ー ビ ス1.02sO.02857,4112.?8252,0?54.790

対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス1.0280.02813,650-4,41551,446278.849
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第6章 グ ローバル化 と企業税制

6-1.は じめ に

21世 紀 を間 近 に ひか え 、 わ が 国 の経 済 は バ ブ ル 経 済 の崩 壊 に端 を発 した構 造

的 かっ 長 期 的 な不 況 か ら、い まだ に抜 け 出せ ず に い る 。そ の原 因 と して は 、次 の2

点 が指 摘 で き る。 一 つ は 、地 価 や 株 価 な ど とい っ たス トック価 格 の大 幅 な下 落 に

よ り巨額 の不 良債 権 が発 生 し、そ れ によ り企 業 の生 産 行 動や 投 資行 動 、 さ らには

家計 の消 費行 動 が 強 く抑 制 されて い る点 で ある。 他 の一 つ は 、 これ ま で 日本 経 済

を支 え て き た 日本 型 経済 シス テ ム に 問題 が ある。 経 済 の グ ロー バ ル化 が進 むな か

で 、これ まで 日本 国 内だ け には通 用 した経 済 シス テ ム が あ ま りにも硬 直 的 で あ り、

しか も非 効 率 で あ る こ とが 分 か って きた 。

これ らの うち どち らに重 点 をお くか に よ り、採 るべ き政策 は大 き く変 わ って く

る 。経 済 戦 略会 議 の レポ ー トで は前 者 に重 点 をお き、 まず 需要 政策 で 景気 回復 を

図 り、 そ の後 に抜 本 的構 造 改革 を行 うと して い る 。一 方 で後 者 に重 点 をお き 、 ま

ず こ う した弊 害 を うみ だ す 根 元 とな って い る 日本 型経 済 シス テ ム に メス を入 れ 、

供給 サ イ ドか らの改 革 によ りグ ローバ ル ス タ ンダ ー ドに あ った構 造 改 革 を図 る こ

とが真 の 景気 回 復 につな が る と い う論 者 も いる 。

どち らの立 場 に立 つ にせ よ 、従 来 の 日本 型経 済 シス テム に構 造 改 革 が 必要 で あ

る とい う点 で は かわ りな い 。現 実 的 には 、 そ の政 策 を行 うテ ンポ の違 い とい う こ

とに な ろ う。事 実 、政府 と民 間 の双 方 で さ まざ ま な方 面 か ら改革 が 進 め られ て き

た 。 民 間 で は経 営 の効 率化 ・生産 の合 理 化 な どが 、単 な る リス トラな どの側 面 を

超 え て 、 構 造 改革 に対応 す るか た ち で行 わ れ始 め て い る。 政 府 で も財 政 構 造 改革

と して 、歳 出 ・歳 入 の双 方 か ら抜 本 的 な改 革 が検 討 され 始 めた 。

政府 の 歳 出面 に お け る具 体 的 な 改革 と して は 、 省庁 再 編 ・公 共投 資 の効 率化 ・

規 制緩 和 ・金 融 自 由化 な ど、経 済活 動 に対 す る政 府 の干 渉 をで き るだ け小 さ く し、

民 間 に お ける競 争 を促 す こ と を 目的 と した もの が挙 げ られ る。 一方 、歳 入 面 にお

ける 改 革 と して は 、租税 シス テ ム そ の もの を グ ロー バ ル ス タ ンダ ー ドに合 わ せ て

い く こ とが 試 み られ て い る 。

..



こ う した 歳 入 面 か らの構 造 改 革 の 一 つ と して 、現 在 法 人税 制 改 革 が 進 め られ て

い る 。1998年 度 法 人税 制 改 革 で は 、各 種 引 当 金 の 廃 止 に よ る 課 税 ベ ー ス の拡 大

に よ り、 まず 課 税 ベ ー ス の 国 際 化 が 図 られ た 。 これ に伴 い 、 法 人 税 率 が37.5%

か ら34.5%へ と引 き下 げ られ た 。 さ らに1999年 度 法 人税 制 改革 で は 、税 率 の国

際 化 と して 基 本 税 率 が30%へ と大 幅 に引 き下 げ られた 。

果 た して 、この よ うな 法 人税 制 改 革 は本 当 に グ ローバ ル スタ ンダ ー ドに適応 し、

経 済 の構 造 改 革 に も寄 与 して い る の で あ ろ うか 。1998年 度 の法 人税 率 引 き下 げ

は 税 収 中 立 型 で 行 わ れ た も の の 、1999年 度 の税 率 引 き下 げ は財 源 を赤 字 国 債 に

よ り賄 って い る ので 、 単 な る歳 入 項 目の振 り替 えで しか な い 。 この法 人税 か ら国

債 へ の 財源 の 移 転 は、 本 当 に家 計 の経 済 厚 生 を 引 き上 げ る もの な の で あ ろ うか 。

この よ うな 問題 意 識 の も とで 、本 章 で は まず わ が国 の法 人税 制 の ど こ に問 題 が

あ る のか 、 また1998年 度 と1999年 度 の法 人税 率 引 き 下 げ は ど の程 度 の も ので あ

っ た の か を 、実 効 税 率 の 国際 比 較(日 本 、 ア メ リカ 、 イ ギ リス 、 ドイ ツ)に よ り

検 討 す る。 続 い て 、 法 人税 減税 政策 の経 済効 果 をCGEモ デ ル を用 い た シ ミ ュ レ

ー シ ョ ン分 析 に よ り明 らか にす る。 こ こで は、 そ の財 源 を 国債 発 行 と消 費 税 にそ

れ ぞ れ求 め た 場合 の2つ の タイ プの シ ミュ レー シ ョン分 析 を行 う こ とに よ り、減

税 財 源 と して の 国債 発 行 の意 義 につ い て も考察 す る。

本 章 の構 成 は 次 の通 りで あ る。6-2節 で は 、実 効 税 率 の 国際 比較 を行 う。6-3節

で は 、 モ デ ル の ワー キ ング を解 説 す る。6-4節 で は 、 シ ミ ュ レー シ ョ ン結 果 を考

察 す る 。最 後 に6-5節 で は 、 シミ ュ レー シ ョン結 果 を踏 ま えて 政 策 的 イ ン プ リケ

ー シ ョ ンを提 示 す る。

6-2.実 効 税 率 の 国際 比 較

本 節 で は、 わ が 国 の法 人税 制 の ど こに問 題 が あ るの か 、 また今 回 の法 人税 率 引

き 下 げ は ど の程 度 の もの で あ った の か を、実効 税 率 の国 際 比較 を通 して 検 討 す る 。

従 来 で は実 効 税 率 の 国 際 比較 の指 標 と して 「大 蔵 省 型 実 効税 率 」 が広 く用 い られ

て き た が 、 これ には さ ま ざ まな 問題 が ある。 そ こで 、税 務 統 計 よ り次 の2つ の タ

イ プ の 実効 税 率 を計 測 し、 これ を用 いて軽 減 税 率 、加 算 税 お よび 税 額 控 除 な ど の

実 効 税 率 へ の影 響 を評 価 す る こ とに した。一 つ は、 軽減 税 率 、加 算 税 お よ び税 額
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控 除 の影 響 を除 いた実 効 税 率 で あ り、 これ を 「税 額調 整 前 実 効 税率 」 と呼 ぶ 。 他

の一 っ は、これ らの影 響 を含 め た 実効 税 率 で あ り、これ を 「税 額 調整 後 実 効 税 率 」

と呼 ぶ'1。以 下 で は、 これ らの指 標 に も とつ いて 国 際比 較 を行 な う。

6-2-1.従 来 の企 業負 担 論 争 大 蔵省VS経 団連

実 効 税 率 の国 際 比 較 につ いて は 、80年 代 に い くつ か の 計 測 が行 わ れ た'2。そ の

代表 的 な もの が 、大 蔵 省 の 「大 蔵 省型 実 効 税 率 」 と、経 済 団 体 連合 会(以 下 、 経

団 連 と記 す)の 「実 質 税 負 担 率 」 で あ る。 大 蔵 省 は 「大 蔵 省 型 実効 税 率 」 を用 い

て 、80年 代 前 半 の 日本 の実 効 税 率 は国 際 的 に み て 高 くな い と主 張 した 。 これ に

対 して 、経 団連 は 、 「実 質税 負 担 率 」 で み る と 日本 の税 負 担 の水準 は ア メ リカ や

イ ギ リス よ りもは るか に 高 い こ とを示 し、法 人税 率 の 引 き下 げ を迫 っ た。

こ う した 「大 蔵 省 型 実 効 税 率 」 と経 団連 型 の 厂実質 税 負 担 率 」 に よ る計 測 結 果

の違 いは 、 どの よ うな観 点 か ら国 際比 較 をす るの か とい う こ と に起 因 して い る。

前者 は 、租 税 特 別 措 置 を含 まな い 、 いわ ば 「税 制 度 の 国際 比 較 」指 標 で あ る。 後

者 は 、租 税 特 別 措 置 に よ る負担 の減 少 を考 慮 した最 終 的 な企 業 の税 負 担 に注 目す

る、 「税 負 担 の 国 際比 較 」 指 標 で あ る。 した が って 、80年 代 前 半 の法 人 の 税 負 担

は税 制度 で 比較 す る と各 国で そ れ ほ ど大 きな差 は な いが 、企 業 の税 負 担 で 比 較 す

る と格 差 が 存 在 して い た といえ る。

現 在 、「大 蔵 省 型実 効税 率 」は国 際 比較 の指 標 と して頻 繁 に用 い られ て い るが 、

そ れ が制 度 の比 較 にす ぎ な い とい う点 が広 く認 識 され て いな いた め に 、大 き な 誤

解 を 生 む結 果 とな って い る。 ま た 、そ の計 測方 法 が あ ま りに単純 で あ るた め に、

*1「 税 額 調 整 前 実効 税 率 」と 「税 額 調整 後 実 効税 率 」の 計算 方 法 は次 の通 りで ある
。

税額縫 前黝 税率一難 鬻 一

税額纏 後黝 税率一 算出税額覊 驪 齟 分+加算税額一税額騰 額

・2例 え ば 、 関 西 経 済 研 究 セ ン タ ー(1986)、 企 業 活 力 研 究 所(1984・1986)、 野 口

(1985)な ど 。
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実 際 に は制 度 の 比 較 に もな っ て いな い'3。一 方 、経 団 連 型 の 「実 質 税 負 担 率 」 は

お も にマ ク ロ統 計 を用 い て 計測 さ れ る の だが 、 この統 計 は実 際 には 国際 的 に統 一

的 な 基 準 に も とつ いて 編集 され て い な い ので 、.計測 時 に はか な りの誤 差 を 生 じて

い るお そ れ が あ る。

そ こで 、税 務 統 計 を用 い る こ と によ り、実 際 の企 業 の税 負 担 や 税 制度 を 表 す 実

効 税 率 を新 た に定 義 し、これ に も とつ いて 国 際比 較 を行 う こ とに した 。も ち ろ ん 、

各 国 の税 務 統 計 は 国 際的 に統 一 的 な 基準 に もとつ いて作 成 さ れ て は いな い 。 しか

し、 そ こに示 さ れ て い る デー タ を も とに統一 的 な 基 準 を作 る こ とは可 能 で あ る。

ま た 、税 務 統 計 は ほ とん どの先 進 諸 国 にお いて 整 備 され て い る た め 、継 続 的 な計

測 も可 能 とな る。 な お 、 国 際 比較 の対 象 国 は 日本 、 ア メ リカ 、 イ ギ リス 、 ドイ ッ

の 先 進4力 国 で あ る。

6-2-2.税 制度 の 国 際比 較

法 人税 の納 税 額 を決 め る場 合 、 いず れ の 国で も まず最 初 に課 税 所 得 に表 面 税 率

を乗 じて 、 い わ ゆ る算 出税 額 を求 め る。 この段 階 で は 、 軽減 税 率 や 配 当 軽 課 、 お

よ び 地 方 税 にお いて も標 準税 率 を適 用 して税 額 が算 出 され る 。 したが って 、 この

算 出 税 額 や 課 税 所 得 に も とつ いて 実効 税 率 を求 めれ ば 、 よ り厳 密 に税 制 度 を 比較

で き る。 こ の タ イ プ の 実効 税 率 を以 下 で は 、 「税 額 調 整 前 実 効 税 率 」 と呼 ぶ こ と

にす る。各 国 の 「税 額 調 整 前 実 効 税 率 」 の詳 細 な 計算 方 法 は補 論 にま とめ られ て

い る 。

図6-1は4か 国 の 「税 額 調 整 前 実効 税 率 」 の推 移 を描 いた もの で あ る。 また 、

表6.1は そ れ を表 に示 した もの で あ る。80年 代 前 半 には4か 国 の差 は接 近 して い

・3「 大 蔵 省 型 実効 税 率 」 で は計 算 の簡 素 化 の た め に次 の よ うな 仮定 が置 か れ て

いる 。第1に 、基 本 税 率 と して 最 高税 率 しか考 慮 して いな い。第2に 、ドイ ッ や198g

年 ま で の 日本 にお け る配 当軽 課 に対 して 、 留保 所 得 と配 当所 得 の 比率 を一 律 に7

対3と 仮 定 して い る 。第3に 、地 方 税 の あつ か い を曖 昧 に して い る。具 体 的 に は、

日本 で は地 方 税 の超 過 税 率 を考 慮 して い な い。 ま た 、 ア メ リカで は州 法 人税 率 と

して 平均 値 で は な く、 カ リフ ォル ニ ア州 のそ れ を用 いて い る。
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た が 、そ の後 の イ ギ リス とア メ リカ の法 人税 率 引 き下 げを は じめ とす る法 人 税 制

改革 うけ て両 国 の実 効 税 率 は低 下 した た め 、 日本 や ドイ ツ と の格 差 は拡 大 した 。

こ う した 日本 ・ドイ ツ とア メ リカ ・イ ギ リス との 「税 額 調 整 前 実効 税 率 」 の差

は どの よ うな原 因 で発 生 して い る ので あ ろ うか。 そ こで 、 この うち 国税 分 だ け に

注 目 して 同様 な 実 効 税 率 を計 測 して みた 。そ の結 果 をま とめ た のが 図6.2で あ る 。

そ の 結 果 で は 、90年 代 以 降4力 国 間 に ほ とん ど差 が な い こ とが分 か っ た。 っ ま

り、税 制 度 の違 い が 引 き起 こす 図6-1に み られ るよ うな格 差 は、地 方税 分 によ り

発 生 して い る とい う こ とで あ る。

6-2-3.税 負 担 の 国際 比 較

前 項 で は 「税 額 調 整 前実 効 税率 」によ り制 度 面 で の国 際 比較 を試 み た 。しか し 、

実 際 の企 業 の税 負 担 は、 そ こで用 いた算 出税 額 に軽減 税 率 、 加 算税 お よび 税 額 控

除 と い う調 整 を行 っ た後 の最終 納 税 額 で ある 。 この最 終納 税 額 と課税 所 得 に も と

つ い て求 め た実 効 税 率 を 、 こ こで は 「税 額 調整 後 実 効 税率 」 と呼ぶ こ と にす る 。

「税 額 調 整 後 実 効 税 率 」 の各 国 の推 移 をま とめ た の が 図6。3お よび表6-1で あ

る。 そ の 結 果 、 日本 とア メ リカ の 間 に80年 代 前 半 に もか な り大 き な格 差 が存 在

して い た こ とが 分 か った 。 この点 は 、経 済 団 体 連 合会(1984)の 計 測 結果 と対応 し

て い る が 、 国税 に 焦 点 を あて る とよ り明 らか に な る。 図6-2の 「税 額 調 整 前 実 効

税 率(国 税)」 を み る と、80年 代 前 半 で は 日本 の方 が ア メ リカ よ り低 い。 一 方 、

国 税 につ い て の 「税 額 調 整後 実 効 税 率 」 をま とめた 図6.4を み る と、1980年 は ア

メ リカ の方 が 日本 よ りわ ず か に高 い もの の、1981年 以 降 で は ア メ リカ の方 が 低

くな って い る。 これ は、 ア メ リカ で は投 資税 額 控 除 に よ り税 負 担 率 が大 幅 に低 下

した た め で ある 。

さ らに 、日本 の 「税 額 調整 後 実 効税 率 」と ア メ リカ のそ れ との格 差 をみ る と、1994

年 時 点 で も両 国 の 差 は11.11%ポ イ ン トあ る。 この よ うに 日本 の負 担 が 重 い原 因

は 、や は り地 方 に対 す る企 業負 担 に あ る。 とい うの は、 図6-4の 「税 額 調 整 後 実

効 税 率(国 税)」 をみ れ ば 明 らか な よ う に、 国税 レベ ル で の 企 業 の税 負 担 は近 年

で は ど こ の国 も ほ ぼ同一 にな って い る か らで あ る。 これ よ り、 日本 に お け る法 人

事業 税 と法 人住 民税 との負 担 が いか に重 い もので あ るかが 理 解 で きよ う。つ ま り、

企 業 に対 す る地 方 税 制 度 を 改革 しな け れ ば 、 日本 の企 業 の税 負 担 を グ ロー バ ル ス
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タ ン ダー ドに近 づ け る こ とは不 可能 な ので あ る。

6-3.モ デ ル の ワー キ ング

1998年 度 法 人税 制 改 正 で は課 税 ベ ー ス の拡 大 と景 気 対 策 の立 場 か ら、 基 本 税

率 が37.5%か ら34.5%へ と、軽 減 税 率 が28%か ら25%へ とそ れ ぞ れ 引 き下 げ ら

れ た'4。1ggg年 度 法 人税 制 改正 で は、 税 率 の 国 際化 と して 、基 本税 率 が30%、 軽

減 税 率 が22%へ と大 幅 に 引 き下 げ られた 。 こう した 法 人税 率 の 引 き下 げ が 国 際

的 に み て どの 程 度 で あ っ た のか を、 前 節 の 「税 額 調 整後 実 効 税 率 」 によ りみ て み

た 。 た だ し、1999年 度 の税 務 統 計 は まだ 発 行 さ れ て い な いの で 、軽 減 税 率 、 加

算 税 そ して 税 額 控 除 の 実効 税 率 に与 え る影 響 は1996年 度 にお け るそ れ と等 し い

も の と仮 定 した 。 そ の 結 果 、1999年 度 の 「税 額 控 除 後 実 効税 率 」 は 国税 と地 方

税 を合 わせ て44.07%で あ った 。 これ をア メ リカ の35.89%(1994年 度時 点)と

比 較 す る と 、 日本 の実 効 税 率 は まだ 高 い゜5。しか し、 法 人 税 率 引 き下 げ に よ り企

業 の税 負担 は そ れ だ け軽 くな る ので 、経 済 活 動 に対 して さま ざ ま な プ ラス の効 果

を 与 え る と期 待 で き る。 一 方 で 、1999年 度 税 制 改 正 に 伴 う減 税 の財 源 は赤 字 国

・41998年 度 法 人税 制改 正 で は課 税 ベ ース の 国 際化 と して 、各 種 引 当金 の廃 止 に

よ る課税 ベ ー ス の拡 大 が 行 わ れた 。具 体 的 に は 、賞 与 引 当金 ・製 品保 証 引 当金 を5

年 間 で 廃止 し、貸 倒 引 当金 の法定 繰 入 率 を5年 間 で徐 々 に廃 止す る とと も に実 績

ベ ー スで 引 き 当 て させ 、 退職 給 与 引 当金 は累 積 限 度額 を要 支 給額 の40%か ら20

%に5年 間 で 削 減す る とい うもの で あっ た。これ に伴 い 、法 人税 の基 本税 率 が37.5

%か ら345%、 軽 減税 率 が28%か ら25%へ とそ れ ぞ れ 引 き下 げ られ た。

・5日 本 の1999年 度 にお ける 国税 と地 方 税 を合 わ せ た 「大 蔵 省 型 実効 税 率 」 は

40.87%で あ り、 イ ギ リス の30%に 比 べ る とまだ 高 い も の の、 ア メ リカの40.75%

とほ ぼ 同 じ水 準 とな っ た。大 蔵 省 は これ を踏 ま えて 、 日本 の 法 人税 率 は グ ロ ー バ

ル ス タ ンダ ー ドに達 した と して い る 。 この よ う に、大 蔵 省 で は実 効 税 率 の 国 際 比

較 と して 「大 蔵 省 型実 効 税 率 」 を用 いて い るた め に、 そ の効 果 を過 大 評価 して し

て い るお そ れが あ る。
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債 の 発 行 によ り賄 わ れ る こと とな っ た。 これ は 、 国 の借 金 を増 や す こ とに な る の

で 、長 期 的 に は経 済 活 動 に対 して マ イナ ス の影 響 を与 え るお そ れ が あ る。

そ こで 、 こ う した法 人税 率 の 引 き下 げ の経 済 効 果 をCGEモ デ ル に よ る シ ミュ

レー シ ョ ン分 析 を通 して 明 らか にす る 。具 体 的 には 、次 の2つ の タイ プ の分 析 を

試 み る。 一 つ は 、法 人 税 を34.5%か ら30%へ と引 き下 げ る と と もに、 そ の財 源

を国 債 発 行 に よ り賄 う場 合(ケ ー ス1)で あ る 。他 の一 つ は、 法 人 税 の減 税 額 は

同 じで あ るが 、そ の財 源 を消 費税 の引 き上 げ に よ り賄 う場 合(ケ ー ス2)で あ る。

まず 、 そ れ ぞ れ の ケー ス にお け るモ デ ル の ワー キ ン グ を述 べ る こ とにす る 。

法 人税 率 が 引 き下 げ られ る こと に よ り、そ れ に伴 って 事 業税 や 法 人住 民 税 も 自

動 的 に 引 き下 げ られ る こ と にな る。 モ デル で は 、 これ らの税 はす べ て企 業 が 負 担

す る 資本 税 に含 まれ て い る。 つ ま り、 法 人税 率 の 引 き下 げ は、 資本 税 率 の 引 き下

げ とい うか た ちで モ デ ル に組 み込 まれ て い る こ とにな る 。新 た な 資本 税 率 は(6.1)

式 の よ うに定 義 され る。

(6-1)tK」,:=ρtKjtj=1,・ ・。,24

た だ し、 ρ:法 人税 制 改正 に伴 う資本 税 減 税 率 、tK:新 た な 資本 税 率

企 業 は 、 こ の新 た な 資 本税 率 の も とで 、資 本 と労働 の そ れぞ れ の投 入 量 を変 化

させ る。 これ よ り生 産 要 素市 場 の 需給 が均 衡 す る よ う に資 本財 価 格 と労 働 財 価 格

が そ れ ぞ れ 決 定 され る。 こ う した 生産 要 素価 格 の変 化 と新 た な 資本 税 率 に も とつ

いて 、生 産 財 価 格 と同時 に消 費財 価 格 を決 ま る 。家 計 で は、 この 消 費財 価 格 に も

とつ いて 家 計 消 費 ・労働 供 給 ・家 計 貯 蓄 を決 め る。

政 府 で は 、新 たな 資 本 税 率 の も とで は 資 本税 収 が落 ち込 むた め に財 政 不 足 とな

る。 ケー ス1で は、 この 分 を追加 的 な国 債 発 行 によ り賄 う こと と して い る 。

(6-2)bond・cw竃=bond【十∠bond、

た だ し、bond。。.:新たな 国債 発 行額 、 ∠bond:追 加 的 な 国債 発 行 額

モ デ ル で は、 国債 は 全 て家 計 が 購 入 す る と仮 定 して い る。 した が っ て 、家 計 貯 蓄

の うち 国債 発行 分 だ け 国債 購入 費 に強 制 的 に割 り当て られ る こ と にな る。そ して 、

そ の残 りが 、 民 間企 業 の 純投 資 に充 て られ る 。 つ ま り、モ デ ル で は完全 な ク ラウ

デ ィ ン グ ア ウ トを仮 定 して いる こ とにな る。

一 方 、 ケー ス2で は資 本税 減税 に よ る総 税 収 額 の 不 足 分 は消 費税 率 の引 き下 げ
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に よ り賄 わ れ る こ と にな る 。新 た な純 生 産 物 税率 は(6-3)式 の よ うに定 義 され る。

(6-3)t'o,=・ ζt。 」、j=1,'° ・,24

た だ し、 ζ:純 生 産 物税 減税 率 、to:新 たな純 生産 物 税 率

そ して 、 こ の よ うな 新 た な 純 生 産 物税 率 の も とで 生 産 者 価格 が 決 ま り、家 計 はそ

れ に も とつ いて消 費 量 を決 め る こ とにな る。

6-4.法 人 税 減 税 の経 済 効 果

前 節 で は モ デ ル の ワー キ ン グ を解 説 した 。 こ こで は 、 国債 を財 源 とす る法 人税

減税(ケ ー ス1)と 消 費税 を財 源 とす る法 人税 減税(ケ ー ス2)と い う、2っ の

タイ プ の シ ミ ュ レー シ ョ ン分 析 の結 果 を考 察 す る。 そ の 際 に は 、 現状 を維 持 した

場 合 の シ ミ ュ レー シ ョ ンを基 準 ケー ス と して 、 この成 長 経路 と両 ケ ー ス との 比較

とい うか た ち で 、 そ れぞ れ の政 策 の効 果 を評 価 す る こ と にす る 。 法 人税 率 の 引 き

下 げ によ る減 税額 は 、法 人税 が1兆6,215億1,720万 円 、そ れ に伴 う事業 税 お よ び

法 人住 民税 の減税 額 が5,086億6,750万 円 と した'6。図6-5に は 産 業別 に み た 資本

税 率 が 描 か れ て い る。 な お 、人 口成 長 はな い もの と し、 政府 最 終 消 費支 出 と公 的

純 投 資 の成 長 率 は1%と 仮 定 した 。

6-4-1.静 学 的 経 済 効 果

まず 、1期 目の経 済 効 果 か らみ て い こう。表6-2と 表6-3に は マ ク ロ的 にみ た

経 済 効 果 が 、表6-4、 表6-5、 表6-6、 表6-7に は所 得 階級 別 にみ た 相 対 的 厚 生 水

準 、家 計 消 費 、労 働 供 給 お よび 家 計 貯 蓄 へ の 影響 が 、表6-8、 表6.9、 表6。10に

は産 業 別 にみ た 生 産 者 価 格 、産 出額 、家 計 最 終 消 費額 へ の影 響 が そ れ ぞ れ 示 され

て い る 。以 下 で は 、 まず ケー ス1の 経 済 効 果 を考 察 し、続 いて そ れ との比 較 と い

・61999年 度 法 人税 制改 正 によ る減 税 額 は次 のよ うに予 測 した 。 まず 、1991年 度

か ら1998年 度 にか け て の実 効税 率1%あ た りの平均 法 人税 額 は2,953.58億 円 で あ

った 。これ に実 効 税 率 の低 下 率(5.49%)を 乗 じる と、法 人税 の減税 額 は1兆6,215

億1,720万 円 とな っ た 。事 業税 や 法 人 住 民税 の減税 額 も同 様 に計 算 した。
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うか た ちで ケー ス2の 経 済効 果 をみ て い く こと にす る。

(1)国 債 発 行 によ る法 人 税 減税

ケー ス1(国 債 を財 源 とす る法 人税 減 税)で は、法 人税 率 が 引 き下 げ られ る こ

とに よ り資 本 税 収 は2.32%(1兆70億 円)減 少 し、そ の財 源 と して の 国債 発 行 に

よ り国 債 発 行 額 は13.68%(9,077億 円)増 加 した 。 資本 税 減税 は 、税 込 資 本 財 価 格

を 引 き下 げ る こ とか ら資 本 財 需 要 を増 加 させ る ので 、税 抜 き資 本 財 価 格 は1.7g

%上 昇 した 。 また 、税 抜 き 労働 財 価 格 は0.17%上 昇 した 。 こ の よ う に税 抜 き 要

素財 価 格 は そ れ ぞ れ 上 昇す る もの の 、資 本 税 率 が 引 き下 げ られ る の で 、消 費 者 物

価 指 数 は0.01%低 下 した 。

この よ うな消 費者 物 価 の低下 に よ り、家 計 最 終消 費 額 は0.3%(7,296億 円)増 加

した 。 一方 、 国債 発 行 額 が 増加 す る こ とに よ り、 民 間純 投 資額 は2.36%(7,070億

円)減 少 した 。 そ して 、 前 者 の プ ラス の効 果 の ほ うが後 者 の マ イ ナ ス の効 果 よ り

も大 き か った た め に、国 内純 生産 額 は わ ずか で あるがo.oi%(226億 円)増 加 した 。

家 計 で は 、各 要 素 財 価 格 の 上昇 に よ り拡 張 可 処 分所 得 が増 加 す る ので 、家 計消

費 の増 加 と と も に家 計 貯 蓄 はo.ss%増 加 した 。労 働 供 給 は 、 労 働 財 価 格 の上 昇

に も か か わ らず0.14%減 少 した 。 こ の よ うに 、消 費 、 貯蓄 お よ び 労 働 供 給 の効

果 が 厚 生 水 準 に対 して す べ て プ ラス に働 く ので 、総 厚 生水 準 は0.41%増 加 した 。

続 いて 、厚 生水 準 に与 え る影 響 を所 得 階級 別 に さ ら に細 か くみ て い こ う。表6-4

に は所 得 階級 別 に み た相 対 的厚 生 水 準 の 変化 率 が 示 され てお り、 図6-6は そ れ を

グ ラ フ に描 い た もの で あ る'7。 これ を み る と、 相 対 的 厚 生 水 準 はす べ て の所 得 階

級 にお い て上 昇 した。 な か で もそ の上 昇率 が大 き か っ た のは 、第2所 得 階級(年

間収 入100万 円以 上150万 円未満)、 第3所 得 階級(年 間収 入150万 円以 上200万

円未 満)、 第4所 得 階 級(年 間収 入200万 円以 上250万 円未 満)で あ り、 そ の変

化 率 は0.8%以 上 で あ っ た。逆 にそ れ が 小 さか った の は 、第10所 得 階 級(年 間 収

入500万 円以 上550万 円未 満)、 第16所 得 階級(年 間 収 入800万 円以 上900万 円

未満)、 第17所 得 階級(年 間収入900万 円以 上1000万 円未 満)、 第18所 得 階級(年

*7第i階 級の相対的厚生水準=(第i階 級の等価変分/基 準年の拡張可処分所得)×100

第i階 級の等価変分=ケ ース1(ケ ース2)の 厚生水準 一基準年の厚生水準
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間収 入1000万 円以 上)で あ り、 そ の変 化 率 は0.3%前 半で あ った 。 で は、 こう し

た所 得 階級 別 に み た傾 向が 何 に依存 して 生 じて いる の か をみ るた め に、家 計 消 費 、

労 働 供 給 、家 計 貯 蓄 へ の影 響 を表6-5、 表6.6、 表6.7よ りそ れ ぞ れ みて み よ う 。

す る と、相 対 的厚 生水 準 にお け る傾 向 は これ らの3変 数 につ いて も同様 に み られ

た 。 これ は 、第2所 得 階級 、 第3所 得 階級 、第4所 得 階級 で は所 得 に しめ る資 本

所 得 の割 合 が 高 い のだ が 、 資 本税 減 税 に よ る税 抜 き資 本 財 価 格 の上 昇 に伴 い、 資

本 所 得 が 増 加 した た め と考 え られ る'8。 この よ うに相 対 的 に み た 厚 生 水 準 はす べ

て の所 得 階 級 にお いて 上昇 す る が、 な か で も年 間 収入 が250万 円未 満 の低 所 得 者

層 にお いて そ の 変 化率 は大 き か った 。 た だ し、年 間 収入 が100万 円未 満 とい う最

も低 所 得 な 階層 で は 、そ の所 得 の大 半 が公 的年 金 で あ る ため に 、厚 生 水 準 の上 昇

率 は小 さか った 。

最 後 に、企 業 に与 え る影 響 を産 業別 にみて み よ う。表6-8に よ る と資 本 税 減 税

に よ り生 産 者 価 格 は、第2産 業(鉱 業)、 第3産 業(食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ)、 第4

産 業(繊 維 製 品)、 第6産 業(化 学 製 品)、 第7産 業(石 油 ・石 炭 製 品)、 第8産

業(窯 業 ・土石 製 品)、 第12産 業(電 気 機械)、 第13産 業(輸 送 機 械)、 第16産

業(建 設業)、 第18産 業(卸 売 ・小 売 業)、 第19産 業(金 融 ・保 険業)、 第22産

業(サ ー ビス業)で は低 下 し、そ の他 の産 業 で は 上昇 した 。 た だ し、第3産 業 や

第22産 業 で は 資 本税 率 は高 い もの の 、税 率 引 き下 げ を通 じた 価 格 の低 下 率 は あ

ま り大 き くなか っ た。 これ は家 計 消 費 の落 ち込 み によ る影 響 と思 わ れ る。 これ を

受 けて 、産 出額 へ の影 響 を表6-9で み る と、第2産 業 、第7産 業 、第8産 業 、第9

産 業(一 次 金 属)、 第10産 業(金 属 製 品)、 第11産 業(一 般機 械)、 第12産 業 、

第13産 業 、第14産 業(精 密 機 械)、 第16産 業 、 第18産 業 、 第19産 業 に お い て

減 少 した 。 なか で もそ の減 少 率 が大 きか った の は第2産 業 の1.03%、 第16産 業

の0.55%、 第11産 業 の0.39%で あっ た 。これ らの産 業 の家 計 最 終 消 費 を み る と、

*8本 稿 の パ ラ メー ター に お け る家 計所 得 に しめ る資本 所 得 の 構 成 比 は 、第2所

得 階 級 で は42.2%、 第3所 得 階級 で は38.9%、 第4所 得 階級 で は34.6%と な って

い る。 そ の他 の階 級 で は30%以 下(最 高 が第15所 得 階級 の28.3%、 最 低 が第17

所 得 階 級 の7.4%)で あ る。
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他 の産 業 に比 べ て それ ほ ど増 加率 が小 さい わ けで はな い。 ゆ え に 、 これ は 民 問純

投 資 の落 ち込 み に大 き く影 響 を受 けた もの と考 え られ る。 た しか に第11産 業 、

第16産 業 で はそ の総需 要 に しめ る 民 間純 投資 の割 合 が 高 い。 また 、第10産 業 、

第12産 業 、第13産 業 、第14産 業 で もそ の割 合 は高 い のだ が 、 これ らの 産 業 で

は家 計 消 費 が そ の分 だ け増 加 して いる ため に最終 的 な 波 及 効 果 も含 めた産 出 額 の

減 少 率 は 小 さ か っ た。な お 、第2産 業 にお いて産 出額 が大 き く減 少 して い る の は 、

同産 業 は純 輸 出 額 が マ イ ナ ス とい う輸入依 存 型産 業 で あ り、 生産 者 価 格 の 低 下 に

よ りこの純 輸 出額 が過 大 評価 され たた めで あ る。

(2)減 税財 源 の違 い

次 に ケー ス2(消 費税 増 税 を財 源 とす る法 人税 減 税)で は、 法 人税 率 が 引 き下

げ られ る こと に よ り資本 税 収 は2.74%(1兆1,890億 円)減 少 し、そ の財源 と して

の消 費税 率 の 引 き上 げ によ り純 生産 物 税収 は15.49%(1兆4,831億 円)増 加 した 。

税 抜 き資 本 財 価 格 は 、 ケー ス1と 同様 の メ カ ニズ ム によ り1.3%上 昇 した 。 ま

た 、税 抜 き労 働 財 価 格 は0.4%低 下 した 。 この よ う に労働 財 価 格 が ケ ー ス1で は

上 昇 す るの に対 して ケー ス2で は逆 に低 下 す る のは 、前 者 で は経 済 活 動 水 準 が 上

が るた め に労 働 財 需 要 は高 ま るが 、後 者 で はそ の水 準 が 下 が る の で労 働 財 需 要 も

減 少 す る こと に依 存 して い る もの と思 われ る。 そ して 、 このよ うに税 抜 き 資 本 財

価 格 は上 昇 し 、 また 純 生産 物 税 率 も引 き上 げ られ るが 、税 抜 き 労働 財 価 格 が 低 下

す る と とも に資 本 税 率 も引 き下 げ られ る こ と、 さ らに は純 生 産 物税 率 の 引 き上 げ

に伴 う家 計 消 費 の落 ち込 み に対 応 して消 費者 物 価 自身 が低 下 す る こ とに よ り、最

終 的 に消 費 者 物 価指 数 は ケー ス1と 同 じくo.oi%低 下 した。

国 内純 生産 額 は0.og%(3,179億 円)減 少 した 。 これ は、 民 間 純 投 資 が ほ とん ど

変 化 して い な い こ と を考 慮 す る と、 家 計最 終 消 費需 要 額 が0.13%(3,164億 円)落

ち込 ん だ た め で あ る。 この よ う に、 ケー ス1で は国債 発 行 の増 加 に伴 う ク ラ ウデ

ィ ン グア ウ ト効 果 によ り民間 純投 資 が大 き く落 ち込 む に もか か わ らず 、 家 計 消 費

の増 加 によ りそ のマ イ ナ ス の効 果 は解 消 され 、 経済 活 動 水 準 は わ ず かで は あ るが

上 昇 す る。 これ に対 して 、 ケ ー ス2で は民 間純 投 資 へ の悪 影 響 は小 さい も の の 、

ケ ー ス1と は逆 に家 計消 費 が 減 少す る ので 、経 済 活 動 水準 は低 下 して しま う。

一 方
、家 計 部 門 をみ る と、家 計 消 費 は先 に み た よ う に減 少 す るが 、 家計 貯 蓄 が

0.01%増 加 す る の に加 えて 労働 供 給 が0.13%減 少 す るの で 、総 厚 生 水準 は0.07%
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上 昇 した 。 この結 果 を ケー ス1と 比較 す る と、 両 者 と もに総 厚 生 水準 は上 昇 す る

も のの 、 家 計 消 費 の 変化 の仕 方 が逆 で あ っ た ので 、 そ の レベル は ケー ス1の ほ う

が0.34%ポ イ ン トも高か った 。

さ らに 、家 計 へ の影 響 を詳 し くみ る た め に、 そ の経 済 効 果 を所 得 階級 別 にみ る

と、相 対 的 にみ た 厚 生 水準 は ケー ス1で はす べ て の階 層 にお い て 増 加 した の に対

して 、表6-4と 図6-7に よ る とケー ス2で は第10所 得 階 級 、第16所 得 階級 、第17

所 得 階 級 、第18所 得 階級 で は 、第17所 得 階 級 の0.03%を 最 低 と して 低 下 し、 そ

の他 の所 得 階級 で は第2所 得 階級 の0.68%を 最 高 と して 上 昇 し た。 この よ うに相

対 的 にみ た 厚 生水 準 の変 化 率 は 、そ の レベ ル が違 う た め に符 号 が ケー ス1と 逆 に

な って い る階 層 もあ る ものの 、 そ の所 得 階 級別 に み た傾 向 はケ ー ス1と ほ とん ど

同 じで あ っ た。 また 、家 計消 費 、労 働 供給 、家 計 貯 蓄 につ いて も 、そ の変 化 率 の

大 き さが 違 うた め に 、家 計 消 費 や家 計 貯 蓄 の よ うに一 部 の階 層 で は符 号 が ケ ー ス

1と 逆 にな っ て い る もの の、所 得 階 級 別 にみ た傾 向 はケ ー ス1と ほ とん ど変 わ ら

な い 。 これ は 、法 人税 減 税 を国 債発 行 や 消 費 税増 税 の どち らを財 源 と して 行 った

と して も、 最 終 的 に消 費者 物 価 に与 え る影 響 が 非 常 に似 通 っ て いた た め で あ る。

最後 に、 企 業 に与 え る影 響 を産業 別 に みて み よ う。表6-8に よ り生 産者 価 格 へ

の影 響 をみ る と、第4産 業 、第6産 業 、第11産 業 、第12産 業 、第13産 業 、第14

産 業 、 第16産 業 、 第18産 業 、第19産 業 、第23産 業(政 府 サ ー ビス)、 第24産

業(対 家 計 民 間非 営 利 サ ー ビス)で は低 下 し、そ の他 の産 業 で は 上昇 した 。 な か

で も第2産 業 と第7産 業 で は そ れぞ れ1.85%と0.86%と 大 き く上 昇 した 。これ は、

この2つ の産 業 にお け る資 本税 率が 高 い こ とを考 慮 す る と、 消 費税 率 の 引 き上 げ

に よ り純 生産 物 税 負 担 額 が増 加 した た め で あ る。 第23産 業 と第24産 業 で は資 本

税 を ほ と ん ど負 担 して いな い に もか か わ らず 生 産 者価 格 は低 下 して い るが 、 これ

は家 計 消 費 の減 少 によ る影 響 で あ る。 これ らの結 果 をケ ー ス1と 比較 す る と、 ケ

ー ス1で は おお むね ほ とん どの産 業 にお い て生 産 者 価格 は低 下 す るが 、 ケ ー ス2

で は純 生 産 物 税 率 が 上 が る た め に第2産 業 や第7産 業 の よ うに そ れ が大 き く上 昇

す る産 業 が み られ る 。次 に、表6-9に よ り産 出額 へ の影 響 をみ る と、 最 も増 加 率

が 大 き か った の は第2産 業 の7.54%、 続 いて 第7産 業 の0.49%で あ った 。これ は 、

これ らの産 業 にお いて 生産 者 価 格 が 上 昇 した た め に、 そ れ ぞ れ の純 輸 入 額 が 過 小

評 価 され た た め で あ る。 ま た 、最 も減 少 率 が 大 きか った の は第19産 業 で あ っ た
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が、 同 産業 の家 計 最 終 消 費額 は増 加 して い る の で 、 これ は他 産 業 か らの波 及 効 果

を通 じた もの と考 え られ る。 この 結果 をケ ー ス1と 比 較 す る と、 ケー ス1で は産

出額 が 増加 して い る産 業 が 多 い もの の、 民 間純 投 資 が 落 ち込 む こ と によ り製 造業

や建設 業 に大 きな 悪影 響 が生L"た 。 これ に対 して ケー ス2で は 、消 費 税 増税 によ

り多 く の産 業 にお い て産 出額 は減 少 す るが 、 な か で も食 料 品や 繊 維 製 品 、 サ ー ビ

ス業 にお い てそ の減 少 率 は大 きか った 。

6-4-2.動 学 的経 済 効 果

(1)国 債 発 行 によ る法 人税 減 税

続 い て、2期 目以 降 の経 済 効 果 を考 察 す る。 まず 、 ケ ー ス1か らみ て い こう 。

表6-2に よ りマ ク ロ的 な経 済 効 果 をみ る と、 資本 税 収 は2期 目か ら5期 目 に か け

てお よ そ2.3%台 で 減 少 し、これ に伴 い国債 発 行 額 は 増 加 す るが 、そ の大 き さ は2

期 目の15.49%か ら5期 目 の18.58%へ と次 第 に大 き くな る 。そ して 、 この5期 間

を通 じた追 加 的な 国 債 発行 残 高 は4兆7,252億 円で あ っ た 。 この よ う に国債 発行

額 の増 加 率 は次 第 に大 き くな るが 、 民 間純 投 資 の減 少 率 は2期 目の2.53%か ら5

期 目 の2.31%へ と次 第 に小 さ くな る 。

税 抜 き資 本財 価 格 は3期 目の1.67%を 最 低 と し、4期 目の1!ア7%を 最 高 と して

上 昇 した。税 抜 き労 働 財価 格 は5期 目の0.13%を 最 低 と し、2期 目0.15%を 最 高

として 上 昇 した 。これ を受 けて 、消 費者 物 価指 数 は4期 目の0.04%を 最 低 と し、3

期 目の0.07%を 最 高 として 低 下 した 。 この よ う に5期 間 を通 じた 要 素財 価 格 と消

費 者 物 価 指 数 の 変 化 率 はそ れ ぞ れ 小 さ か った の で 、 家 計 最 終 消 費 額 の増 加 率 も

0.31%～0.32%の 範 囲で安 定 して いた 。 こう して 、 国 内純 生産 額 は全期 間 を通 じ

て増加 す る ものの 、 最大 で も5期 目の0.02%(629億 円)と そ の増 加 率 は非 常 に小

さ い も ので あ った 。 この よ うな 国債 発 行 を財源 とす る減 税 政 策 に は、 長 期 的 にそ

れ を賄 うだ け の経 済 成長 が 期 待 され る 。 しか し、 シ ミュ レー シ ョ ン結 果 か らは、

そ う した経 済活 動 水 準 の上 昇 は ほ とん ど期 待 で きな い 。

で は 、厚 生 水準 を 引 き上 げる こ とはで き る ので あ ろ うか 。厚 生水 準 は1期 目で

は0.41%上 昇 した が 、2期 目以 降 で も0.41%～0.42%と そ の上 昇 率 は ほ とん ど変

わ らな か っ た。 また 、表6-4に よ り所 得 階 級別 にみ た相 対 的厚 生 水 準 の 変化 をみ

て も、 そ の傾 向 は1期 目のそ れ と非 常 に似 通 って い た 。
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この よ う に、 ケ ー ス1で は法 人税 減 税 を国債 発 行 とい う いわ ば借 金 で行 う こ と

に よ り、経 済 活 動 水 準 と厚 生 水準 を同時 に引 き上 げ る ことは 可 能 で あ る 。た だ し、

国債 発 行 に伴 う ク ラ ウデ ィ ン グ ア ウ ト効 果 に よ りそ の分 だ け 民 間純 投 資 が 落 ち込

む の で 、 経 済活 動 水 準 の上 昇 率 は非常 に小 さ い。 また 、 こ う した経 済 効 果 を長 期

的 に み て も、経 済 活 動 水 準 と厚 生水 準 の上 昇 率 が大 き くな る ことは な い 。ゆ え に 、

少 な く と も この5期 間 で は法 人 税 減税 に係 った お よ そ4.7兆 円 とい う規 模 の借 金

を返 済 す る こ とは 不 可 能 とい え よ う。

(2)減 税 財 源 の違 い

次 にケ ー ス2で あ る が 、表6-2に よ る と、 資本 税 収 は2.7%台 で減 少 し、 これ

に伴 い 純 生 産物 税 収 は15%台 で 増加 した。 純 生 産 物税 収 の増 加 率 が2期 目か ら5

期 目 にか けて0.1%大 き くな る ので 、 そ の分 だ け総税 収額 が増 加 し、 国債 発 行 額

が1期 目で は増 加 した の に対 して 、2期 目以 降 で は4期 目 の0.17%を 最 低 と し、5

期 目の0.36%を 最 高 と して減 少 した 。

税 抜 き資 本財 価 格 は2期 目の1.23%を 最 低 と し、4期 目の1.34%を 最 高 と して

上 昇 した 。税 抜 き 労 働 財 価 格 は0.38%～0.39%の 範 囲で 低 下 した。 これ を 受 け

て 、消 費者 物 価 指 数 は2期 目で はo.oa%、 そ の他 の 期 間で は0.01%低 下 した 。

この よ うに ケー ス2で も要 素財 価 格 と消 費者 物価 指 数 の変 化 率 はそ れ ぞ れ 小 さか

っ た の で 、 家 計 最 終 消 費額 の減 少 率 も0.12%～0.13%の 範 囲 で安 定 して い た 。

民 間純 投 資額 は 、 国債 発 行 額 の減 少 に対 応 して 、0.04%～0.07%の 範 囲で 増 加 し

た 。こ う して 、国 内純 生 産 額 は 全期 間 を通 じて減 少 す る もの の 、そ の大 き さは1is

%～0.09%と 小 さ か っ た。

一 方 、 厚 生水 準 に与 え る影 響 で は 、5期 間 を通 じて0.07%の 上昇 で あ っ た。 ま

た 、 表6.4に よ る と、所 得 階級 別 に み た相 対 的 厚 生 水準 の変 化 率 の傾 向 も、1期

目 のそ れ と ほ とん ど変 わ らなか った 。

この よ うな消 費税 増 税 を財 源 とす る減 税 政 策 で は、多 少 の経 済 活 動 水 準 へ の悪

影 響 はや む を得 な いが 、そ の 大 き さ は全 期 間 を通 じて 小 さ い も ので あ っ た 。ま た 、

ケー ス1の よ う に 国債 発 行 とい うか た ちで の多額 の借 金 を抱 え る こ と もな い 。 さ

らに は 、 ケー ス1と 比 べ る と レベ ル は小 さ い もの の 、厚 生 水 準 を改 善 す る こ と も

可能 で あ る。

こ う した ケー ス1と ケー ス2の シ ミュ レー シ ョ ン結 果 をそ れ ぞ れ 比 較 す る と次
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の点 を指 摘 す る こ とが で き る。第1に 、前 者 で は 経済 活動 水 準 と厚 生 水 準 を同 時

に改 善す る ことが で き るが 、後 者 で は厚 生 水準 を 改善 す る こ とはで き る もの の 、

経 済 活 動 水 準 は低 下 して しま う。第2に 、前 者 で は資本税 減税 分 だ け 国債 発 行 を

行 うた め に、 この5期 間 だ けで みて も追 加 的 に お よそ4.7兆 円 とい う規 模 の借 金

を抱 え る こ とにな るが 、 後 者 で は これ まで の国債 残 高 を返 済 す る こ とが可 能 で あ

る 。第3に 、所 得 階 級 別 にみ た相 対 的 厚 生水 準 は両 者 とも に 、資本 所 得 構 成 比 が

高 い低 所得 者 層 にお い て大 き く上 昇 す る の で 、所 得 分 配 を 改 善す る ことが で き る 。

た だ し、年 間収 入 が100万 円未満 の最 も低 所得 者 層で は資 本 所 得 が 少 な い ため に

そ の効 果 は 小 さ い。

6-5.む す び

本 章 で は、1998年 度 と1999年 度 にか けて の 法 人税 制 改正 の効 果 を次 の2つ の

ア プ ロ ー チ によ り検 証 した。一 つ は 、実効 税 率 の国 際 比較 を行 った 。同 時 に、「大

蔵 省 型 実 効 税 率 」の 問 題 点 を 挙 げ 、企 業 の真 の税 負 担 を比 較 で き る指 標 と して 「税

額 調 整 後 実 効税 率 」 も提 示 した 。他 の 一 つ に は 、動 学 的CGEモ デ ル を用 いた シ

ミュ レー シ ョ ン分 析 に よ り、法 人税 減税 とい う政 策 に対 す る経 済 学 的 な側 面 か ら

の 評価 を試 み た 。そ の評 価 に 当た って は 、経 済 活 動 水準 、厚 生 水準 、所 得 階級 別

にみ た 相 対 的厚 生 水 準 、財 政 赤 字 とい う基 準 を用 い る こ とに した 。

まず 、 実効 税 率 の国 際 比較 を通 して 次 の2点 が 明 らか とな った 。第1に 、 わ が

国 にお け る1999年 度 の実 効 税 率 は 「大 蔵 省 型 実効 税 率 」 で 評価 す る と40.87%で

あ り、 ア メ リカ と同 水準 で あ る が 、加 算税 や税 額 控 除 を考 慮 した 「税 額 調 整後 実

効 税 率 」 で は44.07%で あ り、 まだ3.32%ポ イ ン ト高 い。 この よ うに 、大 蔵 省 で

は実 効 税 率 の国 際 比 較 と して 「大 蔵 省 型 実 効税 率 」 を用 いて い るた め に 、そ の効

果 を過 大 評 価 して しま っ て い る。第2に 、 実効 税 率 を国税 と地 方税 に分 け て み る

と、 わ が 国 の実 効 税 率 が 高 い原 因 は お もに地 方税 の重 さ に あ る。 そ こで 、今 後 わ

が 国 の 実 効税 率 を真 の グ ロー バ ル ス タ ンダ ー ドに合 わ せ る た め には 、 特 に地方 税

の減 税 が 必 要 とな ろ う。 なお 、そ れ に伴 う地 方 税 収 の不足 分 は 、地 方 消 費 税 率 の

引 き 上 げ によ り賄 う こ とが考 え られ る。

次 に 、1ggg年 度 法 人税 制 改 正 に お け る法 人 税 率 の 引 き 下 げ の シ ミ ュ レー シ ョ
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ン分 析 に よ り、次 の点 が 明 らか とな っ た。第1に 、経 済 活 動 水 準 で み る と、 法 人

税 減 税 の財 源 と して は 国 債 発行 の ほ うが 望 ま しい。 これ は、 国 内純 生産 額 が ケ ー

ス1で は増 加 す るが 、 ケ ー ス2で は減 少 す る た めで あ る。第2に 、 厚 生水 準 と い

う側 面 で は両 者 と もに改 善 す る もの の 、ケ ー ス1の ほ うが ケー ス2に 比 べ て そ の

レベ ル がお よそ0.34%ポ イ ン ト高 か っ た。 第3に 、所 得 階 級別 にみ た相 対 的厚 生

水 準 は 、年 間収 入 が100万 円未 満 の最 も低 所 得 な部 分 を除 く低 所得 者 層(年 間 収

入250万 円 未 満)に お い て 、中 ・高所 得 者 層 に比べ て 相 対 的 にみ て大 き く上 昇 し

て お り、両 者 と も にほ とん ど同 じ傾 向 を示 した。 ゆ え に、両 者 と もに所 得 階級 別

に み た相 対 的厚 生水 準 の 不 平等 を改 善 す る こ とは可能 で あ る 。第4に 、 国債 残 高

を み る と、 ケ ー ス1で は 資本 税 減税 分 だ け国 債 発行 を行 うため に、 この5期 間 だ

けで み て も追 加 的 にお よ そ4.7兆 円 と い う規 模 の借 金 を抱 え る こ とに な る が 、後

者 で は これ ま で の 国債 残 高 を返 済 す る ことが可 能 で あ る 。

これ らの 考 察 に よ り、 国 債 発 行 を財 源 とす る法 人 税 率 の 引 き下 げ とい う1ggg

年 度 法 人税 制 改 革 は 、経 済活 動 水 準 と厚 生水 準 を引 き 上 げ る とい う意 味 で プ ラス

の効 果 を持 って いた が 、 そ れ は 同時 に国 の借 金 の増加 に支 え られ て いた も の で あ

り、財 政再 建 と い う側 面 か らす る とマ イ ナ ス の効 果 も持 っ て い る こ とが 明 らか と

な っ た 。 した が って 、法 人税 率 を引 き下 げ る だ けで な く、 それ に伴 い企 業 の真 の

活 力 を回復 で き る よ うな 制度 改 革 が 同 時 に行 わ れ るか ど うか が重 要 なポ イ ン トと

な ろ う。 具 体 的 に は、企 業 の財 務 諸 表 を真 の グ ロー バ ル ス タ ンダー ドに合 わ せ る

こ と に よ り、 企 業 の国 際 的 な評 価 を回復 させ る ことで あ る。 この立 場 か らす る な

らば 、 厚 生 年 金 の積 立不 足 な どは早急 に解 消 させ るべ き で あ る 。 ま た 、 ア メ リカ

の よ うな 中 小 企 業 へ の幅 の広 い軽 減税 率 の適 用 も、 ベ ンチ ャー企 業 の育 成 とい う

面 で は不 可 欠 で あろ う。
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補論:「 税額調整前実効税率」 と 「税額調整後実効 税率」の計算方法

税額轣 前黝 解 一一難 鞴一

税額R/p」後黝 税奪 一

く 日本 〉

*算 出税 額 項 目

国税:「 法 人税 」

地方 税:「 事 業税 」、 「都道府県 民税(法 人税割)」、 「市町村民税(法 人税割 ・均等割)」

*加 算 税 項 目

国税:「 土地 譲 渡 益 課 税 」、 「同 族 会社 に対 す る留 保 金 課 税 」、 「過 少 申告 及 び

無 申告 加 算税 」

地 方 税:「 事 業税 の超 過 課税 及 び過 年 度 分 」、 「都道府県民税(法 人税割)の 超過

課税及び過年度分 」、「市町村民税(法 人税割 ・均等割)の 超過課税及び過年度分 」

*税 額 控 除 項 目

国税:「 投資 等税 額 控 除」、 「外 国税 額 控 除」

*デ ー タ 出所一 覧
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項 目 統計 資料 名 および表名 利 用 したデ ー タ名

法人税額 『税 務 統 計 か らみ た 法 人 企 業 の 実 態 』(大 蔵

省)、 「第1表 総 括 表 亅

算出税額

課税 所得 1! 調査 所得 金額(利 益)

軽減税 率適用分 u 軽減税率

土 地譲 渡益課税 〃 土地譲渡税額

同族会 社 に対する
留保 金課税

i! 留保 税額

法 人税 の加算 税 『国 税 庁 統 計 年 報 書 』(国 税 庁)、4。 法 人 税

4-1.課 税 状 況(4)加 算 税 の 状 況

無 申 告 加 算 税 、過 少 申 告 加

算 税

事 業 税 額 お よび 軽

減 税 率 適 用 分 、超

過 課 税 、過 年 度 分

『地 方 税 に 関 す る参 考 係 数 資 料 』(自 治 省)、

「地 方 税 の税 目 別 収 入 の推 移 」、「超 過 課 税 の

状 況 亅

事 業 税 額 、事 業 税 軽 減 税 率

適 用 分 、事 業 税 超 過 課 税 額

『都 道府 県民税の課 税状 況等 に関す る調』(自治 省) 事 業 税(過 年 度 分)

都道 府 県 民税 額(法 人

税 割)お よ び 超 過 課

税、過 年 度分

〃 都道府 県 民税額 、都 道府 県
民税超 過 課税 額

u 都道府 県 民税(過 年 度 分)

市 町 村 民 税 額(法

人 税 割 ・均 等 割)

超 過 課 税 、過 年 度

分

〃 市町 村 民税額 、市 町村 民税

超過 課税 額
n 市 町 村 民 税(過 年 度 分)

投資等 税額控 除 『税 務 統 計 か ら み た 法 入 企 業 の 実 態 』(大 蔵

省)、 「第1表 総 括 表 」

法 人 税 額 一所 得 税 額 一外 国

税 額

外 国税 額 控除 !! 外 国税額



〈 ア メ リ カ 〉

*加 算 税 項 目

国 税:「Personalholdingcompanytax」 、 「Recaptureofinvestmenttax」 、 「Recomputing

prior-yearworkincentive」 、 「EnvironmentalTax」 、 「Additionaltaxfortaxpreference

」、 「Alternativeminimumtax」

地 方 税:「AltemativeMinimumTax」 、 「Built-ingainsTax/ExcessNetPassivelncomeTax

andOtherAdjustments

*税 額 控 除 項 目

国 税:「Generalbusinesscredits(Alcoholfuelscredit,Creditforcontributionstocertain

communitydevelopmentcorporations,Creditsforemployersocialsecurityand

Medicaretaxespaidoncertainemployeetips,Disabledaccesscredit,Employeestoke

ownershipcredit,Enhancedoilrecoverycredit,Enpowetmentzoneemploymentcredit,

Indianemploymentcredit,Investmentcredit,Jobscredit,Lowincomehousingcredit,

Renewableelectricityproductioncredit,Researchactivitiescredit,Workincentive

credit)J.Orphandrugcredit).Prioryearminimumtaxcredit)

地 方 税:「TaxCredit」

*デ ー タ 出 所 一 覧
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項 目 統計 資料名 利 用 したデ ー タ名

算 出 税 額

(FederalTax)

'StatisticsoflncomeCorporation/ncome

TaxReturns'(IRSノ,Table.4Ba玉anceSheetand

Regulartax

IncomeState皿ents

課 税所得 〃 Incomesubjecttotax

軽 減 税 率 適 用 分

(FederalTax)

11 TotalIncometax-regular

tax‐Totaltaxcredits

加 算 税 項 目

(FederalTax)

〃 同表 にそれぞれ掲載

税 額 控 除 項 目

(FederalTax)

" 同表 にそれぞれ掲載

算 出 税 額

(LocalTax)

CaliforniaTaxBoardAnnualReport"

(Ca/iforniaFranchiseTaxBoarsリ,Table.4Bank

andCorporationTax

Tax

加 算 税 項 目

(LocalTax)

li AlternativeMinimumTaxi

+fBuilt-ingains

Tax/ExcessNetPassive

IncomeTaxandOther

AdjustmentsJ

税 額 控 除 項 目

(LocalTax)

n TaxCredits



項 目 統計 資料 名 利 用 したデ ー タ名

算出税 額
■InlandRevenu

eStatistics写(H〃50ノ,

Table11.3CorporationtaxNu皿ber,inco皿e,allowance,

taxliabilityanddeductions

Ratesatwhichprofitscharged:

Mainrate

課税所 得 1J Totalchargeableprofits

軽減税 率適用分 n Ratesatwhichprofitscharged:

Marginalsmallcompanyrate,

Smallcompanyrate

税 額 控 除 項 目 Jl Otherrelieves

〈 イ ギ リ ス 〉

*税 額 控 除 項 目

国 税:投 資 税 額 控 除 な ど

*デ ー タ 出 所 一 覧

〈 ド イ ツ 〉

*算 出 税 項 目

国 税:「Korperschaftseteuer」 、 地 方 税:「Gewerbesteuer」

*税 額 控 除 項 目

国 税:「tarifermabigungfurEinkunfteausBerlin」 ・ 「ErmabigungnachJ

*デ ー タ 出 所 一 覧
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項 目 統計 資料名 利 用 した デ ー タ名

算 出税額 'FinanzenandSteuern;Reihe7
.2 「Koperschaftseteuer」 ÷

(FederalTax) Koperschaftseteuer'(Statistisches 「Anderrungder

Bundesamt) Koperschaftseteuer(+)」 一

「Anderrungder

Koperschaftseteuer(‐)」

課税所得 1! 「zuversteuendes

Einkommen」+

rGenerbesteuer」

軽 減税 率 および税 tarifermabigungfur

額控 除 EinkunfteausBerlin,

(FederalTax) Ermabigungnach

加 算 税 項 目 〃 同 表rInCOmet3X,tOta王 」一

(FederalTax) Regulartaxi

算 出税額 〃 Generbesteuer

(LocalTax)



表6-1「 税 額 調 整 前 実 効 税 率 」 お よ び 「 税 額 調 整 後 実 効 税 率 」 の 推 移

(a)日 本 単 位(%)

調1・ に よ

年 度(A)(B)(C)e(A)一(B)

国 菴 十t国t累 国 十t国 茎 国 十 暈 国 毒

198049.9434.42t5.5349.1233.5915.53-0.82-0.82111

1981150.17134.84115.34149.18133.84115.341-0.991-0.9910.00

1982151.51135.75115.77150.26134.50115.771-1.251-1.2510.00

198351.3235.8215.5150.2834.7715.51-1.05-1.050.00

198452.6336.8415.7951.0735.2815.79-1.56-1.560.00

198553.3737.4915.8852.7136.8215.88-0.67-o.670.00

198652.7137.0215.7052.2936.5915.70-0.42-0.420.00

198753.1237.1216.0052.76.36.7616.00-0.36-o.360.00

t98852,8736.5516.3252.4936.1716.32-0.38-0.380.00

198952.4236.3616.0651.9935.9316.06-0.43-o.430.00

i99050.OO34。6415.3649。2833.9215.36-0.72-0.720.00

199148.0732.8215.2546.8731.6215.25-1.20-1.200.00

1992147.19132.18115.00145.94130.94115.001-1.251-1.2510.00

1993147.52132.22115.30146.51131.21115.301-1.011-1.0110.00

1994147.74132.36115.38147.00131.62115.381-0.741-0.7410.00

199548.2232.5615.8647.5331.8715.66-0,69'-0.690.00

1996149.85133.36116.49149.25132.77116.491-0.601-0.6010.00

1997-一 一 一 一 一 一'一 一

19981-1-1-1-1-1-1-1-1-

bア メ リ 単 位(%)

1・ に

年 度A)BC)=A)一(B)

十 国 国 十t国 十

198045.2139.8515.38139.16133.8115.351-8.051-8.041-0.01

1981145.03139.2815.75137.20131.4615.741-7.831-7.821-0.01

198245.5138.656.8737.0230.236.79・-8,49-8.42-0.08

198344.9838.856」236.8430.776.07-8.14-8.08-0.06

198444.8938.736.1637.173t.086.09-7.72-7.64-0.07

198545.0938.266.8337.4930.806.69-7,60-7.46-0.14

198643.5336.736.8039.1232,386.74-4.41-4.35-0。07

1987141.23134.4216.81138.74132.0216.721-2.491-2.401-0.09

1988136.80131.1915,60135.39129.7015.691-1.411-1.5010.09

1989137.64131.0416.60136.25129.8216.431-1.381-1.211-0.17

199036.7530.616.1435.6429.695.96-1.10-0.92-0.18

1991137.34131.2216.12136.03130.1515.881-1.311-1.071-0.23

199237.4831.296.1936.0530.175.88-1.43-1.t2-O。31

199338.1532.i65.9936.3230.675.65-1.82-1.49-0.34

199437.8932,055.8335.8930.515.37-2.00-1.54-o.46

19951-132.451-1-130.961-1-1-1.501-

1996-32.66--31.24-一 一1.42-

1ss71-1-1-1-1-1-1-1-1-

19981-1-1-1-1- _____1__一__1-1-1一



表6-1(続 き)「 税 額 調 整 前 実 効 税 率 」 お よ び 「 税 額 調 整 後 実 効 税 率 」 の 推 移

(c)イ ギ リ ス'単 位(%)

1・ ・ に よ

年 度(A)(B)(C)=(A)一(B)

国 孝 十t孝 国 零 零 国 零 十t国t国 十 菴 国 毒

1980-一 × ・ 一 一 × 一 一 ×

1981-一 × 一 一 × 一 一 、 ×

1982151.42151.421xI-1-IxI-1-x

198350.6750.87× 一 一 × 一 一 ×

198446.5646.56× 一 一.× 一 一 ×

1985141.44141.441xI-1-IxI-1-Ix

1986136.47136.471xI-1-IxI-1-IX

198735.1135.1tx-一 × 一 一 ×

198834,2634.26×34.1434.14×-0.12-0.12×

198934.3334.33×33.9433.94×-0.40-0.40×

199033.4633.46×33.0333.03×-0.43-0.43×

199i32.3832.38×32。0332.03×-o.35,-0.3う ×

t99232.1632.16×31。4831.48×-0,68-0.68×

199332.1132.11×31.9231.92×-0.19-o.19×

t99432.1432.14×31.8231.82×-o.33-0.33×

199532,0732.07×31.7131.71×-0.35-0.35×

1996-一 × 一 一 × 一 一 ×

1997-一 × 一 一x冖 一 ×

1998』 一 一 × 一 一 × 一 一 ×

(d)ド イ ツ 単 位(%)

1・ に

年 度(A)(BC)=A)-B)
ま

198055.1035.67t9.4354.45'35.0219.43-o.65-0.650.00

19811-1-1-1-1-1-1-1-1-

1982-一 一 一 冖 一 一 一 一

t98354.3839.0115.3753.5538.1815.37-0.83-0,830.00

19841-1-1-1-1-1-1-i-1-

1985-一 一 一 一 一 一 一 一

198652.8738.0814.7852.0237.2414.78-0.85-0.850.00

t987-一 一 一 一 一 一 一 一

1988-一 一 一 一 一 冖 一 冖

t98954.4334.3820.0453.6833。6420.04-0.74-0。740.00

1990-一 一 一 一 一 一 一 一

19911-1-1-1-1-1-1-1-1-

199248.9833.0315.9548.5232.5715.95-0.46-0.460.00

1993-一 一 一 一 一 一 一 一一

19s41-1-1-1-1-1-1-1-1-

1995-一 一 一 一 一 一 一 一

1996-一 一 一 一 一 一 一 冖

1997-一 一 一 一 一 一 一 一

1998'一 一 一 一 一 一 一 一 一



1期 目 2期 目 3期 目 4期 目 5期 目

総税収の変化*
一〇

.80
一〇

.s2
一〇

.82
一〇

.82 一〇.81

労働 税*
一〇.05 一〇。06 一〇

.05
一〇

.05
一〇

.04

資本 税*
一2 .32 一2 .33 一2 .32 一2 .32 一2

.30

純生産物税* 0.20 0.20 0.21 ozo 0.21

輸 入税* 0.00 o.00 0.00 0.00 o.00

個人直接税* α00 o.00 α00 o.00 o.00

所 得税* ozs 0.24 0.22 0.23 0.22

国債発行の変化* 13.68 15.49 16.53 17.59 18.58

総厚生変化 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42

労働供給の変化 一〇
.14

一〇
.15

一〇
.15

一〇
.15

一〇
.15

家計最終消費の変化* 0.30 0.31 0.32 0.31 0.32

家計貯蓄の変化 0.55 0.52 0.50 0.53 0.51

民間純投資の変化*
一2

.36
一2

.53
一2

,48
一2

.38 一2
.31

国内純生産の変化(実 質)* 0.01 o.00 0.01 o.00 0.02

税抜き資本財価格の変化 1.79 1.71 1.67 1.77 1.69

税抜き労働財価格の変化 0.17 0.15 0.14 0.14 0.13

消費者物価指数の変化 一〇
.01

一〇.05 一〇
.c)7

一〇.04 一〇.06

資本供給量の変化* o.00 0.02 0.03 0.04 0.06

1期 目 2期 目 3期 目 4期 目 5期 目

総税収の変化* o.00 0.01 0.01 0.01 0.01

労働税*
一〇.59 一〇.57 一〇.58 一〇

.58
一〇.57

資本税*
一2 .74 一2 .72 一2 .73 一2 .74 一2 .73

純生産物税* 15.49 15.53 15.56 15.58 15.62

輸入税* 0。00 α00 0.00 0.00 0.00

個人直接税* 0つ0 o.00 o.00 0.00 111

所得税*
一〇

.55
一〇

.53
一〇

.53
一〇

.52 一〇.52

国債発行の変化* 0.07 一〇
.26

一〇
.18

一〇
.17

一〇
.36

総厚生変化 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

労働供給の変化 一〇
.13

一〇
.12

一〇
.13

一〇
.13

一〇
.13

家計最終消費の変化* 一〇
.13

一〇
.12

一〇
.12

一〇
.13

一〇
.12

家計貯蓄の変化 0.01 0」)0 0.00 0.02 0.01

民間純投資の変化*
一〇

.00 0.05 0.04 0.06 0.07

国内純 生産 の変化(実 質)*
一〇つ9 一〇.08 一〇.08 一〇.09 一〇

.08

税抜き資本財価格の変化 1.30 1.23 1.26 1.34 1.27

税抜き労慟財価格の変化 一〇.40 一〇.39 一〇.39 一〇.39 一〇.38

消費者物価指数の変化 一〇
.01

一〇.02
一〇

.07 0.01 一〇
.01

資本供給量の変化* o.000 o.000 o.000 0.000 0.001

表6-2マ ク ロ 的 に み た 経 済 効 果(変 化 率)

(ケース1)単 位:96

(ケース2)単 位:96
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1期 目 2期 目 3期 目 4期 目 5期 目

総税 収 の変化*
一907 .5 一932 .9 一941

.6
一949 .3 .,;

労働税*
一9

.9
一11

.5
一10

.1
一11

.3 1

資本税*
一1

,007.0
一1

,019.5
一1

,024.5
一1

,032.3
一1

,034.1

純生産物 税* 18.9 19.5 20.1 19.5 20.7

輸入税* o.o o.o o.o o.o o.o

個 人直 接税* o.o o.o 0.0 0.0 0.0

所 得税* 90.3 78.7 72.8 74.9 73.2

国債発 行の変化* 907.7 963.9 960.9 953.9 ..

総厚生変化 338.5 342.0 344.7 346.3 ,;.

労働供給の変化 一307 .6 一309 .6 一312
.5

一325
.2

一321
.3

家計最終消費の変化* 729.6 775.0 800.7 769.4 810.5

家計貯蓄の変化 200.8 190.2 186.1 195.8 191.2

民間純投資の変化* 一707 .0 一773
.7

一774
.8

一758
.0 一747 .6

国内純 生産の 変化(実 質)* 22.6 1.3 25.9 11.3 62.9

税抜き資本財価格の変化 0.0179 0.0167 0.0160 0.0166 0.0156

税抜き労働財価格の変化 0.0017 0.0015 0.0014 0.0014 0.0014

消費者物価指数の変化 一〇.000i 一〇.0005 一〇.0007 1111 一〇.0007

資本供給量の変化* o.o 9.4 18.3 27.0 36.2

一
1期 目 2期 目 3期 目 4期 目 5期 目

総税 収の 変化* 0.1 15.8 10.3 9.6 17。2

労働税*
一120

.0
一117

.6
一120

.1
一123

.0 一121
.8

資本税*
一1

,189.0
一1

,194.5
一1

,207.0
一1

,219.6
一1

,226.4

純生産物 税* 1,483.1 1,498.5 1,512.0 1,524.9 1,539.4

輸入税* o.o o.o o.o o.o o.o

個 人直接税* o.o 0.0 o.o o.o o.o

所得税*
一174

.3
一170

.6
一174

.5
一172

.5
一173

.9

国債発行 の変化* 4.6 一16
.2

一10
.3

一9
.5

一18
.3

総厚生変化 56.4 57.0 57.2 57.0 57.7

労働供給の変化 一277
.0

一265
.4

一270
.3

一276
.5

一268
.3

家計最終消費の変化* 一316
.4

一286
.5

一303
.1

一338
.0

一309
.0

家計貯蓄の変化 3.1 0.5 1.7 9.1 4.0

民間純投資の 変化*
一1

.5 16.6 12.0 18.61 22.3

国内純生産 の変化(実 質)*
一317

.9
一269 .8 一291

.1
一319

.4
一286

.7

税抜き資本財価格の変化 0.0130 0.0120 0.0121 0.0126 0,0117

税抜き労働財価格の変化 一〇.0040 一〇.0039 一〇
,0040 111/ 一〇

.0040

消費者物価指数の変化 一〇.0001 一〇.0002 一〇.0001 0.0001 一〇.0007

資本供給量の変化* o.o 0.1 0.2 0.2 0.7

表6-3マ ク ロ 的 に み た 経 済 効 果(変 化 幅)

(ケ ースi)

(ケース2)

注)*が 付 い て い る 項 目 の 単 位 は10億 円 で あ る 。
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年間収入 厚生水準の変化率分類
(万 円) i期 目 2期 目 3期 目 4期 目 5期 目

1 一99 0.43 0.45 0.47 0.47 0.47

2 100-149 1.02 1.02 1.02 1.05 1.04

3 150-199 0.97 0.97 0.97 1.00 0.99

4 200-249 0.85 0.85 0.85 0.87 0.86

5 250-299 1 0.58 0.58 0.59 0.59

6 300-349 0.63 0.63 0.63 0.64 0.64

7 350-399 0.50 0.50 0.50 0.51 0.51

8 1"II 0.59 0.59 0.59 1・1 o.so

9 450-499 0.37 0.37 1' 0.37 0.38

10 500-549 0.32 0.32 0.33 0.32 0.33

11 550-599 0.43 0.44 II 0.44 'II

12 600-649 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39

13 650-699 0.49 0.49 1 1 0.49

14 700-749 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

15 750-799 0.57 0.57 0.57 0.58 0.58

16 800-899 0:31 0.31 0.32 0.31 0.32

17 900-999 0.30 0.30 0.31 0.30 0.30

18 1000一 0.33 0.34 0.34 0.33 0.34

年間収入 厚生水準の変化率
分類

(万 円) 1期 目 2期 目 3期 目 4期 目 5期 目

1 .. 0.29 0.29 o.2s o.2s 0.29

2 100-149 0.68 0.66 0.67 0.70 0.68

3 150-199 0.61 0.59 0.60 0.62 0.60

4 200-249 0.47 0.45 0.46 0.48 0.46

5 250-299 0.23 0.23 0.23 0.24 0.23

6 300-349 0.26 0.25 0.25 0.26 0.26

7 350-399 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15

8 400-449 0.23 0.22 0.23 0.23 0.23

9 450-499 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

10 500-549 一〇
.01 111 一〇.01 一〇

.01
一〇

.01

11 550-599 0.09 o.os 11' 0.09 0.09

12 600-649 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

13 650-699 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13

14 700-749 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

15 750-799 0.21 0.20 0.20 o.2y 0.20

16 :1!:.・
一〇

.02
一〇

.02
一〇

.02
一〇

.03 一〇.02

17 900-999 一〇.03
一〇

.03 一〇.03 一〇.04 一〇.03

18 1000一
一〇

.01
一〇

.01 一〇.01 一〇.02 一〇
.01

表6-4所 得 階 級 別 に み た 相 対 的 厚 生 水 準 の 変 化 率

(ケース1)'単 位:96

(ケース2)、 単位:96
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(ケ ースi)単 位:96

分類 年間収入 家計消費の変化率
(万 円) 1期 目 2期 目 3期 目 4期 目 5期 目

1 一99 0.18 0.21 0.23 0.22 0.23

2 100-149 0.69 0.70 0.71 0.73 0.73

3 150-199 0.64 0.65 0.66 0.67 0.67

4 200-249 0.56 0.57 0.57 1 0.58

5 250-299 0.46 0.47 0.47 0.47 0.48

6 300-349 0.48 0.49 0.49 0.49 0.50

7 350-399 0.35 0.37 0.37 0.36 0.38

8 400-449 0.43 'II 0.45 0.44 0.45

9 450-499 0.30 0.31 0.32 0.30 0.32

10 500-549 0.21 0.23 0.23 0.21 0.23

11 550-599 0.32 0.34 0.34 0.33 0.34

12 600-649 0.25 0.27 0.28 0.26 0.28

13 650-699 0.34 0.35 0.36 0.35 0.36

14 700-749 0.27 0.29 0.30 o.2s 0.29

15 750-799 0.45 1 0.47 0.46 0.47

16 :11:・ ・ 0.21 oz2 0.23 0.21 0.23

17 900-999 0.19 0.21 oz2 0.20 0.21

1.8 1000一 oz2 0.23 0.24 0.22 0.24

分類 年間収入 家計消費の変化率
(万 円) 1期 目 2期 目 3期 自 4期 目 5期 目

1 .. 0.10 0.11 0.11 0.09 0.11

2 100-149 0.45 0.43 II 0.45 0.44

3 150-199 0.36 0.35 o.ss 0.37 0.36

4 200-249 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

5 250-299 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

6 300-349 0.06 0.07 0.06 !1・ 0.06

7 350-399 11・
一〇

.05 一〇.05 一〇.06 一〇.05

8 400-449 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03

9 450-499 一〇
.15

一〇
.13

一〇
.14

一〇
.15

一〇
.14

yo 500-549 一〇.25 一〇.23 一〇
.24

‐o
.2s

一〇
.24

11 550-599 一〇
.13

一〇
.11

一〇
.12

一〇
.13

一〇
.12

12 600-649 一〇
.20

一〇
.19

一〇
.19

一〇.21 一〇
.19

13 650-699 一〇」0 一〇
.09 一〇

.10
一〇

.yy
一〇.10

14 700-749 一〇」8 一〇
.17

一〇.18 一〇
.19

一〇
.18

15 750-799 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

16 800-899 一〇.26 一〇.24 一〇
.25

一〇
.27

一〇
.25

17 900-999 一〇
。28

一〇
.26

一〇
.27

一〇
.29

一〇
.27

18 1000一 1 一〇
.26

一〇
.27 1 一〇

.27

表6-5所 得 階 級 別 にみ た 家 計 消 費 の 変 化 率

(ケース2)単 位:%
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年間収入 労働供給の変化率
分類

(万 円) 1期 目 2期 目 3期 目 4期 目 5期 目

1 .. 一〇
.15

一〇
.18

一〇
.19

一〇
.18 一〇.20

2 100-149 一〇
.59

一〇
.60 一〇.s2 一〇.64 一〇.64

3 150-199 一〇.54 一〇.55 一〇.56 一〇.58 一〇
.58

4 200-249 一〇.45 一〇.45 一〇.46 一〇
.48

一〇
.47

5 250-299 一〇.34 一〇.34 一〇
.35

一〇
.36 一〇.36

6 300-349 一〇
.36

一〇
.36

一〇
.36 一〇.37 一〇.37

7 350-399 一〇
.24 一〇.24 一〇.25 一〇.2s 一〇.25

8 400-449 一〇.32 一〇.32 一〇.32 一〇
.33

一〇
.33

9 450-499 一〇
.18

一〇
.18 1 一〇

.19
一〇

.19

10 500-549 一〇
.09

一〇
.10

一〇
.10

一〇
.10 一〇.10

11 550-599 一〇
.20 一〇.20 一〇.20 一〇

.21
一〇

.21

12 600-649 一〇.13 一〇.13 一〇
.13

一〇
.14

一〇
.14

13 650-699 一〇
.21

一〇
.21

一〇
.21

一〇
.22 一〇z2

14 700-749 一〇
.15 一〇.15 一〇

.15
一〇.15 一〇

.15

15 750-799 一〇.32 一〇.32 一〇
.32

一〇
.33

一〇
.33

16 800-899 一〇
.08

一〇
.08

一〇
.08 11: 一〇

.08

17 900-999 一〇
.06

一〇
.06

一〇
.07 一〇.07 一〇.07

18 1000一
一〇

.07
一〇

.os 11: 一〇
.08 11:

年間収入 労働供給の変化率
分類

(万 円) 1期 目 2期 目 3期 目 4期 目 5期 目

1 一99 一〇.12 一ai2 一〇.y2 一〇
.11

一〇
.y2

2 100-149 一〇
.45

一〇
.44

一〇
.46

一〇
.47

一〇
.46

3 150-199 一〇.42 一〇
.41

一〇.42 一〇.43 一〇.42

4 200-249 一〇.35 一〇.34 一〇.35 一〇
.36

一〇
.35

5 250-299 一〇
.27

一〇
.26

一〇
.27

一〇
.27

一〇
.27

6 300-349 1 一〇
.27

一〇
.2s 一〇.29 一〇.2s

7 350-399 一〇zo 一〇.20 一〇.20 一〇
.21

一〇
.20

8 400-449 一〇zs 一〇.24 一〇
.25

一〇
.26

一〇
.25

9 450-499 一〇
.16

一〇
.15

一〇
.15

一〇
.16

一〇
.15

10 500-549 11' 一〇
.09 11' 11' 一〇

.09

11 550-599 一〇
.17

一〇
.16

一〇
.17

一〇.17 一〇
.17

12 600-649 一〇
.12

一〇.12 一〇
.12

一〇
.12

一〇
.12

13 650-699 1 一〇.17 一〇.17 一〇
.18

一〇
.17

14 700-749 一〇
.13

一〇.13 一〇
.13

一〇
.13

一〇
.13

15 750-799 一〇
.25 一〇.24 一〇.25 一〇.26 一〇.25

16 :11:" 一〇.08 一〇.08 11: 1is 一〇.08

17 900-999 一〇.07 一〇.07 一〇.07 一〇
.07

一〇
.07

18 1000一 一〇.08 11: 一〇.08 一〇.08 11:

表6-6所 得 階 級 別 に み た 労 働 供 給 の 変 化 率

(ケース1)単 位:96

(ケース2)単 位:96
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分類 年間収入 家計貯蓄の変化率
(万 円) 1期 目 2期 目 3期 目 4期 目 5期 目

1 一99 0.43 0.42 0.41 0.44 0.42

2 100-149 0.98 0.94 0.93 0.99 0.96

3 150-199 0.94 0.90 0.88 0.93 1'!

4 200-249 0.84 !:1 0.79 0.83 0.80

5 250-299 0.72 0。68 0.66 0.70 1・:

6 300-349 0.74 0.70 0.68 0.72 0.70

7 350-399 o.s2 0.59 0.57 0.60 0.58

8 400-449 0.70 0.66 0.65 0.68 0.66

9 450-499 0.55 0.52 0.50 0.52 0.51

10 500-549 0,46 0.43 0.42 0.43 0.42

11 550-599 0.57 0.54 0.53 0.55 0.53

12 600-649 0.50 0.47 0.45 0.47 0.46

13 650-699 0.59 0.55 0.54 0.56 0.54

14 700-749 0.51 0.48 0.47 0.49 0.47

15 750-799 0.69 0.66 0.64 0.67 0.65

16 :/1:" 0.44 0.41 0.39 0.41 0.40

17 900-999 0.42 0.39 0.38 0.39 0.38

18 1000一 '1/ 0.41 0.40 0.41 0.40

分類 年間収入 家計貯蓄の変化率
(万 円) 1期 目 2期 目 3期 目 4期 目 5期 目

1 一99 0.30 1 0.29 0.31 0.30

2 100-149 0.61 0.58 0.59 0.64 0.60

3 150-199 0.50 0.47 0.48 0.52 0.49

4 200-249 0.34 0.32 0.33 0.36 0.33

5 250-299 1' 0.16 0.17 0.20 0.18

6 300-349 0.18 0.16 0.17 0.19 0.17

7 350-399 0.06 0.05 0.05 0.07 0.06

8 400-449 0.14 0.12 0.13 0.16 0.14

9 450-499 一〇.03 一〇.03 一〇.03 一〇.01 一〇.02

yo 500-549 一〇.12 一ai2 一〇.12 一〇
.10

一〇
.11

11 550-599 一〇
.01

一〇
.01

一〇
.01 0.01 111

12 600-649 i1: 一〇
.08

一〇
.08

一〇
.06 一〇.07

13 650-699 0.01 0.00 0.01 0.03 0.01

14 700-749 一〇。06 一〇.07 一〇.07 一〇.05 一〇.06

15 750-799 0.13 0.11 o.i2 0.15 0.13

16 :/1:" 一〇
.14

一〇.14 一〇
.14

一〇
.12

一〇
.13

17 900-999 一〇
.15

一〇
.15

一〇
.15

一〇
.14

一〇
.15

18 1000一 一〇
.15

一〇
.15

一〇
.15

一〇
.13

一〇
.14

表6-7所 得 階 級 別 に み た 家 計 貯 蓄 の 変 化 率

(ケース1)単 位:%

(ケース2)単 位:%
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表6-8、 産 業 別 に み た 生 産 者 価 格 の 変 化 率

(ケース1)単 位:%

分類 産業名 糊2期 目 財覊'化4期 目5期 目

1辰0.050.00-0.020.02-0.01

2鉱 業 一α27-0.32-0.35-0.29-0.33

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ 一〇,05-0.09-0.11-0.08-0.11

4繊 維 製 品 一ai2-0.15-0.17-0.15-0、17

5パ ル プ ・紙 α02-0.02一 α04-0.01一 α04

6化 学 製 品 一〇.15-0.20-0.22-0,18-0.21

7石 油 ・石 炭 製 品 一〇.34-0.3g-0.41-0.36-0.40

8窯 業 ・土 石 製 品 一〇.01-0.05-0.07-0.04-0.06

9一 次 金 属0。03-0.01一 α030.00-0.03

10金 属 製 品0.03-0.01-0.030・00-0.02

11一 般 機 械0.01-0.03-0.04-0。02一 α04

12電 気 機 械 一〇.04-o.08-o.10-0.07-0.09

13輸 送 機 械 一α02-0.061/:-0.05-0.07

14精 密 機 械0.110.070.050.080.06

15そ の 他 の 製 造 業0.03-0.01-0.03-0.00-0.02

16建 設 業 一α04-0.08-o.10一 α07-0.10

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業0.080.030.010.050.02

18卸 売 ・小 売 業 一〇.16-0.19-0.21-0.19-0.21

19金 融 ・保 険 業 一〇.33-0.37-0.39_a.36一 α38

20不 動 産 業0.230.180.16α200.16

21運 輸 ・通 信0.070.030.020.050.02

22サ ー ビ ス 業 一〇.03-o.06-0.08-0.06一 α08

23政 府 サ ー ビ ス0.240.210.190zio.zo

24対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ0.120.090.070.09α08

(ケ ー ス2)単 位:%

分類 鰈 名 糊目2期 騨 覊'化 糊5期 目
1辰 林 水 業0.320。300.310.330.31

2鉱 業1.85{801.812.261.79

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ0.120.110.11-0、260.12

4繊 維 製 品 一α08-0.10-0.09-0.53-0.08

5パ ル プ ・紙0.070つ60.06-o.2sOn7

6化 学 製 品 一〇.03-0.05-0.040.64-0.04

7石 油 ・石 炭 製 品0.86α820.832.260.83

8窯 業 ・土 石 製 品0.170.150.16α070.16

9一 次 金 属0。190.170.180.580.18

10金 属 製 品0.11α090.100.160.10

11一 般 機 械 一〇.07一 α08-0.07-0.24-0£)7

12電 気 機 械 一α17-0.19一 α18-0.08-0.17

13輸 送 機 械 一〇.11-o.13-0.12-0.14-0.11

14精 密 機 械 一〇.16-0.17-o.1611・-0.16

15そ の 他 の 製 造 業11:α070.07_0.300.08

16建 設 業 一〇.09-0.10-0.10-0.31-0つ9

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業0.250.220.230.930.23

18卸 売 ・小 売 業 一〇.09-0.10-0.09-0.68-0.Og

19金 融 ・保 険 業 一〇.58-0.60-0.590.35一 α58

20不 動 産 業 α040.01α021.300.03

21運 輸 ・通 信0.06α040.05-0.110.05

22サ ー ビ ス 業0.030.020.03一 α860.03

23政 府 サ ー ビ ス ー0.04-0.05-0.05-0.93-0。04

24対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ー0.00-0.01-o.01_1.21111
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表6-9産 業 別 に み た 産 出 額 の 変 化 率

(ケース1)単 位:%

分類 鰈 名1期 目2媚 出驪 化 糊5期 目

1辰 林 水0.540.54α550.540 .55

2鉱 業_1.03_1.10-1.06-0.96-0.93

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ0.470.490.49α48α4g

4繊 維 製 品0.260.27α270 .260.27

5パ ル プ ・紙0.130.120.130.120 .14

6化 学 製 品0餌0.030.04α040.05

7石 油 ・石 炭 製 品 一〇.10-0.11-0 .10-0.09-0.08

8窯 業 ・土 石 製 品 一〇.33-0.36-o.35-0 .34-0.32

9一 次 金 属 一α27-0・31-0.30一 α29-0 '27

10金 属 製 品 一〇、27-0、30-0.29-0.28-0.27

11一 般 機 械 一〇.39-0.43-0.43-o .41-0.40

12電 気 機 械 一〇.25-0.28-0.28-0 .27-0.26

13輸 送 機 械 一〇。09-0.11-0.11一 α11-0 .09

14精 密 機 械 一〇つ7-o。09-o.os-0.09-0 .07

15そ の 他 の 製 造 業0.11α110.110.110.12

16建 設 業 一〇.55-0.59-0.57-0.57-0.54

17電 力 ・ガ ス ・氷 道 業0.170.160.170 。170.18

18卸 売 ・小 売 業 一〇」8-0.19-0.18-0.19-0 .17

19金 融 ・保 険 業 一〇.20-0.20-0.20-0.20-0.19

20不 動 産 業OD60,0gO.110.080.11

21運 輸 ・通 信0.140.140,140.140 .15

22サ ー ビ ス 業0.110.110.120.110 .13

23政 府 サ ー ビ ス0.07α070.07α07α07

24対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ0.150.160.170.160.17

(ケ ー ス2)単 位:%

分類 産業名 糊2媚 出讐鰭 化4網5期 目

1辰 林 水 業 一〇.11-0.10-0.10-0.11-0.10

2鉱 業7.547.377.227.116.95

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ 一〇.24-0.23-o.23-o.24-0 .23

4繊 維 製 品 一〇.20-0」8-0.19-0.20-0.19

5パ ル プ ・紙 一α07-0.05-0.06一 α06-0.06

6化 学 製 品 一〇.13-o.12-0.13-0・13-0 ・13

7石 油 ・石 炭 製 品049α48α480.470.47

8窯 業 ・土 石 製 品0.130。150.140.130.14

9一 次 金 属0.200・21α200・200'21

10金 属 製 品11:0.090.09α080ゆ9

11一 般 機 械 一〇.05一 α04一 α04-0.04-0 .03

12電 気 機 械 一〇.07-0.06-0,06-0。06-0.06

13輸 送 機 械 一〇.13-0.11-0.12-o.12-0.11

14精 密 機 械 一〇.11-0.09-o.10-0.10-0 .09

15そ の 他 の 製 造 業 一α06一 α04-0.05-0.05_α04

16建 設 業 一〇.10一 α08_αOg_αOg_α08

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業0つ00£}10っ0-0.000.00

18卸 売 ・小 売 業 一〇.17-0.15-0.16-0.17-0 .16

19金 融 ・保 険 業 一〇。54-0.53-0.53_p.54-0.53

20不 動 産 業 一〇.04-0.02-0.03-0.05-o.03

21運 輸 ・通 信 一〇.02-0.01-0.02-0.02-0.01

22サ ー ビ ス 業 一〇.06-0.05-0.05-!1.-0.05

23政 府 サ ー ビ ス ーo.02-0.01-0.01-0.02-0 .01

24対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ー0.03-0.03-0.03-o.04-0.03
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表6-10産 業 別 に み た 家 計 最 終 消 費 額 の 変 化 率

(ケース1)単 位:96

分類 産業名1期 目2期 目鞘 鑰 化4嬾5期 目

1辰0.420.430.440.430.44

2鉱 業0.330.35α360.340.36

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ0.430.440.45110.45

4繊 維 製 品0.370.380.380.370.38

5パ ル プ ・紙0.200.220.230.220.23

6化 学 製 品0.300.320.320.31α32

7石 油 ・石 炭 製 品0.460.47048α460.47

8窯 業 ・土 石 製 品0.390.400.410!100.41

9一 次 金 属0.43'IIO.440.431/

10金 属 製 品0・410.420・430.410.42

11一 般 機 械0.400.410.410.400.41

12電 気 機 械0.390.400.41α400.41

13輸 送 機 械0.460.470.480460.47

14精 密 機 械0.390.400.41α400.41

15そ の 他 の 製 造 業0.370.380.3gO.380.3g

16建 設 業 一 一 一 一 一

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業0.330.350.360.340.36

18卸 売 ・小 売 業0.430.44110.430.44

19金 融 ・保 険 業0.43α440.440.43α44

20不 動 産 業0.05α080.100.070.Og

21運 輸 ・通 信0.300.310.320.310.32

22サ ー ビス 業0.310.330.330.320.33

23政 府 サ ー ビ ス0.300.31α320.310.32

24対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ0.200.220.230、220.23

(ケ ー ス2)単 位:96

分類 鰈 名1期 目2期 騨 彗諸 化` ・"5期 目
1辰 林 氷 一〇.24-0.23-0.23-0.24-0.23

2鉱 業 一〇。35-0.32-0.33-o.34-0.32

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ 一〇.22-0.21-0.21-0.22-0.21

4繊 維 製 品 一〇.16-0.15-0.16-0.17-0.16

5パ ル プ ・紙 一〇つ8-0.07-0.07-0.09-0。08

6化 学 製 品 一〇.11-0.11-0.11-0.12-0.11

7石 油 ・石 炭 製 品 一〇.32-0.30-o.31-0.32-0.30

8窯 業 ・土 石 製 品 α010.030.020.010.02

9一 次 金 属On80.09α080.0711:

10金 属 製 品0.050.060.050・040・05

11一 殻 機 械 一〇.07-o.os-0.06一 α07-0.06

12電 気 機 械 一〇,010.00-o.00-0.01-o.00

13輸 送 機 械 一〇.30-0.28-o.29-0.30-0.28

14精 密 機 械 一α07一 α06一 α07一 α08-0.07

15そ の 他 の 製 造 業 一〇.16-0.15-0.16-0.16-0.16

16建 設 業 一 一 一 一 一

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業 一〇.35-0.32-0.33-0.34-0.32

18卸 売 ・小 売 業0つ80。090.080.070.08

19金 融 ・保 険 業0.080.0911:α070.08

20不 動 産 業 一〇.05_0.02_0.03_0.06_0.03

21運 輸 ・通 信 一〇.15-0.14-0」4-0.15一 α14

22サ ー ビ ス 業 一〇.11-0.10-o.11-0.12-0.11

23政 府 サ ー ビ ス ー0.03-0.02-0.03-0.04-0.03

24対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ー0.04-0.04-0.04一 α05-0.04
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図6-2税 額調整前実効税率
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図6-3税 額調整後曳効税率
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図6-4税 額調蠻 菱実効税率
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図6-5産 業別にみた資本税率

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

茎2.5

2,0

1.5

1.0

0。5

ぐ麟紳 轡 耀 囓噸艇麟轡嚇鍵劉



図6-6所 得 階 級 別 にみ た 相 対 的 厚 生 水 準 の 変 化 率
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図6-7所 得 階 級 別 にみ た相 対 的厚 生水 準 の 変 化率
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第7章 公共投資の効率化

7-1.は じめ に

戦 後 の 日本 の経 済 成 長 の な か で 、公 共 投 資 は重 要 な役 割 を果 た して き た 。短 期

的 に は 、不 況 期 に国債 を発 行 して公 共 投 資 を行 い経済 の 回復 をは か る とい う、 い

わ ゆ る総 需 要政 策 と して の役 割 で あ る 。 これ まで に も大 規 模 な 公共 投 資 の実 施 に

よ り何 度 も不況 を乗 り越 えて きた 。 一 方 で は、 戦 争 によ って 破 壊 され た社 会 資本

を再 構 築 す るた め に、 ま た産 業 イ ン フ ラや 生 活 イ ン フ ラ を整 備 す るた め に も公 共

投 資 に は意 味 が あ った 。 こ う した公 共 投 資 に よ り、わ が 国 は高 水準 のGDPを 達成 し、

世 界 の なか で も比 類 の な い経 済 大 国 お よび 資産 大 国 に発 展 した。

公 共 投 資 は、 大 き く産 業 基 盤 型 と生 活 基盤 型 に分 け る こ とがで き る。 高 度 成 長

期 に は前 者 の重 要 性 が 強調 され 、道 路 ・港 湾 ・空港 な どが お もに整 備 され た 。 そ

の後 経 済 が成 熟 期 に突 入 す る と、前 者 よ りもむ しろ後 者 の重 要性 が 指 摘 され 、80

年 代後 半 か らは そ の整 備 が 進 め られ て きた 。 そ う した資 本 整 備 の結 果 、既 に かな

りの規 模 の社 会 資 本 が蓄 積 され て い る 。

こう した状 況 に あ りな が ら、80年 代 後 半 に はわ が 国 の大 規 模 な経 常 黒字 に対す

る ア メ リカ の強 い批判 によ り内需拡 大 を要請 され 、1989年 度 に は 日米 構 造 問 題協

議 が打 ち 出 され た 。そ.の内容 は 、1991年 度 か ら2000年 度 まで の10年 間 で 約430兆 円

の公 共 投 資 を行 う とい う もの で あ った 。 しか し、従 来 型 の 社 会 資本 整 備 は既 に高

水準 に達 して お り、新 た な 事 業対 象 が 見 あた らな か った 。

一 方 、 バ ブル経 済 の崩 壊 に端 を発 した平 成 の 構 造的 か つ 長 期 的不 況 の な か で 、

総 需 要 政 策 として 従来 型 の公 共 投 資が 引 き続 き行 われ て いた 。 しか し、公 共 投 資

を柱 とす る経 済 対 策 が 、1992年 度以 降 で総 額 約100兆 円 も実 施 され て き た に も関 わ

らず 、 そ の効 果 は ほ とん どみ られ な か った 。 こ う した こ とか ら、 公 共 投 資 の 中 身

を見 直 そ う とい う議 論 が 高 まっ た。

この よ うな 問題 を背 景 と して 、従 来 型 の 社会 資本 整備 とは違 う新 た な 社 会 資 本

整 備 の必 要 性 が 強 調 され 、 いわ ゆ る新 社 会 資 本 とい う概 念 が 登場 した 。新 社 会 資

本 の定 義 は さ ま ざ まで あ るが 、 こ こで は 、以 前 は国債 の発 行 対象 で は な か っ た事
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業 の うち 、新 た にそ の対 象 に加 え られ た事 業 とす る。 こ う した定 義 に も とつ く新

社会 資 本 整備 には ク ッ シ ョン性 の あ る歩 道 の整 備 か ら小 中学 校 へ のパ ソ コ ンの導

入 な どが あ り、 そ の内容 は実 に多 岐 にわ た って い るが 、 こ こで は と くに次 の3事 業

を分 析 対象 とす る。1つ 目は、 「ゴー ル ドプ ラ ン」(1994年 度 に 「新 ゴー ル ドプ ラ

ン」 へ 継続)に お いて実 施 され て い る老 人 ホー ム な どの社 会 福祉 施 設 整 備 事 業 で

あ る 。2っ 目は 、大 学等 重 点 化 の 一環 と して の 老 朽化 ・狭 隘 化 した建 物 の建 て 替 え

お よ び 改修 とい う文 教施 設 整 備 事業 で あ る。3つ 目は 、光 フ ァイバ ー 網 な ど の通 信

イ ン フ ラ整 備 事 業 で あ る。

実 際 に新 社 会 資本 整備 を行 って い く うえで 問 題 とな る のが 、 そ の評 価 方 法 と財

源 調達 で あ る 。前 者 に関 して は、新 社 会資 本 整 備 に求 め られ て い る も の は従 来 の

よ うな 景気 対 策 と して だ けで な く、 国 民 の満 足 度 を高 め る こ とで もあ る。 ゆ え に 、

新 社 会 資本 整 備 の経 済効 果 は経 済 活 動 だ けで な く、経 済 厚 生 とい う観 点 か ら も評

価 され な くて は な らな い。 後 者 に関 して い え ば、 国債 発 行 残 高 は1989年 度 に は20

8兆 円で あ った が 、そ の後 経 済 対策 の 財源 して 国 債 が大 量 に発 行 され た こ とか ら、

1999年 度9月 末 現 在 で は総 額 約460兆 円 に も達 して いる 。果 た して 、 こ う した状 況

下 で新 社会 資本 整 備 の財 源 と して 追 加 的 に 国債 発 行 をす る こ とに問題 は な い の で

あ ろ うか 。

こ う した 問題 意 識 の下 に立 つ な らば、新 社 会 資 本整 備 にはそ れ にか か っ た 費用

を賄 え るだ け の経 済 効果 が 必 要 とされ る。 しか し、従 来 の研 究 には新 社 会 資本 整

備 そ の もの を分 析 対 象 と して い る も のは な く、 ま た新 聞 ・雑 誌 で も経 済分 析 に も

とつ いて そ の有 効 性 を主張 して い る議 論 は ほ とん どな い 。果 た して 、新 社 会 資本

整 備 は従来 の社 会 資 本整 備 に比 べ て どの程 度 経 済 効 果 が あ る ので あろ うか 。 さ ら

に、 そ の事 業 内容 に よって 経 済 効 果 は どの よ う に異 な るの で あ ろ うか 。 こ う した

観 点 か らの分 析 が い ま求 め られ て い る。

そ こで 本 章 で は 、新 社会 資 本 整 備 の経済 効 果 をCGEモ デ ル を用 いた シ ミ ュ レー シ

ョン分 析 によ り明 らか にす る 。本 章 の構 成 は次 の通 りで あ る。7-2節 で は、 従 来 の

社 会 資 本 整備 が 抱 え る問題 点 を整 理 す る。7-3節 で は、 基 本 モ デル の拡 張 と と も に

シ ミ ュ レー シ ョ ンの 内容 を解 説 す る 。7-4節 で は シミ ュ レー シ ョ ン結 果 を考 察 す る。

7-5節 で は、 シ ミ ュ レー シ ョ ン結 果 を踏 ま えて 政 策的 イ ン プ リケー シ ョン を提 示 す

る 。
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7-2.社 会 資 本整 備 が 抱 え る 問題 点

社 会 資 本 整備 に は次 の2つ の問 題 が あ る。 一 つ は 、社 会 資本 整 備 が経 済 に対 して

どの よ うな 影響 を与 え る のか とい う問題 で あ る。他 の一 つ は 、 どの分 野 の社 会 資

本 整備 を行 うべ き か とい う問題 で あ る。

まず 、 前 者 の 問 題 か らみ て い こう。社 会 資 本 整備 には 、ス トッ ク効 果 と フ ロー

効 果 とが あ る。 ス トッ ク効 果 とは、 社 会資 本 整 備 によ る社 会 資 本 の蓄 積 が 企 業 の

生 産 性 を 向 上 させ る効 果(生 産 力効 果)で あ る。Aschauer(1989a)は 、 社 会 資 本 を

含 む マ ク ロ生産 関 数 を推 計 し、社 会 資 本 が生 産 に正 で 有 意 に働 いて い る こ とを示

した 。 また 、Aschauer(1989b)で は 、 民間投 資需 要 の説 明 要 因 と して 社 会 資 本 整 備

が 有意 で あ る こ と を明 らか に した 。一 方 、 フ ロー効 果 とはい わ ゆ る需 要 創 出効 果

の こ とで あ る。社 会 資 本整 備 の増加 は新 た な 雇 用 を創 出 し、雇 用 増 は さ らな る財

・サ ー ビ ス需 要 を生 じ させ 、 さ らに雇 用 を創 出す る。 この プ ロセ ス が 繰 り返 され

る こと に よ り、一 国 全 体 の 需 要 の増 加 は最 初 の社 会 資 本整 備 よ りも大 き な も の と

な り、 景 気 は 回復 に向 か う。1992年 度 以 降 の経 済 対 策 にお け る大 規 模 な 社 会 資本

整 備 の 実 施 は 、 この効 果 をね らった も ので もあ る。

しか し、 近 年 こ う した社 会 資 本整 備 のス トッ ク面 とフ ロー面 にお け る効 果 が低

下 して き た ので は な い か とい う議論 が 高 ま って いるit。吉 野 ・中 島(1999)で は 、推 計

期 間 を1955年 か ら1993年 とす る トラ ンス ロ グ型 生産 関数 を推 計 し、 民 間資 本 と社

*1浅 子 ・坂 本(1993)、 三 井 ・井 上(1995)、 北 坂(1999)、 吉野 ・中 島(1999)な ど。
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会 資 本 の限 界 生産 力 を計 測 したt2。そ の結果 、資 源効 率 性 か らみ る と民 間 資 本 と社

会 資 本 の配 分 は非 効 率 で あ り、社 会 資 本 が 民間 資 本 に比べ て 相対 的 に多 い こ とを

指 摘 した 。 と く に、 オイ ル シ ョッ ク以 前 で は社 会 資本 の限界 生産 力は 上 昇 して い

る も の の、 そ れ以 降 は減 少 の一 途 をた どっ て い る。

また 、 吉野 ・中 島(1999)で は財 市 場 と3つ の金 融 市場(自 国貨 幣 ・自国債 権 ・外

国 債 券 市 場)か らな る小 国 オ ー プ ンマ ク ロモデ ル を用 いて 、1975年 第2四 半 期 ～1

997年 第4四 半期 を6つ の期 間 に分 けて 社 会 資本 整 備 の乗 数 の推 計 を行 った 。 そ の結

果 、 社 会 資 本整 備 の乗 数 は1975年 第2四 半期 ～1980年 第4四 半期 で は約3.27、1981

年 第1四 半 期 ～1985年 第3四 半期 で は約3.48、1985年 第4四 半期 ～1990年 第3四 半 期

で は約1.07、1990年 第4四 半期 ～1992年 第1四 半 期 で は約1 .94、1992年 第2四 半 期 ～

1993年 第1四 半期 で は約0.95、1993年 第2四 半期 ～1997年 第4四 半期 で は約0 .45と 、

近 年 にな り急 速 に低 下 して き て い る こ とが分 ったs3。

こう した 社会 資 本 整 備 の 乗数 低 下 の背 景 に は 、経済 メカ ニ ズム を通 じた 要 因 と

*2そ の推 計 結 果 は 、次 の通 りで あ る。

7

出所:吉 野・中島(1999)『 公共投資の経済効果』、22頁

*3そ の 他 に 社 会 資 本 整 備 の 乗 数 の 計 測 を 行 っ て い る研 究 と し て は 経 済 企 画 庁(1

998)な ど が あ る 。 こ れ は 財 市 場 、 労 働 市 場 、 金 融 市 場 、 外 国 為 替 市 場 か ら な る モ デ

ル を用 い て 、1994～1996年 の 社 会 資 本 整 備 の 乗 数 は1年 目 は1.21、2年 目 は1.31、

3年 目 は1.24と い う 結 果 を 得 て い る 。 こ れ を1977～1989年 と 比 べ る と、1年 目 は1 .

3と や や 低 くな っ て い る も の の 、2年 目 は1.31と 同 じ、3年 目 は0 .86と む し ろ 上 回 っ

て お り 、90年 代 に 入 り乗 数 が 低 下 して き た とは い え な い と い う結 論 に 達 し て い る 。

こ う し た 吉 野 ・中 島(1999)と の 推 計 結 果 の 違 い は 、 モ デ ル の 構 造 や 推 計 期 間 の 違 い

に よ る も の と思 わ れ る 。
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民間資本 と社会資本 の限界 生産力の比較

期間 1955-1959 1960-1964 1965-1969 1970-1974

民間資本

社会資本

0.7558

0.6487

0.7304

1:1

0.6463

0.8168

0.4131

0.0842

期間 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1993

民間資本

社会資本

0.3124

0.0397

0.2578

0.0590

o.22ao

O.2525

0.1995

0.2246



制 度 的 要 因 とが あ る。 まず 、経 済 メカ ニ ズム を通 じた 要 因 と して は、 お も に次 の

3っ が 挙 げ られ る。1つ 目は 、90年 代 の不況 期 にお け る企 業 の投 資 意 欲 の低 下 と金

融 機 関 の貸 出抑 制 に よ り民 間投 資 が 低 下 し、 これ が 間 接 的 に財 政 支 出 乗 数 を小 さ

く した とい う も の で あ る。2つ 目 は、 マ ンデ ル フ レミ ング効 果 も含 めた 限 界 輸 入 性

向 の上 昇 で あ る 。3つ 目 は、産 業 構 造 の変化 で あ る 。従 来 の 社会 資本 整 備 は建 設 ・

素 材 型 産 業 を対 象 に行 わ れ て き た た め 、 これ らが 経 済 の中 心産 業 で あ っ た時 期 に

は そ の効 果 も大 き か っ た。 しか し、産 業 構 造 の変 化 に よ り経 済 の 中心 産 業 が サ ー

ビス業 に移 行 す る と、各 産 業 へ の こ う した効 果 も弱 くな って し ま った 。

一方 、 制 度 的 な側 面 か らの乗 数低 下 の要 因 と して は、 ク ラ ウデ ィ ング ア ウ ト効

果 が あ ろ う。 社 会 資本 整備 に は、 そ れ にか か る 費用 の世 代 間 負 担 の公 平 性 とい う

点 か ら建 設 国 債 の 発 行 が認 め られ て い る。1992年 度 ～1998年 度 にか けて の8次 に わ

た る経 済 対 策 で は、 総 額28兆4,610億 円の建 設 国 債 が 発行 され た 。 これ らは 民 間 企

業 の株 式 や 社 債 の 引き 受 け 資金 と競 合 して利 子 率 の上 昇 を招 き 、民 間 投 資 を減 少

させ るお そ れ が あ る。 した が って 、 資 金調 達 方 法 とい う構 造 的 な要 因 に よ り、 国

債 発 行 を財 源 とす る社 会 資 本整 備 はそ の分 だ け民 間 投 資 を抑 制す る可 能 性 が あ る。

さ ら に、社 会 資本 整 備 が 抱 え る も う一 つ の 問題 、す な わ ち どの分 野 の社 会 資 本

整 備 を 行 うべ き か とい う点 につ い て み て い こ う。 わが 国 の 道 路舗 装 率 は1965年 度

に は国 道59%、 全体7.4%で あっ た が 、1997年 度 に は 国道98.6%、 全 体74.8%と な

って い る。 また 、下 水 道 処 理 人 口普 及 率 も、1980年 度 に は30%で あ っ た が 、1997

年 度 に は64%に 達 して い る。 これ を 先進5力 国(日 本 ・ア メ リカ ・イ ギ リス ・ドイ

ッ ・フ ラ ンス)で 比 較 す る と、 道 路 舗 装率 で は4位 、下 水 道 処 理 人 口普 及 率 は最 下

位 で あ り、政 府 は こう した指 標 の値 の 低 さ を強 調 して 、 これ らの社 会 資 本 整備 を

一 層進 め よ う と して い る。 た しか に、 国 際 的 に は これ らの指 標 の値 は低 い とい え

るか も しれ な い 。 しか し、 わ が 国 の国 土 の大 半が 山林 で あ る こ とを考 慮 す る と、

本 来 これ らの指 標 が100%に な る こ とはな い 。 ま た 、 田舎 の よ うな住 宅 が離 れ て 建

って い る よ うな 地 域 にコ ス トの 高 い下 水 道 を引 く こ とに意 味 は あ るの で あ ろ うか 。

こ うし た点 を考 慮 す る と、 もは や従 来 型 の社会 資 本 整備 はか な りの高 水準 に達 し

て しま っ た とい え よ う。

に も関 わ らず 、依 然 と して従 来 型 の 社会 資 本 整 備 が続 け られて い る の は何故 で

あろ うか 。 そ の原 因 の一 つ は 、 国の 公 共事 業 の予 算 配 分 の 硬 直化 に あ る。 図7-1に
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よ り公 共 事業 関係 費 の 内訳 の推 移 をみ る と、公 共事 業 の予 算 配 分 は70年 代以 降 ほ

とん ど変 化 して いな い 。 こう した 問題 に対 処 す るため に、1991年 度 には 予算 に

「生活 関 連重 点 化 枠 」 が設 置 され 、住 宅 ・下 水 道 ・都市 公 園な ど の国 民 生活 の 質

の向 上 に直接 結 びつ くよ うな分 野 に重 点 的 な予 算配 分 が行 われ る こ ととな っ た 。

さ ら に、1992年 度 の 『生 活大 国5力 年 計 画 』 の策定 と1994年 度 の 「公 共投 資基 本 計

画 」 の 改訂 によ り、1995年 度か ら2007年 度 まで 間 に約630兆 円 とい う規 模 の社 会 資

本 整備 を生 活 に関連 した分 野 にお いて重 点 的 に実施 す る こ とに され た 。

7-3.モ デル の拡 張 と シ ミ ュ レー シ ョン の 内容

前 節 で は、 従来 の社 会 資 本整 備 が抱 え る 問題 点 を整 理 した 。 これ を踏 まえ て 現

在 、新 社 会 資 本 とい う概 念 の も とに、社 会福 祉 ・文 教 ・通信 とい う これ まで と は

違 う分 野 にお ける社 会 資本 整備 が進 め られ て い る。本 節 で は 、 こ う した 新 社 会 資

本 整備 の経 済 効果 を評 価 で きる よ うに、第2章 にお いて 解説 した基 本 モ デ ル を拡 張

す る。 また 、 シ ミュ レー シ ョンの 内容 につ い て も述 べ る ことにす る 。

7-3-1.モ デ ル の拡 張 とワ ーキ ング

基 本 モ デ ル のな か で 、社 会 資本 整 備 は 最 終需 要 項 目に含 まれ る 公 的純 投 資 とい

うか た ちで 組 み込 まれ て い る。 こ こで は 、 従来 型 社会 資 本 整備 と新 社 会 資 本 整 備

のそ れ ぞ れ の経 済効 果 を比較 す る ため に、 純投 資 需 要 を表 す(2-20)式 と政 府 の歳

出 を表 す(2-28)式 に含 まれ る公 的純 投 資 を次 の よ う に分 割 す る。

(7-1)16」=IGoldj十IGnerj

た だ し、IG。ld:従来 型社 会 資 本 整 備 、ICnew:新 社 会 資 本整 備 .

さ らに 、 こ こで は具 体 的 に社 会 福祉 施 設 整 備 、 文教 施 設整 備 、 通 信 イ ン フ ラ整 備

とい う3っ の タイ プ の新 社会 資 本 整備 を想 定 して い る。 ゆ え に、(7-1)式 の新 社 会

資本 整 備 が さ らに分 割 され て、(7-2)式 の よ う にな る。

(7-2)IGnew亅=IGfukusij十IG6unkyous十161uushin」

た だ し、IGfukusi:社会 福祉 施 設 整 備 、IG、。,k,。、:文教 施 設 整 備 、IGtuush,,:通信 イ

ンフ ラ整 備

従 来型 社 会 資本 整 備 と新 社 会資 本 整備 とで は、 産業 別 にみ た純 投 資需 要 比率 が そ
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れ そ れ 異 な る ので 、 波 及 効果 の違 い に よ り、 マ ク ロ的 だ けで な く ミク ロ的 に も経

済 に さ ま ざ ま な影 響 を与 え る こ とにな ろ う。

一 方 、 新 社 会 資 本 整 備 の財 源 は 国債 発 行 に よ り賄 わ れ るので 、(2-29)式 に含 ま

れ る国 債 発 行 額 が そ の分 だ け増 加 され る 。

(7-3)bond=bond十dbond

た だ し、bond:新 た な 国 債 発行 額 、 ∠bond:追 加 的 な 国債 発 行 額

∠bond・ Σ㌍11、,、k。、、」+Σ鬻II、、、,k,。、」+26E;=,1、、、、、h、n

基 本 モ デ ル で は、 国 債 は家 計 貯 蓄 によ り強 制 的 に 吸収 さ れ る。 ゆ え に 、国 債 発行

額 の増 加 は 、 民間 純 投 資 の減 少 とい う メカ ニ ズ ム を通 じて 、経 済 にさ ま ざ ま な影

響 を与 え る こ とにな る。

7-3-2.パ ラメ ー タ ーの 設定 と シ ミュ レー シ ョンの 内容

前 項 で は 基 本 モ デ ル の拡 張 を行 った 。 こ こで は 社 会 福 祉 施設 整 備 、 文 教 施 設 整

備 、通 信 イ ンフ ラ整備 とい う新 社 会 資本 整 備 のパ ラ メー ター設 定 につ いて 説 明す

る 。

まず 、社 会福 祉 施 設 整備 の具 体 的な 内 容 と して は 、1989年 度 の 「ゴ ール ドプ ラ

ン」 お よ び1994年 度 の 「新 ゴー ル ドプ ラ ン」 にお け る 、特 別 養 護 老 人 ホ ー ム な ど

の施設 整 備 事 業 を想 定 して い るs4。 これ らの施 設整 備 の産 業 別 純 投 資 需 要 比 率 は 、

r平 成2年 産 業連 関表 』(総 務 庁)に 含 まれ る 「公 的 固 定 資本 マ トリッ クス 」 よ り

作 成 した 。 固定 資 本 マ トリ ック ス とは 、 あ る資 本 財 が ど のよ うな投 資 需 要 に よ り

形 成 され て い る のか を示 した も ので あ る 。 『産 業 連 関 表 』(総 務 庁)で は、111種 類

の 資本 形 成 部 門 に対 して527種 類 の投 資 需 要 によ りそ の生 産 の 組 み合 わ せ を表 示 し

て いる 。 こ こで は 、そ の うち 「社会 保 障 」 のデー タ を用 い る こ と に した。

次 に、 文 教 施設 整 備 の具 体 的 な 内容 として は、1992年 度 頃か ら始 ま っ た大 学等

重 点 化 の 一 環 として の老 朽 化 ・狭 隘化 した大 学 の 建 物 の 建 て替 えお よび 改 修 事業

*4「 ゴー ル ドプ ラ ン」 で は 、具 体 的 に特 別 養護 老 人 ホ ーム ・老 人保 健施 設 ・ケ ア

ハ ウ ス ・高 齢 者 生活 福祉 セ ンタ ー の整備 が行 わ れ た 。 さ らに、 「新 ゴー ル ドプ ラ

ン」 で は これ に老 人 訪 問看 護 ス テ ー シ ョ ンが加 え られ た 。
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を想定 して い るi5。 こう した施 設整 備 の産 業 別 純投 資 需 要 比率 に は 、 「公 的 固 定 資

本 マ トリ ックス 」 に示 され て い る 「教 育 ・研 究 」 の デー タ を用 いた 。

最 後 に、通 信 イ ン フ ラ整 備 とは 、一 般 に行 政 の情 報 化 か ら電 線 共 同溝 の 整 備 ま

で 幅広 い意 味 で 使 わ れ て い るが 、 こ こで はお も に光 フ ァイ バ ー網 の整 備 を想 定 し

て い る 。 た だ し、 わ が 国 で は光 フ ァイ バ ー 網 の 整備 は原則 と して 民 間 主 導 の も と

に行 わ れて い るx6。そ こで 、 この産 業 別 純 投 資 需要 比 率 には 『産 業 連 関 表 』(総 務

庁)に 含 まれ る 「民 間 固定 資本 マ トリ ック ス」 の 「通 信 」 の デー タ を用 いた 。

図7-2か ら図7-5に は、従 来 型社 会 資 本 整 備 、社 会 福 祉施 設 整 備 、 文 教 施 設 整備 、

通信 イ ンフ ラ整備 の 産業 別 純 投 資需 要 比 率 が そ れぞ れ 示 され て い る。 これ によ る

と、従 来 型 社 会 資 本 整備 と文 教施 設 整 備 の特徴 は 、第16産 業(建 設 産 業)の ウ ェ

イ トが 非 常 に大 き い点 にあ る。 また 、文 教 施 設 整備 で は、従 来 型 社 会 資 本 整 備 に

比 べて 第12産 業(電 気機 械 産 業)や 第18産 業(卸 ・小売産 業)の ウ ェイ トが 大 き

い。 これ に対 して 、 社会 福 祉 施 設整 備 と通 信 イ ン フ ラ整備 の特 徴 は、 第12産 業 と

第16産 業 の ウ ェイ トが大 き い点 にあ る 。社 会 福祉 施 設 整備 で は 、 これ らに加 えて

第14産 業(精 密 機 械 産業)や 第18産 業 の ウ ェイ トも大 き くな っ て い る。 また 、 通

信 イ ン フ ラ整 備 で は、第12産 業 と第16産 業 に加 え て 、第18産 業 と第21産 業(運 輸

・通信 産 業)の ウ ェイ トも大 き くな っ て い る
。

この よ うなモ デ ル とパ ラ メー タ ー を用 い て、 次 の よ うな シ ミュ レー シ ョン分 析

を行 っ た 。 まず 、 従 来 型社 会資 本整 備 を1兆 円だ け増 加 させ た場 合 の シ ミ ュ レー シ

ョ ン分 析 を行 った(基 準 ケ ース)。 な お 、財 源 は国債 発 行 によ り賄 う もの と した 。

次 に、社 会 福 祉 施 設 整備 、文 教 施設 整 備 、通 信 イ ン フラ整 備 とい う新 社 会 資 本 整

備 を、 それ ぞ れ 基 準 ケ ー ス と同様 に国債 を財 源 と して 同額 だ け増 加 さ せ た場 合 の

シ ミュ レー シ ョン分 析 を行 った(社 会 福 祉 施 設 整備:ケ ー ス1、 文 教 施 設 整 備:ケ

*51992年 度 には従 来 の施 設整備 事 業 に加 えて 、新 た に特 別 施 設 整備 事 業 が 始 ま っ

た 。

*6政 府 は 、光 フ ァイバ ー 網 な どの通 信 イ ン フ ラ整 備 を、NTTな どの 民 間企 業 に対

す る低 利 融 資 とい うか たち で行 ってお り、投 資 を直 接 行 っ て い な い。
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一 ス2 、通 信 イ ン フ ラ整備:ケ ー ス3)t7。

7-4.シ ミュ レー シ ョンの結 果

前 節 で は 、 基 本 モ デ ル と と もに シ ミ ュ レー シ ョン の 内容 を解 説 した。 ここで は 、

シ ミ ュ レー シ ョン結 果 を考 察 す る 。具 体 的 には 、社 会 福 祉 施設 整 備(ケ ー ス1)、

文 教 施 設 整 備(ケ ー ス2)、 通信 イ ンフ ラ整 備(ケ ー ス3)と い う新 社 会 資 本 整備

と従 来 型 社 会 資 本 整 備(基 準 ケ ー ス)の 経 済 効 果 をそ れ ぞ れ 比較 す る 。 これ よ り、

新 社 会 資 本 整 備 が従 来 型 社 会 資 本整 備 に対 して どの く らい有 効 で あ る のか を検証

す る 。 ま た 、各 新 社 会 資 本 整備 の経 済 効 果 の違 いに つ い て も明 らか にす る。

(1)公 的純 投 資 へ の影 響

新 社 会 資本 整備 と従 来 型 社 会 資 本整 備 の産 業 別 にみ た純 投 資 需 要 比 率 はそ れ ぞ

れ異 な るの で 、 公 的純 投 資 に与 え る影 響 も大 き く変 わ っ て くる。 そ こで 、新 社 会

資本 整備 と従 来 型 社 会 資本 整 備 が 公 的 純 投 資 に与 える 経 済 効果 の違 い をみ て み よ

う。 表7-1と 図7-6に は、 基準 ケ ー ス に対 す る ケー ス1・ ケ ー ス2・ ケー ス3の 産 業 別

にみ た公 的 純 投 資 の変 化 率 が そ れぞ れ 示 され て い る。 これ によ る と、 新 社 会 資本

整 備 が 公 的 純 投 資 に与 え る影 響 には、 次 の2つ の共 通 した 傾 向 が み られ る。 一 つ は、

従 来 型 社 会 資 本 整 備 の 中心 で あ る第16産 業(建 設 業)の 公 的 純投 資 は 、基 準 ケ ー

ス の そ れ に 比 べ て大 き く減 少 す る。他 の一 つ は、第12産 業(電 気機 械)と 第18産

業(卸 ・小 売 業)の 公 的純 投 資 は、基 準 ケー ス のそれ に比べ て 大 き く増加 す る。

な か で も、第18産 業 にお け る増 加 率 は大 き い。

さ らに、 そ れ ぞ れ の ケ ー ス につ いて そ の特 徴 をみ る と、 ケー ス1で は 、基 準 ケー

ス に対 す る第18産 業 にお ける公 的純 投 資 の 増加 率 は約120%と きわ め て 大 き い 。 ま

た 、 第14産 業(精 密 機 械)で も、基 準 ケ ー ス に対 す る公 的 純投 資 の増 加 率 は第12

*7モ デル の基 準 年 で あ る1990年 度 にお け るそ れ ぞ れ の新 社 会 資本 整 備 の事業 費 は、

社会 福 祉 施 設 整 備 が483億 円 、文 教施 設 整 備 が1兆5,026億 円 、通 信 イ ンフ ラ整備 が

1,577億 円 で あ っ たが 、 こ こで はそ れぞ れ の事業 の経 済 効 果 を比 較 す る た め に、 事

業 規 模 を1兆 円 に統 一 した 。
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産 業 と 同 じ程 度 大 き い。 ケー ス2で は、第12産 業 と第18産 業 に加 え て 、第4産 業

(繊 維 製 品)・ 第5産 業(パ ル プ ・紙)・ 第14産 業 ・第15産 業(そ の他 の 製 造業)

で も、 基 準 ケー ス に対 す る公 的 純投 資 の増 加 率 は大 き くな って いる 。 これ よ り、

ケ ー ス2は 他 の ケー ス に比べ て よ り多 くの産 業 にお いて需 要 を拡 大 させ る こ とに な

る。 ケ ー ス3で は、基 準 ケー ス に対 す る公 的純 投 資 の減 少 率 が 、 第16産 業 に加 え て 、

第14産 業 で も大 き くな って い る。

(2)経 済 活 動 水 準 へ の影 響

新社 会 資 本 整 備 と従 来 型 社 会 資本 整備 とで は産 業別 に みた 公 的 純投 資 に 与 え る

影 響 が そ れ ぞ れ 異 な るの で 、波 及効 果 の違 い に よ り、経 済 活 動 水 準 に 与 え る影 響

も大 き く変 わ って く る。そ こで 、新 社 会資 本 整 備 が経 済 活 動 水 準 に与 え る影 響 を 、

従 来 型 社 会 資 本 整備 の それ と比 較 して み よ う。 表7-2に は、 基 準 ケ ー ス に 対 す る ケ

ー ス1・ ケ ー ス2・ ケ ー ス3の マ ク ロ的 にみ た経 済 効 果 の変 化 率 が そ れぞ れ 示 され て

い る。

短 期 的 な 効 果 を1期 目で み る と、 ケー ス1と ケー ス3に お け る国 内純 生産 は 基準 ケ

ー ス よ りも増 加 す るの に対 して
、 ケー ス2で は逆 に減少 す る。 一 方 、 長 期 的 な効 果

を5期 目で み る と、 す べ て の ケー ス にお いて 国内 純 生産 は基 準 ケー ス よ りも減少 し

て い る。 最 も減 少 率 が 小 さか った の はケ ー ス3の0.0052%で あ り、 続 い て ケ ー ス1

の0.0094%、 ケー ス2の0.0102%で あ った 。 ただ し、 ケ ー ス1と ケー ス2の 減 少 率 の

差 は0.0008%ポ イ ン トとき わ めて 小 さ いの で 、両 者 はほ とん ど変 わ らな い とい え

よ う。 この よ う に、新 社会 資 本 整備 は従来 型社 会 資 本整 備 よ りも、 短 期 的 には社

会 福 祉 施 設 整 備 や 通 信 イ ンフ ラ整備 の よ う に経 済 活 動水 準 を上 昇 させ るが 、長 期

的 に はそ の水 準 を低 下 させ る ことが分 か っ た 。な お、従 来 型 社 会 資 本 整 備 に対す

る経 済 活 動 水 準 の低 下 率 は 、通 信 イ ンフ ラ整備 が 最 も小 さ い 。

新 社 会 資 本 整 備 の 経 済活 動 水 準 が従 来 型社 会 資 本 整備 の それ よ りも低 下 す る理

由 として は 、次 の2つ が考 え られ る。一 つ は、家 計 消 費 が減 少 す る ことで あ る。 新

社 会 資 本 整 備 は従 来 型 社 会資 本 整備 よ りも税抜 き 労働 財価 格 を低 下 させ る ので 、

これ は家 計 消 費 に対 して マ イナ ス の効 果 を与 え る 。一 方 、新 社 会 資 本 整 備 は従 来

型 社 会 資 本 整 備 よ りも税抜 き資 本財 価 格 を上 昇 さ せ 、消 費者 物 価 を低 下 させ て い

る 。 これ らは家 計 消 費 に対 して プ ラス の効 果 を与 え る。 そ して 、前 者 のマ イ ナ ス

の効 果 の ほ うが 後 者 の プ ラス の効 果 よ りも大 き か っ た ので 、家 計消 費 は減 少 した 。
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他 の一 つ は 、 民 間純 投 資 が 減 少 す る こ とで あ る。 これ は、 家 計貯 蓄 が従 来 型社 会

資 本 整 備 の そ れ に対 し て減 少 す るた め で あ る。

次 に 、新 社 会 資本 整 備 が経 済 活 動 水準 に与 え る影響 を 、従 来 型 社 会 資本 整備 の

そ れ と ミク ロ的 に比較 して み よ う。 表7-3と 図7-7に は基 準 ケー ス に対 す る ケ ー ス

1・ ケ ー ス2・ ケ ー ス3の 産 業 別 にみ た産 出額 の変 化 率 がそ れぞ れ 示 され て い る。 こ

れ に よ る と、 新 社 会 資 本 整備 が産 出額 に与 え る影 響 には 、次 の2つ の共 通 した 傾 向

が み られ る。 一 つ は 、 第2産 業 ・第8産 業(窯 業 ・土 石 製 品)・ 第10産 業(金 属 製

品)・ 第16産 業 にお け る産 出額 が 、基 準 ケ ー ス の それ よ りも大 き く減 少 す る 。 こ

れ は 、第16産 業 にお け る公 的純 投 資 の減 少 を通 じた波 及 効 果 に よ る もので あ る。

他 の一 つ は 、第12産 業 の産 出 額 が基 準 ケー ス よ りも大 き く増加 す る 。 これ は 、 ま

さ し く同産 業 の公 的純 投 資 が 新 社 会 資本 整 備 に よ り増 加 す るた め で あ る。

さ らに、 そ れぞ れ の ケー ス につ いて そ の特 徴 をみ る と、 ケー ス1で は 、第12産 業

だ けで な く第14産 業 で も、産 出 額 は 基 準 ケー ス よ り大 き く増 加 して いる。 また 、

第18産 業 の 産 出 額 に も、新 社 会 資 本 整 備 に よ る 同産 業 に お け る公 的 純投 資 の 増 加

に よ り、 基 準 ケー ス に 対す る若 干 の増 加 が み られ るが 、 そ の効 果 は小 さい 。 ケー

ス2で は 、基 準 ケー ス に対 して最 も産 出額 が増 加 して い るの は 、第14産 業 で あ る。

ま た 、第4産 業 ・第5産 業 ・第15産 業 の産 出 額 も基準 ケー ス に対 して 増 加 して い る

が 、 そ の効 果 は 小 さ い 。 ケー ス3で は 、基 準 ケ ー ス に対 して 最 も産 出額 が 増 加 して

い る のは 、第12産 業 で あ る。 また 、第22産 業(サ ー ビス業)の 産 出額 に も 、基 準

ケ ー ス に対 す る若干 の増 加 がみ られ るが 、そ の効 果 は き わ めて 小 さい もの で あ る。

ま た 、第14産 業 の産 出額 は 、 ケー ス1と ケー ス2で は基準 ケー ス に対 して大 き く増

加 す るが 、 ケー ス3で は逆 に減 少 して いる 。

この よ うに 、新 社 会 資 本 整備 は従 来 型社 会 資 本 整 備 よ りも経 済 活 動 水準 を マ ク

ロ的 には低 下 させ る こ とが 分 か っ た 。 しか し、 ミク ロ的 にみ る と、産 業 別 に み た

純 投 資 需 要 比 率 の違 い を反 映 して 、第12産 業 の よ うに産 出 額 が従 来 型社 会 資本 整

備 のそ れ よ りも大 き く増 加 す る産 業 もあ る。 また 、第18産 業 で は 、 同産 業 の 公 的

純 投 資 が 従 来 型 社 会資 本 整 備 のそ れ よ りも大 き く増加 す る に も関 わ らず 、 波 及 効

果 が 小 さ い た め に産 出 額 は従 来 型 社 会 資本 整 備 のそ れ に対 して あ ま り増加 して い

な い 。

(3)経 済 厚 生 水 準 へ の影 響
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新 社 会 資 本 整備 の 目的 は、従 来 型社 会資 本 整 備 よ りも家計 の経 済 厚 生 を 改 善す

る こ とにあ る。そ こで 、 新社 会 資 本整 備 が経 済 厚 生 水 準 に与 え る影 響 を従 来 型社

会 資 本 整備 の それ とマ ク ロ的 に比 較 して み よ う。 表7-2に は基 準 ケー ス に対 す る ケ

ー ス1・ ケ ー ス2・ ケー ス3の マ ク ロ的 にみ た経 済 効 果 の 変化 率 が そ れ ぞ れ 示 され て

い る。 これ によ り短 期 的効 果 を1期 目で み る と、す べ て の ケー ス にお いて 、新 社 会

資 本 整備 と従 来 型 社 会 資 本整 備 が 総厚 生水 準 に与 え る 影響 に差 は み られ な い 。 し

か し、長 期 的 な効 果 を5期 目で み る と、ケ ー ス3で は総 厚 生水 準 は基 準 ケ ー ス よ り

も0.0004%上 昇 して い る。 た だ し、 ケー ス1と ケー ス2に 関 して は 、そ れ ぞ れ の新

社 会 資本 整 備 と従 来 型 社 会 資本 整 備 が総厚 生水 準 に与 え る影 響 にや は り差 は み ら

れ な か っ た 。

次 に、新 社 会 資 本 整備 が経 済 厚 生水 準 に 与 え る影 響 を従 来 型 社 会 資 本 整 備 のそ

れ と比較 して み よ う。 表7-4と 図7-8に は基 準 ケー ス に対 す る ケ ー ス1・ ケー ス2・

ケ ー ス3の 所 得 階級 別 にみ た相 対 的 厚生水 準 の変 化 率 が そ れぞ れ 示 され て い る 。

これ によ る と、基準 ケー ス に対 す る ケー ス1と ケ ー ス2の 所 得 階級 別 にみ た相 対

的 厚 生水 準 の変 化 率 に は、非 常 に似 た傾 向 が み られ る。 具体 的 に は、 両 者 の相 対

的 厚 生水 準 は と もに第1所 得 階級(年 間収入100万 円未 満)か ら第8所 得 階 級(年 間

収 入400万 円以 上450万 円未満)、 第11所 得 階級(年 間 収 入550万 円以 上600万 円未

満)、 第13所 得 階級(年 間収 入650万 円以上700万 円未 満)、 第15所 得 階 級(年 間

収 入750万 円以 上800万 円未満)で は基 準 ケ ー ス よ りも上 昇 し、 そ の他 の所 得 階級

で は 低下 して い る。 な か で も、第2所 得 階級(年 間 収 入100万 円以 上150万 円 未満)

か ら第4所 得 階 級 とい う、第1所 得 階級 を除 く低 所 得 者 層 にお い て 、そ の上 昇 率 は

大 き い。 ま た 、第10所 得 階級(年 間収 入500万 円以 上550万 円未 満)、 第16所 得 階

級(年 間収 入800万 円以 上900万 円未満)か ら第18所 得 階 級(年 間収 入1,000万 円以

上)と い う中所 得 者 層 の一部 と高 所得 者 層 で は 、基 準 ケ ー ス に対 す る相 対 的 厚生

水 準 の低 下 率 が大 き くな って い る。 これ に対 して 、 ケ ー ス3で は 、相 対 的 厚 生 水準

は第10所 得 階級 、第16所 得 階級 か ら第18所 得 階級 を除 くす べ て の 所得 階 級 にお い

て 、 基準 ケ ー ス よ りも上 昇す る 。な かで も、 そ の上 昇 率 が 大 き い の は第1所 得 階級

か ら第5所 得 階級 とい う低所 得 者 層 で あ る。 しか も、 そ の効 果 は 所得 階級 が 低 いほ

ど大 き くな って い る。

これ らの考 察 か ら、 次 の3点 が 明 らか とな っ た 。第1に 、 マ ク ロ的 にみ る な らば 、

-147一



通 信 イ ンフ ラ整 備 は従 来 型 社 会 資本整 備 よ り も経 済 厚 生水 準 を上 昇 さ せ る こ とが

で き る 。 第2に 、新 社 会 資本 整備 のな か には社 会 福 祉 施 設整 備 や 文 教 施 設 整 備 の よ

うに 、 経 済 厚生 水 準 に与 え る影 響 が 従 来 型 社 会 資本 整 備 の それ とほ とん ど変 わ ら

な い も の も ある 。第3に 、 ミ ク ロ的 にみ るな らば 、多 くの所得 階級 にお いて 、新社

会 資 本 整 備 のほ うが従 来 型 社 会 資本 整 備 よ りも経 済厚 生 水 準 を引 き上 げ る効 果 が

強 い。 具 体 的 に は 、新 社 会 資 本 整備 は従 来 型 社 会 資本 整 備 に比 べて 、 低 所 得 者 層

の経 済 厚 生水 準 を 引き 上 げ、 高 所得 者 層 のそ れ を悪化 させ る傾 向 が あ る。

で は 、 こ うした 経 済 厚 生 水 準 に与 え る影 響 の違 いが どの よ う に生 じて い るのか

を明 らか にす るた め に 、新 社 会 資本整 備 と従 来 型 社 会 資本 整 備 が そ れぞ れ 家 計消

費 、 労 働 供 給 、家 計 貯 蓄 に与 え る影 響 を比 較 して み よ う。 まず 、表7-2に よ りこれ

らの効 果 をマ ク ロ的 に み る と、 すべ て のケ ー ス にお いて 、家 計消 費 、 労働 供 給 、

家 計 貯 蓄 は とも に基準 ケ ー ス よ りも減 少 して い る。 ゆ え に、 マ ク ロ的 にみ るな ら

ば、 新 社 会 資 本 整 備 が 従 来 型 社 会 資本 整 備 よ りも経 済厚 生 水準 を改 善 す る か どう

か は 、 こ う した 家 計 消 費 と家 計 貯蓄 の減 少 に よ る経 済 厚生 へ の マ イ ナ ス の効 果 に

対 して 、 労働 供 給 の減 少 とい うプ ラス の効 果 が どの程 度強 い のか に依 存 す る こ と

にな る 。

す る と、 ケー ス3の よ う に、 通信 イ ン フ ラ整備 が従 来 型 社会 資 本 整 備 よ りも経済

厚 生 水 準 を上 昇 させ るの は、 家 計 の労 働 意欲 の低 下 に よ る もの な ので あ ろ うか 。

そ こで 、新 社 会 資 本 整 備 と従 来 型社 会 資 本 整 備 が それ ぞ れ 家 計消 費、 労 働 供 給 、

家計 貯 蓄 に与 え る影 響 を ミ ク ロ的 に比 較 して み よ う。 図7-9・ 図7-10・ 図7-11に は

基準 ケ ー ス に対 す る家 計 消 費 ・労働 供 給 ・家 計 貯 蓄 の 変化 率 が 各 ケ ー ス ご とにそ

れ ぞ れ 示 され て い る3$。 これ を み る と、 ケ ー ス1と ケー ス2で は、 第1所 得 階級 か ら第

4所 得 階級 にお い て 家 計消 費 と家 計 貯 蓄 は 基準 ケ ー ス よ りも増 加 し、 労 働 供 給 は減

少 して い る。 また 、ケ ー ス3で は 、家 計 貯 蓄 はす べ て の所 得 階級 にお いて 基 準 ケ ー

ス よ りも減 少す る もの の、 家 計 消 費 は第1所 得 階 級 か ら第6所 得 階級(年 間 収 入30

0万 円 以 上350万 円未 満)に お いて増 加 して い る。 す な わ ち、 新社 会 資 本 整 備 が 従

来 型 社 会 資 本整 備 よ り も経 済 厚 生 水準 を上 昇 させ るの は 、少 な く と も これ らの低

*8図7-9・ 図7-10・ 図7-11は す べて5期 目の値 を用 いて描 か れ て い る。

-148一



所 得 者 層 と 中所得 者 層 の 一 部 に 関 して は 、労働 意欲 の低 下 に よる もの で は な い。

これ らの考 察 によ り次 の2点 が 明 らか とな った 。 一 つ は 、新社 会 資本 整 備 が 従 来

型 社 会 資本 整 備 よ りも低 所 得者 層 の経 済 厚 生 水 準 を上昇 させ るの は 、消 費、 労 働

供 給 、貯 蓄 が す べて そ れ に対 して プ ラス に働 い た結 果 で あ る。他 の一 つ は、 新 社

会 資 本 整 備 が 従来 型 社 会 資 本整 備 よ りも中 ・高所 得 者 層 の経 済厚 生水 準 を上 昇 さ

せ る の は、 労働 意 欲 の低 下 によ る可能 性 が あ る。 また 、 こう した 労働 意 欲 の低 下

は家 計 所 得 の減少 を通 じて 家計 消 費 を減 少 し、 経済 活 動 水 準 を も抑 制 して い る可

能 性 が あ る。

(4)厚 生 水 準 か らみ た分 配 への影 響

最 後 に 、新 社会 資 本 整備 と従 来 型社 会 資 本 整備 とで は 、厚 生水 準 か らみ た分 配

に与 え る影 響 が どの よ う に異な る のか を、表7-4と 図7-8に よ り比較 して み よ う。

す る と 、す べ て の ケー ス にお いて 、相 対 的 厚 生 水準 は低 所 得 者 層 で は上 昇 し、 高

所 得 者 層で は低下 して い る。 これ よ り、新 社 会 資 本整 備 は従 来 型 社会 資本 整 備 よ

りも厚 生 水 準 か らみた 分配 を大 き く改 善す る こ とが 分 か っ た。

さ らに 、そ の効 果 を各 ケ ー ス ごと に比較 す る と、次 の2点 を指 摘 す る こ とが で き

る。 一 つ は、 す べて の ケ ー ス にお いて 、基 準 ケ ー ス に対 す る所得 階級 別 に みた 相

対 的 厚 生 水 準 の変 化 率 の符 号 は一 致 して い る。他 の一 つ は 、基準 ケ ー ス に対 す る

所 得 階 級 別 にみ た相 対 的厚 生水 準 の変化 率 は、 ケ ー ス1と ケー ス2の ほ うが ケー ス

3よ りも大 き いt9。ゆえ に、 社会 福祉 施 設 整 備 と文教 施 設 整 備 の ほ うが通 信 イ ン フ ラ

整 備 よ りも、 厚 生水 準 か らみ た分 配 を大 き く改 善 す る こ とが 分 か った 。

7-5.む す び

本 章 で は、 動学 的CGEモ デ ル を用 いて 、社 会 福 祉 施 設整 備 、 文 教 施 設 整備 、通 信

イ ン フ ラ整 備 とい う3つ の タ イ プ の新社 会 資 本 整 備 と、従 来 型 社 会 資 本 整備 の経 済

効 果 を 比較 し、 これ よ り新 社会 資 本 整備 の従 来 型 社 会 資本 整 備 に対 す る有 効性 を

検 証 し た。 また 、社 会福 祉 施設 整 備 、文 教 施 設 整 備 、 通信 イ ン フ ラ整 備 そ れぞ れ

*9た だ し、第1所 得 階 級 で は 、 ケー ス3の ほ うが ケー ス1・ ケー ス2よ りも大 き い。
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の経 済 効 果 の違 い につ いて も検 討 を加 え た。 な お 、そ の評 価 に際 して は 、経 済 活

動 水 準 、経 済 厚 生水 準 、厚 生 水 準 か らみ た分 配 とい う3つ の基準 を用 い る こ と に し

た 。

まず 、 経 済 活 動 水準 と い う側 面 か らす る と、マ ク ロ的 には、新 社 会 資 本 整備 は

従 来 型 社 会 資 本 整 備 よ りも経 済活 動 水 準 を低 下 させ る こ とが分 か った 。 しか し、

ミ ク ロ 的 に み るな らば、 生 産 水準 が従 来 型社 会 資 本 整 備 の それ よ りも上 昇 す る産

業 も あ る 。 こ こで 取 り上 げた す べ て の新 社 会 資本 整 備 のな か で生 産 水 準 が 従 来 型

社 会 資 本 整備 の そ れ よ りも大 き く増 加 す る産 業 は 、電 気 機 械産 業 で あ る 。 さ らに 、

各 新 社 会 資 本 整備 につ い て みれ ば、社 会 福 祉 施 設整 備 で は、 精密 機 械 産 業 で も、

生 産 水 準 は従 来 型 社会 資 本 整備 よ りも上 昇す る。 文教 施 設 整 備 で は 、繊 維 製 品業 、

パ ル プ ・紙 業 、 精 密 機 械産 業 、 そ の他 の製 造 業 で も、 生産 水 準 は 従来 型 社 会 資本

整 備 よ り も上 昇 す る。 た だ し、繊 維 製 品 業 、パ ル プ ・紙業 で はそ の効 果 は小 さい 。

通 信 イ ン フ ラ整 備 で は 、 サ ー ビス業 に従 来 型社 会 資 本 整 備 に対 す る若 干 の上 昇 が

み られ た 。 一方 、従 来 型 社 会 資 本 整備 の 中心 で あ る建 設 業 で は 、生 産 水 準 は従 来

型 社会 資 本 整備 よ り も大 き く低 下 す る 。 この よ う に、新 社 会 資本 整 備 はそ れぞ れ

の産 業 別 純 投 資需 要 比率 の違 い を反 映 して 、従 来 型社 会 資本 整備 とは 異 な る分 野

の生 産 水 準 を 引き 上 げ る こ とが で きる 。

続 いて 、経 済 厚 生 水準 とい う側 面 で は 、 マ ク ロ的 にみ るな らば、 通 信 イ ン フ ラ

整 備 は従 来 型社 会 資 本 整 備 よ りも経 済 厚 生 水準 を 引 き上 げ る こ とが で き る こ とが

分 か った 。 た だ し、新 社 会 資 本 整備 のな か には 、社 会 福 祉 施設 整 備 や 文 教 施 設 整

備 の よ う に、 経済 厚 生 水 準 に与 え る影 響 が 従 来 型 社会 資本 整備 の そ れ とほ とん ど

変 わ らな い もの もあ る 。 しか し、 こ う したマ ク ロ的 に は経 済 厚 生 水準 に与 え る影

響 が 従 来 型 社 会 資 本 整備 の そ れ と変 わ らな い事 業 で も、 ミク ロ的 にみ る と、 多 く

の所 得 階級 にお いて 、 新 社 会 資本 整備 の ほ うが 従 来 型 社 会 資本 整 備 よ りも経 済 厚

生 水準 を引 き上 げ る こ とが で き る。具 体 的 には 、新 社 会 資 本整 備 は従 来 型 社 会 資

本 整 備 よ りも、低 所 得 者 層で はそ の経 済 厚 生水 準 を 引 き上 げ、 高所 得 者 層 で は逆

に悪 化 させ る傾 向 が あ る 。

最 後 に 、 こ う した所 得 階級 別 にみ た経 済 厚 生 水 準 へ の影 響 を厚 生 水 準 か らみ た

分配 とい う側 面 か ら評 価 す るな らば、 新 社会 資 本 整備 は従 来 型 社 会 資 本 整 備 よ り

も厚 生 水 準 か らみ た分 配 を大 き く改善 す る こ とが分 か った 。 さ らに、 そ の効 果 を
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そ れ ぞ れ の新 社 会 資本 に つ いて 比較 す る と、社 会 福 祉 施設 整 備 と文 教 施設 整 備 の

ほ うが 通 信 イ ン フ ラ整 備 よ りも、厚 生 水 準 か らみ た 分 配 を改 善 す る効 果 は強 い こ

とが 分 か った 。

これ らの考 察 によ り、新 社 会 資本 整 備 の 目的 と して 経済 活 動 水 準 よ りも経 済 厚

生 水 準 や 厚 生 水準 か らみ た分 配 を重 視 す るな らば、 新 社会 資 本 整 備 は従来 型 社 会

資本 整 備 よ りも有効 で あ る といえ る 。 また 、各 新 社 会 資本 整 備 ご とに評価 す るな

らば、 通 信 イ ン フ ラ整備 は 、経 済活 動 水 準 へ の悪 影 響 が最 も 小 さ い だ けで な く、

経 済 厚 生 水 準 を も引 き 上 げる ことが で き る とい う点 で 、最 も バ ラ ンス の とれ た政

策 とい え よ う。 これ に対 して、 社 会福 祉 施 設 整備 と文 教施 設 整 備 は 、経 済活 動 水

準 を悪 化 させ る も のの 、 厚生 水 準 か らみた 分 配 を大 き く改 善す る こ とが で き る と

い う点 で 、低 所 得 者 層 に有利 な政策 とい え る。
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表7-1基 準 ケ ー ス に 対 す る 公 的 純 投 資 の 変 化 率

(ケ ー ス1)

単 位:%
°12345目

10。00α00α001/10迫0

2鉱 業0.00α000.00α000.00

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ0ρ0α000.001!1α00

4繊 維 製 品0.540.540.530.530.52

5パ ル プ ・紙 α001110nOO.000,00

6化 学 製 品 α000.000mO.000.00

7石 油 ・石 炭 製 品0.000。000.000.000.00

8窯 業 ・土 石 製 品0コ00.000.000.000.00

9一 次 金 属0。000.000.000.000.00

10金 属 製 品 一〇.13-0.13-0.13-0.13-0.13

11一 般 機 械 一〇.59-0.59-0.58-0.58-0,57

12電 気 機 械9.849.74g.65g.55g.46

13輸 送 機 械 一〇.12-{M2-0.12-0.12-o.i2

14精 密 機 械&478.398.318.238.15

15そ の 他 の 製 造 業1.271.261.251.231.22

16建 設 業 一2.80-2.77-2.74-2.72-2.69

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業 一 一 一 一 一

18卸 売 ・小 売 業119.94119.04118.14117.25116.36

79金 融 ・保 険 業 一 一 一 一 一

20不 動 産 業_____

21運 輸 ・通 信 一 一 甲 一 一

22サ ー ビ ス 業 一 一 一__

23政 府 サ ー ビス 業 一 一 一 一 一

24対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビス ー 一 一 一 一

25医 療 サ ー ビス'一 一 一 一 一

26介 護 サ ー ビス ー 一 　 晴 欟

(ケ ー ス2)

単 位:96
'1目2目345

10.00α000つ00.000.00

2鉱 業0,00α00/!10.000.00

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ0.000.000.000.000.00

4繊 維 製 品3.603.563.533.493.46

5パ ル プ ・紙16.4116.2516.09159315.77

6化 学 製 品 α000.000.000.000つ0

7石 油 ・石 炭 製 品 α000.000.000.000,00

8窯 業 ・土 石 製 品0ρ00コ00.000.00α00

9一 次 金 属 α000コ00・000・000・00

10金 属 製 品 α000・000・000・000m

71一 般 機 械 一〇.25-0.25-0.24-0.24-o.24

12電 気 機 械1.511.491.481.461.45

13輸 送 機 械 一〇.03-0.03-0.03-0.03-0.03

14精 密 機 械5.014,964.914.874.82

15そ の 他 の 製 造 業8.328.248.168.088.00

16建 設 業 一〇.73-0.73-0.72-0.71-0.71

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業 一 一 一 一_

18卸 売 ・小 売 業23.1622,9822.8122.6422.47

19金 融 ・保 険 業 一 一 一 一 一

20不 動 産 業 一____

21運 輸 ・通 信 一 一 一 一 一

22サ ー ビ ス 業 一 一 一 一_

23政 府 サ ー ビ ス 業 一 一 一 一 一

24対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス ー 一 一 一 一

25医 療 サ ー ビ ス ー 一 一 一 一

26介 護 サ ー ビ ス ー 一 一 一 一
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表7-1(続 き)基 準 ケ ー ス に 対 す る 公 的 純 投 資 の 変 化 率

(ケ ー ス3)

単 位:%

12目345

to.000.000.000.000コ0

2鉱 業o.c〕00.000.000.000.00

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こiIIO.000.000.000.00

4繊 維 製 品0.340.340.340.330.33

5パ ル プ ・紙0.000.000.000つ00m

6化 学 製 品 α000000.000.000 .00

7石 油 ・石 炭 製 品0.OO111α001!10.00

8窯 業 ・土 石 製 品0.000コ00,000.00α00

9一 次 金 属0・00α001110・000・00

10金 属 製 品0.120.120・120・12α11

11一 般 機 械 一〇,26-0.26-0.25-0.25-0.25

12電 気 機 械11.0910.9910.8810.7710.67

13輸 送 機 械0.580.570.570.560.56

14精 密 機 械 一1.73-1.71-1.69-1.68-i.ss

15そ の 他 の 製 造 業 一α58-0.57-0.57_0.56_0 .56

16建 設 業 一3.04-3.01-2.98-2.95-2.g2

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業 一 一 一 一 一

18卸 売 ・小 売 業59.3258,8758.4357.9957.55

19金 融 ・保 険 業 一 一 一 一 一

20不 動 産 業 一 一 、___

21運 輸 ・通 信 一 一 一 一_

22サ ー ビス 業 一 一 一 一 一

23政 府 サ ー ビス 業 一 一 一 一 一

24対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビス ー 一 一 一 一

25医 療 サ ー ピス ー 一 一 一 一

26介 護 サ ー ビス ー 一 一 一 一
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表7-2基 準 ケ ー ス に 対 す る マ ク ロ 的 に み た 経 済 効 果 の 変 化 率

(ケ ー ス1)

単 位:10X-2%

12345

0.151-0.471-0.821-0.80-1.24

国 債 発 行_2.20-7.3414.6115.6225.95

総 厚 生 水 準0.000.060.090.080.00

家 計 最 終 消 費0.001.231。041.05一 賦61

労 働 供 給0.000.320.010.03-0.39

家 計 貯 蓄0.00-1.6!-2.83-2.86-0.69

国 内 純 生 産0.050.860.160.16-0.94

民 間 純 投 資0.58-o.20-6.78-6.71-5.79

公 的 純 投 資0.000.000.000.000.00

税 抜 き 資 本 財 価 格0.00-7.15-6.26-6.383.26

税 抜 き 労 働 財 価 格o.000.00-1.96-1.94-1.92

消 費 者 物 価 指 数o.00-2.22-3.30-3.30-0.30

資 本 供 給 量0.000.00-0.05-o.12-0.19

(ケ ー ス2)

単 位:10×-2%

12345

w-0.11-0.11-0.72-1.07-1.49

国 債 発 行1.681.8312.1621.0031.14

総 厚 生 水 準0.000.000.020.090.01

家 計 最 終 消 費0.000.00-o.011.06-0.5g

労 働 供 給0.000.00-0.140.02-0.40

家 計 貯 蓄0.000.00-0.71-2.84-o.6了

国 内 純 生 産 一〇.04-0.04-0.320.07-1.02

民 間 純 投 資 一〇.44-0.45-3.62-7.81-6.77

公 的 純 投 資0.000.000.000.000.00

税 抜 き 資 本 財 価 格0.000.0011!-6.383.26

税 抜 き 労 働 財 価 格0.000.00-o.98-1.94-1.92

消 費 者 物 価 指 数0.000.00-0.了0-3.30-0.30

資 本 供 給 量0.000.000。00-0.02-0.09

(ケ ー ス3)

単 位:10×-2%

12345

0.2610.2510.251-0.971-0.98

国 債 発 行 一3.72-4.13-4.4618.4921.07

総 厚 生 水 準0.000.000.000.040.04

家 計 最 終 消 費0.000.000.00-o.03-0.03

労 働 供 給0.000.000.00-0.27-0.26

家 計 貯 蓄0.000.000.00-1.40-1.40

国 内 純 生 産0.080.090.09-0.50-o.52

民 間 純 投 資0.981.021.01-5.55-5.70

公 的 純 投 資o.000.000.000.000.00

税 抜 き 資 本 財 価 格0.000.000.000.000.00

税 抜 き 労 働 財 価 格0.000.000.00-・1.94-1.92

消 費 者 物 価 指 数0.000.000.00-1.30-1.30

資 本 供 給 量0.000.000.000.00-0.04
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表7-3基 準 ケ ー ス に 対 す る 産 出 額 の 変 化 率

(ケ ー ス1)

単 位:10ズ2%'12345

1林 水 一〇.490.26-o.oiα00-1.01

2鉱 業 一41.98-43.82-43.94-42.93-3&40

3食 料 品 ・飲 親 ・た ば こ 一〇.010。950.650.66-0.64

4繊 維 製 品 一〇.300.700.130.14-1.21

5パ ル プ ・紙0.641.410,780.78-o.28

6化 学 製 品 一〇.030.100.240.230.04

7石 油 ・石 炭 製 品 一3.27-3.57-3.69-3.66-3.21

8窯 業 ・土 石 製 品 一29.21-2&36-29.32-2&99-29.41

9一 次 金 属 一5.13-5.14-6.21-6.14-6.02

10金 属 製 品 一23・96-23.28-24.26-24.00-24.32

11一 般 機 械 一8.73-&47-9.86-9.78-9.97

12電 気 機 械92.7392.2790.3989β888.62

13輸 送 機 械 一1.04-0.59-1.53-1.51-2.12

14精 密 機 械66.3566.13648564.3763.55

15そ の 他 の 製 造 業 一1.40-0.62-1.32-1.31-2.33

16建 設 業 一49.84-4a39-49,49-48,87-49.44

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業0.03α480.130.13-0.51

18卸 売 ・小 売 業10.2111.1010.1210.038。59

19金 融 ・保 険 業 α090β30.330.34一 α67

20不 動 産 業0.382.452.272.28-o.52

21運 輸 ・通 信 一〇380.34-0.23-0.22-1.20

22サ ー ビス 業 一〇n7α980.300.31-1.10

23政 府 サ ー ビ ス 業 α06 .0.240.140.14-0.11
'24対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビス0

.020.510.440.44-0.22

25医 療 サ ー ビ ス ー0.310.981.771.780.05

26介 護 サ ー ビ ス0;000つ00.010,01111

(ケ ー ス2)

単 位:10x-2%

1目2目3目4目5目

1林 水0.490.480.390.96-0.06

2鉱 業 一11.87-11.57-12.00-15.12-11.23

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ 一〇n1-0.01-0.090,67-0.62

4繊 維 製 品4.104.073.82生443.06

5パ ル プ ・紙4.174.143.854.223」3

6化 学 製 品1.021.011.091.261,07

7石 油 ・石 炭 製 品 一〇.91-0.90-0.99-1.40-0.97

8窯 業 ・土 石 製 品 一8.08-7.99-8.48-8.59-9.22

9一 次 金 属 一3.12-3.09-3.59-4.25-4.13

10金 属 製 品 一6.73-6.66-7.15-7.37-7.85

11一 般 機 械 一4.21-4.17-4.83-5.41-5.63

12電 気 機 械13.7713.6613.0212.5312.08

13輸 送 機 械.-0.44-0.44-0.86-0.94-1.54

14精 密 機 械37.9337.6537.0236.5635.95

15そ の 他 の 製 造 業8.308.227.858.127.01

16建 設 業 一13.32-13.16-13.76-13.73-14.71

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業 一〇.09-0コ9-0.230.01-0.62

18卸 売 ・小 売 業1.721.701.321.780.43

19金 融 ・保 険 業 一〇.09-0,08-0.270.17一 α83

20不 動 産 業0.040.040.Og1.g8_0.82

21運 輸 ・通 信 一〇.12-o.i2-0.350.03-0.94

22サ ー ビ ス 業 一α81-0.81-1.06-0.42-1.82

23政 府 サ ー ビ ス 業 一〇.05-o.05-0.080.04-0.21

24対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス ー0.01-0,01-0.010.42-0.24

25医 療 サ ー ピ ス ー0,32-0。320.161.770.04

26介 護 サ ー ビ ス0,000.000.000.010.00
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表7-3(続 き)基 準 ケ ー ス に 対 す る 産 出 額 の 変 化 率

(ケ ー ス3)

単 位:10×-2%

12345

1-0.20-0.20-0.19-0.36-0.37

2鉱 業 一41.69-40.60-39.53-40.10-39.27

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ0.190.1gO」8α010.oi'

4繊 維 製 品 一〇.66-0.65-0.65-1.08-1.08

5パ ル プ ・紙1.031.031.020.490.47

6化 学 製 品0.320.320.320.470.46

7石 油 ・石 炭 製 品 一2.91-2.87-2.83-3.01-3.00

8窯 業 ・土 石 製 品 一31.25-30.89-30.53-31.39-31.10

9一 次 金 属 一2.53-2.48-2,44-3.53-3・53

10金 属 製 品 一24.92-24.63-24.34-25.26-25.03

11一 般 機 械 一2.11曽2ρ8-2.05-3.48-3・50

12電 気 機 械105.83105.03104.19102.27101.44

13輸 送 機 械5.975.g35.88.,,489

14精 密 機 械 一10.19-10.11-10.04-10.72-10.69

15そ の 他 の 製 造 業 一z.87-2.84-2.81_3.40_3.3g

16建 設 業 一53.g4-53.26-52.57-53.52-52.g4

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業0.870.860.850.550.52

18卸 売 ・小 売 業4.364.324.283.503.43

19金 融 ・保 険 業 一〇.18-0.17-o.17-o.56-0.57

20不 動 産 業0.270.260.260.350.33

21運 輸 ・通 信 一〇.69-0.68-0.67-1.14-1.15

22サ ー ビス 業7.067.006.946.336.26

23政 府 サ ー ビ ス 業 α400.390.390.310.31

24対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビス0.040.040.040,030.03

25医 療 サ ー ビ ス ー0.31-0.31-0.310.65α64

26介 護 サ ー ビ ス0.000.000.000.000DO
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表7-4基 準 ケ ー ス に対 す る相 対 的厚 生 水 準 の 変 化 率

(ケ ー ス1)

単 位:10x-2%

分類 所得階級
(万円)

1期 目 2期 目 3期 目 4期 目 5期 目

1 一99 0.00 0.03 0.13 0.13 0.08

2 100-149 1/1 一〇
.19 /1: 一〇.08 0.17

3 150-199 0.00 一〇
.21

一〇.10 一〇
.y1 0.16

4 200-249 0.00 一〇.20 一〇
.11

一〇
.12 0.14

5 250-299 0.00 一〇.09 一〇
.03

一〇
.04 0.09

6 300-349 o.00 一〇
.13

一〇
.08 11' 0.09

7 350-399 o.00 一〇
.05 一〇.02 一〇.03 0.03

8 400-449 o.00 一〇.10 一〇.06 一〇.07 0.07

9 450-499 o.00 0.05 0.05 0.05 一〇
.03

10 500-549 o.00 0.08 0.06 0.06 一〇.05

11 550-599 0.00 o:oo 0,00 0.00 0.00

12 600-649 0.00 0.03 0.02 0.02 一〇
.02

13 650-699 o.00 一〇
.04

一〇
.02

一〇
.03 0.03

14 700-749 0.00 0.03 0.03 0.02 一〇
.02

15 750-799 0.00 一〇.10 一〇.06 一〇
.06 0.07

16 :1/:" o.00 0.09 0.07 0.07 一〇
.05

17 900-999 o.00 0.09 0.07 0.07 一〇.05

18 1000一 o.00 0.06 0.04 0.04 一〇
.05

(ケ ー ス2)

単 位:10×-2%

分類 所得階級
(万円)

1期 目 2期 目 3期 目 4期 目 5期 目

1 .. 0.00 o.00 0.05 0.13 0.09

2 100-149 0,00 0.00 0.05 一〇
.08 0.17

3 150-199 0.00 0.00 0.04 一〇
.11 0.17

4 200-249 0.00 0.00 0.03 一〇
.11 0.15

5 250-299 111 0.00 0.03 一〇.03 11'

6 300-349 0.00 o.00 0.02 一〇.08 0.09

7 350-399 0.00 o.00 0.01 一〇
.02 0.04

8 400-449 0.00 0.00 0.02 一〇
.06 1t:

9 450-499 0.00 0.00 0.00 0.05 一〇.02

10 500-549 o:oo 0.00 一〇
.01 0.06 一〇

.05

11 550-599 0.00 o.00 o.00 o.00 0.01

12 600-649 0.00 o.00 0.00 0.03 一〇
.02

13 650-699 0.00 0.00 0.01 一〇
.02 0.03

14 700-749 0.00 o.00 0.00 0.03 一〇.01

15 750-799 0.00 o.00 0.02 一〇.06 0.08

16 :11:・' o.00 0。00 o.00 0.07 一〇.05

17 900-999 0.00 0.00 一〇.01 0.07 一〇
.05

18 1000一 0.00 0.00 一〇.01 0.04 一〇。04
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表7-4(続 き)基 準 ケ ー ス に対 す る相 対 的厚 生 水 準 の変 化 率

(ケ ー ス3)

単 位:10×-2%

分類
所得階級
(万円)

1期 目 2期 目 3期 目 4期 目 5期 目

1 一99
.000 1/1 0.00 o.00 0.10 0.10

2 XOO-149 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09

3 150-199 o.00 o.00 0.00 0.08 0.08

4 200-249 o.00 0.00 o.00 0.06 0.06

5 250-299 0.00 0.00 o.00 0.05 0.05

6 300-349 o.00 0.00 0.00 0.04 0.04

7 350-399 0.00 111 o.00 0.02 0.02

8 400-449 0.00 0.00 o.00 0.03 0.03

9 450-499 0.00 o.00 0.00 o.00 0.00

10 500-549 o.00 111 0.00 一〇.01 一〇.01

11 550-599 0.00 o.00 o.00 0.01 o.00

12 600-649 o.00 0.00 0.00 o.00 0.00

13 650-699 0.00 o.00 0.00 0.01 0.01

14 700-749 0.00 o.00 0.00 o.00 o.00

15 750-799 0.00 o.00 0.00 0.04 0.03

16 :/1:" o.00 0.00 o.00 一〇.01 一〇.01

17 900-999 0.00 0.00 0.00 一〇.01 一〇.01

18 1000一 o.00 0.00 0.00 一〇.02 一〇
.02
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図7-1公 共 事 業 関係 費 の 内訳
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図7-2従 来 型 社 会 資 本 整 備 の 産 業 別 純 投 資 需 要 比 率
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図7-3社 会 福 祉 施 設 整 備 の 産 業 別 純 投 資 需 要 比 率

0.45

0.4

0.35

0.3

^0.25

係

数
--oz

o.is

゜.1

0.05

0

ノ艶 寡蹴 穐 甥 郷 難 ダ

ー160一



図7-4文 教 施 設 整 備 の 産 業別 純 投 資 需 要 比 率
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図7-5通 信 イ ン フ ラ整 備 の産 業 別純 投 資 需 要 比 率
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図7-6基 準 ケ ー ス に 対 す る 公 的 純 投 資 の 変 化 率
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図7-6(続 き)基 準 ケ ー ス に 対 す る 公 的 純 投 資 の 変 化 率
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図7-7基 準 ケ ー ス に 対 す る 産 出 額 の 変 化 率
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図7-7(続 き)基 準 ケ ー ス に対 す る 産 出 額 の 変 化 率
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図7-8基 準 ケ ー ス に 対 す る 相 対 的 厚 生 水 準 の 変 化 率
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図7-8(続 き)基 準 ケ ー ス に 対 す る 相 対 的 厚 生 水 準 の 変 化 率

(ケ ー ス3)

0.12

o.io

α08

0.06

承
N
喧
X
む 　　ゆ　

通
琶

0.02

0.00

一〇
.02

　　コ　

-99100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-900-1000-

149199249299349399449499549599649699749799899999

所 得 階 級(万 円)

-167一



図7-9基 準 ケ ー ス に対 す る 家 計 消 費 の 変 化 率
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歯7-10基 準 ケ ー ス に対 す る 労 働 供 給 の 変 化 率
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図7宇11基 準 ケ ー ス に対 す る家 計 貯 蓄 の 変 化 率
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第8章 むすび

8-1.CGEモ デル の有 効 性

本 稿 で は 、 「高齢 化 」・「経 済 の グ ロー バ ル 化 」・「財 政 赤 字 」 とい うテ ー マ に対

して そ れ ぞ れ の政策 課 題 を抽 出 し、 今後 とるべ き施策 の有 効 性 を検 討 した 。

経 済 学 の側 面 か らす る と、 こう した政 策 課 題 に対 して 、 一 定 の 目的 を達 成 す る

た め の よ り効 率 的 な 手 段 を検 討 す る ことが 可能 で あ る。 政 府 は家 計 の厚 生 水 準 を

最大 にす る よ う に行 動 す る と想定 され るか ら、 具体 的 に は あ らゆ る経 済 政 策 の経

済 効 果 は厚 生 分 析 に よ り評 価 され る こと にな る。 これ ま で は 、 こう した経 済 政策

に対 す る経 済 分 析 が あ ま り行 わ れ て こな か っ た。 そ の 結 果 、 手段 の選 択 を誤 り、

期 待 して い た 経 済効 果 が得 られ な か った り、家 計 の満 足 度 を高 めて いな い とい う

問題 が 生 じて い た 。

そ こで 、本 稿 で はCGEモ デ ル を用 い て 、 そ れ ぞ れ の 経 済 政 策 の 厚 生 分 析 を試

み た 。 本 稿 の特 徴 は次 の4点 にあ る 。第1に 、 労働 市 場 も考 慮 した 一 般均 衡 モ デ

ル を用 い た。 第2に 、定 性 的 だ け で な く定 量 的 な 経済 分 析 も行 った 。第3に 、基

本 モ デ ル で 必 要 とな る数 値 が 公 表 デ ー タ か ら得 られ る最 も詳細 な分 類 と して 、24

タ イ プ の産 業 と所 得 の違 い に よ る18タ イ プ の家 計 を想定 した。第4に 、公 表 デ

ー タ に も とつ いて 現 実 的 な パ ラメー ター 推 計 を行 い 、静 学 的 お よび動 学的 な シ ミ

ュ レー シ ョン分 析 を行 った。

8-2.各 政 策 課 題 に対 す る考 察 結 果

こう した モ デ ル を用 いて 、 第1に 「高 齢 化 」 とい うテ ー マ を取 り上 げ た 。 そ こ

で は 、公 的年 金 制 度 と公 的 介 護保 険 制 度 を政 策 課 題 と して取 り上 げ 、 そ れ ぞ れ の

政 策 の有 効 性 と問題 点 を検 証 した 。そ の結 果 、公 的 年金 制度 と公 的 介 護 保 険 制 度

は と も に、 負 担 面 で は 、社 会 保 険 料 あ る い は税 とい う形 で 家 計所 得 と企 業 所 得 を

減 少 させ る こ とに よ り、 経済 活 動 水 準 や経 済 厚 生水 準 に対 して マ イ ナ ス の効 果 を
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持 っ 。 しか し、給 付 面 で は 、前 者 は現 金 給 付 を通 じて 、後 者 は現 物給 付 を通 じて

消費 を拡 大 させ 、 これ に伴 う雇 用 の創 出が さ らな る消 費 を刺 激 し、 最 終 的 に は生

産 活 動 水 準 を押 し上 げる と と もに経済 厚 生 水準 を も引き 上 げ て い る こ とが定 量 的

に明 らか とされ た 。

さ らに 、CGE'モ デ ル の特 徴 の 一 つ は、 所 得 分 配 に与 え る影 響 を 同 時 に評 価 で

き る こ とに あ る。 そ こで 、所 得 分配 とい う側面 か らも、 そ れぞ れ の政 策 の評 価 を

行 った 。 そ の結 果 、 公 的年 金 制 度 は 、 中所 得者 層 と高所 得 者 層 の経 済 厚 生 水 準 を

あ ま り変 化 させ な いが 、低 所 得 者 層 のそ れ を大 き く上 昇 させ て い る の で 、 強 い所

得再 分 配 効 果 を持 つ ことが分 か った 。 これ に対 して、 公 的介 護 保 険 制 度 で は 、 中

所 得 者 層 と高所 得 者 層 の経 済 厚 生 水準 を上 昇 させ るが 、 高齢 者 世 帯 が 多 く含 まれ

て い る低 所 得 者 層 にお い て はそ の水準 を低 下 させ る ので 、所 得 分 配 を悪 化 させ る

可能 性 が あ る ことが分 か った 。また 、公 的介 護保 険制 度 にお ける給 付 形 態 と して 、

現金 給 付 と現物 給 付 の どち らが望 ま しい のか も検 討 した 。 そ の 結果 、 現 金給 付 の

場合 に は 、 介護 サ ー ビス の増 加 とい う本 来 の 目的 が達 成 され な い可 能 性 が あ る こ

とが示 さ れ た。

第2に 、 「経 済 の グ ロー バ ル化 」 をテ ー マ と して取 り上 げた 。そ こで は、 国 際

貢献 と して の環 境 税 の導 入 と、税 制 の国 際化 とい う立 場 か らの法 人税 の減税 を政

策課 題 と して取 り上 げた 。 まず 、環 境税 の導 入 に関 して 、 そ れ を税 収 中立 型 で 導

入 す る と い う シ ミュ レー シ ョ ン分 析 を試 み た。 な お 、税 収 を 中立 にす る た め に減

税 させ る税 と して は、次 の4タ イ プ ーエネ ル ギー 税 、 法 人税 、消 費税 、所 得 税 一

を想定 した 。 そ の 結果 、法 人税 を減 税 しな が ら環 境税 を導 入 す る場 合 に 、環 境 効

果 は最 も高 い こ とが 明 らか にな っ た。 また 、 この 場 合 に は法 人 の税 負 担 も軽 くな

るの で 、 経 済成 長 に対 して も プ ラス の影 響 を与 え る こ とに な り、景 気 対 策 と して

も有効 で あ る こ とが 分 か っ た。

次 に、1gg8年 度 か ら1999年 度 にか けて の法 人税 減税 政 策 の評 価 を 、次 の2つ

の ア プ ロー チ によ り行 っ た。 一 つ は 、実 効税 率 の国 際 比 較 で あ る。 国 際 比 較 に用

い る実効 税 率 と して は 、税 制 度 の 比較 で しか な い 「大 蔵 省 型実 効 税 率 」 よ りも、

第6章 で 提 示 した税 負 担 の比較 で あ る 「税 額調 整 後 実効 税 率 」の ほ うが 望 ま しい。

そ こで 、 この 「税 額 調 整後 実 効税 率 」 を用 いて法 人税 の 実 効税 率 の 国 際 比 較 を試
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み た 。 そ の結 果 、 日本 の実 効 税 率 は 、 「大 蔵 省 型 実 効 税 率 」 で み る と国 際 的 に あ

ま り高 くな い の に対 して 、 「税 額 調 整 後 実 効 税 率 」 で み る とア メ リカ よ りも3.32

%ポ イ ン ト高 い ことが示 され た 。他 の 一 つ は、 法 人税 減税 の財 源 と して の国 債 発

行 が 消 費税 の増 税 よ りも どれ だ け有 効 で あ るの か を、 動 学 的CGEモ デ ル を用 い

て検 証 した 。 そ の結 果 、 国 債 発行 ケ ー ス は消 費 税 増 税 ケー ス よ りも民 間投 資 を抑

制 す る もの の 、経 済 活 動 水 準 を上 昇 させ る こ とが で き る ことが 明 らか とな っ た。

な お 、財 政 赤 字 は 、前 者 の ほ うが後 者 よ りも悪 化 す る の だが 、 経済 の活 性 化 に よ

りあ る程 度 は解 消 され る 可能 性 が あ る ことが分 か っ た 。

最 後 に、 「財 政 赤 字 」 をテ ー マ と して取 り上 げ た 。 そ こで は、 財 政 支 出 の効 率

化 の 必 要性 を重 視 し、そ の一 貫 と して 現 在 進 め られ て い る従 来 型 社 会 資 本整 備 に

か わ る新社 会 資 本 整備 を政 策 課 題 と して 取 り上 げた 。新 社 会 資 本 整 備 と して は 、

具 体 的 に社 会福 祉 施 設 整 備 、 文 教施 設 整備 、通 信 イ ン フ ラ整 備 とい う3つ のタ イ

プ の 整 備 事 業 を分析 対 象 と した 。

そ の結 果 、経 済 活 動水 準 よ りも経 済 厚 生 水 準 を重 視 す るな らば 、新 社 会 資 本 整

備 は従 来 型 社 会 資 本整 備 よ りも有効 で ある こ とが定 量 的 に明 らか とされ た 。ま た 、

新 社 会 資本 整 備 には、 所 得 分 配 を従 来 型社 会 資 本 整 備 よ りも大 き く改 善す る こと

が で き る とい う利 点 が あ る こ と も分 か った 。

さ らに、 新 社 会 資本 整 備 を事 業 別 に評 価 す る な らば 、通 信 イ ン フ ラ整 備 は経 済

活 動 水 準 へ の影 響 で はや や 小 さ い も の の、 経済 厚 生水 準 で は比 較 的 大 き くな っ て

い る とい う点 で 、非 常 にバ ラ ンス の とれ た 政策 と いえ る。 これ に対 して 、 社 会福

祉 施 設 整 備 と文 教 施設 整 備 は 、通 信 イ ンフ ラ整 備 よ りも経 済 活 動 水 準 へ のマ イ ナ

ス の効 果 は大 き い も のの 、 所得 分 配 を大 き く改 善 す る ことが で き る とい う点 で 、

む しろ所 得 分 配 政 策 と して は有 効 で あ る こ とが 分 か った 。

8-3.今 後 の課 題

最 後 に、今 後 の 課 題 につ いて触 れ る こ とにす る。 本 稿 で 用 いた よ うなCGEモ

デ ル に よ る シ ミ ュ レー シ ョン分 析 に 関 して 、 今 後 の発 展 の可能 性 と して は次 の2

っ が 考 え られ る。 一 つ は 、家 計 や企 業 の分 類 方 法 で あ る。 これ まで に 日本 版CGE
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モ デ ル を用 いた 例 と して は市 岡(1991)が ある が 、 そ のな か で は所 得 階 級 別 に み た

18タ イ プ の家 計 と業 種 別 にみ た24タ イ プ の産 業 が想 定 され て いた 。本 稿 で もそ

れ らの 分 類 方 法 は基 本 的 には 市 岡(1991)と 同 じで あ るが 、分 析 目的 に合 わ せ て そ

の集 計 レベ ル を変 え て い る。 しか し、政 策課 題 に よ って は 、 これ らの分 類 で は 対

処 で きな い場合 もあ る 。例 え ば、公 的年 金制 度や 公 的 介 護保 険制 度 の世 代 別 にみ

た経 済効 果 の違 い を評 価 す るな らば、年 齢 階級 別 にみ た家 計 の分 類 が 必 要 とな る。

こう した 家 計 の 分 類 は海 外 の研 究 には多 数 み られ るが 、 わ が 国 で は ま だ ほ とん ど

行 わ れ て いな い 。

他 の 一 つ は 、CGEモ デ ル へ の 動 学 過 程 の組 み 込 み 方 法 で あ る6本 稿 で は 、 技

術 進 歩 はな い も の と仮 定 して 、 す な わ ち固 定 計 数型 の生 産 関 数 を用 い て い る。 そ

して 、静 学 的な 均 衡 の点 列 と して 動 学過 程 を描写 して い る。 た だ し、 シ ミ ュ レー

シ ョン期 間 を、そ の前提 条 件 が 妥 当 と思 わ れ る 短期 間(5期 間)と した 。 しか し、

法 人 税 減 税 や 社 会 資 本整 備 な どの経 済政 策 は、 長期 的 に み る と企 業 に何 らか の技

術 進 歩 を促 す こ とにな ろ う。 ゆ え に、今 後 は技術 進 歩 を 明示 的 に組 み込 ん だ モ デ

ル の開 発 が 必 要 とな る。
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付録 厚生分析用CGEモ デルのパ ラメーターの推 計

i.は じめ に

い まわ が 国 が抱 えて い る問題 は、 高齢 化 ・国 際化 ・財 政 赤 字 な ど数多 く存 在 す

る。 こ う した 問題 を克 服 し、21世 紀 を豊 か で しか も活 力 あ る形 で 乗 り切 る た め に

は、 財 政 が さ まざ まな側 面 にお いて一 定 の役割 を果 たす こ とが 求 め られ る。 そ の

対 策 と して 、 政府 は歳 入 と歳 出 の両面 か ら財 政 の見 直 しを検 討 して い る 。 こう し

た経 済 政策 は家計 や産 業 に さま ざ まな影 響 を与 え る の で、 これ らを 実施 す る際 に

は効 率 性 や 公 平性 を考 慮 した分 析 が必 要 とな る。 な か で も経 済 厚 生効 果 を数 量 的

に把 握 す る た め に は、CGEモ デル を用 いた分 析 が有 用 で あ る。 この タ イ プ の 分析 は

近 年 広 く行 わ れ る よ う にな って きて お り、わ が 国 で は市 岡(1991)が 日本 型CGEモ デ

ル を構 築 し、1980年 度 を基準 年 とす る 付加 価 値税 の厚 生分 析 を試 み て い る 。

あ る政策 の経済 効 果 を議 論す るた め には 、最 新 の デ ー タ を用 いて そ れ を評 価 す

る必 要 が あ る。 つ ま り、 現 実 的 な シ ミ ュ レー シ ョン を行 う場 合 には 、 必 要 な モデ

ル ・パ ラ メー タ ー をで き るだ け最 新 の デ ー タ で推 計 して お か な けれ ば な らな い 。 ま

た、 分 析 の 継続 性 を重 視 す るな らば、 で き る だ け公 開 され て い る資 料 ・デ ー タ で

モデ ル ・パ ラ メー ター を推 計す る必 要 が あ る。 そ こで 、 こ こで は付 録 と して 本稿 の

シ ミ ュ レー シ ョ ンに用 いた モ デル ・パ ラメー ター の推 計方 法 とそ の結 果 を解 説す る。

なお 、 企 業 の生産 活 動 を表 す た め に用 いる 『産 業 連 関表 』(総 務 庁)の 最 新 デ ー タ

が1990年 の もの で あ るた め、基 準 年 は 当該 年 と した 。

本 章 の構 成 は次 の通 りで ある 。第2節 で は 、基 本 モ デ ル の概 略 と とも にマ ク ロデ

ー タが 一 般 均衡 状 態 を表 す た め の調 整 方法 を解 説 す る
。第3節 で は、 家 計 に関 す る

パ ラ メー タ ー 、具 体 的 に は課税 前 所 得 の所 得 階級 別 にみ た家 計 所 得 ・生 産 要 素 保

有 量 ・家 計 の税 負 担 ・効 用 関数 のパ ラ メー タ ー の推 計 方法 とそ れ らの結 果 を提 示

す る。 第4節 で は 、産 業 に関 す るパ ラ メー タ ー 、具 体 的 には産 業 別 に みた 付 加 価 値

・産 業 の税 負 担 ・最 終 需 要 ・生産 財 か ら消 費財 へ の変 換行 列 ・生 産 関数 と付 加 価

値 関数 のパ ラ メー ター の推 計方 法 とそ れ らの 結果 を解 説 す る。第5節 で は、 本 稿 の

推 計 結 果 と市 岡(1991)と のそ れ を比較 し、 そ の有 効 性 を検 証 す る 。
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2.モ デ ル の基 本 構 造 と マ ク ロデ ー タ

本 稿 の シ ミ ュ レー シ ョ ン に用 い た基 本 モ デル は、第2章 にお いて 詳 し く解 説 され

て い る。 こ こで は 、そ の概 略 を簡 単 に振 り返 る と とも に、r国 民 経 済 計算 年 報(経

済 企 画 庁)』(以 下 で はSNAと 略 す)よ り得 られ るマ ク ロデ ー タが 一 般均 衡 状態 を

表 す た め の調 整 方 法 を説 明 す る。

2-1.モ デル の基 本 構 造

モ デ ル は 家 計 部 門 ・産 業 部 門 ・政府 部 門 ・海 外部 門 か ら構 成 され る。 まず 、 家

計 部 門 か らみ て い こ う。家 計部 門 には 具 体 的 に表1に 示 す よ うな18タ イ プ の家 計 が

含 まれ て い る。 家 計 は2種 類 の 生産 要 素(労 働 ・資本)を 保 有 し、 これ に も とつ

いて 労 働 所 得 と資 本 所 得 を得 る 。 これ らに移 転 所 得(私 的純 移 転 所 得+公 的移 転

所 得)と 帰 属 所 得(帰 属 家 賃 所 得+帰 属 経 常移 転 所 得+帰 属 留 保 所 得)を 加 え た

もの か ら、個 人所 得 税 額 とそ の他 の直 接 税 額 を引 い た ものが 可処 分 所 得 とな る。

さ らに、 可 処 分所 得 に レジ ャー 価 値 を加 え た も のが拡 張 可 処 分 所 得 とな る。 家 計

は この拡 張 可 処 分 所得 を制 約 と して 、 近 視 眼的 な 期待 形 成 の も とで 、(1)式 、(2)

式 、(3)式 の よ うな効 用 関数 を最 大 にす る よ う に、 将 来消 費財 、 レジ ャー 財 、19種

類 の消 費 財 のそ れ ぞ れ の購 入 量 を決 め る。

(1)U・ 一{。 ・(1/a:').v'H'+(1.α ・)(1/a:')C,・ui}(1/りi)

(2)H'={(1.β ・)(1/a.')X・φi+β ・(1/a.')rφi}(1/φ1)

1
(3)xi=nk男Xkiλk

た だ し 、U:効 用 水 準 、H:現 在 消 費 財 購 入 量 、CF:将 来 消 費 財 購 入 量 、X:合 成

消 費 財 購 入 量 、1:レ ジ ャ ー 量 、Xk:第k消 費 財 購 入 量 、 α:現 在 消 費 財 へ の ウ

ェ イ ト付 け パ ラ メ ー タ ー 、 β:レ ジ ャ ー 財 へ の ウ ェ イ ト付 け パ ラ メ ー タ ー 、

σ、:合 成 消 費 財 と レ ジ ャ ー 財 と の 代 替 弾 力 性 、 σ2:現 在 消 費 財 と将 来 消 費 財

と の 代 替 弾 力 性 、 φ=(σ 、-1)/σ 、、 り=(σ 、-1)/σ2、 λk:第k消 費 財 へ の 支 出

シ ェ ア パ ラ メ ー タ ー 、i=1,…,18(所 得 階 級)、k=1,…,19(消 費 財)
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産 業 部 門 は 表2に 示 し た24種 類 の産 業 お よ び 生 産 財 か ら構 成 さ れ 、 次 の よ うな 生

産 関 数 を 持 つ も の とす る 。

(4)Q」=24m=、amjQs+v。 」Qj

am」=Xm」/Qj(投 入 係 数)、v。 」=VAj/Q」(付 加 価 値 率)

リ コ

(5)VAj=γ 」L」 μKj(1一 μ)

た だ し 、Q:産 出 量 、VA:付 加 価 値 、Xm:第m中 間 財 の 投 入 量 、L:労 働 投 入 量 、K

:資 本 投 入 量 、 γ:効 率 パ ラ メ ー タ ー 、 μ:生 産 要 素 の 分 配 パ ラ メ ー タ ー 、j=1,

・・、24(産 業 お よ び 生 産 財)

こ の よ う に 投 入 係 数 と付 加 価 値 率 は 固 定 係 数 で 与 え られ る の で 、 各 産 業 は 具 体 的

に1単 位 の 付 加 価 値 に か か る(社 会 保 障 税 ・資 本 税 込)要 素 費 用 を 最 小 に す る よ う

に 、 労 働 投 入 量 と 資 本 投 入 量 を 決 め る こ と に な る 。 こ の と き 、 各 生 産 財 価 格 は 次

の よ う に求 め られ る 。

(6)P'=Σ24m=、am」nJ+v。j(1+t。j){(1+tLj)PLDLj+(1+tk」)PKDKj}

た だ し 、P:生 産 財 価 格 、t。:純 生 産 物 税 率 、t。:社 会 保 障 税 率 、tK:資 本 税 率 、

D。:労 働 投 入 量 、DK:資 本 投 入 量 、PL:労 働 財 価 格 、P、:資 本 財 価 格

一 方 、 各 産 業 の 産 出 量 は 財 市 場 の 均 衡 条 件 よ り次 の よ う に求 め られ る 。

(7)[Qi,…,Q24]'=[F1,…,F24]'[1-A]-i

(8)F'=C'十1'十{EX'一(1十tm')IM'}

こ こで 、A:投 入 係 数 行 列 、1:単 位 行 列 、F:最 終 需 要 量 、C:最 終 消 費 需 要 量 、

1:純 投 資 需 要 量 、EX:輸 出 量 、IM:輸 入 量 、tm:輸 入 税 率

な お 、 生 産 財 か ら消 費 財 へ の 変 換 は 、 各 消 費 財 が ど の 生 産 財 との 組 み 合 わ せ に よ

り形 成 さ れ る の か を 示 す 変 換 行 列 を用 い て 行 わ れ る 。 本 稿 で 想 定 して い る 消 費 財

の 一 覧 は 、 表3に 示 さ れ て い る 。

ま た 、 政 府 は 家 計 と 産 業 か ら 表4に 示 さ れ る よ う な6種 類 の 税 を 徴 収 す る 。 政 府

は こ れ ら を 財 源 と して 、 政 府 最 終 消 費 、 家 計 へ の移 転 支 出 、 公 的 純 投 資 を 行 う 。

総 税 収 額 が 総 支 出 額 に 満 た な い 場 合 、 政 府 は 公 債 を 発 行 す る 。 公 債 は 家 計 に よ り

す べ て 購 入 さ れ る も の とす る 。
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2-2.マ ク ロデ ー タ の調 整

モ デ ル で は 、財 市 場 ・各 資本 市 場(利 子 ・配 当 ・賃貸 料 取 引市 場)・ 海 外 市 場

は す べ て均 衡 して い る と仮 定 され る。 そ こで 、 『SNA』 よ り得 られ るマ ク ロデ ー タ

が これ らの 一般 均 衡 条 件 を満 た す よ う に、次 の よ うな 調整 を行 っ た。

・家 計 の賃金 ・俸 給=『SNA』 値 一海 外 か らの雇 用 者 所得 純 受取

・家 計 最 終消 費支 出e『SNA』 値+統 計 上 の不 突 合+財 貨 ・サ ー ビス の純 輸 出

・家 計 貯 蓄=『SNA』 値 一統 計 上 の不 突 合 一財 貨 ・サ ー ビス の純輸 出 一海 外 か ら

の雇 用 者所 得 純 受取

・政 府 の各財 産 所得(利 子 ・配 当 ・賃 貸 料)支 払=『SNA』 値 一各財 産 所 得 の純

支 払 総 額 を全 制 度 部 門 につ いて合 計 した もの31

・政 府 の利 子 受 取e『SNA』 値 一海外 か らの財 産所 得 純 受 取 一全 財産 所 得 の純 支

払 総 額 を全 制 度 部 門 につ い て合 計 した もの

・政 府 の 経常 移 転 受 取=『SNA』 値+海 外 か らのそ の他 の経 常 移 転 純 支 払

・政 府 貯 蓄=『SNA』 値 一海 外 か らの財 産 所 得 純 受 取+海 外 か らのそ の他 の経 常

移 転 純 支払+全 財 産 所 得 の純支 払 総額 を全 制 度 部 門 につ い て合 計 した も の

3.家 計 部 門 のパ ラ メ ータ ー推 計

こ こで は家 計 部 門 の パ ラメ ー ター を推 計 す る。 まず 、家 計 の所 得 階級 別 にみ た

分布 デ ー タ を推 計 す る。 続 い て 、そ れ を用 いて 家 計所 得 の各 構 成 要 素 を当 初所 得

とそ の他 の所 得 に分 けて 推 計 す る。 また 、 これ らのデ ー タ に も とつ いて 生 産 要 素

保 有 量 も推 計す る 。次 に、 家 計 の税 負 担 を推 計 す る。 これ に よ り拡 張 可 処 分 所得

が 得 られ 、 さ らに貯 蓄 額 を推 計 す る と消 費額 が得 られ る。 最後 に、各 消 費 財 の消

費量 を表 す 支出 シ ェ アパ ラ メー タ ー と効 用 関数 に含 まれ るそ の他 の パ ラメ ー ター

を推 計 す る。

*IrSNA』 には対 家 計 民 間非 営 利 団体 の財産 所 得 支 払総 額 し か記 載 さ れ て いな い

ので 、 これ を同部 門 の各 財 産所 得 受取 額 に応 じて 配 分 した 。
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3-1.家 計 所得 の 推 計

家 計 所 得 は、 当初 所 得(雇 用者 所得 ・事 業 所 得 ・農 業 所 得 ・財 産 所 得 ・私 的純

移 転 所 得)と 公 的移 転 所 得 、お よ び帰 属所 得 か ら構 成 さ れ る 。 こ こで は家 計所 得

の各 構 成 要 素 を推 計 す る。

(1)当 初 所得 の推 計 方 法

当初 所 得 の合 計 額 は 『所 得 再 分 配調 査 報告 』(厚 生 省)よ り得 られ るが 、そ の 構

成 要 素 に関 す るデ ー タは 同 資料 か らは得 られな い。 そ こで 当初 所 得 の構 成 所 得 比

を推 計 し、 これ を用 いて 当初 所 得 を各 構 成所 得 に振 り分 け る こ とに した 。 図1に は 、

この作 業 の概 略 が 示 され て いる。 家計 は雇 用者 所 得 世 帯 ・事 業 所得 世 帯 ・農 業 所

得 世 帯 ・財 産所 得 世 帯 ・移 転所 得 世帯 とい う5タ イ プ の家 計 か ら構 成 され 、 そ れ ぞ

れ5種 類 の所得(当 初 所 得 の 各構 成 所得)を 持 つ もの とす る(図1-A)。 た だ し、

財 産 所 得 世 帯 は財 産 所 得 のみ を持 ち、移 転 所得 世帯 は公 的 移 転 所 得 と財 産 所得 の

み を持 つ もの とした 。各 世 帯 のそ れぞ れ の所 得 に、 対応 す る分 布 デ ー タ を乗 じた

もの をそ れぞ れ の 所 得 ご とに全 世帯 につ い て合 計 す る と、 それ ぞ れ の所 得 の 所 得

階級 別 デ ー タが 得 られ る(図1-B①)。 当初 所 得 の構 成 所得 比 は 、そ れ ぞ れ の所 得

の所 得 階級 別 デー タ を、そ の所 得 階級 に関 す る合 計 額(図2-B②)で 割 って 求 め た

(図2-C)。 これ を、 『所 得 再 分 配調 査 報 告 』 の 「当初 所 得 」 デ ー タ に乗 じた も の

が 、 当 初 所 得 の各 構 成 所得 とな る(図2-D)。 そ の推 計 結 果 は、表5(1)に 示 され て

い る。 そ して 、 この よ う に して得 られ たそ れぞ れ の所 得 に 、対応 す る分 布 デー タ

を乗 じた も のの合 計額 が 『SNA』 値 に合 うよ うに マ ク ロ調 整 し:z。 推 計 結果 は表

5(2)の 通 りで ある 。

(2)デ ータ の作 成

上記 の推 計 に用 い るデー タは 次 の通 りで あ る。 当初 所得 の合 計 額 と後 に必 要 と

な る全 世 帯 の所 得 分 布 デー タ は、 『所 得 再 分配 調 査 報 告 』 よ り得 られ る 。雇 用 者

所得 世 帯 と移 転 所 得 世 帯 の それ ぞ れ の所 得 と分 布 デー タ は 『全 国 消 費 実 態調 査 報

*2マ ク ロ(ス ケー ル)調 整 とは 、 ミ クロデ ー タ(X;)の 総計 が所 与 の値(Y)と 一 致 す

る よ う に、 一律 な 固 定 係数(a=Y/ΣjX」)を 用 いて デ ー タ を修 正 す る方 法 を い う。
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告 』(総 務 庁)よ り求 め た 。 事 業 所 得 世 帯 と農 業 所 得 世 帯 の それ ぞ れ の所 得 と分 布

デ ー タ はr税 務 統 計 か らみ た 申告 所 得 税 の実 態 』(国 税 庁)よ り求 めた 。 財 産 所 得

世 帯 の所 得 に は、 移 転 所 得 世 帯 の 財 産 所得 のデ ー タ を適 用 した 。 また 財 産 所 得 世

帯 の分 布 デ ー タ は、 全 世 帯 の分 布 デ ー タか ら財 産 所得 世帯 以 外 の分 布 デ ー タ の合

計 値 を差 し引 いて 求 め た 。 な お 全 世 帯 の分 布 デ ー タ は 、 そ の合 計 値 がr住 民基 本

台 帳 に基 づ く全 国 人 口 ・世 帯 数表 人 口動態 』(自 治 省)よ り得 られ る総 人 口 と等 し

くな る よ うにマ ク ロ調 整 したt3。 ま た 各世 帯 の分布 デ ー タ も、 そ の合 計値 がr国 勢

調 査 』(総 理 府)とr税 務 統 計 か らみ た 申告 所 得 税 の 実態 』 よ り推 計 した そ れぞ れ

の マ ク ロ値 に合 う よ う にス ケー ル 調 整 した34。

(3)そ の 他 の 家 計 所 得(公 的移 転 所 得 ・帰 属 所得)の 推 計

公 的移 転 所 得 のデ ー タ は 『所 得 再 分 配調 査 報 告 』 よ り得 られ る。 帰 属家 賃 所 得

は 、r全 国消 費実 態 調 査 報 告 』 よ り得 られ る持 ち家 率 と帰属 家 賃 のデ ー タ か ら推

計 した 。 帰属 留 保 所 得 と帰 属 経 常 移 転 所得 に は 、表5(2)に 示 した 財 産 所得 の デ ー

タ を適 用 した 。そ して 、 これ らの 所 得 に分 布 デ ー タ を乗 じた もの の合 計 額 がrSN

*3施 設 に収 容 され て い る世 帯 ・住 込 お よび寄 宿 舎 等 の単 身世 帯 ・外 国 人世 帯 は 、

モ デ ル か ら除 外 され る 。 これ は、 これ らの世 帯 に関 す る必 要な デ ー タ が既 存 の公表

資 料 か ら得 られ な か っ た た めで あ る。 『国勢 調査 』 に よ る と基 準 年 にお け るそ れぞ

れ の 世 帯 数 の割 合 は0.3%、3.6%、1.1%で あ り、推 計 結 果 に与 え る影 響 は小 さ い

と考 え られ る。

*4雇 用者 所 得 世 帯 の マ ク ロ値(2,027万384件)は 『国 勢調 査 』 の 「家 計収 入 の種類 、

世 帯 の 経済 構 成 別 一 般世 帯 数 、一 般 世 帯人員 、親 族 人員 及 び15歳 以 上親 族 就 業 者 」

よ り得 られ る"賃 金 ・給 料 が 主 な世 帯"の うち 賃 金 ・給 料 のみ の世 帯 とそ の他 の世 帯 を

足 した もの か ら、 『税務 統 計か ら見 た 申告所 得税 の実 態 』 の"そ の他 の所 得 者"の う

ち給 与 所得 を得 て いる 人 員 数 を 引 いて 求 めた 。 これ は 、 『全 国消 費 実 態調 査 報 告 』

のサ ン プル が 申告 所 得 を持 つ雇 用 者 所 得世 帯 を対象 と して いな い た めで あ る 。 これ

よ り本 稿 の モ デル ・パ ラ メー ター に含 まれ る雇 用者 所 得 世 帯 とは 、純 粋 な サ ラ リー

マ ンとな る。 ま た移 転 所 得 世帯 のマ ク ロ値(535万4,149件)は 、 モ デル に含 まれ る全

世 帯 数 にr国 勢 調 査 』 よ り求 め た移 転 所得 世 帯 の構 成 比 を乗 じて求 めた 。
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A』 値 に合 う よ う にマ ク ロ調 整 した 。推 計 結 果 は表6の 通 りで あ る。

3-2.生 産 要 素保 有 量 の推 計

ここで は 、 先 に推 計 した家 計 所 得 デ ー タ を用 いて 、労働 と資 本 の そ れ ぞ れ の保

有 量 を求 め る。 まず 、家 計 の 労働 所得 は 、表5(2)に 示 した 雇用 者 所得 に、 事業 所

得 と農 業 所 得 の うち 労働 所得 と見 なせ る分 を足 した も のか ら、後 に推 計 され る雇

用者 ・自営 業 者 負 担 の社 会 保 障税 額 を引 い た もの と定 義す る。 一方 、 家 計 の資本

所得 は 、表5(2)と 表6に 示 した財 産 所 得 ・帰 属 所得 と、事 業 所得 と農 業 所 得 の うち

資本 所 得 と見 なせ る分 を足 した もの と定 義す る。 な お 、事 業 所 得 と農 業 所 得 に 占

め る 労働(資 本)所 得 比 率 には 、第4節 で推 計 す る個 人企 業 の企 業所 得 に 占 め る労

働(資 本)所 得 比s5を 用 いた 。

モ デ ル で は、基 準 年 に お いて(社 会 保 障税 ・資 本 税 抜 き)1円 の価 値 を生 み 出す

量 をそ の 生 産 要 素 の1単 位 と考 えて い るか ら、基 準 年 の 価 格 で評 価 した 金 額表 示 の

要 素所 得 の 大 き さが そ の まま要 素数 量 とい える 。労 働 保 有 量 は 、労働 所 得 にP国

民生 活 時 間 調 査 』(日 本 放 送協 会)よ り得 られ る労 働 供 給 率 の逆 数(1.88)を 乗 じ

て求 め たs6。 一 方 、 資 本 保有 量 は全 資 本所 得 で あ る。 これ は 、家 計 が 全 資 本 保有 量

を企 業 に供 給 す る と仮 定 して い る ため で あ る。推 計 結 果 は表7の 通 りで あ る。

3-3.家 計 の税 負 担 の推 計

家 計 が 負 担 す る税 は、 個 人 所 得税 とそ の他 の直接 税 に分 け る こ とが で き る。 個

入所 得 税 とそ の他 の直 接 税 に含 まれ る詳細 な税 目は 、 表4に そ れ ぞ れ 示 さ れ て い る 。

前 半 で は 、 個 人所 得 税 額 のデ ー タ と して 、個 人所 得税 関数 を推 計 す る 。 この個 人

所得 税 関数 は、個 人所 得 税 率 と定 数項 か らな る一 次 関 数 と して 表 され る。 続 い て 、

後 半 で は 、 そ の他 の直 接 税 額 を推 計す る。

*5個 人企 業 の企 業 所 得 に 占め る労働 所 得 比 率 と資 本 所得 比 率 は 、そ れ ぞ れ0.66、

0.35と で あ った 。

*6労 働 供 給 率 の逆 数=(労 働 時 間+レ ジ ャー時 間)/労 働 時 間
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3-3-1.個 人 所 得 税 関 数 の 推 計

まず 、個 人所 得 税 関 数 を推 計 す る 。

(1)個 人 所 得 税額 の 推 計

個 人 所 得税 は 、 具体 的 に所 得 税(申 告 ・源泉)・ 都 道 府 県 住 民 税(所 得 ・利 子

割)・ 市 町 村 住 民税(所 得割)か ら構 成 され る 。個 人所 得 税 のデ ー タ に はr所 得

再 分 配 調 査 報 告 』 の 「税 」 デ ー タ を利 用 で き る が、 これ には 固定 資 産税 ・軽 自動

車 税 ・個 人 住 民 税(均 等割)が 含 まれ て い る か ら、 これ ら を控 除 す る必 要 が あ る。

そ こで 、 まず 個 人 所得 税 のデ ー タ として 、 『国税 庁統 計年 報 書 』(国 税 庁)の 所 得

税 デ ー タか ら、 第4節 の産業 部 門 のパ ラ メー タ ー推 計 の な か で得 られ る源 泉 所 得 税

(産 業 負 担 分)の デ ー タ を差 し引 いた 。 そ して 、そ の 結 果 と して 求 め られ るデ ー

タ を、 同資 料 よ り得 られ る個 人所 得 税 額 と 『地方 財 政 統 計 年報 』(自 治 省)よ り得

られ る固定 資産 税 ・軽 自動 車税 ・個 人 住 民 税(均 等割)の そ れぞ れ の マ ク ロ値 を

足 し合 わ せ た値 に合 う よ うにス ケ ール 調 整 したi7。

次 に、 固 定 資産 税 ・軽 自動 車税 ・個 人住 民税(均 等 割)の 負 担 分 布 デー タ を求

め た。 固 定 資 産税 には 、表6に 示 した 帰属 家 賃 所得 のデ ー タ を適 用 した 。軽 自動 車

税 に は、r家 計 調 査年 報 』(総 務 庁)の 「自動 車 関 係 費 」 デー タを 適 用 した 。 そ し

て 、 これ らの税 負 担 の デ ー タ に分布 デ ー タ を乗 じた も の の合 計額 が そ れ ぞ れ の マ

ク ロ値 に合 うよ う にス ケ ー ル調 整 した 。個 人住 民税(均 等 割)の デ ー タ は 、 そ の

マ ク ロ値 を全 世 帯 数 で割 って求 めた1世 帯 当 た り平均 負 担 額(0.3万 円)に 分布 デ

ー タ を乗 じて 求 めた 。

こ う して 、先 に求 め た 個 人所 得 税 の デ ー タか ら、 これ らの 固定 資 産税 ・軽 自動

*7r地 方 財 政 統 計年 報 』 よ り得 られ る土 地 に対 す る 固定 資産 税 と軽 自動 車税 の値

に は企 業負 担 分 も含 まれ て い るの で、 『SNA』 よ り得 られ る家 計 の土 地 保 有 率(0.

67)とr産 業 連 関表 』 よ り得 られ る家 計 の 軽 自動 車 所有 率(0.65)を 用 いて 家 計 負 担

分 を抜 き 出 した 。 なお 、 固定 資産 税 の うち 家 屋分 は家 計 が 、償 却 資産 は産 業 が そ れ

ぞ れ負 担 す る もの と した 。 また、後 に推 計 す る罰 金(家 計負 担分)に つ いて も 、そ

の大 半が 自動車 関係 の も の と考 え られ るか ら、軽 自動 車保 有 率 を用 いて 同様 に求 め

た 。

..



車税 ・個 人 住 民税(均 等割)の デ ー タ を差 し引 くこ と に よ り、純 粋 な個 人所 得 税

のデ ー タ が 求 め られ る。

(2)課 税 標 準 の推 計

個 人 所 得 税 の課 税 標 準 は、 労 働所 得 ・資本 所 得(課 税 対 象 分)・ 公 的 移 転所 得

に含 まれ る現 金給 付 で あ る。 資 本所 得 の うち課 税 対 象 とな るの は、 利 子 お よび配

当所 得 の一 部 ・賃貸 料 所 得 ・事 業 所得 の うち 資本 所 得 と見 な せ る分 で あ るs8。 この

うち 、表5(2)と 表6に 示 した よ うに労働 所 得 ・事 業 所 得 の うち 資本 所 得 と見 な せ る

分 ・現 金 給 付 は既 に得 られ て い るが 、利 子 所 得 ・配 当所 得 ・賃 貸料 所 得 が得 られ

て い な いt9。そ こで、表5(2)に 示 した財 産 所得 の デ ー タ を、財 産所 得(利 子 ・配 当

・賃 貸 料)の 構 成 比 を用 いて振 り分 ける こ とに したit°。 なお 、 ここで は税 制 上 の 各

種控 除 は な い もの と仮 定 す る。 これ は それ に対 応 す る デ ー タが 公 表 資 料 か ら得 ら

れ な い た め で ある 。

(3)個 人 所得 税 関数 の 推 計

こ こで は課税 標 準 を説 明 変 数 とす る次 の よ うな二 次 関 数 と して表 され る個 人所

得税 関 数 を推 計 した 。そ の推 計 結 果 は、 以下 の通 りで あ る。
:u

(9)TIiニ13.45十 〇。01*Bi十 〇.0000669*(Bi)2

(11.41)(0.02)(0.00000745)

た だ し 、T【:個 人 所 得 税 額 、B:課 税 標 準 、i=1,・ ・,18

*8利 子 所 得 と配 当 所 得 に 対 す る 課 税 対 象 比 率 は 、 『国 税 庁 統 計 年 報 書 』 よ りそ れ

ぞ れ0.45、0。91で あ る 。

*9事 業 所 得 の う ち 資 本 所 得 と見 な せ る 分=事 業 所 得 ×0.35(個 人 企 業 の 企 業 所 得

に し め る 資 本 所 得 比 率)

*10財 産 所 得 を 構 成 す る 利 子 所 得 と配 当 所 得 の デ ー タ はr貯 蓄 動 向 調 査 報 告 』(総

務 庁)よ り、 賃 貸 料 所 得 は 『税 務 統 計 か ら見 た 申 告 所 得 税 の 実 態 』 よ り得 られ る 。

そ し て 、 そ れ ぞ れ の 所 得 に分 布 デ ー タ を 乗 じ た も の の 合 計 額 が 、 『SNA』 値 に合 う

よ う に マ ク ロ 調 整 し た 。 財 産 所 得 の構 成 所 得 比 は 、 こ う し て 求 め た 財 産 所 得 の 各 要

素 デ ー タ を 、 財 産 所 得 の 合 計 額 で 割 っ て 求 め た 。

*11本 稿 で は 単 純 なOLSに よ り推 計 し た 。 な お 、()の 中 は標 準 誤 差 、 決 定 係 数 は

0.98で あ っ た 。

-189一



こ の(9)式 よ り所 得 階 級 別 に み た個 人所 得税 率 を求 め 、 課税 標 準 にそ れ を か けた も

の と個 入所 得 税 額 の 差 額 を定 数項 とす る、次 式 の よ うな個 人 所 得 税 関数 を得 た 。

(10)Tli=ci十tliBi

た だ し、t1:個 人所 得 税 率 、c:定 数 項 、1=1,・ ・,18

そ の推 計 結 果 は 、表8に 示 さ れ て い る 。

3-3-2.そ の他 の直 接 税 の推 計

そ の他 の直 接 税 は、 具 体 的 に非雇 用 者 負担 分 の社 会 保 障税(退 職 者 の国 民 健康

保 険 料)、 自動 車 関 係 諸 税(自 動車 税 ・自動 車 重 量税 ・自動 車 取 得 税 ・軽 自動車

税)、 罰金(ス ピー ド違 反 ・駐 車違 反 な ど)、 狩 猟 者 登録 税 、入 猟 税 、個 人 住 民

税(均 等割)か ら構 成 され る。 この うち、 軽 自動 車税 と個 人住 民税(均 等 割)の

デ ー タ にっ いて は既 に得 られ て いる 。以 下 で は残 りの税 目につ い て推 計 を 行 う。

非 雇 用 者 負 担 分 の社 会 保 障税 を求 め るた め には 、家 計 負担 の社 会 保 障税 のデ ー

タ を雇 用 者 ・自営業 者 ・非 雇 用 者 の負 担 者 別 に振 り分 け る必 要 が あ る。 ま ず 、 家

計 負 担 の社 会 保 障税 は 『所 得 再 分 配調 査 報 告 』 よ り得 られ る 「社 会 保 険料 」 デ ー

タ を 、rSNA』 値 に合 うよ う にマ ク ロ調整 した 。 そ して 、 次 に この デ ー タ を家 計 負

担 の社 会 保 障 税 の負担 比 を用 いて 振 り分 けた112。負 担 者 別 に み た家 計負 担 の社 会保

*12家 計 負 担 の社 会 保 障税 の負 担 比 は、 各負 担 者 ご との社 会 保 障税 の デ ー タ をそ

の合 計額 で割 って求 め た 。雇 用 者 負 担 の社 会 保障 税 にはr家 計 調 査 年報 』 の 「社 会

保 険 料」 デ ー タ を用 いた 。 自営 業 者 負担 分 につ いて は 、農 業 者 年 金 基 金 とそ れ 以外

の部 分 に分 けて 推計 した。 前者 に つ いて は表5に 示 した農 業 所 得 のデ ー タ を適 用 し、

後 者 につ い て は1世 帯 当 た りの社 会 保 険料(国 民 健康 保 険料 が14.6万 円、 国 民年 金

保 険 料 が10.4万 円)に 事 業 所 得 世帯 と農業 所 得 世帯 の分 布デ ー タ を乗 じて 求 めた 。

また 、非 雇 用 者 負 担分 につ い て は1世 帯 当 た りの国 民健 康保 険 料(24.8万 円)に 移

転 所 得 世帯 と財 産 所得 世 帯 の 分布 デー タを乗 じて求 め た。そ して 、 これ らの デー タ

をrSNA』 と 『RevenueStatisticsofOECDMemberCountries1965-1994』(OE

CD)とr社 会 保 障統 計年 報 』(総 理府)よ り求 め たマ ク ロ値 に合 うよ う にス ケ ー ル調

整 した。 推 計 結 果 は表9の 通 りで あ る 。
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障税 の推 計 結 果 は表9に 示 され て い る。

次 に、軽 自動 車税 以 外 の 自動 車 関係 諸税 と罰金 には 『家 計調 査 年 報 』 の 「自動

車 関 係 費」 デー タ を、 また狩 猟 者 登録 税 と入 猟税 に は同 資料 の 「教 養 娯 楽 サ ー ビ

ス 費 」 デー タ を適用 した 。 そ して 、 これ らの デ ー タが 『国税 庁 統 計年 報 書 』 と

P地 方財 政 統 計 年報 』 と 『SNA』 よ り得 られ る マ ク ロ値 に合 う よ う にそ れ ぞ れ ス ケ

ー ル 調 整 した 。家 計 の税 負担 の推 計結 果 は 表10の 通 りで あ る。

3-4.拡 張 可 処 分 所得 ・貯蓄 ・支 出 シ ェア パ ラメ ータ ーの 推 計

こ こで は 、拡 張 可 処 分 所 得 、貯 蓄 、効 用 関 数 の(3)式 に含 まれ る支 出 シェ アパ ラ

メー ター を推 計す る。 これ まで の作 業 に よ り家 計 の税 負 担 額 が 求 め られ た 。 これ

よ り可処 分 所 得 は 、表5(2)と 表6に 示 した家 計 所 得 か ら、表8、 表9、 表10に 示 した

家 計 の税 負 担 額 と寄 付 金 お よび 損害 保 険料 の デー タ を差 し引 く こ とに よ り求 め ら

れ る 。寄 付 金 と損害 保 険料 のデ ー タ は、各 業 態 別 に推 計 したs13。 こう して 得 られ る

可 処分 所 得 か ら貯蓄 額 を引 く と、消 費額 が得 られ る。 貯蓄 額 は 『貯 蓄 動 向 調 査 』

(総 務 庁)の 「貯 蓄 」 デ ー タ を、 これ に分布 デ ー タ を乗 じた もの の 合計 額 が 先 に求

め た 修 正済 み マ ク ロ値 に合 うよ うにス ケー ル 調 整 した 。 さ らに、 可処 分所 得 に レ

ジ ャー 価値 を足 した も のが拡 張 可 処 分所得 とな る。な お 、 レジ ャー価 値 とは 、表

*13こ こで 、単 身 世帯 は寄付 金 お よび損 害 保 険料 を支払 わ な い も の と仮 定 す る。

これ は、寄 附金 の 目的 か らす る と単 身世 帯 が 寄 付行 為 を行 う とは考 え に くい た めで

あ る 。 同様 に単 身世帯 が損 害 保 険 に加入 す る とも考 え に くい 。事 業 所得 世 帯 と農 業

所 得 世 帯 の 寄 付金 と損 害 保 険料 の デー タ は 『税 務統 計 か ら見 た 申告 所 得税 の 実態 』

よ り次 式 の よ う に、 また そ の他 の世 帯 につ いて は 『家 計 調 査 年 報 』 の 「年 間 収入 階

級 別1世 帯 あた りの年 平 均1ヶ 月間 の収 入 と支 出(全 世 帯)」 よ り求 め た。 そ して 、

これ に分 布 デ ー タ を乗 じた もの の合 計 額 が 『SNA』 値 に合 う よ う にマ ク ロ調 整 した 。

寄 付金 の推 定 式)寄 付 金 控 除 金額+1(万 円)× 人員

事 業 所得 世 帯 の損 害 保 険 料 の推 定式)控 除金 額

農 業世 帯 の損 害保 険料 の推 定 式)控 除金 額 ×2一 人員 ×5000(円)

こ う して得 られ る推 計 結果 は、表11に 参 考 と して示 され て い る 。
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7に 示 した 労 働 保有 量 か ら労 働 所 得 を引 いた もので あ る。 これ らの推 計 結 果 は表1

1の 通 りで あ る。

次 に、 支 出 シェ ア パ ラメー タ ー を推 計 す る。支 出 シ ェア パ ラメー ター は 、r家

計 調 査 年 報 』 の全 世 帯 の支 出 デ ー タか ら求 め た 。 ただ し、 同 資料 に は帰 属 家 賃 と

現 物 給 付 の デー タが 含 まれ て い な い の で、 表6に 示 され る これ らのデ ー タ を加 え た。

そ して各 所 得 階 級 ごとの 列和 が そ れぞ れ の総 消 費額 に 、各 消 費財 ご との行 和 がそ

れ に対応 す る総 消 費 額 に等 し くな る よ うに支 出 行列 をRAS調 整 したtl4。 これ よ り支

出 シ ェア パ ラ メー ター は、 具 体 的 には次 式 の よ う に求 め た 。推 計 結果 は表12の 通

りで あ る。

(11)λsk=Xki/19k=、Xki

た だ し、 λk:支 出 シェ ア パ ラメー ター 、i=1,・ ・,18

3-5.効 用 関数 に含 ま れ るパ ラ メ ータ ーの推 計

こ こで は 、 この よ う に して推 計 した変 数 が 家 計 の最 適 な 行 動 の結 果 を表 す もの

と想 定 して 、(1)式 か ら(3)式 に示 した効 用 関 数 のパ ラ メー ター を推 計す る 。 な お 、

(3)式 に含 まれ る支 出 シ ェ アパ ラ メー タ は前 項 にお い て既 に求 め られ た 。 そ こで 、

以 下 で は 、(1)式 に含 まれ る現 在 消 費財 と将 来 消 費財 の 代替 弾 力性 、 現 在 消 費 財 へ

の ウ ェイ ト付 けパ ラ メー ター 、(2)式 に含 まれ る レジ ャー財 と合 成 消 費 財 の代 替 弾

力性 、 レジ ャー財 へ の ウ ェイ ト付 けパ ラ メー タ ー を順 に求 め て い く。

まず 、 現 在 消 費財 と将来 消 費財 の代 替 弾 力性(σ2)を 、 貯蓄 の利 子 弾 力 性 を

用 いて 表 す な らば 、次 式 の よ う にな るti5。

(12)σ2i==1十 ηi/(1-Pssi/IDi)

た だ し、 η:貯 蓄 の利 子 弾 力性 、Ps:貯 蓄 財 価 格 、S:貯 蓄 量 、1、:拡張 可 処 分 所 得

*14RAS調 整 とは 、行 列形 式 で示 され たデ ー タの全 て の数 値 に対 して 、 同 時 的 か つ

逐次 的 な ス ケー ル調 整 を加 え て い き、 各列 和 お よび各 行 和 をそ れぞ れ所 与 の大 きさ

に一 致 させ る方 法 をい う。

*15貯 蓄 の 利子 弾 力性(η)は 、そ れ が 長期 的 にみ て安 定 して いる ご とか ら、市

岡(1991)に 示 され る よ うに0.1と して推 計 した 。
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また 、現在 消 費 財 へ の ウ ェイ ト付 けパ ラ メー ター(α)は 、現 在 消 費財 関 数 と

貯 蓄 関 数 との 比 を と り、 そ れ を変 形 して求 めた 。

　
(13)α 董=Hi/{]日[i十(PsSi/PF')(PFi/PH')σ2}

た だ し 、P,:将 来 消 費 財 価 格 、PH:現 在 消 費 財 価 格

な お 、 将 来 消 費 財 価 格 と現 在 消 費 財 価 格 は 、 前 者 は 貯 蓄 財 と将 来 消 費 財 と の 間 の

関 係 式 よ り、 後 者 は(2)式 よ りそ れ ぞ れ 次 の よ う に求 め ら れ るtl6。

(14)PFi=・PsPxi/(1-itli)PKδ

(15)P,・ 一{(1.β ・)('/a.9PX・ φ1+β ・(1/σ'1)m'Pi'}(1/φi)

た だ し 、P。:合 成 消 費 財 価 格:17、 δ:資 本 収 益 率318、 φ:資 本 所 得 へ の 課 税 対 象 割

合

一 方 、 レ ジ ャ ー 財 と 合 成 消 費 財 の 代 替 弾 力 性(σ 、)は 、 労 働 供 給 の 実 質 賃 金

弾 力 性 を 用 い て 表 す な ら ば 次 式 の よ う に な るsl9。

(16)… 一{一 ξ 三+(PL-'EL'/lo'1‐PL-'1)訣 纛4(ID董 一P・S')}

こ こで 、 ξi=一 ξi/(ζi-1)

PLづ=(1-t王 」)PL

た だ し 、 ξ:労 働 供 給 の 実 質 賃 金 弾 力 性 、P、:労 働 財 価 格 、 ζ:労 働 保 有 量 の 労 働

*16貯 蓄 財 と 将 来 消 費 財 と の 間 に は

PSS'=PF'CF'

と い う 関 係 が 成 立 す る 。 な お 、 貯 蓄 財 価 格(Ps)は1円 で 設 定 して い る 。 ま た 、 資

本 収 益 率 は で あ る 。

*17合 成 消 費 財 価 格 は 次 式 の よ う に 求 め られ る 。

i
PX`=19k=!(qk/λki)λk

た だ し 、q、:消 費 財 価 格(生 産 者 価 格 の 変 換 行 列 を 適 用 し て 求 め られ る 。)

*18資 本 収 益 率(0.047)=総 資 本 所 得/総 純 固 定 資 本 額

*19労 働 供 給 の 実 質 賃 金 弾 力 性(ξ)は 、 そ れ が 長 期 的 に み て 安 定 して い る こ と

か ら、 市 岡(1991)に 示 さ れ る よ う に0.05と して 推 計 し た 。
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供 給 量 に対 す る比率s2°

ま た 、 レジャ ー財 の ウ ェイ ト付 けパ ラメー タ ー(β)は 、 レ ジ ャー財 関 数 と合

成 消 費 財 関 数 の 比 を と り、そ れ を変形 す る と次 式 の よ うな る。

ロ
(17)β ㌧li/{1i+Xi(Pxi/PL-i)σ'}

これ らの推 計 結 果 は、 表13の 通 りで あ る。

4.産 業 部 門 の パ ラメ ー タ ー推 計

こ こで は産業 部 門 のパ ラ メー ター を推 計 す る 。 まず 、付 加 価 値 を構 成 す る資 本

費用 と労 働 費用 を推 計 す る。 次 に、価 格 の決定 式 に含 まれ る産 業 の税 負 担 を推 計

す る。 さ らに、産 出量 を求 め るの に必 要 とな る最 終 需 要 を各 項 目 ご とに推 計す る。

最 後 に、 これ らの デー タ に も とつ い て生 産 関 数 と付 加 価 値 関 数 の パ ラメ ー ター を

推 計 す る 。

4-1.付 加 価 値 の 推計

付 加 価 値 は資 本 費用 と労働 費用 か ら構 成 され る。 こ こで はそ の各 要 素 を推 計す

る。 な お 、 ここで の付 加価 値 には資 本 税 及 び社 会 保 障 税 は含 まれ て いな い。

4-1-1.資 本 費 用 の推 計

資 本 費用 は、 営 業余 剰 か ら直 接資 本 税 を引 い た もの と定 義 され る。 これ は 、営

業 余 剰 に含 まれ る直接 資本 税 を、本 稿 のモ デ ル で は 間 接税 の一 つ と して扱 って い

る た め で あ る。 ま た、 本 稿 に お いて金 融 以 外 の 産 業 の 資本 費用 を構 成 す る営業 余

剰 には 帰 属 利子 が含 まれ な い 。そ こで 、金 融 以 外 の 産 業 の帰 属 利 子 を推 計 し、 こ

れ を金 融 業 に加 え る必 要 が あ る。 こ こで は営 業 余 剰 ・帰属 利 子 ・直 接 資 本 税 の推

計 方 法 を解 説 す る。

(1)営 業 余剰 の推 計

まず 、産 業 別 の営業 余 剰 を 、民 間企 業 、 公的 企 業 、政 府 、 対 家 計 民 間非 営 利 団

*20労 働 保有 量 の 労働 供給 量 に対す る比 率(1.88)=労 働保 有 量/労 働 供 給 量
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体 、個 人企 業 に分 けて推 計す る。 民 間非 金 融 法 人企 業 の産 業 別 営 業 余 剰 はr財 政

金融 統 計 月報 法 人企 業統 計年 報 特集 』(大 蔵 省)よ り得 られ 、 これ をrSNA』 値 に

合 う よ う にマ ク ロ調 整 した 。 民間 金 融法 人 企 業 につ いて は 『SNA』 値 をそ の ま ま用

いた 。

公 的 企 業 ・政 府 ・対 家 計 民 間非 営 利 団体 の 中 には営 業 余 剰 を負 や ゼ ロで 計 上 し

て い る もの が あ る ので 、 これ らを資 本 費用 の構 成 要 素 と して そ の まま用 い る こ と

はで き な い321。そ こで 、公 的 非金 融 企 業 の営 業 余 剰 には個 別 の財 務 諸 表 な ど よ り得

られ る純 固定 資本 額 を適 用 し、 これ を 『SNA』 値 に合 うよ うにマ ク ロ調整 した:zz。

公 的金 融 企 業 につ いて は 『SNA』 値 をそ の ま ま用 いた 。 政府 と対 家 計 民 間非 営 利 団

体 に っ いて は、 『SNA』 の各 固 定 資本 に、 先 に求 め た公 的企 業 の資 本 収益 率0.018

(=営 業 余 剰/固 定 資本)を 乗 じて求 めた 。

個 人企 業 の営 業 余剰 は 、農 林 水産 業 ・不 動産 業 ・そ れ 以 外 の産 業 に分 けて推 計

した 。 農林 水 産 業 の営 業余 剰 は、 『農 家 経 済 調 査報 告 』(農 林 省)よ り得 られ る1世

帯 当 た り農 家 営 業 余剰(120万 円)に 、 『国勢 調 査 』 よ り得 られ る農 業 収 入 稼得 者 数

を乗 じて求 め たt23。個 人 企業 にお け る不 動 産 業 の営 業 余 剰 とは家 計 の持 ち家 サ ー ビ

ス を産 業 に帰属 させ た も ので あ り、 そ の値 に は 『SNA』 値 をそ の ま ま用 いた 。 そ の

他 の産 業 の営 業 余 剰 は 『個 人企 業 経 済調 査 年 報 』(総 務 庁)よ り得 られ 、 これ を

『SNA』 値 に合 うよ う にマ ク ロ調 整 した 。 なお 。 鉱 業(第2産 業)、 化 学製 品(第6産

業)、 石 油 ・石炭 製 品(第7産 業)、 建 設(第16産 業)、 電 気 ・ガ ス ・水 道(第17産 業)、 金

融 ・保 険(第19産 業)、 運 輸 ・通信(第21産 業)の 営 業 余 剰 は ゼ ロと仮 定 した 。 これ は 、

*21公 的 企業 の産 業 分 類 は 、 『SNA』 の定 義 に従 う。

*22公 的 非 金融 企 業 間 の税 引後純 資本 収 益 率 は等 しい もの と仮 定 した。 ま た 、地

方政 府 の うち造 林事 業 ・失業 者 就業 事 業 ・土地 開発 公社 ・住 宅事 業 ・交 通災 害 共 済

事 業 ・農 業 共 済 事業 ・地 方道 路 公 社 ・地 方 駐 車 場公 社 ・宝 くじ ・競馬 ・競輪 等(地

方 政府 分)・ 公 務 員住 宅 の財務 諸 表 は得 られ な か っ た ので 、純 固 定 資本 額 はゼ ロ と

仮 定 した 。

*23個 人企 業 にお け る農 林 水産 業 の営業 余 剰 は 、農 家 所得 か ら間 接税 分 を 引 いて

求 めた 。 な お 、 問接税 は 『産 業連 関表 』 よ り得 られ る 間接税 比率 を用 いて求 め た。
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これ らの産 業 につ いて個 人 企 業 が 存在 す る と は考 え に く いか らで あ る。 ま た 、個

人企 業 の 営 業 余 剰 には家 族 従 業 員 の給 与 が含 まれ て い る。 そ こで 、民 間 企 業 の産

業 別 資 本 ・労 働 分 配 率 を用 いて 営 業 余剰 を資 本 費 用 と労 働 費用 に分 割 し、 労 働 費

用 分 を差 し引 いたs24。す なわ ち、 個 人企 業 の修 正済 み営 業 余剰 は、 この うち 資 本 費

用 分 とな る 。 こう して得 られ た 個 人 企 業 の資 本 費 用 と労 働 費用 の 内訳 は、 表14に

示 され て い る 。

表15に は 、 こ う して 推 計 され た営 業 余剰 の 内訳 が 示 され て い る 。

(2)帰 属 利 子 ・直 接 資本 税 と資 本 費 用 の推 計

次 に 、帰 属 利 子 と直 接 資本 税 を推 計 す る 。 帰属 利 子 に はr財 政 金 融 統 計 月報 法

人企 業 統 計 年報 特 集 』 よ り作 成 した 民 間 非金 融 法 人企 業 の利子 純 支 払 デー タ を適

用 し、 これ をrSNA』 値 に合 うよ うにマ ク ロ調整 した 。そ して 、 この帰 属 利 子 を各

産 業 の営 業 余 剰 か ら控 除 し、 そ の合 計 額 を第19産 業(金 融 ・保 険業)の 営 業 余 剰 に加

算 す る と、 帰 属 利子 調 整 後 の営 業余 剰 が 得 られ る 。表16に はそ の推 計 結 果 が 示 さ

れ て い る 。

直接 資 本 税 とは資本 費用 を課税 ベー ス とす る税 で あ り、具 体 的 には 法 人税 ・法

人 住 民税(法 人 ・利 子 ・均 等割)・ 源 泉 所 得税(企 業 負 担 分)・ 納付 金 ・罰 金

(企 業 負 担 分)か ら構成 され る。 民 間非 金 融 法 人企 業 の産 業 別 法 人税 ・法 人 住 民

税(法 人 割)に は 、 『財 政金 融 統 計 月報 法 人 企 業 統 計年 報 特集 』 の 「利 子 受 取 」 デ

ー タ に 「配 当 受取 」 デ ー タ を足 した もの を適 用 し、 これ をrSNA』 ・ 『国 税 庁 統 計

年 報 書 』 ・ 『地方 財 政 統 計年 報 』 よ り得 られ る各 マ ク ロ値 に合 う よ う にそ れ ぞ れ

をス ケー ル 調 整 した。 民 間金 融 法 人企 業 につ いて は 、 『SNA』 よ り得 られ る所 得 税

(金 融 法 人 企 業負 担 分)の マ ク ロ値 か ら後 に推 計 す る源 泉 所得 税 分(民 間 金 融 法

人負 担 分)を 引い て求 めた 。 民 間非金 融 法 人企 業 の産 業 別 法 人住 民税(均 等 割)

*24た だ し、 資本 費 用 は最低 で も利 子 と賃 貸 料支 払 の合 計額 以 上 と考 え られ る の

で 、両 者 を比 較 して 前 者が 後者 に満 た な い場 合 、 前 者 を後 者 で 置 き換 えた 。個 人企

業 の産 業 別 利 子 ・賃 貸 料支 払 に は先 に求 め た営 業 余 剰 デ ー タ を適 用 し、 これ を

rSNA』 値 に合 うよ うにそれ ぞ れ をマ ク ロ調 整 した 値 を用 いた。 農 林 水産 業 と不動

産 業 につ い て は 『SNA』 値 をそ の まま用 いた 。
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には 、r財 政 金融 統 計 月 報 法入 企業 統 計 年 報 特集 』 の 「法 人数 」 デー タ を適 用 し、

これ をr地 方 財 政 統 計 年報 』 よ り得 られ る マ ク ロ値 に合 うよ うに ス ケー ル 調 整 し

た。 民 間 金融 法 人企 業 につ いて は 『SNA』 値 をそ の ま ま用 い た。 民 間法 人企 業 の 産

業別 法 人 住 民税(利 子割)に は 『財 政 金 融 統 計 月報 法 人企 業 統 計 年 報 特集 』 の

「利 子 受 取 」 デ ー タ を適 用 し、 これ を 『地 方 財 政統 計 年報 』 よ り得 られ るマ ク ロ

値 に合 う よ う にス ケ ール 調 整 した。

民 間 非 金 融 法 人 企業 の産 業別 源 泉所 得 税(産 業 負担 分)に は 、 『財 政 金 融 統 計 月

報 法 人 企 業 統 計 年報 特集 』 の 「配 当 受取 」 デ ー タ と先 に推 計 した 「利 子 受 取 」 デ

ー タ を足 した もの を適 用 し、 これ を 『SNA』 ・ 『国税 庁 統 計 年報 書 』 よ り求 めた マ

ク ロ値 に合 う よ う にス ケー ル 調整 した 。 な お、 芸能 人 の役務 提 供 ・法 人等 の報 酬

又 は料 金 にか か る所得 税 は、 そ の ま まサー ビス 産 業 に加 えた 。金 融 法 人企 業 にっ

いて は 『SNA』 値 をそ の ま ま用 い た。

納 付 金 は、 第19産 業 に含 まれ る 日銀納 付 金 と第21産 業(運 輸 ・通信 業)に 含 まれ る

帝 都 高 速 度 交 通 営 団 によ る納 付金 か ら構成 され 、 そ の値 に は 『SNA』 値 をそ の ま ま

用 いた 。罰 金 に は、 『産 業 連 関表 』 の 自動 車 等 の中 間投 入 額 を適 用 し、 これ を

『SNA』 値 に合 う よ う にマ ク ロ調 整 した 。

これ らのデ ー タ を足 し合 わ せ る と直 接 資 本税 が 得 られ る。 す る と、 資本 費 用 は 、

先 に求 め た帰 属 利 子 調整 後 の営業 余 剰 か ら この直 接 資本 税 を引 いて 求 め られ る。

表17に はそ の推 計 結 果 が示 され て い る。

4-1-2.労 働 費 用 の推 計

労 働 費用 は 、雇 用 者所 得 か ら社会 保 障税(産 業 負 担 分)を 引 い た も の と定 義 さ

れ る。 こ こで は 、そ の推 計 方 法 を解 説 す る。

(1)雇 用 者 所 得 の推 計

個 人企 業 以 外 の雇 用 者所 得 は、 『SNA』 の 「雇用 者 所 得 」 デー タ を 、先 に修 正 し

た マ ク ロ値 に合 うよ う にス ケ ール調 整 した 。 た だ し、 政 府 と対 家 計 民 間非 営 利 団

体 に つ いて は 『SNA』 値 を そ の ま ま用 い た。 個 人企 業 の 雇 用者 所 得 は 、先 に推 計 し

た個 人企 業 の営 業 余 剰 の うち 労働 費用 と見 なせ る分 で あ る。産 業 別 に み た雇 用 者

所得 は 、 これ らの デー タ を足 して求 め られ る。

(2)社 会 保 障 税 と労 働 費 用 の推 計
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社 会 保 障税 とは 労働 費用 を課 税 ベ ー ス とす る税 で あ り、 具体 的 に は3タ イ プ の業

態(雇 主 ・雇 用 者 ・自営業 者)に よ り負 担 され る国 民 健康 保 険料 ・国 民 年 金 保 険

料 を指 す 。 雇 主 ・雇 用 者負 担 の社 会保 障税 は 、先 に推 計 した 「雇 用 者 所 得 」 デ ー

タ にr賃 金 ・労 働 時 間 制 度 の実 態 』(労 働 省)・ 『産 業 連 関表 』 よ り求 め た雇 用 者 所

得 対 法 定 福 利 比 を乗 じて求 め 、 さ らに 『SNA』 ・ 『ReveneStatisticsofOECDM

emberCountries1965-1994』 よ り求 め たそ れぞ れ の マ ク ロ値 に合 うよ う にス ケ ー

ル 調 整 した 。 自営 業 者 負担 の社 会 保 障 税 は、 『社 会 保 障 統 計 年 報 』 よ り得 られ る

1人 当 た り国 民 健 康 保 険 料 ・国 民年 金 保 険 料額(そ れぞ れ14.6万 円、10.4万 円)を 、

r個 人 企 業 経 済 調 査 』 よ り求 め た 自営 業 者 数 に乗 じて求 め たsY5。さ らに 、農 林 水 産

業 に は農 業 者 年 金 基 金 分 を加 え た 。

この よ うに して求 め た雇 用 者 所得 と産 業 別 社 会保 障税 の差 が 労 働 費 用 とな る。

そ の推 計結 果 は表18に 示 され て いる。 さ らに、 先 に推 計 した 資本 費用 と労 働 費 用

に資本 税 と社 会 保 障 税 を足 す と、付 加 価 値 が得 られ る。 これ らの推 計 結 果 は表19

の 通 りで あ る 。

4-2.産 業負 担 の税 の推 計

こ こで は、 産 業 が 負 担す る税 の うち 、 社 会保 障 税 を除 く、 直接 資 本 税 ・間接 資

本 税 ・純 生 産 物税 の推 計方 法 を解 説 す る 。 これ らの う ち直 接 資本 税 は既 に得 られ

て い る。 間接 資 本 税 は資本 費 用 を課税 ベ ー ス とす る税 で あ り、 間接 税 か ら生産 物

税 を控 除 した もの と定 義 され る。 間 接税 は 、 『産 業 連 関表 』 の 「間接 税 」 デー タ

をrSNA』 値 に合 うよ うにマ ク ロ調 整 して 求 め た 。 た だ し、 政 府 と対 家 計 民 間非 営

利 団体 にっ い て は 『SNA』 値 をそ の ま ま用 いた 。消 費税 以 外 の生 産 物税 は 、r地 方

財 政統 計年 報 』 ・『国税 庁 統 計年 報 書 』 よ り得 られ る 各税 額 を 、表20に 示 した 生産

物税 の 分 類 に従 い 各産 業 に振 り分 けて 推 計 した 。 た だ し、 これ らの資 料 か ら得 ら

れ る値 には 輸 入 品 商 品税 が 含 まれ て い る ので 、 この 分 を差 し引 く必 要 が あ る。 輸

入 品 商 品税 は 『SNA』 の 「輸 入税 」デ ー タ を輸 入 品 商 品税 と関税 に振 り分 けて 求 め

*25自 営 業 者 数=r個 人企 業 経 済 調査 年 報 』 の 「法 人数 」 デ ー タ ×2
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たt26。ま た、 産 業 別 の消 費税 は次 式 によ り推 計 した 。

(18)T」=τj(Qj+IM'-EX」-24m=1amjQ」-24m=、lm)

た だ し、T:消 費税 額 、 τ:実 効 消 費税 率 、1:第m投 資財 の購 入 額

そ して 、 この集 計 値 が 『国税 庁 統 計年 報 書 』 よ り得 られ る マ ク ロ値 に合 うよ う に

ス ケー ル調 整 した 。 産業 別 の生 産 物税 は 、先 に求 め た消 費税 以 外 の 生 産物 税 のデ

ー タ に 消 費税 のデ ー タ を足 して 求 め られ る
。

純 生 産 物税 とは付 加価 値 を課 税 ベ ー ス とす る税 で あ り、先 に推 計 した 生産 物 税

か ら補 助金 を 引 い た もの で あ る。 補 助 金 は 『産 業 連 関表 』 の 「補 助 金 」 デ ー タ を

rSNA』 値 に合 う よ うにマ ク ロ調 整 した 。推 計 結 果 は表21の 通 りで あ る。

4-3.最 終 需 要 の 推 計

こ こで は 、産 出量 の決 定式 に含 まれ る最 終 需 要 を推 計 す る 。最 終 需 要 は 、家 計

・政府 ・対家 計 民 間非 営 利 団体 の最 終 消 費 と純 投 資 と輸 出 を足 した も のか ら
、

(輸 入 税 込)輸 入 を引 いた もの で あ る。産 業別 の家 計 最終 消 費 は、 『SNA』 の 「家

計 最終 消 費 支 出 」 デ ー タ を、 先 に求 めた修 正 済 みマ ク ロ値 に合 うよ う にス ケ ー ル

調 整 した 。 た だ し、政 府 ・対家 計 民間 非 営 利 団体 につ いて は 『SNA』 値 をそ の ま ま

用 いた 。

純投 資 とは 、 国 内総 固 定 資本 形 成 に在庫 品増 加 を足 した ものか ら固定 資 本 減 耗

減 少 分 を差 し引 い た もの と定 義 され る。 産 業別 の国 内 総 固 定 資本 形 成 と在 庫 品 増 一

加 は、rSNA』 よ り得 られ る。 固定 資 本 減耗 減少 分 は、 この 国 内総 固 定 資 本 形 成 の

デー タ に 『SNA』 よ り求 めた 固 定資 本 減 耗 率0.46(=固 定 資 本 減耗/国 内総 固 定 資 本

*26輸 入 税 の デ ー タ を輸入 品 商 品税 と関税 に振 り分 け る作 業 は、 『産 業連 関表 』

よ り作 成 した 輸入 品 商品税 比率(=輸 入 品 商 品税/輸 入 税)を 用 いて 行 っ た 。
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形 成)を 乗 じて求 め 、 これ を 『SNA』 値 に合 う よ うに マ ク ロ調 整 したt27。

輸 出 ・(輸 入 税 込)輸 入 ・輸 入 税 の デー タ は、 『SNA』 よ り得 られ る各 デ ー タ を 、

先 に求 め た修 正済 み マ ク ロ値 に合 うよ うに スケ ー ル調 整 した 。 推 計結 果 は 表22の

通 りで あ る 。

4-4.産 業 部 門 のパ ラ メ ータ ー と変換 行 列 の推 計

以 上 の推 計 によ り得 られ た値 が 企 業 の最 適 な 行 動 の 結果 を表 す もの と想 定 して 、

(4)式 の 生 産 関 数 と(5)式 の付 加 価 値 関 数 に含 まれ る パ ラメ ー タ ー を推 計 し た。

生 産 関 数 は、(4)式 に示 した よ うに投入 係数(am」)と 付加 価 値 率(v。)に よ り表 さ

れ る。 投 入 係 数 は、 『産 業連 関表 』 の取 引額 表 に次 の よ うな修 正 を加 えて 推 計 し

た 。 まず 、 付 加 価 値 部 門 に含 ま れ る家 計 外消 費 支 出 を最終 消 費需 要部 門 に含 まれ

る産 業 別 の家 計 外 消 費 支 出額 の構 成 比 に応 じて 配 分 した 。 これ は 、家 計 外 消 費 支

出 額 の 中身 が企 業 の交 際 費 や接 待 費な どで あ り、中 間 投 入 の一 つ と考 え られ るか

らで あ る。 次 に 、産 業 別 の総供 給 額 が 総 需 要額 に等 し くな る よ う に取 引額 表 をRA

S調 整 した 。推 計結 果 は表23の 通 りで あ る。一 方 、付 加 価 値 率 は 、 先 に推 計 した付

加 価 値 デ ー タ を 『SNA』 よ り得 られ る産 出 額 で割 って 求 め た 。

(5)式 に示 した付 加 価 値 関 数 には 、分 配 パ ラメー ター(μ)と 効 率 パ ラメ ー ター

(ソ)が 含 ま れ る。分 配 パ ラ メー ター は費 用 最 小化 条 件 よ り、効 率 パ ラメー タ ー は

企 業 の利 潤 が ゼ ロ とな る こ とか ら、そ れ ぞ れ 次 の よ う に求 め られ る。

*27た だ し、本 稿 で は純投 資 デ ー タ に対 して 、基 準 年 の生 産 要 素 市場 市 場 を均衡

させ るた め の調 整 を行 った 。 これ は、家 計 部 門 にお け る生産 要 素 の供給 量 と産 業部

門 にお け る生産 要 素 の需 要 量 を異 なるデ ー タか ら推 計 す るため に発 生す る誤 差 を調

整 す るた め の作業 で あ る。 これ まで の推 計 作 業 の結 果 をみ る と、資 本市 場 は超 過供

給(9兆341億 円)、 労働 市 場 は超 過 需要(30兆4,585億 円)の 状 態 に ある 。 これ よ

り、生 産 要 素 の需要 量 が供給 量 よ り21兆4,244億 円 だ け大 き い こ とが分 か る。 そ こ

で 、全 産 業 に一 律 な調 整係 数0.72(=・54兆8,102億 円/76兆2,346億 円)を 乗 じて 、

純 投 資 デ ー タ を減額 した。
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(19),u'_(1十tLj)PLL」/{(1十tLj)PLLj十(1十tKj)PKKj}

(20)ソj={(1十tL」)PLL'十(1十tK」)PKK樫/正 一μKj

推 計 結 果 は表24の 通 りで あ る。

生産 財 か ら消 費財 へ の変 換行 列 は、各 生 産 財 が どの消 費 財 と対 応 関 係 に あ る の

か を見 る こ と によ り作 成 され る 。推 計結 果 は表25の 通 りで あ る。

5.む す び

本 稿 で は1990年 を基 準 年 と して 、市 岡(1991)と 同 タイ プ の一 般 均 衡 モ デル のパ

ラ メー ター を再推 計 した。 本 稿 で用 いた推 計 方 法 は市 岡の そ れ と若 干 異 な って い

る。 そ こで 、 本稿 で用 い た推 計方 法 の妥 当性 を確 か め るた め に、 パ ラメ ー ター の

推 計 結 果 を比 較 して み よ う。 図2か ら図4は 、両 者 の パ ラ メー タ ー の推 計 結果 を グ

ラ フ に した も ので あ る 。 まず 、現 在 消 費財 と将 来 消 費財 の代 替 弾 力性(図2)を み

る と、 低 所 得 者 層 で は本 稿 の推 計結 果 の方 が市 岡 のそれ よ りも大 き く、 高所 得 者

層 で は 市 岡 の推 計 結 果 の方 が本 稿 のそ れ よ りも大 きい ことが 分 か る。 また 、 レジ

ャー財 と合 成 消 費財 の代 替 弾 力性(図3)を み る と、低 所 得 者 層 で は本 稿 の推 計 結

果 の方 が 市 岡 のそ れ よ りも小 さ く、高所 得 者 層 で は市 岡の 推 計 結 果 の 方 が本 稿 の

そ れ よ りも小 さい こ とが分 か る 。 これ に対 して 、 生産 要 素 の分 配 パ ラ メー ター

(図4)を み る と、若 干 差 はあ る ものの 、全 産 業 にお いて ほ ぼ 同 じ傾 向 を示 して い

る。

本 稿 で 用 いた推 計 方 法 の特徴 は 、公表 デ ー タ に も とつ いて す べ て の 推 計(特 に 、

当 初所 得 の 内訳)を 行 った 点 と、家 計部 門 にお いて非 雇 用 者 負 担 分 の 社 会 保 障税

を求 め るた め に、各 負 担 者 別(雇 用 者 ・自営 業 者 ・非 雇 用 者)の 社 会 保 障税 の デ

ー タ を推 計 した点 で あ る
。 そ して 、本 稿 の推 計 結 果 が市 岡 のそ れ と異 な る 傾 向 を

示 した の は、 主 に前 者 の特 徴 によ る もの と考 え られ る 。 この違 い は時 点 の 違 い に

よ る結 果 と も考 え られ るが 、所 得 内訳 の推 計 が 貯 蓄額 ・拡 張 可 処 分 所 得 を通 じて

与 えた影 響 ともい え る 。
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表1家 計の分類 表2産 業(生 産財)の 分類

分類 所得鰓 擘 癬 水 産業(生産財)

1-992鉱 業

2100-1493食 料 品 ・飲料 ・た ば こ

3150-1994繊 維 鑿 品

4200-2495パ ル フ ・紙

5250-2996化 学 製 品

6300-3497石 油 ・石 炭 製 品

7350-3998窯 業 ・土 石 製 品

81,'II9一 次 金 属

9450-49910金 属 製 品

,10500-54911一 般 機 械

011550-59912電 気 機 械甲

12600-64913輸 送機 械

13650-6ggl4精 密 機 械

14700-74915そ の他 の 製 造 業

15750-79916建 設 業

16800-89917電 力 ・ガ ス ・水道 業

17900-99918卸 売 ・小 売 業

181000-19金 融 ・保 険 業

20不 動産 業

21運 輸 ・通 信

22サ ー ビス 業

23政 府 サ ー ビス

24対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス



表3消 費財の分類 表4税 の分類

分類 消費財 タイフ 税の種 、
1品

2非 アルコール飲料 ....直 接資本税 法ム税、ま蓋△住居税、.納付金、.罰金(生 産者夐捏盆≧_
3ア ルコール飲料 一… 間腰蜀奉税 百動軍視:百 動軍董量視:百 動軍敢得税 ・軽百動輩税…'
4た ばこ のうち企業負担分、事業所税、事業税、都市計画税、
5衣 服 不動産取得税、固定資産税、法定外普通税、
6履 物 特別土地保有税

7家 賃 社云保 税 云保険料(非 雇用者負担分除 く)
8光 熱費 ・水道料 純生産物税 消費税、特別地方消費税、水利地益税、鉱区税、

9家 具 鉱産税、酒税、揮発油税、航空機燃料税、石油税、
10家 庭器具 たばこ税(道 府県 ・市町村含む)、地方道路税、

・11寝 具類 ・家計雑貨 電源開発促進税、石油ガス税、軽油引き取 り税、

Ol2医 療 有価証券取引税、取引所税、とん税、特別とん税、
?13運 輸 印紙収入、入湯税、ゴルフ所利用税、

14自 動車等関係費 日本中央競馬界国家納付金、補助金(控 除)

15通 信 輸入税 関税・原油関税・ ・入品 品税

16レ クリエーション ・娯楽 ・文化サービス 個人所得税 所得税・個人住民税(均等 叫除 く)
17教 育 その他の直接税 自動車税 ・自動車重量税 ・自動車取得税 ・軽 自動車税

腱 騨 聞pC繍 覊 繖 嶽親騰 鷲 簀黝
社会保険料(非雇用者負担分)



表5(1)当 初 所得 の内訳(マ クロ調整前)

単位:万 円

蠡所騰 当初所得 鸞 課 所得 鑿 所得 所得
11-99120.715,427,77912.212.410.110.1116.0

21100-1491121.011,312,521115.3131.310.610.6173.3

31150-1991173.111,486,178138.4148.411.OI1.9183.3

4E200-2491222.611,647,719177.3156.611.414.0183.3

5:250-2991271.311,639,6421142.1149.OI1.414.7174.1

6300-349320.22,217,151172.641.71.95.698.3

7;350-3991370.112,112,1491240.3144.112.OI6.8176.9

81400-4491419.312,370,6151259.7124.511.416.61127.2

9i450-4991470.212,051,5711358.2128.911.518.7172.8

10i500-5491521.811,823,3951453.2124.511.5110.3132.3

111550-5991571.811,823,3951435.0123.411.6110.01101.8

12600-649621.31,522,524521.420.91.413.664.0

131650-6991671.311,522;5241505.5120.311.5111.91132.1

141700-7491721.211,155,0181603.3117.?11.2116.2182.8

15750-799771.21,155,018513.616.81.311.8227.7

161800-8991841.OI1,724,4511761.4124.412.OI16.7136.5

171900-9991940.011,163,0961871.0136.111.8119.21i1.9

181000-i,531.33,610,4421,309.8147.75.929.638.3

表5(2)当 初所 得の 内訳(マ ク ロ調整後)

単位:万 円

蠡所騰 当初所得 轡 講 所得 鑿 所得一 所得
1-9928.55,427,77913.613.010.810.5120.6

2100-149166.51,312,52125.040.i3.33.694.5

3150-199249.71,486,17863.162.15.911.3107.4

4i200-2491338.611,647,7191126.9172.518.4123.41107.4

5250-299427.31,639,642233。362.88.027.695.5

6300-349507.72,217,151283.353.51i.232.9126.8

7350-399601.52,112,149394.456.51L739.699.2

8400-449668.42,370,615426.231.48.138.8163.9

91450-4991778.812,051,5711588.OI37.119.1150.8193.9

io500-549885.91,823,395743.831.48.960.141.7

11:550-5991943.111,823,3951714.0130.019.5158.41131.2

12600-6491,052.71,522,524855.926.88.179.482.5

13650-6991,104.71,522,524829.726.08.869.9170.3

14700-7491,221.51,155,018990.222.67.094.9106.8

15750-7991,234.8i,155,018842.921.57.868.9293.6

16800-899i,438.Oi.724,4511,249.731.212.098.047.1

17900-9991,614.21,163,0961,429.646.310.7i12.315.3

18;1000-12,596.513,610,4422.150.0_189.3134.61173.3149.3
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表6当 初所得以外の家計所得の内訳

単位:万 円

蠡所嬲 羅薪 撫 羈 羈 羈吊
1-99223.268.420.32.61.1

2100-149125.041.036.111.85 .1

3150-199107.242.621.713.45.8

4200-24984.245.820.213,45.8

5250-29971.939.224.811.95.2

6300-34975.143.721.615.86.9

7350-39961.144.330.112.35.4

8400-44962.343.931.920.48.9

9450-49961.434.340.811.75.1

10500-54963.339.249.45.22 .3

11550-59963.339.254.416.37.1

12600-64960.045.365.410.34 .5

13650-69960.045.364.321.29.3

14700-74968.343.977.813.35.8

15750-79968.343.976.536.516.0

16:11:"73.950.277.65.92.6

17900-99962.148.496.71.90.8

181000-77.253.5108.86.12.7

表7要 素所得と要素保有量の内訳

単位:万円

軅 穀 蘿 鬻 レジヤー 驫 舗
1-9918.014.313.7143.3143.3

2100-14966.735.531.2151.0151.0

3150-199136.372.563.8158.0158.0

4;200-2491248.51132.21116.31160.11160.1

5250-299392.4208.7183.7148.6148.6

6;300-3491476.21253.31222.91175.61175.6

7350-399657.2349.6307.6155.7155.7

8400-449679.7361.6318.1218.2218.2

9;450-4991963.51512.51450.91154.11154.1

10500-5491,221.2649.7571.6104.8104.8

11550-5991,168.6621.7546.9205.1205.1

12600-6491,400.6745.1655.5162.9162.9

13650-6991,355.3721.0634.3255.5'255.5

14;700-74911,607.71855.31752.41199.91199.9

15;750-79911,340.51713.11627.41398.OI398.0

161800-89912,092.OI1,112.91979.11138.81i38.8

17900-9992,398.71,276.11,122.7129.0129.O

I81000-3,951.72,102.21,849.5226.9226.9
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表8個 人所得税額と個人所得税関数のパラメーター

単位:万円

軅 靉 個人所得税額 限界税率 定数項 穫)
1-997.10.046-3.9241.5

2100-1497.00.045-3.8238.8

31150-199117.910.05014.311273.3

4:200-249126.710.05619.Oil315.0

5:250-299130.OIO.06217.511360.6

6300-34968.00.07435.4441.8

7350-39941.50.0811.9490.4

8E400-449145.110.0881-2.811.542.9

9:450-499148.310.1031-17.911645.2

10;500-549161.110.1171-26.811749.1

11550-59959.80.121-33.2771.8

12600-64977.10.134-38.8865.7

13650-69977.40.138-46.2895.4

14:700-7491104.310.1531-49.4111,002.9

151750-7991104.610.1511-45.011988.7

16;800-8991123.710.1851-102.9111,225.9

17900-999149.60.205-129.51,364.8

181000-411.90.334-348.92,278.8

表9社 会 保 障 税 の 負 担 者 別 内 訳

単 位:万 円

月 得 云 、

類 階 級 保 障 税 額 雇 用 非 雇 用

1E-99120.310.811.3118.2

2;100-149137.216.6112.5118.0

3150-19955.520.716.418.4

4200-24963.736.514.013.2

51250-299182.3165.OI8.718.6

6;300-349185.3170.415.819.0

7350-39999.188.25.45.6

8400-449100.391.22.07.1

9450-499112.1106.72.13.3

10500-549124.8122.41.31.2

11E550-5991124.81120.311.213.3

12;600-6491138.41135.710.811.9

13650-699138.4133.80.83.8

14700-749159.0156.20.52.2

15750-799159.0151.00.77.3

16:800-8991169.91168.710.610.7

17;900-9991198.51193.710.914.0

18E1000-1216.21205.011.319.9
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表10そ の他の直接税の内訳

単位:万 円

軅 穀 畫鑿 罰金 鯔 翳)轍 鑛 齧
1-9918り90.118.20 .6

2100-14919.00.118 .00.9

3150-19919.60.218141 .1

4200-24916.40.513.22 .8

5250-29911.80.58.62 .8

6300-34913.00.69 .03.3

7350-39910.30.75 .64.1

8400-44913.41.Oz.15 .4

9450-499&70.83 .34.6

10500-5496.20.71 .24.3

11550-59910.31.13.36 .0

12600-64910.11.21.97 .0

13650-69911.11.13 ●86.2

14700-7499.31.12 .26.0

15750-79914.31.17.36 .0

16800-8998.61.20伽76 .7

17900-99911.21.14.06 .2

181000-18.81.49.97 .6

表11拡 張 可 処 分 所 得 の 内 訳

単 位:万 円

鞭 靉 灣 灘 可処分所得. .蝋 料
1-99304.33.6300.7261.739 .i13.0

2100-149342.129.8312.3255.856.517 .7

3150-199392.660.6332.0267.0.65.022 .0

4200-249479。5109.8369.7297.172.632 。9

5250-299599.7172.2427。5385 .242.326.7

6300-349671.820〔i.4465。4407 .258.234.4

7350-39984a7282.7560.9488 .872.137.6

8400-449922.9290.1632.8549.883 .033.4

9450-4991,117。3404.6712.7653.758.943 .5

10500-5491,311.2504.5806.7707 .599.243.1

11550-5991,336.6481.0855.6758,397 .361.9

12600-6491,527.7567.8960.0832.0127 .945.4

13650-6991,560.2546.71,013,5871.Ol42.549 .6

14700-7491,724.3637.11 ,087.1955.713L461.5

工5750-799i,666.5532.51,134.01,009 .9124.139.3

16800-8992,075.6798.11,277.5i,123.1154.464 .1

17900-9992,287.6893.11,394.5i,217.8176.772 .5

181000-3,104.31?232.1i,872.21 ,610.2262.0330.2
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表12支 出シェアパラメーター

P,得12345__6789

消 費 財 一gg1° °-14915°-1992° °-24925°-2993° °-34935°-3994° °-44945°-499

110.16610.14510.14310.14010.14910.14210.13110.13210.133

210.01610.01810.01610.01610.01510.01510.01510.01610.016

310.01210.01310.01510.01610.01510.01810.01610.01610.017

410.01710.02510.02410.02610.02410.02410.02010.01710.018

510.02010.02010.02510.02810.03310.03410.03610.03510.038

610.00310.00310.0031.0.00410.00410.00510.00410.00510.005

710.22910.32210.29410.26010.24410.24010.27810.27110.262

810.04010.03610.03410.03310.03410.03210.02910.03010.029

910.00210.00310.00510.00310.00710.00710.00710.00510.005

1010.01310.02110.02910.02110.02710.02?10.02810.02710.031

1110.01610.01510.01410.01510.01510.01510.01510.01710.016

1210.28210.17810.17710.17310.12210.12610.11010.09710.070

1310.03910.03910.03710.03610.04210.04310.04110.03810.045

1410.00510.01210.01710.04010.04010.04510.04910.06410.052

1510.01510.01410.01410.01310.01410.01310.01210.01210.011

1610.07210.08810.09410.11510.14510.14010.13910.14110.161

1710.00810.00910.01210.01010.01210.01510.01310.02010.026

1810.00910.01010.00910.00910.00910.00910.00810.00810.008

1910.03510.031iO.03910.04110.04710.05010.04910.04910.054

月 彳'B101112131415161718

黼 財5° °-54955°-5996° °-64965°-6997° °-74975°-7998° °-8999° °-9991…-

110.14110.13210.13710.13610.14210.13910.13610.13710.129

210.01510.01510.01510.01510.01510.01410.01410.01410.012

310.01710.01610.01610.01610.01810.01610.01610.01610.013

410.01610.01310.01610.01410.01510.01010.01010.01310.010

510.04010.04210.04710.05010.05210.05410.05410.06210.073

610.00610.006)0.00610.00610.00610.00610.00610.00610.007

710.24610.23310.19910.18410.17410.16410.14910.14310.113

810.03110.02910.02910.03010.03010.03010.03010.02910.029

910.00610.00910.00610.00810.00810.00610.00910.00910.011

1010.02910.02810.03110.03310.03510.03310.03410.03210.034

1110.01710.01510.01610.01710.01610.01510.01610.01510.016

1210.07210.06810.07010.06710.06210.06010.06110.05710.051

1310.04510.04810.04710.05110.05110.05410.05610.06510.060

1410.04910.06310.07410.06410.06210.05910.06410.05710.061

1510.01210.01110.01210.01210.01310.01210.01310.01410.013

1610.16510.17610.17610.18610.18510.19810.20710.20110.229

1710.02710.02910.03510.03610.03510.04710.03810.04310.044

:111:1!1:111:111'11!:111:111:11!:111:

1910.05910.06110.06110.06710.07310.07310.07710.08010.087
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表13効 用関数のパラメータ

蠡 所儲 級 ・1iβi・2iαi

1-990.0690.0951.1150 .825

2100-1490.1550.4361.1200 .766

3150-1990.2470.5661 .1200.759

4200-2490.3780.6191.1180.775

5250-2990.5230.5911.1080 .894

6300-3490.5680.5981 .1090.869

7350-3990.6420.5821 .1090.870

8400-4490.5850.5961.1100 .863

9450-4990.7260.5521.1060 .920

10500-5490.7930.5471 .1080.884

11550-5990.7150.5681 .1080.889

12600-6490.7490.5681.1090.871

13650-6990.6840.5911.1100 .860

14700-7490.7440.5691.1080 .883

15750-7990.6020.6021.1080.885

16800-8990.7920.5551.1080 .885

17900-9990.8110.5521.1080 .881

_181000-0.8320 .5551.1090.867

表14個 人 企 業 の 営 業 余 剰 の 中 身

単位:10億 円
　 　

蠡 産業 労羈 み 資奄 鷄 臠 利子 賃貸料
1i,236,1945.8290.3945.8932 。813.0

2鉱 業 α00.0α0αOo .oα0

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ1,705.9409.91,296.0409 .939L91&0

4繊 維 製 品687.3165.1522 .2165.1157.97 .25パル プ
・紙1

,017。0244.3772.7244.3233.6io.7

6化 学 製 品o.oo.oo .oo.00.00 .0

7石 油 ・石 炭 製 品0,00.Oo .00.00.Oo .0

8窯 業 ・土 石 製 品1,192.5286.5906.0286.5274.Oi2 .s

9一 次 金 属2,651.6637.12,014.5637 .1609.227.9

10金 属 製 晶1,140.7274.1866.62'14.1262.Ol2 .01
1一 般 機 械1,354.3325.41,028.9325 .4311.i14.3

12電 気 機 械i,025.1246.3778。8246.3235.5is

13輸 送 機 械1,240.3298.0942 .329&0284.913 .1

14精 密 機 械1,269.4305.0964.4305.0291.s13 .4

15そ の 他 の 製 造 業6,337.21,522.64,814.61,522.6i,455.966 .7

16建 設 業0,00.oo.00.00.00 .0

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業o.oo.00.Oo.00.Oo .0

18卸 売 ・11、売 業i,ssi.5471.31.490.2471、3450 .620.7

19金 融 ・保 険 業o.oo.00.00.Oo.oo .0

20不 動 産 業17,382。98.403.18,979.88,403.18 ,220.1183.0

21運 輸 ・通 信o.00.00.00.00 .00.0

22サ ー ビ ス 業6,424.01,543.44,88α51,543.41 ,475.867.6

23政 府 サ ー ビ ス0.Oo.00.Oo.00 .Oo.0

24対 家計 民間非営 利サー ビスo.00.00.00.Oo.00 .0

注)上 記 の資本費用が、個人企業における修正済み営業余剰 となる。
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表15営 業余 剰

単位:10億 円

類 産業 民間鰈 公的企業 政府'営 杲幗瞿(修 鑛 み)
ili.9329.70.00.0945.8

2鉱 業462.6214.70.00.00.0

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ1,666.80.10.00.0409.9

4繊 維 製 品445.00.00.00.0165.1

5パ ル プ ・紙524.60.00.00.0244.3

6化 学 製 品3,216.50.00.00.00.0

7石 油 ・石 炭 製 品504.80.00.00.00.0

8窯 業 ・土 石 製 品958.60.00.00.0286.5

9一 次 金 属2,684.60。00.00.0637.1

10金 属 製 品i,sso.52.80.00.0274.1

11一 般 機 械2,393.70.00.00.0325.4

12電 気 機 械4,109.10.00.00.0246.3

13輸 送 機 械2,560.20.00.00.0298.O

l4精 密 機 械657.90.00.00.0305.0

15そ の 他 の 製 造 業3,648.39.30.00.01,522.6

16建 設 業6,703.8419.20.00.00.0

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業2,946.2985.70.00.00.O

l8卸 売 ・小 売 業12,193.060.60.00.0471.3

19金 融 ・保 険 業 一15,995.3594.20.00.00.0

20不 動 産 業6,050.0718.10.00.08,403.1

21運 輸 ・通 信4,234.72,557.20.00.00.0

22サ ー ビ ス 業5,388.654.10.00.01,543.4

23政 府 サ ー ビ ス0。Oo.04,691.10.0

24対 家 計民間非営利サー ビス0.0〔).0508.40.0

表16帰 属利子調整後 営業余剰

単位:10億 円

蠡 産業 驪 鑞 営業余剰 喚騨
11,154.41,287.3132.9

2鉱 業585.6677.391.7

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ1,540.52,076.8536.2

4繊 維 製 品287.5610.1322.6

5パ ル プ ・紙552.7769.0216。3

6化 学 製 品2,810.03,216.5406.5

7石 油 ・石 炭 製 品246.4504.8258.5

8窯 業 ・土 石 製 品1,017.61,245.1227.5

9一 次 金 属2,750.63,321。6571.1

10金 属 製 品1,748.3、2,137.4389.1

11一 般 機 械2,359.12,719.1360.0

12電 気 機 械3,880.94,355.4474.5

13輸 送 機 械2,515.92,858.2342.3

14精 密 機 械852.4962.9110.5

15そ の 他 の 製 造 業4,364.15,180.2816.l

l6建 設 業5,802.27,123.11,320.8

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業2,552.33,931.81,379,5

18卸 売 ・小 売 業6,813.512,724.95,911.4

19金 融 ・保 険 業7,171.7-15,401.1-22,572.8

20不 動 産 業11,336.615,171.13,834.5

21運 輸 ・通 信5,304.06,791.81,487.8

22サ ー ビ ス 業3,603.26,986.13,383.0

23政 府 サ ー ビ ス4,69L14,691.10.0

24対 家 計民問非営利サー ビス508.4508.40.0

-210一



表17資 本 費 用

単位:10億 円

蠡 産業 資本費用1擁 羈 剰 直懲 榊
11,119.41 ,154.435.1

2鉱 業360.5585.6225 .2

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ862.01 ,540.5678.5

4繊 維 製 品111.1287.5176 .4

5パ ル プ ・ 紙417.6552 .7135.1

6化 学 製 品1,613.42,810.01 ,196.67石油
・ 石 炭 製 品127 .5246.4118 .8

8窯 業 ・ 土 石 製 品701.41,017.6316 .2

9一 次 金 属2,107.02 ,750.6643.6

10金 属 製 品1,209.71,748.3538 .6

11一 般 機 械1,592.22 ,359.1766.9

12電 気 機 械2,266.73,880.91 ,614.213輸送 機 械

1,632.52,515.9883.4

14精 密 機 械624.9852.4227 .4

15そ の 他 の 製 造 業3,138.84,364 .11,225.3

16建 設 業3,336 .75,802.22,465.5

17電 力 ・ ガ ス ・水 道 業2,178.42,552.3374 .0

18卸 売 ・ 小 売 業2,049.26 ,813.54,764.3

is金 融 ・ 保 険 業2,737.17,171.74 ,434.620不動 産 業

10,070.511,336.61 ,266.221運輸
・ 通 信4

,142.95,304.01,16玉.1

22サ ー ビ ス 業1,650.93 ,603.21,952.3

23政 府 サ ー ビ ス4,691.i4,691.10 .0-24
対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス508.4508.40.0

表18労 働 費 用

単位:10億 円

蠡 産業 獺 用 瀦 所得 個人企業以外 個人企業 社讖 税

12,117.12,348.62 ,058.3290.3231.5
2鉱 業370.9423 .2423.20.052.3

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ6,208.56,716.15 ,420.11,296.0507.6

4繊 維 製 品2,023。02,226 .21,704.1522.2203.2

5パ ル プ ・紙2,131.22,282.61,510.0772 。7151.4

6化 学 製 品3,275.43,574.43,574.40 .0299.0

7石 油 ・石 炭 製 品370.7402 .9402。90.032.2

8窯 業 ・土 石 製 品3,112.33,356.22,450.2906 .0243.9

9一 次 金 属5,041。85,344.83,330 .32,014.5303.0

10金 属 製 品4,400.04,822.63,955.9866.6422 .6

11一 般 機 械8,228.58,981.27 ,952.21,028.9752.7

12電 気 機 械9,823.710 ,704.19,925.3778.8880.4

13輸 送 機 械7,400.18,087.17,144.8942 .3687.O

l4精 密 機 械2,078.02,187.91,223.596生4110 .O

l5そ の 他 の 製 造 業15,134.116,349.711,535.14 ,814.61,215.6

16建 設 業21,353.623,801.423,801 .40.02,447.8

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業2,777.73,024 .03,024.00.0246.3

18卸 売 ・小 売 業34,156.637,553.536,063.31 ,490.23,396.9

19金 融 ・保 険 業12,437.513,508.113 ,508.iO.01,070.6

20不 動 産 業10,814.610,991.12 ,011.38,979.8176.5

21運 輸 ・通 信16,585.618,273.518,273.50 .01,687.9

22サ ー ビ ス 業38,157.741,713 .036,832。54,880.53,555.3

23政 府 サ ー ビ ス28,722.5111:.630,008.60 .01,286.0

24対 家 計民間非営利サ ー ビス6,752.97,240.77,240.70 .0487.8
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産業 生産物税(消 費税除く)
1 農林水産業 水利地益税
2 鉱業 鉱区税

鉱産税
3 食料 品 ・飲 料 ・たば こ 酒税

たばこ税
道府県たばこ消費税
市町村たばこ消費税

z 石油 ・石炭製品 揮発油税
航空機燃料税
石油税
地方道路税

17 電 力 ・ガ ス ・水道業 電源開発促進税
18 卸売 ・小売業 石油ガス税

軽油引き取 り税
19 金融 ・保険業 有価証券取引税

取引所税
21 運輸 ・通信 とん税

特別とん税
22 サー ビス業 印紙収入

入湯税
ゴルフ場利用税

特別地方消費税
日本中央競馬界国家納付金

表19付 加 価 値 の 内 訳

単 位:10億 円

類 産 業 付 加 価 値 ・ 用 労 用

i3,236.41,119.42,ll7.1

2鉱 業731.4360.5370.9

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ7,070.5862.06,20&5

4繊 維 製 品2,134.1111.12,023.0

5パ ル プ ・紙2,548.8417.62,131.2

6化 学 製 品4,888.71,613.43,275.4

7石 油 ・石 炭 製 品498.3127.5370.7

8窯 業 ・土 石 製 品3,813.7701.43,112.3

9一 次 金 属7,148.72,107.05,041.8

10金 属 製 品5,609.61,209.74,400.0

11一 般 機 械9,820.71,592.28,228.5

12電 気 機 械12,090.42,266.79,823.7

13輸 送 機 械9,032.61,632.57,400.1

14精 密 機 械2,702.9624.92,078.0

15そ の 他 の 製 造 業18,272.93,138.815,134.1

16建 設 業24,690.43、336.721,353.6

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業4,956.12,178.42,777.7

18卸 売 ・小 売 業36,205.82,049.234,156.6

19金 融 ・保 険 業15,174.62,737.112,437.5

20不 動 産 業20,885.110,070.510,814.6

21運 輸 ・通 信20,728.54,142.916,585.6

22サ ー ビ ス 業39,808.61,650.938,157.7

23政 府 サ ー ビ ス33,413.64,691.128,722.5

24対 家計民間非営利サー ビス7,261.2508.46,752.9

表20生 産物税の分類表

一212一



表21産 業が負担する税の内訳

単位:10億 円

蠡 鰈 直嬾 本m間 接資本纐 社会保瞰 額 継 勸 税額
(控 除)

135.i
.631.4231.5-77.6iot.5179.12鉱業225

.2716.752.3-480.7-458 .921.8

3農 料 品 ・飲 料 ・た ば678.5590.2507.63,404.23 ,815。04重0.7

4繊 維 製 品176.4181。8203.211 .613.31.7

5パ ル プ ・紙135.1211.2151.439。841 .6i.7

6化 学 製 品1,196.6520.0299.063 .266.63,4

7石 油 ・石 炭 製 品11&8620.532.22 ,631.92,647.215.3

8窯 業 ・土 石 製 品316.2254.3243.964 .767.12.3

9一 次 金 属643.6699.1303.046 .950.83.9

10金 属 製 品53&6319.7422.6122 .4127.45.0

11一 般 機 械766.9503.0752.773 .08α37。3

12電 気 機 械1,614.2816.9880.4-i.37.38.6

13輸 送 機 械883.4605.5687.09.521.4ti .8

14精 密 機 械227.498.2iio.o-3.6-2.31 .3

15そ の 他 の 製 造 業1,225.3910.61,215.6281.4293 .712.3

16建 設 業2,465.51,150.12,447.835.0185.3150 .2

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業374.0666.6246.3166.7343.4176.7

18卸 売 ・小 売 業4,764.31,558,93,396.91 ,343.41,909.5566.1

19金 融 ・保 険 業4,434.61,075.41,070.6-585.3991 .31,576.6

20不 動 産 業i,2ss.23,367.7176.53.5181 .0177.5

21運 輸 ・通 信1,161.11,127.01,687.9-645.8318 .6964.4

22サ ー ビ ス 業i,952.31,652。83,555.32,966.13,312.0345.9

23政 府 サ ー ビ スo.oo.a1,286.043.643 .60.0

24対 家 計民間非営利サービス0.00.0487.8s4 .5s4.50.0

-213一



表22最 終需要の内訳

単位:10億 円

蠡 産業 嬲 要 最繖 需要 繼欝 国黷'在 庫黝 ・
14,368.67,244.347.ll96.4-40.6

2鉱 業 一8,546.6-15.024.90.034.6

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ33,027.437,436.0-161.80.0-225.0

4繊 維 製 品4,237.74,837.391。9242.2-3.1

5パ ル プ ・紙74.5281.222.90.031.9

6化 学 製 品5,698.65,637.834.70.048.3

7石 油 ・石 炭 製 品2,587.64,289.484.40.0117.4

8窯 業 ・土 石 製 品771.3615.880.10.0111.4

9一 次 金 属 一502.8383.7119.1-374.8368.2

10金 属 製 品1,825.21,036.3474.9966.6138.0

11一 般 機 械12,282.577.57,207.317,335.5653.6

12電 気 機 械21,970.16,631.16,950.Ois,775.1598.6

13輸 送 機 械20,993.47,932.2,,.612,239.5141.5

14精 密 機 械2,473.71,295.0698.61,668.369.9

15そ の 他 の 製 造 業17,582.319,479.51,029.42,135.8277.2

16建 設 業33,085.90.033,085.985,130.90.O

l7電 力 ・ガ ス ・水 道 業6,740.56,740.50.00.00.0

18卸 売 ・小 売 業475.8568.2162.1417.10.0

19金 融 ・保 険 業5,131.65,903.00.00.00.0

20不 動 産 業47,088.347,088.30.00.00。0

21運 輸 ・通 信15,343.814,603.10.00.00.0

22サ ー ビ ス 業54,817.457,364.50.00.00.0

23政 府 サ ー ビ ス49,694。649,694.60.00.00.0

24対 家計 民間非営利サー ビス13,579.513,579.50.00.00.0

蠡m再 新投資 輸出(輸 費勧 輸入 輸入税
190.236.12,959.02,826.7132.3

2鉱 業0.018.78,575.17,849.6725.5

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ0.0205.94,452.73,728.3724.4

4繊 維 製 品111.3599.71,291.21,154.9136.3

5パ ル プ ・紙0。0268.4498.0481.216.8

6化 学 製 品0.02,348.72,322.62,197.0125.6

7石 油 ・石 炭 製 品0.0294.92,081.21,925.7155.5

8窯 業 ・土 石 製 品o.0435.0359。6345。514.2

9一 次 金 属 一172.22,216.53,222.13,105.8116.3

10金 属 製 品444」587.6273.6262.910.7

11一 般 機 械7,964.56,282.01,284.31,245.339.O

l2電 気 機 械7,707.110,876.22,487.22,417.070.2

13輸 送 機 械5,623.310,076.01,873.41,795.278.2

14精 密 機 械766.51,240.37so.z740.220.O

l5そ の 他 の 製 造 業981.31,432.24,358.8蛮038.9319.9

16建 設 業39,112.20.00.00.00.0

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業0.00.00.00.00.O

l8卸 売 ・小 売 業191.6621.0875.5875.50.0

19金 融 ・保 険 業0.00.0771.4771.40.0

20不 動 産 業0.00.00.00,00.0

21運 輸 ・通 信0.03,123.82,383.12,383.10.0

22サ ー ビ ス 業0.02,209.04,756.14,727.728.4

23政 府 サ ー ビ ス0.00.00.00.00.0

24対 家計民間非営利サー ビス0.00.00.00.00.0

-214一



表23投 入係数

123456789101112

中 間 財

10.1800.0010曹220 .0,0280.0010_0020.0000.000000000.0000.0000.000

20.0000.0020.0000り0000.0030.0040.4850.0710 .0290.0000.0000.000

30.0250.ooiO.0290.0000.0010.0010 .0000.0000.0000.0000曾0000.000
40.0030.0000.0000.1890.0000.0000 .0000.0000.0000.0000.0000.000

50.0200曾0000.0230.0080.2750.0160.0000.0120.0000 .0030.ooiO.0056
0.0680.0060.0090.1i10.0230。27正0.0030 曾0130.0050.0060.0050.010

70響0290.0070.0040.0060.0110.0500.0500 。0170.0280.0030.0010 .00280
_0030,0000.0080_0000.0010.0050 曾0010.0780.0050.0030.0050.010

90.000・0.0020.0020.000.0.0000.0050.0000.of60.4610 .2620.1160.06?

100.0030.0120.022・0.0000.ooiO.0090.0020.0050 .0010.0380.0270.018
110.0000.0060.0000.0000.0000.0000 .0000.0030.0010.0030.2800.015
12

、0.ooiO.0010.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0030.0310.240130
.0060.0000.0000.0000_0000_0000冒0000,0000 _0000●0000_0000.000

140.0000.0000量0000.0000。0000.0000.{〕000 『0000.0000.0000.0050.001

150.0200.0120.0230.0120.0420.0180.0010 .0110.0060.0090.0190 .034
160.0760.0720.0350.0520.0860曾0850 .0350.1280.0700.0730.0340 .048
170.0060.oziO.0140.0240.0290.0340.0080.0220 .0250.0120.0090.010
180.1590.0360.1910.1440.1500.0750 .0460.0750.0860.0750.1050 .116
190.0860.0480.0120.0400。0210.0280 .0220.0230.0130.0170.0160.010

200_0000.0030.0010.0020.0010.0020 ロ0010.0020.0010.0020.0020 .002210
.0600.1560.0300璽0190.0220.0240.0210.0360.0150.0200 璽0150.015

220.0330.0570.0500.0330.0410.1080.0170.0520 .0280.0490.0620.i13

230.0000.0020.0030.0040.0020.0050.0010.0030.0010 .0010.0010.001

240.0010.0010,0010曾0000.0010.0010 .0000.0010.0000.0010.0010 .001

13141516王718192021222324

中 間 財

10.0000.0000.0220.0010.0000.0000.0000 .0000.0000.0070.0010.002

20_0000.0000.0020,0130.0770_0000.0000.0000.0000.0000.0000 .00030
.0000.0000.0010_0000.0000.0010.0010、0000.0000.0090 .0030.0024

0.0010.0000.0290.0010.0000.0000.0000.0000 .0000.0010.00(}0.000

50.0010.0040.0360.0040.0000.0100.0020.0000 .0040.0130.0010.002
60.0090曾0040.0630.0050.0020.0000 .0010.0000.0010.0290.0240 .072

70.0020.0010.0020.0090.0430.0030.0000.0010.0600.0060 .0050.005

80_0070.0100.0040_0690.0000.ooiO.0000.0000 .0000.0030.0010.001

90.0790.0240.0110.0440.0000.0000 .0000、0000.0010.0030.0000.000

100.0100.0070.0090.0880.0000.0040.0000..0000.0010.0020 .0020.000

nO.0230.0110.0030.ai50.0000.0000.0000.0000 .0000.0280.ooiO.000

120.0470.0280.0030.oizO.0000.0010 .0010.0000.0010.Ol30.0050 .000
130.2950.0000.0000.0000.0000.0000 .0000.0000.0060.0100.0090.000

140り0010.0980.0000.0000.0000.0030.0000.0000.0000 .0020.0020.002

150.0370.0280.1140.0560.0080.0220.0310.0010 .0080.0450.0250.033

160.0250.0290.0350.0580.3560.1ioO.0600 .4040.0920.0790.1790.154

170.0090.0050.0100.0060.0150.0120.0050.0020.0110.0230 .0220.022

180.1300.0730.1320.1500.0290.0470.0230.0030.0610.1260 .0480.093
190.0110.0170.0190.0180.0290.0720.1500.0600 .0590.0410曾0040.Ol2
200.0010.0010.0020.002.0.0030.0250.0130 .0030.0050.0090。0010.004

210.0120.0090.0210.0350.0150.0690 .0320.0020.0610.0390.0250.020

220.058070480.0450璽0880.0790.0960、1410.0190.0970.1130.0570 .069230
.ooio.0010.0020●0020.0020.01iO.0020.0010.0030 .0280.0100.009

240.0000.0000_0010.0010.0010.0010.ootO.0000.00!0.0010 .0010.001
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表24付 加 価 値 関 数 の パ ラ メ ー タ ー

分 類 産 業 付 加 価 値 率 γ α(参 考)(参 考)

170.232.590.510.500.12

2鉱 業o.7s4.340.222.210.is

3食 料 品 ・飲 料 ・た ば こ0.232.410.721.240.09

4繊 維 製 品0,332。330.802.720.ll

5パ ル プ ・紙0.292.260.71q700.08

6化 学 製 品o.zs2.940.47i'10.io

7石 油 ・石 炭 製 品o.106.640.29'10.10

8窯 業 ・土 石 製 品0.432.35α68α690.09

9一 次 金 属0.222.500.550.540.07

10金 属 製 品0.412.410.650.600.11

11一 般 機 械0.262.260.720.s70.10

12電 気 機 械 α282.550.650.910.10

13輸 送 機 械0.242.420.680.770.ll

14精 密 機 械 α602.270.640.44α06

15そ の 他 の 製 造 業0.432.210.7iO.58α09

16建 設 業0.322.310.740.920.13

17電 力 ・ガ ス ・水 道 業0.332.500.430.400.10

18卸 売 ・小 売 業0.492.370.792.610.11

19金 融 ・保 険 業0.553.170.581.700.10

20不 動 産 業0.502.390.370.390.02

21運 輸 ・通 信0.542.250.690.470.12

22サ ー ビ ス 業0.351.85α871.850.11

23政 府 サ ー ビ ス0.571.650.830.000.05

24対 家計民間非営利サービス0.491.440.9100.08
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表25変 換行列

123456789101112

消 費 財

10.2150.0000.7850.0000 .0000.0000.0000。0000 _0000.0000.0000.000
20.0000.0001.0000.0000 .0000.0000.0000.0000 .0000.0000.0000.00030

.0000.0001.0000.0000.0000.0000 .0000.0000.0000 .0000.0000.000
40.0000.0001.0000.0000.0000 .0000.0000冒0000.0000 .0000.0000.00050

.0000.0000『0000.3350.0000 .0000_0000_0000.0000.0000.0000 .00060

.0000曹0000.0000.0000.0000.0000_0000 .0000.0000.0000 .0000●00070

.0000.0000.0000.0000『0000.0000.0000 。0000.0000.0000.0000.0008
0.000-0.0020.0000.0000.0000.0000 _0700噛0000.0000.0000.0000_000

90.0000.0000.0000.2040.0000 .0000.0000.0030.0000.0000.0000.000
100.000.0.0000.000

.0.0000.0000。0000.0000.0820.0000.0650.0030.765110
.0000.0000.0000.0000.0040.・1140.0000 .0000.0000.0000 .ooaO璽054

120.0000.0000.0000.0000.0080.0730 .0000.0000.0000.0000 .0000.000130
.0000.0000.0000.0000.0000,0000 『0000『0000.0000.0000噂0000_000

140.0000.0000.0000.0000 .0000.0000.2830.0000 .0000.0000.000.0.000150
.0000_0000_0000.0000.0000.0000.0000 .0000.0000.0000 .0000.000

160_0000.0000.0030.0080.0020,0830 .0000●0000.0000匿0000.0010,018
170.0000_0000_0000.0000.0000 .0000.0000.0000.0000.0000.0000.000

180.0000.0000.0000.000090000.0000.0000 .0000.000'0.0000.0000 .000190
.0000.0000『0000.0000.0000.0000.0000 .0000.0240.0340.0010 .000

131415161718is2021222324

消 費 財

iO.0000.0000・0000.0000.0000.0000。0000 .0000匿0000.0000.0000 .00020
.0000.0000.0000.0000.0000騨0000 .0000.0000.0000.0000.0000_000

3!o.000!o.000!o.000!o.000!o.000!o .000!o.0000.ooa!o.00010 .000!o.00010.000
40.0000.0000.0000。0000.0000 .0000,0000.0000.0000.0000.0000.000

50_0000.0000.6650.0000.0000.0000.0000 ,0000.0000.0000.0000.0006
a.0000_000LOOOO・0000.0000.000a .0000_0000.0000.0000 .0000.0007
0.0000.0000.0000●0000.0000.0000 .0001.0000.0000.0000.0000.000

80.000090000.0000_0000 .8990_0000.0000.0000 .0000.0000.033「0.000

90.0000●0000.7930_0000.0000.0000.0000 .0000.0000.0000.0000 .000100
.0000.0840_0000_000G.0000.0000 .0000.0000.0000.0000.0000.000

i10.0000.0000.4930.0000.0000 .0000.0000.0000.0000 、3360.0000.000
12'0.0000.0000.0000.0000 .0000.0000.0000.0000.0000.6590.0470 .213130

_0690●0000.0000.0000。0000.0000.0000 .0000.9310.0000.0000.000
140.5320.0000.0050.0000.0000.0000 .0000.0000.0000.1800 .0000.000150

.0000.0000.0000.0000.0000 .0000.0000.0001.0000 .0000.0000『000i60

.0000.0160.1020.0000.0000『0000.0000 .0000.0000.7670.0000.000

170.0000.0000.0000.0000.0000.0000 .0000.0000.0000.3220 .2680.410
正80_0000.0001響0000.0000.0000.0000 .0000●0000.0000.0000.0000.000
19iO.00010.00010.00010.00010.00010 .03510.3650.0000.0000 .2240.1780.138
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図1当 初 所 得 の 構 成 所 得 比 の 作 成 手 順

図1-A

O雇 用 者 所 得 世 帯 ○ 事 業 所 得 世 帯 ○ 農 業 所 得 世 帯

所DE'EE'BEIAE'ZE`TEIDB正EB'BB'AslZBITBIDAIE`ABA'AAIZAITA'

得 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … °'

階 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …

級DE`$EE18DE18^E187E18TE18DB18EBI8BB18ABI8ZB18TBI8Dai$EA18BA18AA18ZAL8TA18

0財 産 所 得 世 帯 ○ 移 転 所 得 世 帯

所DzlZz'DTlZTITT1

得 …

階 …

級Dzl$Zz18DT18ZTI8TT18

注)D・E・B・A・Z・Tは そ れ ぞ れ 世 帯 の分 布 デ ー タ ・雇 用 者 所 得 ・事 業 所 得 ・農 業 所 得 ・財 産 所 得 ・私 的 移 転 所 得 で

あ る 。 ま た 、 上 付 と下 付 の 添 え 字 はそ れ ぞ れ 所 得 階級 と世 帯 業 態 を 表 し て い る 。

図1-B①,②

① 雇 用 者 所 得 の マ ク ロ デ ー タ ② 全 所 得 の 集 計 値

所E1(=DE1*EE1+DB1*Ea'+DA1*EA')S1(=E`+B`+A1+Z1+TI)

得 ・ ・

階 ・ ・

級El8←DE18*EE18十DBi8*EBl8十DA18*EAl8)S'8(=E18十B18十A18十Z18十T18)

注)事 業 所 得 ・農 業 所 得 ・財 産 所 得 ・私 的 移 転 所 得 に つ い て も 同様 。

図1-C

O当 初 所 得 の 構 成 所 得 比 の 作 成

所

得

階

級

図1-D

O当 初 所 得 の 構 成 所 得

所

得

鬆
注)Wはr所 得再分配調査報告(厚 生省)』 よ り得 られ る当初所得である。 さらに、このよ うに して求めた

それぞれの所得 をマクロ調整 した。
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雇用者所得比 事業所得比 農業所得比 財産所得比 私的移転所得比

RE1(=E1/SI)

:
RE18←E`$/S18)

RBt←B1/S1)RA1(=Al/Sl)Rz1←Z'/S')RT1←T1/Sう

● ● ●o

,● ● ●

RB18(=B18/S'8)RA'$(=A18/Si$)RZ`$(=Z`$/S'8)RT18(=T18/S'$)

雇用者所得 事業所得 農業所得 財産所得 私的移転所得

W1*RεlWI*RBIW!*RAIW1*RzlW1*RT1

.●,● ●

o● ●o●

W18*RE瓦8W18*RBt8Wl8*RAI8Wl8*Rz18Wl8*RT18



図2現 在消費財と将来消費財 との代替弾力性(σ2)の比較
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所 得 階 級(万 円)

図3レ ジャー財と合成消費財との代替弾力性(σ1)の比較

0.9

o.s

O.7

a.s

o.s
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図4生 産要素の分配パ ラミタ ー(μ)の 比較
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